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政策評価の外部評価結果への対応方針の見方

１．総合計画審議会・行政改革推進委員会評価結果

政策評価の外部評価結果への対応方針

主管部局名 選挙管理委員会事務局

政策目標 19　住民の意思を行政に反映させる

所管の施策目標
（施策目標主管課名）

住民の意思を行政に反映させる（選挙管理委員会事務局）

0

0

0

0

0

○　課題認識と解決への方策について

⑰期日前投票所は設置する方向で検討してほしいが、指標にすべきかどうかは、慎重に検討すべ
きである。少なくとも現行の指標は維持すべきである。
⑱専任職員による事務体制については、一部兼任も含めて、検討すべきである。
⑲「明るい選挙推進協議会」は老人の集合体なのか。投票所の立ち会いは高齢者なのか。なぜ若
い方にお願いしないのか。市民ボランティア、大学との協調、NPO等々、政治への関心を広め
る良いチャンスと思えるが。
⑳こちらも認識は正しいと考える。期日前投票所の増設及び投票所の整備という意味での見直し
が必要である。明るい選挙推進協議会は、あまり知られていないので、もう少しいろいろな部分
でのアピールをしつつ、会員の募集及び新たな啓発活動の検討が必要と考える。

総合計画審議会
行政改革推進委員会
委員コメント

○　政策目標の達成に向けた総合コメント

①選挙管理委員会の業務の第一は、公正・公平であり、その原点は見失わないように、今後も効
率的・効果的に選挙が執行できるように努力して欲しい。
②基本的には市民の政治意識（民意）の問題である。
③若年中年層の投票率向上が一番の課題と思う。明るい選挙推進協議会の存在をもっと上手くア
ピールし、若手のエンジニアの登用等も視野に入れ、新たな啓発活動の導入及び現行の運動も並
行して行っていく必要性を感じる。
④戦略としては中・高・大学での教育が大切と思うが、学校教育としてOKなのか。
⑤市民の日常生活と議員による政治は別物なのかもしれない。
⑥市民は日々幸せなのか。何か問題が起きれば投票率は高くなるのか。
⑦住民の意思を行政に反映させるという政策目標は大変である。選挙管理委員会がどうあるべき
か、事務局は補佐する所と考えるが、本当の役割は何か。選挙の投票の結果を公表し、投票率が
低いのは、市民が投票に対して何が課題となっているのか、調査して周知する等の対策が必要で
ある。
⑧住民投票についてはその条例が検討されており、選挙管理委員会事務局で行うことになると考
えるが、その対応については検討が必要である。

○　これまでの取り組みと成果について

(1)　政策目標の達成状況及び効果の状況

⑨基本的な業務は十分に達成していると考えられるが、啓発等の成果は投票率には現れておら
ず、啓発事業の効果等がどの程度、出ているかは、確認できない。
⑩期日前投票所の増設は当日選挙に行けない人々に投票の場を広く提供するという意味で、目標
達成の効果は大きいと思う。しかし、問題の本質は、全体の投票率（期日前＋当日）であり、期
日前投票は投票率のダウンを止める効果はあるが、全体の投票率をアップさせることには直結し
ないと思う。
⑪小和田公民館での期日前投票所増設により、期日前投票が増え、投票率向上に寄与したことは
評価できる。
⑫来年の地方統一選挙に向け、市役所分庁舎は駐車場が今までより不便になることを考えると増
設の必要性が考えられる。
⑬明るい選挙推進協議会や文教大生と選挙啓発が行われているが、難しい問題ではあるが、なか
なか効果の指標がないので判断しづらい。

(2)　戦略的な政策展開の状況

⑭期日前投票所を設けることは、投票の利便性を上げられる点で効果があると考えられる一方
で、選挙のない期間も専任職員体制をもっていることは、どれだけの成果をあげられているか
は、疑問である。
⑮投票日当日の会場増設は有効な政策ではあると思うが、近い所に行くということに止まり、投
票数が分散されるだけだと思う。市としては経費のムダ遣いになるかもしれない。
⑯課題認識は、あっていると思う。期日前投票所の増設及び投票所の整備という意味での見直し
が必要である。明るい選挙推進協議会は、あまり知られていないので、もう少しいろいろな部分
でのアピールをしつつ、会員の募集及び新たな啓発活動の検討が必要と考える。

主管部局の目標（政策目標）を表示しています。

政策目標の達成に向けた施策（各課）の目標を表

示しています。

総合計画審議会委員及び行政改革推進委員会

委員からの政策目標達成に向けた総合的な視点

による評価コメントを表示しています。

総合計画審議会委員及び行政改革推進委員会

委員にからのこれまでの取り組みや成果の視点

による評価コメントを表示しています。

総合計画審議会委員及び行政改革推進委員会

委員からの課題認識と解決に向けた視点による

評価コメントを表示しています。

主管部局の名称を表しています。
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政策評価の外部評価結果への対応方針の見方

２．評価結果への対応方針

③若年中年層の投票率向上が一番の課題と思
う。明るい選挙推進協議会の存在をもっと上手
くアピールし、若手のエンジニアの登用等も視
野に入れ、新たな啓発活動の導入及び現行の運
動も並行して行っていく必要性を感じる。

　茅ヶ崎市明るい選挙推進協議会や文教大学
とは、いろいろな機会を通じて相互に連携
し、若年層を中心に啓発活動を行っています
が、さらに他の年齢層についても投票率の現
状を周知し、新たな啓発の取り組みについて
検討していきます。

２６年度
下半期
以降の
取り組み

事業実施の
考え方

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

①選挙管理委員会の業務の第一は、公正・公平
であり、その原点は見失わないように、今後も
効率的・効果的に選挙が執行できるように努力
して欲しい。

　各種選挙を公正かつ適正に管理執行するた
めに常に体制を整えておくとともに、選挙経
費や啓発経費についても業務の改善を図りな
がら効率的に執行します。 実施中 －

⑦住民の意思を行政に反映させるという政策目
標は大変である。選挙管理委員会がどうあるべ
きか、事務局は補佐する所と考えるが、本当の
役割は何か。選挙の投票の結果を公表し、投票
率が低いのは、市民が投票に対して何が課題と
なっているのか、調査して周知する等の対策が
必要である。

　選挙管理委員会は、国政・地方選挙や農業
委員会委員選挙などの選挙に関する事務や選
挙に関する訴訟、直接請求、国民投票などの
選挙に関係する事務を管理執行しています。
　また、選挙が公明かつ適正に行われるよ
う、あらゆる機会を通して有権者の政治常識
の向上に努めることや、投票の方法、選挙違
反など選挙について必要と認める事項を周知
することも重要な職務です。
　投票率については、選挙の種類や年齢階層
別により違いがありますが、年齢階層では特
に２０代から３０代の投票率が低い傾向と
なっているため、若年層に対する啓発事業を
積極的に行っています。一般的に、投票率の
低下の理由として、政治への無関心、政治へ
の不満や不信、支持対象がない、投票しても
影響がないと考えられることなどが挙げられ
ます。選挙管理委員会としては、選挙に対す
る常時啓発や選挙時の啓発を充実するととも
に、あらゆる機会を通じて有権者の意向を聴
取し、投票環境の整備を行い投票率の向上に
努めています。
　なお、ご質問の選挙に関する意識や行動に
ついて調査し、結果を公表することは可能で
あるため、今後検討していきます。

２７年度
以降の
取り組み

事業の
実施方法

⑧住民投票についてはその条例が検討されてお
り、選挙管理委員会事務局で行うことになると
考えるが、その対応については検討が必要であ
る。

　住民投票条例については、本年度に設置さ
れました茅ヶ崎市住民投票制度検討委員会
（行政総務課所管）において今後調査審議す
ることとなっています。この中で選挙管理委
員会の位置づけについても検討されることと
なるため、その審議内容に基づいて対応を
図っていきます。

２６年度
下半期
以降の
取り組み

－

④戦略としては中・高・大学での教育が大切と
思うが、学校教育としてOKなのか。

　若い有権者の投票率を踏まえますと、未来
を担う若者に対する常時啓発は重要でありま
すので、アプローチするとともに手法を工夫
しながら進めていきます。

参考と
します

－

⑥市民は日々幸せなのか。何か問題が起きれば
投票率は高くなるのか。

　投票率は、その時の政治情勢や選挙の争
点、候補者の顔ぶれなど様々な要素が影響す
ると考えられますが、投票環境の整備や啓発
事業も重要でありますので、引き続き取り組
んでいきます。

実施済み －

総合計画審議会委員及び

行政改革推進委員会委員

によるコメントを表示してい

ます。

※委員コメントが単なる現状

確認などの場合、対応方針を

記載していない場合もありま

す。

左記のコメントに対する市

の考え方や取り組み状況

などを示しています。

対応方針の反

映先とその反

映箇所を表示

しています。

※反映先の分

類については、

別紙「政策評価

の外部評価結

果への対応方

針の反映先の

分類図」を参照
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指
標
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計
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業
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評
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メ
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－
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示
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意
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内
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参
考
意
見
と
す
る
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中
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容
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す
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】
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「
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」
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こども育成部

１．総合計画審議会・行政改革推進委員会評価結果

政策評価の外部評価結果への対応方針

主管部局名

○　これまでの取り組みと成果について

○　政策目標の達成に向けた総合コメント

1　次世代の成長を喜び合えるまち政策目標

所管の施策目標
（施策目標主管課名）

(1)　政策目標の達成状況及び効果の状況

0

3　子どもの健康な成長を支援する（こども育成相談課）

2　ニーズに合った多様な保育を行う（保育課）

1　安心して子どもを育てることを支援する（子育て支援課）

こども育成部

①出生率が全国平均よりも低い茅ヶ崎市を子育て支援体制の充実を図り、安心子育てのまちに成
長させてほしい。
②少子高齢化に伴う待機児童の対策については細かなニーズを把握するとともに、母親への支援
の充実を図る必要が感じられる。
③ジェンダー統計と他部署との連携について、子育てに関する市民意識が当市の保育環境の未整
備に一部起因していることも忘れてはいけない。国際的にみて日本の男女平等指数の低い要因の
ひとつとして、女性のキャリアの中断がある。男女共同参画プラン推進協議会からの指摘にある
通り、市民のライフサイクルの変化に対応した需要を的確に把握するために統計をジェンダー平
等の視点から分析（ジェンダー統計の実施）し、子育て支援策に生かすことが必要である。
④施策の実行にあたっては、子育てが女性のみ責任として捉えられることがないようジェンダー
平等に基づいた視点に常に配慮することが必要であり、他部署との連携が重要になってくる。
⑤平成３２年が確実であると言うならば、民間では今あるものの活用と外部との連携で、今を乗
り越える事を考える。その時に最重要なことは、質・クオリティの問題である。コストは二の次
である。

0

0

⑥待機児童の解消に向けての保育所の開設や無認可保育所に対する援助等の努力は認めるが、い
たちごっこの様相は横浜市の例を見ても明らかである。
⑦待機児童の解消に向けた動きとして新規保育園の開設等努力されてきているが、今後年少人口
が大幅に減少するということであれば施設の増は再検討し、ソフト面での対策を考えるべきと考
える。
⑧保育園の増設や児童クラブの整備があらたな需要を生み出し、待機児童の発生ということにつ
ながっており、目標の達成がみえにくくはなっているが、この状況は起こるべくしてのものであ
り、目標指数等を下げることなく、新たな住民の要求も含めて、新制度のもとに対応していくべ
きである。
⑨来年4月より、幼稚園でも子育て施設として機能するようだが、もっと積極的に家庭的保育事
業の組織化を図ってはどうか。
⑩多様な保育ニーズに考慮した保育サービスは、今後も益々必要とされる状況がある。保護者の
負担ができるだけ軽くなるような施策に取り組むべきである。
⑪公正取引委員会報告では、多くの自治体が株式会社の参入を妨げていると言っている。本市で
はどうなのか。女性の社会進出は今や国是である。

⑫臨時職員等を含めたこども育成部全職員で、施策展開を図ることに努力していることは高く評
価をする。
⑬児童クラブへの取り組みを大いに評価する。私見になるが、児童クラブに通っている児童は皆
楽しんでいるように見える。最初からお互いを良く知る仲間達であり、指導員の言う事を良く聞
いている。行きも帰りも仲間がいるから安心である。惜しむらくば、もっと広い場所を提供でき
ればと感じる。将来は、公民館・青少年会館等を凌駕する存在になると思うし、育成の方向性も
見えるのではないか。
⑭多様な子育ての環境を整えることについて、茅ヶ崎市民の子育てと就労に対する意識調査から
は、女性が一時期キャリアを中断して子育てをし、再度就労を希望する市民の割合が高いことが
理解でき、多様な保育形態の提供を含めた保育環境の整備が望まれる。
⑮新設保育園の増加に伴い入園児童数が平成２１年に比べ７００人も増えた一方、待機児童数が
減っていないということについて、待機児童の内容をもう少し踏み込んだチェックをしてほし
い。

(2)　戦略的な政策展開の状況

総合計画審議会
行政改革推進委員会
委員コメント
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こども育成部

○　課題認識と解決への方策について

総合計画審議会
行政改革推進委員会
委員コメント

⑯保育士不足に対して、その確保と資質の向上が課題であるとの認識は大事な視点であると思
う。
⑰保育場所をニーズの観点からみると、預ける方からすれば近距離にある方が良く、また通勤を
要する共働き世帯では駅近くの無認可保育所が利便性が高いと感じると思われる。
⑱家庭的保育や無認可保育などの多様なニーズに対応した保育サービスの充実に向け、その質・
対価の吟味をして行く必要がある。
⑲育児に対して、きめ細かな対応・サポートが必要である。少子化の中で生まれて来る子供達を
地域全体で大切にしたいと考える。
⑳子ども・子育て支援新制度のもとでの保育園の入所基準については、当市独特の保育ニーズに
対応するため、就労時間の制限については一考を要する。
㉑待機児童の問題について、今後の年少人口の減少に伴うニーズの多様化を適確にとらえ施設の
増だけでなく、ソフト面での運用をもう少し踏み込んで考えていく必要がある。
㉒新たに予定されている「母子に関する心身の健康状態の把握」の指標については、児童虐待防
止の観点からも重要であるが、そこに、パートナーを含めた周囲の支援がどれだけあるかという
ことも把握できるような実態が指標に反映できるような工夫を望む。
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こども育成部

２．評価結果への対応方針

－
参考と
します

参考と
します

　各種の保育サービスについては、保護者の
方が利用しやすいように今後も内容について
研究していきます。利用料については受益者
負担の考え方から、応能の負担をしていただ
くと考えています。（保育課）

　認可保育園の整備は、本市においては、社
会福祉法人のほか、株式会社の参入について
も広く推進しています。既に、平成26年4月
現在、29園の認可保育園のうち、3園となっ
ており、26年度中に新たに2園の株式会社の
認可保育園が開設する予定です。（保育課）

実施中

－

－

　家庭的保育事業は平成２６年７月１日現在
で２６人の児童を保育し、待機児童対策の一
環として機能しています。しかしながら一方
で保護者の中には保育園における集団保育を
希望する方も少なからずいらっしゃいます。
家庭的保育事業は子ども・子育て支援新制度
にも位置づけられており、今後は待機児童数
の推移や保育ニーズの動向を見極めながら事
業の充実を図っていきます。（保育課）

２７年度
以降の
取り組み

　ご指摘のとおり、保育園の整備が新たな需
要が生じている状況がありますが、今後の乳
幼児の人口推計や、平成25年度に実施した
「子ども・子育て支援に関するアンケート調
査（ニーズ調査）」の利用意向等から保育の
ニーズ量を見込み、的確に対応します。（保
育課）

委員からのコメント

③ジェンダー統計と他部署との連携について、
子育てに関する市民意識が当市の保育環境の未
整備に一部起因していることも忘れてはいけな
い。国際的にみて日本の男女平等指数の低い要
因のひとつとして、女性のキャリアの中断があ
る。男女共同参画プラン推進協議会からの指摘
にある通り、市民のライフサイクルの変化に対
応した需要を的確に把握するために統計をジェ
ンダー平等の視点から分析（ジェンダー統計の
実施）し、子育て支援策に生かすことが必要で
ある。

⑦待機児童の解消に向けた動きとして新規保育
園の開設等努力されてきているが、今後年少人
口が大幅に減少するということであれば施設の
増は再検討し、ソフト面での対策を考えるべき
と考える。

⑧保育園の増設や児童クラブの整備があらたな
需要を生み出し、待機児童の発生ということに
つながっており、目標の達成がみえにくくは
なっているが、この状況は起こるべくしてのも
のであり、目標指数等を下げることなく、新た
な住民の要求も含めて、新制度のもとに対応し
ていくべきである。

反映先等

２７年度
以降の
取り組み

２７年度
以降の
取り組み

実施中

対応方針 反映箇所等

②少子高齢化に伴う待機児童の対策については
細かなニーズを把握するとともに、母親への支
援の充実を図る必要が感じられる。

　ちがさき男女共同参画推進プラン協議会の
答申（平成２６年３月）にありましたジェン
ダー統計の必要性については、今後各課かい
において、意識して統計がとられることか
ら、関係各課と連携し、子育てに関連する事
項において状況把握を行います。（子育て支
援課）

　現在の待機児童の状況からすると、まだ保
育園が不足している地域については保育園の
開設を進めていきます。また、保育園入園申
請の際に保護者の就労状況等を聞き取り、必
要に応じ他の保育サービスの紹介等を行って
います。（保育課）

（仮称）子ど
も・子育て支
援事業計画
（28年度以降
含む）

（仮称）子ど
も・子育て支
援事業計画
（28年度以降
含む）

－

⑨来年4月より、幼稚園でも子育て施設として
機能するようだが、もっと積極的に家庭的保育
事業の組織化を図ってはどうか。

⑩多様な保育ニーズに考慮した保育サービス
は、今後も益々必要とされる状況がある。保護
者の負担ができるだけ軽くなるような施策に取
り組むべきである。

⑪公正取引委員会報告では、多くの自治体が株
式会社の参入を妨げていると言っている。本市
ではどうなのか。女性の社会進出は今や国是で
ある。

　平成25年度に実施した「子ども・子育て支
援に関するアンケート調査（ニーズ調査）」
によりますと、母親の就労状況において、
パート就労などの短時間就労の状況が多い状
況となっています。フルタイムの就労時間に
対する待機児童のみならず、多様な保育ニー
ズに向け、認可保育園の整備のほか、3歳未
満の6人から19人の乳幼児を対象とした小規
模保育の整備等、さまざまな方法により実施
します。
　また、待機児童対策とあわせ、子育てに関
する不安の軽減を図るための相談業務等の充
実を図ります。（保育課、子育て支援課）

（仮称）子ど
も・子育て支
援事業計画
（28年度以降
含む）
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こども育成部

実施中 －

－

－

実施中

　入園申請における希望園からみると、ご指
摘のとおり保護者の方等の居住地近くの保育
園を選ばれる方が多いと認識しています。ま
た茅ヶ崎駅近くの保育園は待機児童が多く、
この地域は認可保育園・認可外保育施設を問
わず保育施設の需要が高いと考えます。（保
育課）

　家庭的保育事業については、家庭的保育支
援者が家庭的保育者を概ね月２回程度巡回
し、保育内容等の確認等を行っています。ま
た、認可外保育施設に対しては、各施設に対
して概ね年１回程度神奈川県とともに立入調
査を行い、保育内容や施設設備等について調
査し、必要に応じて指導を行っています。
（保育課）

参考と
します

実施中

反映箇所等

－

　茅ヶ崎市児童クラブは、児童一人当たりの
専用区画を１．６５㎡として定員を算出し、
児童の受け入れを行っています。
　「子ども・子育て支援新制度」の本格稼働
に向け、国の基準に基づき、市町村が制定す
ることとされている「放課後児童健全育成事
業の設備及び運営に関する基準を定める条
例」においても、児童一人当たりの専用区画
は１．６５㎡以上と規定されており、この点
からも、現在、茅ヶ崎市児童クラブは、国の
基準を満たした運営が実施されているものと
考えています。
　地域や小学校と連携し、校庭や公園などで
の外遊び等も取り入れながら、児童が伸び伸
びと過ごせるように努めます。（保育課）

－

（仮称）子ど
も・子育て支
援事業計画
（28年度以降
含む）

実施中

　平成25年度に実施した「子ども・子育て支
援に関するアンケート調査（ニーズ調査）」
の結果等を踏まえ、平成27年度から5年を計
画期間とする（仮称）茅ヶ崎市子ども・子育
て支援事業計画を策定し、多様な保育ニーズ
に対応します。（保育課）

反映先等

　新設保育園は新たな保育需要を掘り起こす
傾向にあり、定員数の増加が待機児童数の減
少に直結していない状況です。政策評価シー
トにお示しした待機児童数は新基準とよばれ
るもので、ひとつの保育園のみ申請している
方や、求職中の方、認定保育施設に在園して
いる方等は除いた数字となっています。入園
申請の際には、保護者の方の就労や家族等の
状況をお聞きしており、必要に応じて他の保
育サービスの紹介も行っており、今後も保護
者のニーズの把握に努めていきます。（保育
課）

　保育士の資質の向上については、市主催の
研修会を年８回程度実施しています。また、
県等が主催する研修についても、各保育園に
案内しています。保育士の確保については、
今後とも県及び保育園園長連絡会と情報交換
を密に図りながら、対策を検討していきま
す。（保育課）

対応方針

２７年度
以降の
取り組み

⑮新設保育園の増加に伴い入園児童数が平成２
１年に比べ７００人も増えた一方、待機児童数
が減っていないということについて、待機児童
の内容をもう少し踏み込んだチェックをしてほ
しい。

⑯保育士不足に対して、その確保と資質の向上
が課題であるとの認識は大事な視点であると思
う。

⑬児童クラブへの取り組みを大いに評価する。
私見になるが、児童クラブに通っている児童は
皆楽しんでいるように見える。最初からお互い
を良く知る仲間達であり、指導員の言う事を良
く聞いている。行きも帰りも仲間がいるから安
心である。惜しむらくば、もっと広い場所を提
供できればと感じる。将来は、公民館・青少年
会館等を凌駕する存在になると思うし、育成の
方向性も見えるのではないか。

⑭多様な子育ての環境を整えることについて、
茅ヶ崎市民の子育てと就労に対する意識調査か
らは、女性が一時期キャリアを中断して子育て
をし、再度就労を希望する市民の割合が高いこ
とが理解でき、多様な保育形態の提供を含めた
保育環境の整備が望まれる。

⑰保育場所をニーズの観点からみると、預ける
方からすれば近距離にある方が良く、また通勤
を要する共働き世帯では駅近くの無認可保育所
が利便性が高いと感じると思われる。

委員からのコメント

⑱家庭的保育や無認可保育などの多様なニーズ
に対応した保育サービスの充実に向け、その
質・対価の吟味をして行く必要がある。
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こども育成部

　母子保健訪問の訪問率向上は、児童虐待の
早期発見や未然防止に直接結びつくことか
ら、子育て世代の家庭状況や地域での支援状
況を的確に把握し、子育てに不安や悩みを抱
える家庭が必要とする養育支援の更なる充実
を図っていきます。（こども育成相談課）

実施中 －

条例制定

－

実施中 －

２６年度
下半期
以降の
取り組み

実施中

　平成25年度に実施した「子ども・子育て支
援に関するアンケート調査（ニーズ調査）」
の結果も踏まえ、多様な保育ニーズに対応す
る上で、保育を必要とする就労時間の下限時
間を月８０時間から64時間に基準を緩和し、
実施する予定です。（保育課）

反映箇所等

　核家族化による子育て世帯の孤立化を防ぐ
ためにも、地域での支援が必要であると考え
ています。安心して子育てしやすい環境を整
えるため、地域の方がお子さんを預かるファ
ミリーサポートセンター事業をはじめ、子育
て支援の充実を図ります。（子育て支援課）

反映先等対応方針

㉒新たに予定されている「母子に関する心身の
健康状態の把握」の指標については、児童虐待
防止の観点からも重要であるが、そこに、パー
トナーを含めた周囲の支援がどれだけあるかと
いうことも把握できるような実態が指標に反映
できるような工夫を望む。

⑳子ども・子育て支援新制度のもとでの保育園
の入所基準については、当市独特の保育ニーズ
に対応するため、就労時間の制限については一
考を要する。

委員からのコメント

㉑待機児童の問題について、今後の年少人口の
減少に伴うニーズの多様化を適確にとらえ施設
の増だけでなく、ソフト面での運用をもう少し
踏み込んで考えていく必要がある。

⑲育児に対して、きめ細かな対応・サポートが
必要である。少子化の中で生まれて来る子供達
を地域全体で大切にしたいと考える。

　現在の待機児童の状況からすると、まだ保
育園が不足している地域については保育園の
開設を進めていきます。また、保育園入園申
請の際に保護者の就労状況等を聞き取り、必
要に応じ他の保育サービスの紹介等を行って
います。（⑦と同じ）（保育課）
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教育推進部

１．総合計画審議会・行政改革推進委員会評価結果

⑩いじめ、不登校等の早期解決について、情報交換、研究協議会の開催など指導助言を行い、早
期の発見ができているとのことであり評価するが、まだまだ表に出ない見えない部分があるよう
に思える。きめ細かい対策をお願いする。
⑪文化財の下寺尾遺跡については、もっと一般への分かりやすいＰＲをお願いする。
⑫学校教育と社会教育という2本の柱で市民の学習を支えていこうとする方針は評価するが、具
体的な成果として見えにくいため、ともすると予算および人員の削減につながりやすく、所管課
としては心して施策の実行にあたるよう求める。
⑬教育基本計画の見直しにあたっては、実行的な推進につながる計画を求めるとともに、今回の
法律改正にあたっては教育委員会の独立性を損なうことのないように制度を整備していくことを
求める。
⑭教員の研修については、地域との交流ということで効果を発揮している例もあり、机上の研修
にとどまらず、住民や子どもたちとともに成長ができるような取り組みを望む。
⑮若い教員へのサポート体制は、直接「次代をはぐくむ教育力」に直結するため、更なる取り組
みを行い、教員本来の「授業」に専念できる体制を早くお願いする。
⑯学びの質向上のための、指導・助言や外部からの指導協力者等の取り組みは大いに結構であ
る。
⑰教育用パソコンの配備については、早急に実施に向けた方策が必要と考える。
⑱地域に対しては、「地域教育懇談会」の取り組みは大賛成である。懇談会を通じて地域の特性
や文化が周知できる。子育ての出前講座では目標を上回る成果とのこと、今後の発展を期待す
る。
⑲地域教育懇談会などを通じて、基本理念である「学び合い育ち合う、みんなの笑顔がきらめく
ひとづくり」を社会全体のテーマとして、今後も取り組んでほしい。
⑳地域コミュニケーションができあがれば、自ずと郷土や文化財を大切にする心が生まれると思
われる。
㉑「いじめ」の早期発見、早期解決というテーマは、学校教育現場では奥の深い、大変難しい課
題ではあるが、個の教員だけでなく、学校全体あげて取り組む姿勢を作ることが、見えてこない
「いじめ」をも予防する手立てになると思われる。

政策評価の外部評価結果への対応方針

主管部局名 教育推進部

政策目標 2　次世代をはぐくむ教育力に富んだまち

所管の施策目標
（施策目標主管課名）

4　学びの質を高め、学び続ける意欲を育てる学校教育を推進する（学校教育指導課）

5　自分を見つめ、地域を見つめる社会教育と文化財保護を推進する（社会教育課）

6　思いやりの心とたくましく生きぬく力を育てる（青少年課）

7　地域社会を支える情報拠点としての機能をたかめる（図書館）

8　教育理念を実現する政策を推進する（教育政策課）

9　子どもの健やかな育ちを促す教育を研究し支援する（教育センター）

総合計画審議会
行政改革推進委員会
委員コメント

○　政策目標の達成に向けた総合コメント

①学校教育だけでなく、地域人材の学校派遣や公民館、図書館の活用など幅広い学習機会を展開
していると評価できる。
②教育力に富んだまちの実現には、地域ぐるみの取り組みが必須である。そして、市と住民の接
点となるのが公民館を始めとした公共建築物だと思う。それらの運用と活用をさらに進め、地域
の協力者・支援者等を募りながら、きめ細かく住民全体のレベルアップを図るようにできればと
考える。
③政策目標「次世代をはぐくむ教育力に富んだまち」を全市民が意識して、街中の子どもたちに
やさしさと厳しさをもって接するそんな茅ヶ崎市を目指してほしい。
④文化財についてはもう少し一般向けの情報ＰＲが必要と思われる。
⑤若い教員の増加に伴い、より丁重な人材育成の取り組みが求められる。
⑥「次世代をはぐぐむ」というよりは「様々な世代がともに歩むまちづくり」を目指すという視
点で、市民自らの学習をさらに支援できるような行政職員体制を、質・量ともに再構築する必要
がある。
⑦ともすると「教育」という言葉に抵抗を感じたり、無関係と感じることも懸念される。しかし
市民の求めに応じ、市民自らが学ぶことを保障する「機関」として存在する「社会教育施設」に
ついて、環境を整え、さらにアピールしていくことは必要である。
⑧すべての世代に対して、市民の学習を支え、市民自治を醸成することがこの部署の最重要の目
標であり、「茅ヶ崎市自治基本条例」に基づいて、市民自治、市民参加のあり方を学ぶ機会を、
各施設で検討することが必要である。
⑨教員の質と生徒の学力アップは連動している。経験の浅い教員への完璧なサポート体制の構築
が必要である。

○　これまでの取り組みと成果について

(1)　政策目標の達成状況及び効果の状況

11



教育推進部

総合計画審議会
行政改革推進委員会
委員コメント

(2)　戦略的な政策展開の状況

㉒特別な配慮が必要な児童・生徒の特別支援学級の増設については全小中学校に向けてさらに増
設しようとしているのか、あるいは何校かに集約するか検討が必要と考える。
㉓特別な配慮が必要な児童・生徒のために特別支援学級の増設を進めている施策は評価する。た
だし、担当する教員の資質と研修には、是非十分な配慮をお願いしたい。
㉔定型的事業が多い中で、子どもたちを取り巻く新たな社会的課題にも対応していくことは、業
務量の増加とともに、担当する職員の質も問われてくる。臨時・非常勤、専門職、行政職員など
各員の役割を明確にし、日々の対応で市民に不利益にならないよう共通の認識を持つことが必要
である。また、法律および市の条例上定められた「教育施設」の民間活力の導入においては同様
に慎重に対応することを望む。
㉕「茅ヶ崎市いじめ防止基本方針」の早期策定を希望する。
㉖公民館等の施設は、子供達を含め地区住民との接点である。老朽化は仕方ないもののトイレ等
の設備改善は今後も続けてほしい。少なくとも自宅レベル以上のグレードで対応してほしい。
㉗小学校ふれあいプラザは、安全に子供達を守る観点から素晴らしい取り組みである。今後も学
習アドバイザーの協力を得て、発展させてほしい。
㉘地域教育懇談会や市民向けの出前講座も積極的な展開を期待する。

○　課題認識と解決への方策について

㉙各施設の年数がたってきており、特に耐震性とともに設備関係の不安が感じられる。公民館な
どのトイレ改修についてなど評価できるが空調機の設置をお願いしたい。
㉚公民館等の公共建築物は、災害時の緊急避難先としての機能を持つことは当然であるが、海岸
線に存する建物の避難を含めた整備をどのようにするのか。喫緊の問題である。
㉛高齢者の活用について、もっと具体的な場の提供がほしい。
32個別の計画の進捗管理及び課題抽出を附属機関等での審議の充実を図り、実行するとともに、
積極的に公表し、事業・施策の内容が市民に理解しやすいようにする必要がある。教育基本計画
および実施計画の見直しに際しても同様である。
33情報モラル教育は、パソコンの配備計画とともにその功罪を正しく教育する必要があり、情報
通信企業等の協力を得ることも重要かと考える。
34ＬＩＮＥなどの閉鎖的なインターネット環境は、ますます難しい状況になってきていると思わ
れるが、国の施策にも注視して子どもたちが健全な方向に進むような取り組みを期待する。
35教員の世代交代は、研修の充実はもとよりOBによるメンタルヘルスを含めたサポート体制が
必要と思料する。
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教育推進部

２．評価結果への対応方針

⑤若い教員の増加に伴い、より丁重な人材育成
の取り組みが求められる。

　教員研修については、県立総合教育セン
ター等関係機関と連携を図りながら、初任者
研修等教職員人材育成事業において、特に初
任から５年間の連続した研修を指導主事と経
験豊かな教育指導員を活用して実施するとと
もに、学校内研修支援事業の中で学習指導講
座を実施するなど、各学校での人材育成を支
援しています。また、25年度、新採用臨時的
任用職員を対象とした教育指導員による訪問
研修を始めましたが、26年度は年２回とし、
必要に応じた研修を行う支援体制を強化させ
ています。今後とも、研修内容の充実を図る
ととともに、要請訪問研修を学校の求めに応
じて実施します。（教育センター）

実施中 ̶

⑨教員の質と生徒の学力アップは連動してい
る。経験の浅い教員への完璧なサポート体制の
構築が必要である。

③政策目標「次世代をはぐくむ教育力に富んだ
まち」を全市民が意識して、街中の子どもたち
にやさしさと厳しさをもって接するそんな茅ヶ
崎市を目指してほしい。

　今後も引き続き、「茅ヶ崎市教育基本計
画」に基づき、次世代育成を図るため、学
校、家庭、地域が連携を図りながら各施策を
推進していきます。（教育政策課）

参考と
します

̶

④文化財についてはもう少し一般向けの情報Ｐ
Ｒが必要と思われる。

　一般向けのPRについては、これまでも広報
紙やパンフレット等を通し周知を行ってきま
した。今後もより市民の皆さまが分かりやす
いパンフレットの作成など様々な機会を通し
て広くご理解とご協力をいただけるよう努め
ます。（社会教育課）

実施中 ̶

①学校教育だけでなく、地域人材の学校派遣や
公民館、図書館の活用など幅広い学習機会を展
開していると評価できる。 － － －

②教育力に富んだまちの実現には、地域ぐるみ
の取り組みが必須である。そして、市と住民の
接点となるのが公民館を始めとした公共建築物
だと思う。それらの運用と活用をさらに進め、
地域の協力者・支援者等を募りながら、きめ細
かく住民全体のレベルアップを図るようにでき
ればと考える。

  公民館では、多様な地域住民の方の協力・
支援をいただきながら、子ども事業や地域ふ
れあい事業、学習成果の還元事業などを多数
実施しています。また、公民館で活動する
サークル・団体が公民館での活動にとどまら
ず、地域でさまざまな取り組みをされること
が、教育力に富んだまちの実現につながる
（地域全体の向上を推進する）ものと考えま
す。
　青少年会館・海岸青少年会館においては、
地域や利用団体の協力を得ながら、多くの自
主事業を行うとともに、身近な講師を発掘す
るなど市民全体 のレベルアップを図ります。
　図書館においては、単に本を読んだり、貸
し出しをする場だけでなく、人と人をつなぐ
コミュニケーションの場として、多様化した
ニーズに応えることができるような取り組み
を行っていきます。また、本市には、知識や
技術、経験を社会に生かしたいと考えている
市民や団体も多く、地域の大切な教育資源と
なっています。これらの団体や市民との連携
を密にし、積極的に意見交換をして情報収集
を行っているところです。さらに支援者の養
成を目的とした講座等も行っていきます。
　今後も引き続き、地域の皆さんの協力を得
ながら各種事業を展開するとともに、地域の
教育力向上を目指していきます。
（社会教育課・青少年課・図書館）

実施中 ̶

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等
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教育推進部

　26年度より市民の皆さま 様が分かりやすい
パンフレットを作成し、周知に努めます。
（社会教育課）

実施中 ̶

⑦ともすると「教育」という言葉に抵抗を感じ
たり、無関係と感じることも懸念される。しか
し市民の求めに応じ、市民自らが学ぶことを保
障する「機関」として存在する「社会教育施
設」について、環境を整え、さらにアピールし
ていくことは必要である。

　社会教育施設は地域の方々が学び合い、成
長していくための学習機会の提供等、重要な
役割を持っています。
　今後も、より多くの地域の方々に来館して
いただけるよう、取り組み等について様々な
機会に周知するとともに、事業の充実に努め
ます。（教育政策課・社会教育課・図書館）

実施中 ̶

対応方針

参考と
します

̶

⑧すべての世代に対して、市民の学習を支え、
市民自治を醸成することがこの部署の最重要の
目標であり、「茅ヶ崎市自治基本条例」に基づ
いて、市民自治、市民参加のあり方を学ぶ機会
を、各施設で検討することが必要である。

　社会教育では、様々なテーマによる学習機
会の提供により、参加した地域の方々がその
学習成果を生かし、自ら地域課題の解決や地
域の活性化等に結びつけていくことを支援す
る中で、市民自治を醸成することにつながる
ものと考えます。（教育政策課・社会教育
課）

実施中

⑫学校教育と社会教育という2本の柱で市民の
学習を支えていこうとする方針は評価するが、
具体的な成果として見えにくいため、ともする
と予算および人員の削減につながりやすく、所
管課としては心して施策の実行にあたるよう求
める。

　学校教育における取り組みは、具体的な成
果を数値では示しにくいものや、成果がすぐ
に表れにくいものが多いため、教育活動の本
質に目を向け、数値には表れにくい部分を多
様な視点から評価していくことを大切にして
います。社会教育においても同様に、教育の
成果は時間をかけて浸透していくものと考え
ます。
　なお、教育委員会では毎年、教育基本計画
に基づく事務事業について点検・評価を実施
し、さらに教育基本計画審議会からの意見を
いただきながら、次年度の施策に結びつけて
います。
　今後も学校教育・社会教育が連携して施策
を進めるとともに、取り組みや成果について
理解をいただけるよう努めていきます。（教
育政策課）

̶

⑩いじめ、不登校等の早期解決について、情報
交換、研究協議会の開催など指導助言を行い、
早期の発見ができているとのことであり評価す
るが、まだまだ表に出ない見えない部分がある
ように思える。きめ細かい対策をお願いする。

　教育相談やアンケート調査を効果的に活用
したり、保護者や地域との連携を丁寧に進め
たりしていくことで、いじめや不登校等の問
題を早期に発見し、組織的に対応していく体
制を整えていきます。
　児童・生徒が気軽に相談できる第三者的な
立場として存在する心の教育相談員の勤務日
数を計画的に増やしています。児童・生徒が
必要としているときに相談に応じることがで
きるよう、平成２７年度は、勤務日数を１６
日増やし、年間１６０日とすることで、学校
における教育相談体制の充実を図ります。
（学校教育指導課・教育センター）

実施中 ̶

⑪文化財の下寺尾遺跡については、もっと一般
への分かりやすいＰＲをお願いする。

⑥「次世代をはぐぐむ」というよりは「様々な
世代がともに歩むまちづくり」を目指すという
視点で、市民自らの学習をさらに支援できるよ
うな行政職員体制を、質・量ともに再構築する
必要がある。

　次世代育成のためには、大人の学びと成長
が重要であり、市民の学習を支援できる体制
づくりは必要です。今後も市民の広範かつ高
度な要求にも対応していくように、職員の自
己研鑽はもとより効果的な職員研修を行うと
ともに、職員体制の充実を目指します。（教
育政策課・社会教育課）

実施中 ̶

委員からのコメント 反映先等 反映箇所等
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教育推進部

⑮若い教員へのサポート体制は、直接「次代を
はぐくむ教育力」に直結するため、更なる取り
組みを行い、教員本来の「授業」に専念できる
体制を早くお願いする。

　若い教員へのサポート体制として、教員研
修については、県立総合教育センター等関係
機関と連携を図りながら、初任者研修等教職
員人材育成事業において、特に初任から５年
間の連続した研修を指導主事と経験豊かな教
育指導員を活用して実施するとともに、学校
内研修支援事業の中で学習指導講座を実施す
るなど、各学校での人材育成を支援していま
す。また、25年度、新採用臨時的任用職員を
対象とした教育指導員による訪問研修を始め
ましたが、26年度は年２回とし、必要に応じ
た研修を行う支援体制を強化させています。
今後とも、研修内容の充実を図るとととも
に、要請訪問研修を学校の求めに応じて実施
します。（教育センター）

参考と
します

̶

　教員が授業に専念できる体制については、
退職教員を再任用、非常勤職員として活用を
行うことにより教職員定数の確保に努め、さ
らに、必要に応じて市費教員としての任用も
行っています。再任用教員には、経験を生か
し、新採用教員の指導を担っている者もいま
す。今後も神奈川県教育委員会と連絡を密に
しながら、教職員の人材確保を図り、教員が
児童・生徒と向き合う時間の確保と授業に専
念できる体制づくりに努めます。（学務課）

⑯学びの質向上のための、指導・助言や外部か
らの指導協力者等の取り組みは大いに結構であ
る。

　学びの質を高めるために、教育課程編成研
究協議会等の研修内容の充実を図るととも
に、学校・家庭・地域の連携を深め、学校の
ニーズに応じた教育活動が実践されるよう外
部や地域の指導協力者の活用を推進していき
ます。（学校教育指導課）

実施中 ̶

実施中

⑬教育基本計画の見直しにあたっては、実行的
な推進につながる計画を求めるとともに、今回
の法律改正にあたっては教育委員会の独立性を
損なうことのないように制度を整備していくこ
とを求める。

　教育基本計画策定後に発生・顕在化した課
題や新たな国の動向、子どもを取り巻く教育
環境の変化を見直しの視点として中間見直し
を行い、次期実施計画に反映します。（教育
政策課）

実施中 ̶

　本市では、自治基本条例に定められた手順
に沿って、議決を経て総合計画を策定し、そ
れに基づき教育基本計画を策定した上で教育
行政を進めていますので、首長が交替する度
に教育政策が大きく変わってしまうような心
配はありません。
　現行の教育委員会制度が導入されたのは、
政治的中立性の確保や継続性・安定性の確保
などの要請、という点にあります。その制度
の意義を見失い、原点を危うくするような教
育行政であってはならないと考えています。
（教育総務課）

基本構想
政策目標３の
目指すべき
将来像

̶

⑭教員の研修については、地域との交流という
ことで効果を発揮している例もあり、机上の研
修にとどまらず、住民や子どもたちとともに成
長ができるような取り組みを望む。

　県の５年及び１０年経験者研修には、社会
体験研修があり、社会福祉施設や社会教育施
設、民間企業での研修を対象者が計画し実施
しています。市内の体験先を選択する教員が
多く、有意義な研修となっています。市教育
センターでは、市民と教育関係者が共に学ぶ
機会を年間２０回程度提供し、特に、出前講
座では、保護者や地域住民と教員が共に学ぶ
姿が多く見られます。
　なお、図書館においては、５年経験者研修
等をはじめとする教員の研修として、読み聞
かせや窓口応対等の社会体験研修の受け入れ
を行っています。（教育センター・図書館）

実施中 －

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等
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教育推進部

⑲地域教育懇談会などを通じて、基本理念であ
る「学び合い育ち合う、みんなの笑顔がきらめ
くひとづくり」を社会全体のテーマとして、今
後も取り組んでほしい。

　地域教育懇談会については、今後も、講座
や講演会等の情報提供と、参加者との意見交
換を行いながら、地域や家庭が子どもとの関
わりについて考える機会となるよう、引き続
き取り組みます。（教育政策課）

実施中 －

㉓特別な配慮が必要な児童・生徒のために特別
支援学級の増設を進めている施策は評価する。
ただし、担当する教員の資質と研修には、是非
十分な配慮をお願いしたい。

㉒特別な配慮が必要な児童・生徒の特別支援学
級の増設については全小中学校に向けてさらに
増設しようとしているのか、あるいは何校かに
集約するか検討が必要と考える。

　特別支援学級増設検討委員会を組織し、現
状と課題を検証しながら、特別支援学級及び
通級指導教室の今後の増設の方向性について
検討していきます。（学校教育指導課）

実施中 ̶

⑳地域コミュニケーションができあがれば、自
ずと郷土や文化財を大切にする心が生まれると
思われる。

　地域の方々が文化財や郷土の歴史に関心を
持ち、伝統行事等へ参加をすることで、地域
のコミュニケーションを深めるきっかけとな
りますので、今後も引き続き地域や学校等へ
働きかけ、地域の文化財の周知を行っていき
ます。（社会教育課）

参考と
します

－

実施中 ̶

㉔定型的事業が多い中で、子どもたちを取り巻
く新たな社会的課題にも対応していくことは、
業務量の増加とともに、担当する職員の質も問
われてくる。臨時・非常勤、専門職、行政職員
など各員の役割を明確にし、日々の対応で市民
に不利益にならないよう共通の認識を持つこと
が必要である。また、法律および市の条例上定
められた「教育施設」の民間活力の導入におい
ては同様に慎重に対応することを望む。

　学校教育も社会教育も時代や制度の変化に
対応して多くの課題に取り組むことが求めら
れており、また、様々な勤務形態の職員が従
事しています。
　今後も必要な人材の確保に努めるととも
に、研修等を通して、職員の質の向上を図り
ます。（教育政策課)
　民間活力の導入については、社会教育施設
の目的、特性を十分考慮し、かつ、市民サー
ビスの低下を招くことのないよう慎重に検討
していきます。（教育政策課・社会教育課・
図書館）

実施中 ̶

㉑「いじめ」の早期発見、早期解決というテー
マは、学校教育現場では奥の深い、大変難しい
課題ではあるが、個の教員だけでなく、学校全
体あげて取り組む姿勢を作ることが、見えてこ
ない「いじめ」をも予防する手立てになると思
われる。

　全教職員が連携して情報共有に努めるな
ど、日頃から児童・生徒の状況を丁寧に把握
するとともに、子どもたちが困った時に相談
しやすい仕組みや環境を構築していきます。
また、いじめを把握した場合は、特定の教員
が問題を一人で抱え込まないよう、チームで
組織的に対応していく体制を整えていきま
す。（学校教育指導課）

実施中

　コンピュータ室や普通教室で、ICTを効果
的に活用した学習活動を展開させるための機
器環境の整備について、現在の配備状況を丁
寧に検証しながら研究を進めていきます。
（学校教育指導課）

⑰教育用パソコンの配備については、早急に実
施に向けた方策が必要と考える。

　学校訪問や特別支援教育研究会、特別支援
教育担当者会、特別支援学級担当者会等の機
会を通して、担当教員の専門性と指導力の向
上を図ります。また、茅ケ崎養護学校の教職
員による巡回相談や学校コンサルテーション
事業を活用し、教員の資質向上と特別支援教
育の充実を図ります。（学校教育指導課）

実施中 ̶

⑱地域に対しては、「地域教育懇談会」の取り
組みは大賛成である。懇談会を通じて地域の特
性や文化が周知できる。子育ての出前講座では
目標を上回る成果とのこと、今後の発展を期待
する。

　地域教育懇談会については、地域や家庭が
子どもとの関わりについて考える機会とな
り、また、地域の教育力向上に資するものと
なるよう、引き続き取り組みます。
　市立保育園や青少年育成推進協議会と連携
して行う子育ち・子育て出前講座は、それぞ
れのニーズに応じた講座を企画しています。
今後とも、乳幼児期から思春期にわたる基礎
研究の成果を情報提供できるよう、質の高い
講座の実施に努めます。（教育政策課・教育
センター）

̶

実施中 －

㉘地域教育懇談会や市民向けの出前講座も積極
的な展開を期待する。

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等
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教育推進部

実施中 －

33情報モラル教育は、パソコンの配備計画とと
もにその功罪を正しく教育する必要があり、情
報通信企業等の協力を得ることも重要かと考え
る。

　パソコンの配備計画の中に、情報モラル教
育を充実させるための学習配信コンテンツを
導入するとともに、講師派遣の協力が得られ
る関係機関や企業等と連携した取り組みを推
進していきます。（学校教育指導課）

参考と
します

̶

㉛高齢者の活用について、もっと具体的な場の
提供がほしい。

̶

32個別の計画の進捗管理及び課題抽出を附属機
関等での審議の充実を図り、実行するととも
に、積極的に公表し、事業・施策の内容が市民
に理解しやすいようにする必要がある。教育基
本計画および実施計画の見直しに際しても同様
である。

　教育基本計画に基づく事務事業の点検・評
価につきましては、毎年度教育基本計画審議
会に諮問し、答申をいただき、結果について
公表しています。点検・評価の結果を公表す
ることで、市民の方が教育に関する事業、施
策の内容について理解を深める一助となって
いると考えます。教育基本計画の中間見直し
についても、審議会からの意見をいただきな
がら進めるとともに、適宜市民等への公表し
ていきます。また、公表にあたってはよりわ
かりやすい内容とするよう努めます。（教育
政策課）

参考と
します

̶

　公民館においては、高齢者の方には、伝統
行事や昔遊びの指導や子どもたちのフリース
ペースでの将棋の指導などをしていただいて
います。今後は、高齢者の皆さんが持つ自意
識や技術を、子どもたちとのふれあいの中で
生かせる事業の展開を図ります
　図書館においては、今後も、だれもが学ん
だことを次世代へ伝えていくことができるよ
う、参加型の養成講座を開催するとともに、
ボランティア等支援者の育成に努めます。
（社会教育課・図書館）

㉖公民館等の施設は、子供達を含め地区住民と
の接点である。老朽化は仕方ないもののトイレ
等の設備改善は今後も続けてほしい。少なくと
も自宅レベル以上のグレードで対応してほし
い。

　公民館等の施設については、利用者の安全
性と利便性の向上を図るため、施設の適切な
維持管理と整備を行い、機能の充実に努めま
す。（社会教育課・青少年課・図書館） 基本構想

施策目標５の
施策のねらい
（エ）

㉙各施設の年数がたってきており、特に耐震性
とともに設備関係の不安が感じられる。公民館
などのトイレ改修についてなど評価できるが空
調機の設置をお願いしたい。

̶

㉚公民館等の公共建築物は、災害時の緊急避難
先としての機能を持つことは当然であるが、海
岸線に存する建物の避難を含めた整備をどのよ
うにするのか。喫緊の問題である。

　公民館等においては、災害時の応急対策マ
ニュアル及び行動手順書を定期的に見直すと
ともに、日頃から什器類の転倒防止や落下防
止対策等により、来館者の安全確保対策を講
じています。今後は、来館者の避難誘導等を
速やかに行えるよう、大規模災害に備えた訓
練を実施していきます。（社会教育課・青少
年課）

実施中

㉕「茅ヶ崎市いじめ防止基本方針」の早期策定
を希望する。

　「茅ヶ崎市いじめ防止基本方針」について
は26年７月に策定施行しました。（学校教育
指導課）

実施中 ̶

実施中

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

̶

㉗小学校ふれあいプラザは、安全に子供達を守
る観点から素晴らしい取り組みである。今後も
学習アドバイザーの協力を得て、発展させてほ
しい。

　放課後の小学生の安全な居場所づくりと異
年齢間の交流の促進を図るため、学校、地
域、保護者等が連携して事業を進めていま
す。今後も児童の自主性、創造性を育むよう
「学習アドバイザー」の協力を得て、事業内
容の充実を図ってまいります。（青少年課）

実施中
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教育推進部

35教員の世代交代は、研修の充実はもとより
OBによるメンタルヘルスを含めたサポート体
制が必要と思料する。

　学校の要請により、臨時的任用職員や非常
勤講師も含め必要に応じた研修を、指導主事
や教育指導員が訪問し行うとともに、各中学
校区に配置されているスクールカウンセラー
が教員への心理的な助言を行っています。今
後、さらに複雑化、多様化が想定される学校
の悩みや課題に応じることができるよう、経
験豊かな教育指導員や心理の専門家である心
理相談員等による教員へのサポート体制の充
実について、検討していきます。（教育セン
ター）

実施中 ̶

34ＬＩＮＥなどの閉鎖的なインターネット環境
は、ますます難しい状況になってきていると思
われるが、国の施策にも注視して子どもたちが
健全な方向に進むような取り組みを期待する。

　青少年を取り巻くインターネットにおける
環境は、ＬＩＮＥやフェイスブック等の普及
により、ますます複雑な状況になっています
が、インターネット有害情報監視を継続して
実施し、子どもたちのSNS等の活用の状況を
把握するとともに、関係団体、学校等と連携
し、保護者を始めとする大人達への働きかけ
を行っていきます。また、引き続き今後の国
や県の施策等を注視しながら、子どもたちの
健全育成に向けた取り組みを推進していきま
す。（学校教育指導課・青少年課）

実施済み

反映先等 反映箇所等

̶

委員からのコメント 対応方針
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教育総務部

１．総合計画審議会・行政改革推進委員会評価結果

政策評価の外部評価結果への対応方針

主管部局名 教育総務部

政策目標 3　次代に向かって教育環境ゆたかなまち

所管の施策目標
（施策目標主管課名）

10　円滑に教育行政を進める（教育総務課）

11　安全で快適な教育環境をつくる（教育施設課）

12　健やかで安心できる学校生活を支援する（学務課）

0

0

0

総合計画審議会
行政改革推進委員会
委員コメント

○　政策目標の達成に向けた総合コメント

①全般的に施設の改修等については、順調に進んでいるように見られるが、学校教育に携わる人
（年齢を問わず）のレベルアップについて具体的な方策がほしい。
②将来、日本社会を担っていく子どもたちが健全に育っていく教育環境を部局を中心に茅ヶ崎全
体で目指していくべき。
③南海トラフ地震は近い将来必ずある。海岸に面した茅ヶ崎市の津波による浸水被害が想定され
る学校やその他公共施設はその時どうなのか。避難場所の機能が果たせるのか。教育環境のハー
ド部分である。東日本大震災の教訓を踏まえて「次世代に向かって教育環境ゆたかなまち」を早
急に実現するための知恵を出す必要がある。
④経済協力開発機構（OECD）の中学校教員を対象とした国際教員指導環境調査では、「指導
に自信が無い」と回答した教員は、33か国中日本が最低だったと言う。果たして本市の教員は
どうなのか。教育環境ゆたかなまちづくりの中枢部分である。

○　これまでの取り組みと成果について

(1)　政策目標の達成状況及び効果の状況

⑤各学校の耐震工事や大規模改修工事が完了しており、衛生面での環境改善を図るためのトイレ
改修も数校で行っているとのことだが、未実施の学校もトイレについては早期に実行をしてほし
い。また空調設備については特別教室以外にも設置できるよう希望する。
⑥児童・生徒を取り巻く教育環境の整備は、ここ数年で大きく成果をあげている。トイレ改修や
防災倉庫の設置など、大いに評価したい。
⑦教育施設の改修作業等が少しずつでも進んでいることは評価できるが、特に海岸線の施設につ
いての津波対処(避難)方法が明確にされていないので、改修工事と併せて検討すべきだと思う。
⑧市費教員任用については、大きな成果を上げているようであり評価するが、犯罪が成立するよ
うな事案に対しては、臆することなく警察との連携が必要と考える。
⑨通学路については、「危険地域」の指定を行ったことは、大変評価する。さらには、時間帯で
車を締め出す等、すぐにでも改善に向けた対処が必要である。

（2）戦略的な政策展開の状況

⑩学校施設環境改善交付金などの活用により、改修や空調設置などが前倒しで行えたようだが、
同様の助成金のようなものがあればさらに有効活用をしてほしい。
⑪各々、創意と工夫をして、経費の削減を図っており、大いに評価できる。今後も更なる削減に
努めるように希望する。
⑫大規模改修工事を複数年にわたるもの、夏休み等の学習活動に支障をきたさない時期に当てて
取り組む等、正しい姿勢が見てとれる。財政面でも効果ありと見れる。

○　課題認識と解決への方策について

⑬学校施設の改修については、子どもたちの安全・安心は最重要だが、災害時避難所としての考
慮もしてほしい。
⑭今後、いわれているところの大規模災害に備えて、児童・生徒のみならず地域住民の避難所と
しての有用な設備を充実していく必要がある。
⑮人材の確保については、正規職員以外のレベルの維持、向上について適正な教育機会をお願い
したい。
⑯教員の人材の確保では、OBの組織化や配置の見直し等を図り、よって正規教員の事務的な仕
事を減らして本来業務に専念できる体制を整える事が重要だと思う。またそれでも足りない時
は、正規教員の新規採用は当然と考える。平成３２年のピークを念頭に入れながら、質の低下が
起こらないように細心の注意をもって人材確保問題に対処してもらいたい。
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教育総務部

２．評価結果への対応方針

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

①全般的に施設の改修等については、順調に進
んでいるように見られるが、学校教育に携わる
人（年齢を問わず）のレベルアップについて具
体的な方策がほしい。

　教員の研修については、県立総合教育セン
ター等関係機関と連携を図りながら、初任者
研修等教職員人材育成事業において、特に初
任から５年間の連続した研修を指導主事と経
験豊かな教育指導員を活用して実施するとと
もに、学校内研修支援事業の中で学習指導講
座を実施するなど、各学校での人材育成を支
援しています。また、昨年度、新採用臨時的
任用職員を対象とした教育指導員による訪問
研修を始めましたが、今年度は年２回とし、
必要に応じた研修を行う支援体制を強化させ
ています。今後とも、研修内容の充実を図る
ととともに、要請訪問研修を学校の求めに応
じて実施します。
　各学校に配置している心の教育相談員につ
いては、年４回の研修や年３回の中学校区連
絡会、年２回のスクールカウンセラーとの合
同連絡協議会を実施することにより、相談員
の技能の向上や学校における相談業務の充実
を図っています。さらに今年度から、ニーズ
に応じた選択研修を設定し、さらなる資質向
上を図っています。（教育センター）

実施中 －

②将来、日本社会を担っていく子どもたちが健
全に育っていく教育環境を部局を中心に茅ヶ崎
全体で目指していくべき。

　コメントの趣旨は、総合計画基本構想の基
本理念、教育基本計画の基本方針や重点施策
に含め、その考えのもとでひとづくりを推進
しています。（教育総務課）

実施中 －

③南海トラフ地震は近い将来必ずある。海岸に
面した茅ヶ崎市の津波による浸水被害が想定さ
れる学校やその他公共施設はその時どうなの
か。避難場所の機能が果たせるのか。教育環境
のハード部分である。東日本大震災の教訓を踏
まえて「次世代に向かって教育環境ゆたかなま
ち」を早急に実現するための知恵を出す必要が
ある。

　震災時においては、各学校ごとに、地域住
民、防災リーダー、学校、行政等の関係者に
より、各学校に即した避難所運営マニュアル
を作成しました。また、茅ヶ崎市津波ハザー
ドマップで一番影響があるとされる津波で
は、浸水の深さが汐見台小学校の付近で０．
５m～２．０mと示されており、学校施設の
２階以上には達していません。学校における
避難は、原則３階以上としており、市内の学
校施設全てにおいて大きな浸水が予想されて
いません。そのような中で、学校施設の効果
的な運用について検討を進めるとともに、資
機材の強化やマンション等と津波一時避難場
所の協定を結ぶなど公共施設のほかに避難で
きる場所の確保対策も進めています。
　施設面においては、防災対策課と連携し、
防災対策強化実行計画に位置づけられた事業
として、市内２校の中学校のグランドにトイ
レ付きの防災備蓄倉庫を設置するとともに、
校舎等に新たに設置するトイレについては、
洋式化やバリアフリーに考慮した多目的トイ
レ（みんなのトイレ）を設置しています。さ
らに、平成２５年度に屋外トイレを５校に設
置し、２６年度に２校設置予定です。また、
災害時の避難所である屋内運動場へのアプ
ローチを整備するなどの取り組みも実施して
います。
　今後は、「東日本大震災の被害を踏まえた
学校施設の整備について」「津波防災地域づ
くりに関する法律」など震災への取り組みが
示されてきた法律等と併せて、文部科学省よ
り示されている学校施設の長寿命化など国の
関連情報を注視し、防災機能強化を図るよう
検討します。（教育施設課・防災対策課）

実施中 －

⑦教育施設の改修作業等が少しずつでも進んで
いることは評価できるが、特に海岸線の施設に
ついての津波対処(避難)方法が明確にされてい
ないので、改修工事と併せて検討すべきだと思
う。

⑬学校施設の改修については、子どもたちの安
全・安心は最重要だが、災害時避難所としての
考慮もしてほしい。

⑭今後、いわれているところの大規模災害に備
えて、児童・生徒のみならず地域住民の避難所
としての有用な設備を充実していく必要があ
る。
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④経済協力開発機構（OECD）の中学校教員を
対象とした国際教員指導環境調査では、「指導
に自信が無い」と回答した教員は、33か国中
日本が最低だったと言う。果たして本市の教員
はどうなのか。教育環境ゆたかなまちづくりの
中枢部分である。

　教員研修については、県立総合教育セン
ター等関係機関と連携を図り、経験年数等に
応じた様々な研修とともに、各学校を会場に
行う学習指導講座等を通じて、授業力向上を
目指した学校における人材育成を支援してい
ます。同調査に関する本市の教員の結果は把
握していませんが、同調査から日本の教員は
使命感が強く、指導に自信がないという回答
には、さらなる指導力の向上を求める姿勢が
含まれていることが推察されます。今後と
も、各学校のニーズに応じて、質の高い授業
づくりに向けた支援を行います。（教育セン
ター）

実施中 －

⑤各学校の耐震工事や大規模改修工事が完了し
ており、衛生面での環境改善を図るためのトイ
レ改修も数校で行っているとのことだが、未実
施の学校もトイレについては早期に実行をして
ほしい。また空調設備については特別教室以外
にも設置できるよう希望する。

　トイレ改修については、今後も大規改修工
事と併せて実施するなど、国の財源措置を見
据えながら、計画的に進めていきます。
　また、特別教室以外への空調設備の設置に
ついては、今まで取り組んできた普通教室へ
の扇風機の設置や計画を前倒しして整備して
きた特別教室等への空調設備設置の効果を検
証します。（教育施設課）

実施中 －

⑥児童・生徒を取り巻く教育環境の整備は、こ
こ数年で大きく成果をあげている。トイレ改修
や防災倉庫の設置など、大いに評価したい。

－ － －

⑧市費教員任用については、大きな成果を上げ
ているようであり評価するが、犯罪が成立する
ような事案に対しては、臆することなく警察と
の連携が必要と考える。

　児童・生徒の健全育成、非行防止、犯罪被
害防止を図ることを目的とした「学校と警察
との相互連携制度」を効果的に活用しなが
ら、今後も、事案に応じて警察との連携を進
めていきます。（学校教育指導課）

実施中 －

⑨通学路については、「危険地域」の指定を
行ったことは、大変評価する。さらには、時間
帯で車を締め出す等、すぐにでも改善に向けた
対処が必要である。

　時間帯での車の通行制限といった交通規制
については、警察の所管となり、道路の規制
に関わることは日頃利用する地域の方からの
総意での要望が必要です。通学路について
は、毎年各学校が地域の方と点検をしていた
だいた上で、教育委員会へ改善要望を提出し
ますので、交通規制についての要望について
は、所定の手続きを行っていただくことをま
ずは学校及び地域の方へお願いしています。
（学務課）

実施中 －

⑩学校施設環境改善交付金などの活用により、
改修や空調設置などが前倒しで行えたようだ
が、同様の助成金のようなものがあればさらに
有効活用をしてほしい。

　今後、国の指針及び財源措置を見据えなが
ら、学校施設環境改善交付金などを積極的に
活用していきます。（教育施設課） 実施中 －

実施中 －

⑫大規模改修工事を複数年にわたるもの、夏休
み等の学習活動に支障をきたさない時期に当て
て取り組む等、正しい姿勢が見てとれる。財政
面でも効果ありと見れる。

－ － －

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

⑪各々、創意と工夫をして、経費の削減を図っ
ており、大いに評価できる。今後も更なる削減
に努めるように希望する。

　事業の実施手法が最適なものであるか、従
来の手法にとらわれることなく常に検討・検
証し、刻々と変化する状況に柔軟に対応する
よう努めます。（教育総務課）
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⑮人材の確保については、正規職員以外のレベ
ルの維持、向上について適正な教育機会をお願
いしたい。

　学校の要請により、臨時的任用職員・非常勤講師
等も含め、必要に応じた研修を指導主事や教育指導
員が訪問して行う、要請訪問研修を実施していま
す。さらに、昨年度、新採用臨時的任用職員を対象
とした教育指導員による訪問研修を始めましたが、
今年度は年２回にするなど、必要に応じた研修を行
う支援体制を強化させています。今後とも、県教育
委員会と連携を図り、正規職員以外の研修機会の確
保に努めます。（教育センター）

実施中 －

⑯教員の人材の確保では、OBの組織化や配置
の見直し等を図り、よって正規教員の事務的な
仕事を減らして本来業務に専念できる体制を整
える事が重要だと思う。またそれでも足りない
時は、正規教員の新規採用は当然と考える。平
成３２年のピークを念頭に入れながら、質の低
下が起こらないように細心の注意をもって人材
確保問題に対処してもらいたい。

　県費負担教職員の配置人数や新規採用数の
決定は、任命権者である県教委が行うことと
なります。退職教員についても再任用、非常
勤職員として活用を行うことにより教職員定
数の確保に努めており、再任用教員には経験
を生かし、新採用教員の指導を担っている者
もいます。また、必要に応じて市費教員とし
ての任用も行っており、教員が児童・生徒と
向き合う時間の確保に努めています。今後も
県教委と連絡を密に行い、教職員の人材確保
を図ります。（学務課）

実施中 －

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等
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１．総合計画審議会・行政改革推進委員会評価結果

政策評価の外部評価結果への対応方針

主管部局名 文化生涯学習部

政策目標 4　多様な機会に学び、活動し、交流する、豊かな感性をはぐくむまち

所管の施策目標
（施策目標主管課名）

13　まなびを通して、自らが住むまちについて知り、愛着を持ち、未来を創造する力をはぐくむ（文化生涯学習課）

14　いつでも気軽にスポーツができ、心とからだを健康にできる環境をつくる（スポーツ健康課）

15　互いが尊重され、あらゆる分野の活動に参画できる社会をつくる（男女共同参画課）

0

0

0

総合計画審議会
行政改革推進委員会
委員コメント

○　政策目標の達成に向けた総合コメント

①いつまでも健康で学習し、スポーツを楽しめるよう政策目標達成に向け、より具体的に人員配
置計画等戦略的な展開の内容がほしい。
②高齢者が誰もが学び交流できるやさしい茅ヶ崎市を目指してほしい。
③「豊かな感性をはぐくむまち」実現には、民度の向上が不可欠である。ハード面の建物の老朽
化やグランド等の施設の不足等はあるかと思うが、地道にやって行くほかないと思われる。民間
施設の借用や協力企業を得るような対策、又は広域連携も必要なのではないか。
④「文化生涯学習部」の組織に含まれる、３課の業務は、基本構想の政策共通認識５つのうち
「共生社会」と「生涯学習」というふたつの認識が直接に部署の名称（課・担当）になっている
が、本来であれば行政運営全体として取り組むべき業務を未整理なまま課や担当に当てはめてい
るという機構の問題があり、効率的な行政運営ができているとは言い難く、検討を要する。
⑤担当課からの報告にもある通り、男女共同参画については、その効果を図るためにも庁内各課
の統計データをジェンダー視点で分析する必要がある。現在のデーターの活用ならびに、あらた
な統計収集の際にも適用することを求める。

○　これまでの取り組みと成果について

(1)　政策目標の達成状況及び効果の状況

⑥生涯学習については、ボランティアの取り組みで、市民講師８０名、講師以外の支援者数３２
名となっており、人材育成と活用支援に一定の成果を上げているようだが、実際どういう機会に
どういう所で活動されているのか、よくわからない。
⑦努力して市民講師や支援者を組織したのだから、「生涯学習ガイドブック」のPRを大々的に
行い、利用者には会場を提供するなど、住民が使いやすく利用できる工夫が必要と考える。
⑧スポーツ振興については、昨今のラジオ体操のブームもあり、地区住民が手軽に誰でも参加で
きる所から始め、よって地区のコミュニケーションとスポーツの振興を図るのも一案と考える。
⑨「茅ヶ崎市文化生涯学習プラン」の推進を高く評価したい。さらに「茅ヶ崎市スポーツ振興基
本計画」も市民のスポーツ活動、健康づくりの推進を目指している点は、評価に値する。

(2)　戦略的な政策展開の状況

⑩市民文化会館、美術館、体育館等での催し物については、広報等で常時情報提供されており、
十分活用できている。
⑪男女共同参画の実現に向けた課題への取り組みをより実効性あるものにして、市民への周知を
さらに高めてもらいたい。
⑫スポーツ健康課の人員について、運動と健康の両面であり、体制の検討が必要かと考える。
⑬「指定管理者制度」を積極的に活用するには、指定管理者の選定が最重要である。情熱のある
真摯な管理者を指定することにより、そこの利用者数も大きく伸びると思われる。今後どんどん
と民間のアイデアを取り入れると共に、プレゼンを通して、より良い指定先を取り込んでいって
ほしい。期待している。
⑭生涯学習施設の多くに指定管理者制度を導入し、「事業主体の効果的な活用に努めている」と
あるが、その効果については、公募方法、指定内容、運営実態、効果等について広く市民の意見
を聞き、検証を行い設置主体である行政の責任を果たすべきである。

○　課題認識と解決への方策について

⑮少子高齢化の中であらゆるイベントの参加者が高齢者に偏ってきており、若者の参加が可能に
なるよう日程等の配慮が必要かと考える。
⑯高齢になっても、健康でいきいきと暮らすための運動への取り組みや栄養の偏らない食生活の
習慣を意識づける方策がさらに必要となっていると思われる。
⑰小・中学生は、学校の授業数の増加、塾通い、土日のクラブ活動等大変にタイトである。講座
等の開設には、学校側の意見も聞きながら両立する（補完）カリキュラムの作成が必要かと考え
る。
⑱いじめ・スマートフォン・振り込め詐欺や年金改定等の政治問題以外の時事問題等の講座を考
えてもいいかと思う。

23



文化生涯学習部

２．評価結果への対応方針

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

①いつまでも健康で学習し、スポーツを楽しめ
るよう政策目標達成に向け、より具体的に人員
配置計画等戦略的な展開の内容がほしい。

　市民のスポーツ環境の整備と健康づくりの
ための事業を計画的、戦略的に展開し、政策
目標が達成できるよう、人員配置体制につい
て検討を進めます。（スポーツ健康課）

参考と
します

－

⑫スポーツ健康課の人員について、運動と健康
の両面であり、体制の検討が必要かと考える。

②高齢者が誰もが学び交流できるやさしい茅ヶ
崎市を目指してほしい。

　市民が文化芸術に親しんだり、自己の充実
に向けた学習をしたりするきっかけづくりと
なる機会を提供します。また、分庁舎１階の
パソコン体験コーナーでは、高齢者を対象と
した講座を実施し、フォローアップ講座と共
に、情報通信技術の利用をはじめ、機会の提
供に努めています。（文化生涯学習課）

実施中 －

③「豊かな感性をはぐくむまち」実現には、民
度の向上が不可欠である。ハード面の建物の老
朽化やグランド等の施設の不足等はあるかと思
うが、地道にやって行くほかないと思われる。
民間施設の借用や協力企業を得るような対策、
又は広域連携も必要なのではないか。

　スポーツ振興基本計画では、民間企業等が
保有するスポーツ施設の地域開放について要
請することを位置付けています。これまでも
一部の民間企業で協力をいただいています
が、引き続き取り組みを進めます。藤沢市及
び寒川町との広域連携については、体育施設
の一部についてすでに実施しています。今
後、寒川町との屋外施設の連携については、
その可能性について協議を進めます。（ス
ポーツ健康課）

実施中 －

④「文化生涯学習部」の組織に含まれる、３課
の業務は、基本構想の政策共通認識５つのうち
「共生社会」と「生涯学習」というふたつの認
識が直接に部署の名称（課・担当）になってい
るが、本来であれば行政運営全体として取り組
むべき業務を未整理なまま課や担当に当てはめ
ているという機構の問題があり、効率的な行政
運営ができているとは言い難く、検討を要す
る。

　本市の組織はまちづくりの目標体系に合わ
せた組織となっており、文化生涯学習部にお
ける文化生涯学習課、男女共同参画課ともに
施策目標の実現に向けた様々な取組を実施し
ています。政策共通認識については、まちづ
くりの５つ基本理念に基づき実行するすべて
の政策・施策に取り組むうえで前提となる認
識として、「共生社会」・「環境」・「生涯
学習」・「安全・安心」・「協働」の５つの
共通認識を定め、政策目標を超えた幅広い連
携に全庁をあげて取り組んでいます。
　高齢者だけでなく、幅広い市民の新たな社
会参加へのきっかけづくりは、人生を充実し
たものにしていく上でも、大変重要なことと
考えます。伝統文化を守り、新たな文化を創
造することは、市民の学びの一つでもあり、
生涯学習の一貫であると言えます。今後も市
民と行政のパートナーシップの上に、本市に
おける文化の振興や生涯学習の活性化が進め
られるよう努めます。
　このように、施策目標と政策共通認識は異
なる視点に基づき設定しているものであり、
今後もそれぞれの視点に応じて施策の推進に
取り組みます。（企画経営課、文化生涯学習
課）

実施中 －

24



文化生涯学習部

⑤担当課からの報告にもある通り、男女共同参
画については、その効果を図るためにも庁内各
課の統計データをジェンダー視点で分析する必
要がある。現在のデーターの活用ならびに、あ
らたな統計収集の際にも適用することを求め
る。

　市の男女共同参画施策の推進にあたって
は、平成２３年度～２７年度を計画期間とす
る「ちがさき男女共同参画推進プラン」を基
に、庁内関係各課と共に事業等に取り組んで
います。平成２５年度には、３,０００件を対
象とした手紙による男女共同参画に関する市
民意識調査を実施しました。この調査結果を
活用し、新たなプランの策定に取り組みま
す。ジェンダー統計については、よりきめ細
やかな計画の立案に必要な統計であり、今
後、庁内で実施している統計についても、男
女共同参画社会の実現に向けた取り組みのひ
とつの柱としてジェンダー統計の視点につい
て再認識できるよう努めます。（男女共同参
画課）

実施中 －

⑥生涯学習については、ボランティアの取り組
みで、市民講師８０名、講師以外の支援者数３
２名となっており、人材育成と活用支援に一定
の成果を上げているようだが、実際どういう機
会にどういう所で活動されているのか、よくわ
からない。

　まなびの市民講師自らが、講座や事業を企
画し運営しています。また、情報紙「エコー
ちがさき」でまなびの市民講師を照会する
コーナーを設けたり、広報に努めています。
活動場所としては、市内公共施設、地域自治
会等に出向いて活躍している実績もありま
す。「生涯学習ガイドブック」においてその
活動を公表しています。今後も市民講師の活
動内容や実績については、様々な媒体を通じ
て周知していきたいと考えています。（文化
生涯学習課）

２６年度
下半期
以降の
取り組み

事業実施の考
え方及び実施
方法の検討

⑦努力して市民講師や支援者を組織したのだか
ら、「生涯学習ガイドブック」のPRを大々的
に行い、利用者には会場を提供するなど、住民
が使いやすく利用できる工夫が必要と考える。

⑧スポーツ振興については、昨今のラジオ体操
のブームもあり、地区住民が手軽に誰でも参加
できる所から始め、よって地区のコミュニケー
ションとスポーツの振興を図るのも一案と考え
る。

　県教育委員会でも学校や家庭、地域が一体
となったラジオ体操での体力づくりを推進し
ており、市もその趣旨に賛同し、県が本年６
月に実施したラジオ体操実施状況調査に協力
しました。今後は、その結果を踏まえ、ラジ
オ体操の実施地域、実施団体などを市民に情
報提供するなどの事業を進めます。
　今後も引き続き、「茅ヶ崎市スポーツ振興
基本計画」を推進し、市民の健康づくりを図
ります。（スポーツ健康課）

２６年度
下半期
以降の
取り組み

事業実施の考
え方及び実施
方法の検討

⑨「茅ヶ崎市文化生涯学習プラン」の推進を高
く評価したい。さらに「茅ヶ崎市スポーツ振興
基本計画」も市民のスポーツ活動、健康づくり
の推進を目指している点は、評価に値する。

⑩市民文化会館、美術館、体育館等での催し物
については、広報等で常時情報提供されてお
り、十分活用できている。

　今後は、さらに広報紙だけでなく、各施設
のＨＰと併せ、ポータルサイト「マナコレ」
を活用しながら一層の周知に努めます。（文
化生涯学習課）
　市主催事業だけでなく、スポーツ関係団体
の大会・教室などについても、積極的に広報
しています。（スポーツ健康課）

参考と
します

－

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

⑪男女共同参画の実現に向けた課題への取り組
みをより実効性あるものにして、市民への周知
をさらに高めてもらいたい。

　男女共同参画推進センターで実施している
事業に加え、男女共同参画推進プラン後期事
業計画等に関わる各関係課かいの協力を得
て、男女共同参画の推進に向けた取組につい
て、多くの市民に周知できるように努めま
す。（男女共同参画課）

参考と
します

－
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反映先等 反映箇所等

⑭生涯学習施設の多くに指定管理者制度を導入
し、「事業主体の効果的な活用に努めている」
とあるが、その効果については、公募方法、指
定内容、運営実態、効果等について広く市民の
意見を聞き、検証を行い設置主体である行政の
責任を果たすべきである。

　指定管理者においては、「指定管理者制度
を導入した施設のモニタリングに関する指
針」に基づき、定期的に指定管理者の管理運
営に関する実地調査を行い、健全な管理運営
に努めると共に、利用者アンケートを実施
し、市民の意見を聴く機会を設け、常に検証
を行い、公表に努めています。今後も安全な
管理に努めます。（文化生涯学習課、スポー
ツ健康課）

実施中 －

⑬「指定管理者制度」を積極的に活用するに
は、指定管理者の選定が最重要である。情熱の
ある真摯な管理者を指定することにより、そこ
の利用者数も大きく伸びると思われる。今後ど
んどんと民間のアイデアを取り入れると共に、
プレゼンを通して、より良い指定先を取り込ん
でいってほしい。期待している。

　指定管理の選定については、「指定管理者
制度導入に関する基本的考え方」に基づき
行っています。引き続き、より良い指定管理
者を選定することはもとより、指定管理者と
連携を密にし、利用者に気持ち良く使ってい
ただける施設管理に努めます。（文化生涯学
習課、スポーツ健康課）

参考と
します

－

委員からのコメント 対応方針

⑮少子高齢化の中であらゆるイベントの参加者
が高齢者に偏ってきており、若者の参加が可能
になるよう日程等の配慮が必要かと考える。

　今後世代間交流が必要であることも認識し
ております。しかしながら、平日開催の講座
等の参加者は、働く世代の参加が難しく、年
齢が偏るのが現状です。参加者が選択できる
よう、時間や曜日等様々な条件でイベントを
開催し、参加しやすい環境づくりに努めま
す。（文化生涯学習課）
　生活習慣病予防の講座には、健康や病気の
ことを具体的に思い描けない若い年代の参加
が少ないため、健康意識の向上を図る事業に
ついて、他課とも連携を図りながら検討を進
めます。（スポーツ健康課）
　講座、事業等の実施に当たっては、参加者
の利便を考慮し従来より託児スタッフの利活
用を図っています。引き続き、誰もが参加し
やすい環境整備に努めます。（男女共同参画
課）

２６年度
下半期
以降の
取り組み

事業実施の考
え方及び実施
方法の検討

⑯高齢になっても、健康でいきいきと暮らすた
めの運動への取り組みや栄養の偏らない食生活
の習慣を意識づける方策がさらに必要となって
いると思われる。

　運動については、茅ヶ崎市スポーツ振興基
本計画に基づき、いつでもどこでもだれもが
気軽にスポーツができる環境の整備に取り組
みます。
　また、今年度後半に実施する計画の中間評
価のためのアンケート調査により、市民のス
ポーツに取り組む現状とニーズを把握して、
新たな施策を検討します。
　栄養については、平成２６年度からの第２
次茅ヶ崎市食育推進計画に基づき、年代別の
特徴に応じた望ましい食習慣を身につけられ
るよう様々な事業を実施します。（スポーツ
健康課）

２６年度
下半期
以降の
取り組み

事業実施の考
え方及び実施
方法の検討
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２６年度
下半期
以降の
取り組み

事業実施の考
え方及び実施
方法の検討

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

⑱いじめ・スマートフォン・振り込め詐欺や年
金改定等の政治問題以外の時事問題等の講座を
考えてもいいかと思う。

　文化生涯学習部３課におきましては、各々
の課の事業プランに基づき種々の講座を開催
しています。今後も、社会・経済情勢の変化
や多様化する市民ニーズに対応した講座や研
修会を開催いたします。（文化生涯学習部）

２６年度
下半期
以降の
取り組み

事業実施の考
え方及び実施
方法の検討

⑰小・中学生は、学校の授業数の増加、塾通
い、土日のクラブ活動等大変にタイトである。
講座等の開設には、学校側の意見も聞きながら
両立する（補完）カリキュラムの作成が必要か
と考える。

　本市の文化生涯学習に関する課題として
は、参加者の広がりが十分でないことがあげ
られます。そのため、幅広い市民のニーズに
対応した文化生涯学習への連携・協力体制の
強化を図ることが必要となります。生涯にわ
たり学習していくためには、市民のうち、特
に次世代を担う子ども達の参加が重要となり
ます。児童・生徒等が積極的に生涯学習に参
加する機会が増えるよう関係機関等と協議検
討します。（文化生涯学習課）
　小学生対象の教室についてはどの種目も人
気が高く、定員に対し応募者が多く抽選とな
る事業もあることから、事業の開催について
参加者のニーズに即していると考えます。
　引き続き、学校側の意見も聞きながら、事
業を企画していきます。（スポーツ健康課）
　次代を担う児童・生徒を対象に平和につい
てのポスター・作文コンテストを実施し、そ
の入賞者を茅ヶ崎市の「平和大使」として８
月６日に広島に派遣し、戦争の悲惨さ、平和
の大切さを実感してもらうピーストレイン事
業を実施しています。今後も学校と連携を図
りながら、引き続き、平和啓発事業を実施し
ていきます。（男女共同参画課）
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保健福祉部

１．総合計画審議会・行政改革推進委員会評価結果

20　安定した生活を支援する（生活支援課）

0

総合計画審議会
行政改革推進委員会
委員コメント

○　政策目標の達成に向けた総合コメント

①介護保険制度の改正により、今後は茅ヶ崎市としてより戦略的なシステムを構築していかなけ
ればならない。施設の認可や指導等の仕事や医療との連携や個人による異なる相談内容など、単
なる事務職では難しいことばかりである。そのためには、保健師やケアマネジャー、社会福祉士
等の資格者などを戦略的に配置する必要がある。
②地域支援事業を充実し、地域で生きて行かれるようにの前に、介護する家族も生活して行かれ
るようにすることが求められる時代になった。茅ヶ崎市としてどのような支援ができるのか、今
後の検討が必要である。
③ 多岐にわたる事業を抱え、また制度の改正や見直しが頻繁に行われる中で、政策目標の達成
に全力であたっていることは評価できる。
④政策目標の達成のためには、庁内での地域福祉に対する総合的な部署を立ち上げるか、職員体
制を再構築する必要があるのではないかと考える。課題は山積みで、順調とは言えないのではな
いか。
⑤他部に比してはるかに量・質とも多い事業を運営しており、今後なお増加することを考慮すれ
ば、一部門で担当することは責任者にとって充分部内に目が行き届かないおそれがあると考えら
れる。従って、政策目標達成のため「部」を分割すべきではないかと思料する。
⑥災害時要援護者支援制度は高齢者だけではなく障害を持っている方にとっても大事なことであ
り、登録者数の指標が施策目標の指標に加えられてもいいと思われる。
⑦ジェネリックの利用促進やそれぞれの個性にあわせた自立支援など、取り組むべき課題は福祉
分野には数多く存在する。市の福祉資源のみならず、国や県、独立行政法人等による政策支援・
資金等を最大限に活用して、これまでの発想・固定観念を乗り越えて、複数の課題を同時に解決
するようなイノベーションを、福祉分野で起こしていくことが求められる。
⑧特に、社会福祉法人等の「福祉の民間」ではなく、通常の民間事業者等との連携による新しい
政策、事業スキームを生み出さなければ、福祉分野の政策目的の達成は困難であり、より柔軟で
包括的なPPP(官民連携）を推進していくことが求められる。

○　これまでの取り組みと成果について

(1)　政策目標の達成状況及び効果の状況

⑨地域包括支援センター及び地域福祉総合相談室が12地区に開設されることは、評価できるが
これからは内容の充実が伴わないと大変である。市直営基幹型地域包括支援センターとの連携も
重要であるが、事業所との関係、専門職・ケアマネジャーとの関係で市民が受けるサービスの内
容が変わってきてしまうので、それも高い水準で保つための施策が必要である。
⑩地域包括支援センターが平成２６年１０月には市内１２地区に開設することを目途に準備を進
めていること、そしてこれらが各地区における保健、医療、福祉（介護）の窓口となることを期
待したい。
⑪生活保護受給者への支援も結果が出ているが、これからは高齢者が増加し、就労することもで
きず、介護保険を受ける人が増えてくると考える。保護費の増加をなるべく防ぐためにも、生活
保護を受ける前の生活困窮者への支援が大切となる。
⑫保健所移行計画が進んでいるが、どの位の財政負担が将来にわたってあるのか、明確でない上
に茅ヶ崎市としては保健所が来ることにより、どのような総合的な施策をするのか、示されない
うちに市民参加もないままの決定、計画の策定は自治基本条例から見ても納得できない。
⑬４０歳以上の特定健康診査受診率が県内１９市中上位であることは評価できる。
⑭医療、福祉、介護と取り組むべき政策課題が多い中で、①特定健康診査・がん検診の受診率が
高いこと②「地域に支え合いの仕組みがあり、安心して生活ができる」と思う市民の割合が高い
ことなどが評価できる。
⑮がん検診、特定健診は更なる受診率の上向が必要である。在宅医療の推進については評価でき
るが、在宅医療は、地域の実情にあったものにする必要がある。
⑯要支援・要介護認定を受けた人の割合は平成２５年度時点で対２７年度目標値に迫っており、
介護保険制度の見直しが進められる中で、更なる介護予防事業や日常生活支援事業の充実が望ま
れる。
⑰災害時要援護者支援制度推進のための支援活動を更に拡大願いたい。

政策評価の外部評価結果への対応方針

主管部局名 保健福祉部

政策目標 5　共に見守り支え合いすこやかに暮らせるまち

所管の施策目標
（施策目標主管課名）

16　健康と自立した生活を支え合える地域の仕組みをつくる（保健福祉課）

17　医療を受けられる保険制度を安定的に運営する（保険年金課）

18　高齢者の健康でいきいきとした暮らしを支援する（高齢福祉介護課）

19　障害者の自立した生活と社会参加を支援する（障害福祉課）
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総合計画審議会
行政改革推進委員会
委員コメント

⑱政策目標の達成状況について「順調」としているが、各分野に掲げられた指標の達成状況を見
ると、未達のものも数多くある。そのような評価となる理由はどこにあるのか。明らかにしてほ
しい。
⑲福祉分野は、措置としての福祉から自立支援の福祉へと転換していく中で、厳しい財政状況の
中でも持続性を担保していくことが求められる。障がい者の就労支援等の成果が示されている
が、それを制度、政策、仕組みとして整備・展開し、そのような自立に向けた福祉が拡大・再現
されていくための取り組みが必要であると考える。

(2)　戦略的な政策展開の状況

⑳生活保護受給者のための専門員の配置は、納得する所で、今後は受給者や生活困窮者に対する
医療・介護も含めて相談・指導などが行われることにより、できるだけの財政負担を事前に防ぐ
手立てが必要である。
㉑福祉分野はセーフティネットを提供する政策分野であり、切り捨てになってはいけないことは
前提であるが、厳しい財政状況の中で「福祉だけ聖域」ということは許されない状況となってい
る。
　したがって、必要とするニーズの量・質とそれに対して投じるコスト、その手法と成果につい
てPDCAの流れで検証することが必要不可欠である。
㉒保健所移行が戦略的な財政投資と言うことなら、市民が納得できる内容を提示してほしい。
㉓地域の人的資源を利用し、今の地域で生活していけるようなことができると良いが、現実は難
しい。多様な人材育成に取り組んでいると言うが、医療・介護・障害等も頻繁に法律等が改正さ
れるので、それに対応するためにも行政内部の専門的な人材も必要であり、戦略的な人材確保が
必要ではないかと考える。
㉔地域福祉の更なる充実が求められる中で、地域の関係団体等と連携した地域福祉の担い手確保
に向けたより一層の環境づくりが必要と思われる。
㉕超高齢化社会に対する地域包括ケアシステム構築に向け人材育成に取り組んでいることは評価
に値する。
㉖地域包括ケアシステムの推進は評価できるが、今後は、具体的な構築に努める必要がある。
㉗臨時職員等約５０名を含む約２００名の人員で、保健・医療・福祉（介護）と広範囲にわたる
業務を遂行するに当たって、非常勤職員を有効活用することよりコストの削減を図ったことには
大変評価できる。更にコスト削減に注力すべきである。
㉘業務量の増大に伴い政策推進コストも伸びているが、人員体制については常勤職員の増は少な
く非常勤職員の活用が図られている。ただ、専門性が求められる分野とはいえ、再任用職員の活
用にもっと積極的に対応すべきと思われる。
㉙人的な補充等による業務遂行について記載されているが、それが政策目的との関係の中で、他
の取り組みと比べて優先順位が高いものであるのか。その結果、どのような効果がもたらされた
のか。を明らかにする必要がある。

○　課題認識と解決への方策について

㉚災害時要援護者支援制度は十分に機能することが必要である。民生委員による聞き取り等だけ
ではなく、市直営の認定調査員や事業所のケアマネジャーに協力を求めることも効果がある。
㉛今後の介護保険料の試算も、高額所得者の２割負担などにより、将来どのような介護保険料と
なっていくのか、今後の財政状況を明確に市民に公表し、サービスとの関わり等から意見の十分
な聴取が必要である。
32介護保険の地域支援事業の見直しにあたっては、地域包括支援センターと地区ボランティアセ
ンターなど地域の関係団体との役割分担を明確にし、担い手確保と参画し易い環境づくりが望ま
れる。
33かかりつけ医制度を利用している市民の割合が４０％以下とは意外に低い。制度定着に向けさ
らなる啓発活動を続けるべき。
34一人暮らしの高齢者・高齢者のみの世帯が増加することにより、一層の生活支援サービスの充
実を図ることが重要である。
35保健所政令市への移行は業務量も多く大変だと思うが、関係部局との連携を密にしてスムーズ
な移行に努められたい。
36限られた資源の中で、効率的に事業ができるように取り組むべきである。
37現在行政内部で推進されている１２地区のコミュ二ティ制度（市民自治推進課）や豊かな長寿
社会を考える有識者会議（企画経営課）などは同じような施策や事務事業が行われるにもかかわ
らず、連携が取れていないと見える。別々の施策ではなく、政策目標達成のために同じテーブル
で総合的な対応が待たれる。それとともに、地域での連携や基本的な情報共有や研修・学習のた
めには茅ヶ崎市が独自で培ってきた公民館での地域課題を基にした講座等が行われるような連携
も必要である。そのためには、庁内の実質的な連携が必要である。
38福祉分野の課題を、行政の福祉部局のみで対応することは極めて難しいと考えられる。福祉の
対象となる市民の自立に向けて、限られた財源をどのように効率的・効果的に執行していくの
か。そのためには、福祉分野のみならず、他の政策分野との連携による政策推進の知恵を絞る必
要がある。老朽化した施設の整備に関してはまちづくり、都市計画との連携、施設の運営・利活
用等においては、少子化により施設的余裕のある教育分野との連携などを図ることで、限られた
資源の中で持続的な自立支援を確保していくことが求められる。
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２．評価結果への対応方針

⑥災害時要援護者支援制度は高齢者だけではな
く障害を持っている方にとっても大事なことで
あり、登録者数の指標が施策目標の指標に加え
られてもいいと思われる。

　障害者は制度登録者の１／４を占めてお
り、障害者に向けたアンケートにおいても４
割ほどの方が登録を希望していることから、
潜在的なニーズは多いと考えています。第２
次実施計画においては「新規登録者数」を指
標に掲げていますが、指摘事項については、
今後、第３次実施計画策定の過程で検討して
いきます。（障害福祉課）

第３次
実施計画

施策目標の指
標の変更につ
いて検討

⑦ジェネリックの利用促進やそれぞれの個性に
あわせた自立支援など、取り組むべき課題は福
祉分野には数多く存在する。市の福祉資源のみ
ならず、国や県、独立行政法人等による政策支
援・資金等を最大限に活用して、これまでの発
想・固定観念を乗り越えて、複数の課題を同時
に解決するようなイノベーションを、福祉分野
で起こしていくことが求められる。

　福祉分野の課題に対する取り組みに当たっ
ては、国、県の補助事業の活用だけに止まら
ず、民間や市外の社会資源を最大限活用し
て、多様化する福祉分野の課題に対応してい
きます。（例：ロボケアセンター）（保険年
金課、障害福祉課、高齢福祉介護課）

参考と
します

－

④政策目標の達成のためには、庁内での地域福
祉に対する総合的な部署を立ち上げるか、職員
体制を再構築する必要があるのではないかと考
える。課題は山積みで、順調とは言えないので
はないか。

　地域福祉に関わる取り組みは保健福祉課を
主管とする中、現在２１課かいと連携し計画
を推進しているところです。また、制度改正
等に伴い職員体制も調整していきます。（保
健福祉課）

参考と
します

－

⑤他部に比してはるかに量・質とも多い事業を
運営しており、今後なお増加することを考慮す
れば、一部門で担当することは責任者にとって
充分部内に目が行き届かないおそれがあると考
えられる。従って、政策目標達成のため「部」
を分割すべきではないかと思料する。

　少子高齢化の進行に伴い福祉部局の役割も
増加していく中、組織の適正規模も踏まえな
ければならないと考えています。今後予定し
ている保健所政令市への移行に伴う組織見直
しの機会に当たっては、様々な観点から検証
し対応していきます。（保健福祉課）

参考と
します

－

②地域支援事業を充実し、地域で生きて行かれ
るようにの前に、介護する家族も生活して行か
れるようにすることが求められる時代になっ
た。茅ヶ崎市としてどのような支援ができるの
か、今後の検討が必要である。

　市に寄せられる相談の中には、高齢者の介
護に行き詰まってしまった家族のケースなど
もあり、高齢者本人はもとより、介護者のケ
アを重視して、適切な介護サービスにつなげ
ているところです。介護のために家族が就労
できないことにより、生活に行き詰まるよう
な場合は、庁内関係部局職員や地域包括支援
センター職員及び福祉総合相談室の職員等が
連携して支援しています。
  今後も高齢者世帯が増加するなか、高齢者
が高齢者の介護をせざるをえない状況であっ
たり、介護者が就労しなくては生活できない
など置かれている状況も様々であることを踏
まえ、きめ細やかな支援ができるよう、努め
ていきます。（高齢福祉介護課）

２６年度
下半期
以降の
取り組み

事業実施の考
え方及び実施

方法

③ 多岐にわたる事業を抱え、また制度の改正
や見直しが頻繁に行われる中で、政策目標の達
成に全力であたっていることは評価できる。

　今後も関係団体、関係機関と情報共有し制
度改正や見直しに適切に対応するとともに、
庁内関係部局とも連携し整合性を図るなど政
策目標の達成に努めていきます。（保健福祉
課）

実施中 －

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

①介護保険制度の改正により、今後は茅ヶ崎市
としてより戦略的なシステムを構築していかな
ければならない。施設の認可や指導等の仕事や
医療との連携や個人による異なる相談内容な
ど、単なる事務職では難しいことばかりであ
る。そのためには、保健師やケアマネジャー、
社会福祉士等の資格者などを戦略的に配置する
必要がある。

  平成２５年４月に新たに介護支援専門員
を、また、２６年４月に社会福祉士（保健師
資格あり）を配置するなど、必要な専門職の
確保に努めています。今後においても、介護
保険法や医療法等の改正及び高齢者の増加等
を見据え、市町村に求められる役割や業務を
円滑に遂行できるよう、適正な人員確保を戦
略的に進めていきます。（高齢福祉介護課）

２６年度
下半期
以降の
取り組み

事業実施の考
え方及び実施

方法
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⑪生活保護受給者への支援も結果が出ている
が、これからは高齢者が増加し、就労すること
もできず、介護保険を受ける人が増えてくると
考える。保護費の増加をなるべく防ぐために
も、生活保護を受ける前の生活困窮者への支援
が大切となる。

　平成２５年１２月に生活困窮者自立支援法
が制定され、２７年４月から全国（福祉事務
所を設置する自治体）で施行されます。法の
目的は、生活困窮者の自立の促進を図ること
です。制度の目指す自立には、経済的な自立
のみならず、日常生活における自立や社会生
活における自立も含まれています。これを踏
まえ、新しく「自立相談支援事業」を立ち上
げ、福祉の専門知識を有する職員が生活困窮
者の状態に応じて個別に対応していく体制を
構築していきます。（生活支援課）

２７年度
以降の
取り組み

２７年度予算

⑨地域包括支援センター及び地域福祉総合相談
室が12地区に開設されることは、評価できる
がこれからは内容の充実が伴わないと大変であ
る。市直営基幹型地域包括支援センターとの連
携も重要であるが、事業所との関係、専門職・
ケアマネジャーとの関係で市民が受けるサービ
スの内容が変わってきてしまうので、それも高
い水準で保つための施策が必要である。

　本市では、基幹型包括支援センターの役割
として、地域包括支援センターの全体調整及
び統括支援、人材育成、地域包括ケアシステ
ムの構築等を位置付けており、今年度、これ
まで以上に、基幹型包括支援センターの機能
強化及び地域包括支援センターや介護支援専
門員等の人材育成に取り組んでいます。今後
については、介護保険法の改正や高齢者の増
加等に伴い、地域包括支援センターは益々重
要な役割を担うことになることが予測される
ため、期待される役割が果たせるよう支援し
ていきます。
　また、地域福祉総合相談室については、引
き続き、福祉相談室連絡会議を毎月開催し、
相談事案の検討や情報共有を行うとともに、
福祉関連施設等の社会資源見学や意見交換を
企画実施するなど、福祉相談支援員の資質向
上を図ります。さらに、併設している地域包
括支援センターや福祉関連各種連絡会への参
加による連携及び事業周知を図りながら、総
合相談窓口機能の充実を目指します。（保健
福祉課、高齢福祉介護課）

２６年度
下半期
以降の
取り組み

事業実施の考
え方及び実施

方法

⑩地域包括支援センターが平成２６年１０月に
は市内１２地区に開設することを目途に準備を
進めていること、そしてこれらが各地区におけ
る保健、医療、福祉（介護）の窓口となること
を期待したい。

　ご期待に添えるよう機能強化を図っていき
ます。（高齢福祉介護課） ２６年度

下半期
以降の
取り組み

事業実施の考
え方及び実施

方法

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

⑧特に、社会福祉法人等の「福祉の民間」では
なく、通常の民間事業者等との連携による新し
い政策、事業スキームを生み出さなければ、福
祉分野の政策目的の達成は困難であり、より柔
軟で包括的なPPP(官民連携）を推進していく
ことが求められる。

　高齢者介護では、制度開始以来市場が開放
されており、営利企業の参入も加速していま
す。こうした企業の進出については、利益を
追求するあまり利用者のサービスの低下を招
くことを危惧する側面がある一方で、利用者
や顧客のニーズへの迅速な対応による良質な
サービスの提供が期待されており、今後、高
齢者の暮らしを支える側として多くの主体が
あることは生活の選択肢として望ましいと考
えます。
　他の福祉分野においても、市民サービスの
全部または一部を民間団体や民間事業者に委
ねることにとどまらず、民間団体、民間事業
者、行政が適切な役割分担に基づいて市民
サービスの質・量の充実を図っていきます。
（高齢福祉介護課）

２６年度
下半期
以降の
取り組み

事業実施の考
え方及び実施

方法
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⑯要支援・要介護認定を受けた人の割合は平成
２５年度時点で対２７年度目標値に迫ってお
り、介護保険制度の見直しが進められる中で、
更なる介護予防事業や日常生活支援事業の充実
が望まれる。

　要支援１、２の方の訪問介護・通所介護が
市町村の判断で実施内容、利用料及び単価等
を設定することになりました。今後、国が示
す方針を基に、既存の専門的なサービスを必
要とする方には、専門的なサービスを提供す
るとともに、ボランティアやNPO法人等の多
様な主体による柔軟な取り組みによる効率的
なサービス提供ができるよう、新たな事業や
仕組みについて検討するとともに、事業者の
参入意向調査等を実施して、適切に対応して
いきます。（高齢福祉介護課）

実施中 －

⑰災害時要援護者支援制度推進のための支援活
動を更に拡大願いたい。

　制度の推進にあたっては、年４回の地域へ
の情報提供のほか、交流会や地区防災訓練
等、機会をとらえて制度周知を図っていま
す。災害対策基本法の改正を踏まえ、災害時
に支援が必要な方の情報を一元的に管理する
システムを構築し、より実効性のある仕組み
を構築していきます。（障害福祉課、高齢福
祉介護課）

実施中 －

⑫保健所移行計画が進んでいるが、どの位の財
政負担が将来にわたってあるのか、明確でない
上に茅ヶ崎市としては保健所が来ることによ
り、どのような総合的な施策をするのか、示さ
れないうちに市民参加もないままの決定、計画
の策定は自治基本条例から見ても納得できな
い。

　保健所政令市への移行準備にかかる市民参
加については、今後、市民説明会を実施し、
市民のみなさまへの周知を図ります。その
後、パブリックコメントを実施し、市民のみ
なさまからいただいたご意見・ご提案を踏ま
え、「茅ヶ崎市保健所政令市移行基本計画」
を策定します。また、財政計画については同
計画において示すこととしています。（保健
福祉課）

２６年度
下半期
以降の
取り組み

「茅ヶ崎市保
健所政令市移
行基本計画」
に反映

㉒保健所移行が戦略的な財政投資と言うことな
ら、市民が納得できる内容を提示してほしい。

⑬４０歳以上の特定健康診査受診率が県内１９
市中上位であることは評価できる。

　特定健康診査受診率は県下１９市中上位で
あるものの、神奈川県の特定健康診査等受診
率・実施率は全国平均を下回っており、茅ヶ
崎市においても受診率・実施率の向上に向け
た取り組みについては、今後も鋭意進めてい
きます。
  平成２６年度より若い世代の女性のがん検
診の受診率の向上を図るために２０歳から子
宮頚がん、３０歳から子宮頚がんと乳房視触
診の受診券を個別送付し、更なる受診率の向
上に努めます。（保健福祉課、保険年金課）
　在宅医療については、在宅医療を担う多職
種を対象とした人材育成研修会を実施し、連
携体制づくりを進めます。また、拠点づくり
の体制を整備するとともに、医療等連携調査
を２６年度中に実施し、地域の実情に合った
在宅医療推進のための仕組みづくりに取り組
んでいきます。（保健福祉課、高齢福祉介護
課）

実施中 －

⑭医療、福祉、介護と取り組むべき政策課題が
多い中で、①特定健康診査・がん検診の受診率
が高いこと②「地域に支え合いの仕組みがあ
り、安心して生活ができる」と思う市民の割合
が高いことなどが評価できる。

⑮がん検診、特定健診は更なる受診率の上向が
必要である。在宅医療の推進については評価で
きるが、在宅医療は、地域の実情にあったもの
にする必要がある。

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等
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㉑福祉分野はセーフティネットを提供する政策
分野であり、切り捨てになってはいけないこと
は前提であるが、厳しい財政状況の中で「福祉
だけ聖域」ということは許されない状況となっ
ている。
　したがって、必要とするニーズの量・質とそ
れに対して投じるコスト、その手法と成果につ
いてPDCAの流れで検証することが必要不可欠
である。

　課かいで実施する業務棚卸において、各事
業の活動ごとにPDCAの流れで検証し、今後
の事業展開を位置付けていきます。（保健福
祉課、保険年金課、生活支援課、障害福祉
課、高齢福祉介護課）

実施中 －

㉓地域の人的資源を利用し、今の地域で生活し
ていけるようなことができると良いが、現実は
難しい。多様な人材育成に取り組んでいると言
うが、医療・介護・障害等も頻繁に法律等が改
正されるので、それに対応するためにも行政内
部の専門的な人材も必要であり、戦略的な人材
確保が必要ではないかと考える。

　法令に基づき資格職を配置し、あるいは職
種によっては本人の希望によりエキスパート
コース職員の配置をしています。また、法律
等の改正に対しては、国、県、県内市、近隣
町と連携し適正化を図るとともに、専門機関
等との連携により意見交換や学識者からの意
見聴取を実践しています。（保健福祉課）

実施中 －

⑳生活保護受給者のための専門員の配置は、納
得する所で、今後は受給者や生活困窮者に対す
る医療・介護も含めて相談・指導などが行われ
ることにより、できるだけの財政負担を事前に
防ぐ手立てが必要である。

　生活保護受給者に対する相談支援を引き続
き充実させていくとともに、生活保護扶助費
については、医療扶助費が４０％以上を占め
ているため、ジェネリック薬品の使用促進等
医療扶助費の適切な給付に努めていきます。
（生活支援課）

実施中 －

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

⑱政策目標の達成状況について「順調」として
いるが、各分野に掲げられた指標の達成状況を
見ると、未達のものも数多くある。そのような
評価となる理由はどこにあるのか。明らかにし
てほしい。

＜特定健診の実施率と内蔵脂肪症候群の「該
当者と予備群」の減少率＞
　特定健康診査の実施率は神奈川県下１９市
中第２位となっており、評価として順調と判
断いたしました。目標値については、第２期
茅ヶ崎市国民健康保険特定健康診査等実施計
画の目標値をもとに、本市の実情に基づいて
見直しを行いました。（保険年金課）
＜施設から地域生活に移行した人の数＞
　未達の指標については、達成に向けた支援
体制の整備状況、障害者やその家族などの意
向を踏まえた取り組みに基づく実績値となり
ます。
　全ての指標の達成状況を総合的に勘案し、
部としては達成状況を「順調」としました。
（障害福祉課）

実施中 －

⑲福祉分野は、措置としての福祉から自立支援
の福祉へと転換していく中で、厳しい財政状況
の中でも持続性を担保していくことが求められ
る。障がい者の就労支援等の成果が示されてい
るが、それを制度、政策、仕組みとして整備・
展開し、そのような自立に向けた福祉が拡大・
再現されていくための取り組みが必要であると
考える。

　障害者の地域における就労支援について
は、本市においても①障害者総合支援法にお
ける就労系障害福祉サービスの利用から一般
就労への移行②一般就労が困難である方に対
する就労継続B型事業所等での工賃水準の向
上③障害者優先調達推進法による受注機会の
確保などに努めているところです。引き続
き、庁内連携や関係機関とのネットワークを
活用し、就労支援、雇用の確保を進めていき
ます。（障害福祉課）

実施中 －
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㉙人的な補充等による業務遂行について記載さ
れているが、それが政策目的との関係の中で、
他の取り組みと比べて優先順位が高いものであ
るのか。その結果、どのような効果がもたらさ
れたのか。を明らかにする必要がある。

　少子高齢化が進む中、福祉分野でも新たな
制度の創設や見直しが実施され人的にも配置
職員が増加しています。厳しい財政状況の中
で人件費も増加していくことから業務棚卸を
通じて業務量の増大に対応するため非常勤嘱
託員、臨時職員等の活用も進めています。
　これにより常勤職員を配置するより少ない
経費で政策目標に取り組んでいます。（保健
福祉課、保険年金課）

実施中 －

㉗臨時職員等約５０名を含む約２００名の人員
で、保健・医療・福祉（介護）と広範囲にわた
る業務を遂行するに当たって、非常勤職員を有
効活用することよりコストの削減を図ったこと
には大変評価できる。更にコスト削減に注力す
べきである。

　引き続き非常勤職員の活用に取り組むとと
もに、事業の改善はもとより、事業の手法に
ついて公民連携、委託の検討を行い増加する
扶助費に対して事業費のコスト削減に努めて
いきます。（保健福祉課）

実施中 －

㉘業務量の増大に伴い政策推進コストも伸びて
いるが、人員体制については常勤職員の増は少
なく非常勤職員の活用が図られている。ただ、
専門性が求められる分野とはいえ、再任用職員
の活用にもっと積極的に対応すべきと思われ
る。

　新採用職員の配置が比較的多い部局です
が、行政経験豊かな再任用職員の活用も要望
していきます。（保健福祉課）

実施中 －

㉕超高齢化社会に対する地域包括ケアシステム
構築に向け人材育成に取り組んでいることは評
価に値する。

　本市では、基幹型包括支援センターの役割
として、地域包括支援センターの全体調整及
び統括支援、人材育成、地域包括ケアシステ
ムの構築等を位置付けており、今後も引き続
き、基幹型包括支援センターの機能強化及び
地域包括支援センターや介護支援専門員等の
人材育成に取り組んでいきます。（高齢福祉
介護課）

実施中 －

㉖地域包括ケアシステムの推進は評価できる
が、今後は、具体的な構築に努める必要があ
る。

　構築に不可欠な在宅医療の推進（在宅医療
に従事する医師等を増やすことを含む）を図
るべく、医療・介護等関係団体の代表者会議
等による意見を踏まえ、拠点づくりの体制を
整備するとともに、多職種の研修を積み重ね
ることにより連携体制を構築していきます。
また、手法のひとつでもある「地域ケア会
議」のガイドラインを作成し、自治会圏域１
２地区に整備される地域包括支援センターが
それぞれの地域で会議を開催し、地域課題等
に取り組む体制づくりを構築していきます。
（高齢福祉介護課）

実施中 －

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

㉔地域福祉の更なる充実が求められる中で、地
域の関係団体等と連携した地域福祉の担い手確
保に向けたより一層の環境づくりが必要と思わ
れる。

　地域をよく知る住民の皆様が協力して、地
域に必要な取り組みについて話し合い、力を
発揮していただけるような新たな地域コミュ
ニティ創設に向けた取り組みに引き続き参画
していきます。
　市及び茅ヶ崎市社会福祉協議会がそれぞれ
策定してきた、地域福祉に関する両計画を一
体化し、地域福祉推進の担い手である地域住
民にとってわかりやすい計画の策定に取り組
んでいきます。（保健福祉課）

２７年度
以降の
取り組み

事業実施の考
え方及び実施

方法

35



保健福祉部

34一人暮らしの高齢者・高齢者のみの世帯が増
加することにより、一層の生活支援サービスの
充実を図ることが重要である。

　高齢者が安心して暮らすことができるよ
う、従来の介護保険サービスのほか、ボラン
ティアやNPO法人等の多様な主体による柔軟
な取り組みによるサービス提供を進めます。
（高齢福祉介護課）

２６年度
下半期
以降の
取り組み

事業実施の考
え方及び実施

方法

32介護保険の地域支援事業の見直しにあたって
は、地域包括支援センターと地区ボランティア
センターなど地域の関係団体との役割分担を明
確にし、担い手確保と参画し易い環境づくりが
望まれる。

　今後、国から示される方針を基に役割を明
確にするとともに、各種団体の特色と得意分
野に応じた役割を担っていただけるよう仕組
みを考えていきます。（高齢福祉介護課）

２６年度
下半期
以降の
取り組み

事業実施の考
え方及び実施

方法

33かかりつけ医制度を利用している市民の割合
が４０％以下とは意外に低い。制度定着に向け
さらなる啓発活動を続けるべき。

　地域の診療所をかかりつけ医として持って
いただくことで、病診連携支援体制をより一
層推進し、切れ目のない医療の提供ができる
よう取り組んでいるところです。
　また、病診連携支援体制の仕組みを市民に
理解していただけるよう市広報紙やホーム
ページ、茅ヶ崎市医療機関・薬局ガイドサー
ビス、ＦＭナパサなどに加え、ファミリー層
や居住年数の短い層において、かかりつけ医
を持つ人の割合が少ない傾向にあることか
ら、神奈中バスのデジタルサイネージの活用
や、病診連携利用ガイドの研究など、さまざ
まな手法や媒体の活用を検討していきます。
（保健福祉課）

実施中 －

㉚災害時要援護者支援制度は十分に機能するこ
とが必要である。民生委員による聞き取り等だ
けではなく、市直営の認定調査員や事業所のケ
アマネジャーに協力を求めることも効果があ
る。

　現在、介護保険を利用し、生活支援サービ
ス等を受けている高齢者への災害時の対応に
ついては、災害が起きても継続してサービス
を受けられるようにするための検討を介護事
業者等と進めているところです。
　障害者についても、利用者のことをよく知
る相談支援事業所や通所先の事業所は、制度
の支援者として有力であると考えています。
災害時の要援護者支援においては、平常時に
かかわりのある多様な主体の協力が不可欠で
あるため、今後も協力を求め、効果的な対策
を検討していきます。（障害福祉課、高齢福
祉介護課）

実施中 －

㉛今後の介護保険料の試算も、高額所得者の２
割負担などにより、将来どのような介護保険料
となっていくのか、今後の財政状況を明確に市
民に公表し、サービスとの関わり等から意見の
十分な聴取が必要である。

　平成２７年４月の改正では、これまで一律
に１割となっている利用者負担が、一定以上
の所得の方は２割となります。
  また、本市では第５期茅ヶ崎市高齢者福祉
計画・介護保険事業計画（平成２４年度～平
成２６年度）期間において、保険料の所得段
階区分のうち、高所得者の区分を２段階増や
して１１段階とし、所得段階区分の多段階化
と低所得者に対する負担の軽減を行いまし
た。所得段階区分のあり方は、すでに被保険
者の方々からご意見をいただき、第６期計画
に反映する予定です。
  保険料の算出については、コメントにもあ
りますとおり、サービス量を踏まえた保険料
との仕組みを事業計画書において説明しま
す。（高齢福祉介護課）

２６年度
下半期
以降の
取り組み

事業実施の考
え方及び実施

方法

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等
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37現在行政内部で推進されている１２地区のコ
ミュ二ティ制度（市民自治推進課）や豊かな長
寿社会を考える有識者会議（企画経営課）など
は同じような施策や事務事業が行われるにもか
かわらず、連携が取れていないと見える。別々
の施策ではなく、政策目標達成のために同じ
テーブルで総合的な対応が待たれる。それとと
もに、地域での連携や基本的な情報共有や研
修・学習のためには茅ヶ崎市が独自で培ってき
た公民館での地域課題を基にした講座等が行わ
れるような連携も必要である。そのためには、
庁内の実質的な連携が必要である。

　少子高齢化が進む中、豊かな長寿社会に向
けたまちづくりのための大きな方向性や、１
２地区のそれぞれの特色を生かした新たな地
域コミュニティ創設の取り組みには福祉の分
野が多くを占めますが、庁内他の部局もそれ
ぞれの観点から関わるものです。このことか
ら庁内においてはすでに連携し取り組んでお
り、保健、福祉の関係団体とも情報提供、意
見交換を適宜しています。今後も連携し推進
していきます。（保健福祉課）

実施中 －

38福祉分野の課題を、行政の福祉部局のみで対
応することは極めて難しいと考えられる。福祉
の対象となる市民の自立に向けて、限られた財
源をどのように効率的・効果的に執行していく
のか。そのためには、福祉分野のみならず、他
の政策分野との連携による政策推進の知恵を絞
る必要がある。老朽化した施設の整備に関して
はまちづくり、都市計画との連携、施設の運
営・利活用等においては、少子化により施設的
余裕のある教育分野との連携などを図ること
で、限られた資源の中で持続的な自立支援を確
保していくことが求められる。

　福祉分野の課題には他の政策分野との連携
が必要なものが多くあります。それぞれが所
管する計画の策定、進行管理の庁内会議の開
催や施策に対する関係機関、関係団体との意
見交換等にも同席し情報共有、施策の整合性
の確保に努めています。
　そうした中で、限られた財源と資源の中で
支援を必要とする市民の持続的な自立支援を
確保していく観点からも、引き続き関係部局
と連携を図っていきます。（保健福祉課、障
害福祉課、高齢福祉介護課）

参考と
します

－

35保健所政令市への移行は業務量も多く大変だ
と思うが、関係部局との連携を密にしてスムー
ズな移行に努められたい。

　保健所政令市への移行準備を円滑に進める
ための推進体制については、平成２６年４月
より、神奈川県と本市の関係職員で組織する
「保健所政令市移行に関する神奈川県・茅ヶ
崎市連絡調整会議」を設置し、「茅ヶ崎市保
健所政令市移行基本計画」の策定にかかる調
整を行うほか、個別案件の課題整理及び具体
的な方針案の策定等を行っています。
　また、庁内の関係職員により組織する
「茅ヶ崎市保健所政令市移行にかかる庁内検
討会議」を設置し、保健所政令市への移行を
円滑に進めるために必要な調査及び検討を
行っています。
　今後も関係部局との充分な連携に努めてい
きます。（保健福祉課）

参考と
します

－

36限られた資源の中で、効率的に事業ができる
ように取り組むべきである。

　引き続き関係団体、関係機関等の意見も聞
きながら、効率性の観点からも事務事業の改
善に取り組みます。（保健福祉課）

参考と
します

－

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等
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市立病院

１．総合計画審議会・行政改革推進委員会評価結果

0

0

総合計画審議会
行政改革推進委員会
委員コメント

○　政策目標の達成に向けた総合コメント

① 民間病院経営のノウハウは、従来の公務員が携わる範囲を超えていると考えるし、医事課を
支えるには医療の現場が理解でき、医師や看護師の信頼を得られる人材が必要であり、またリハ
ビリや介護、食事等の総合的な専門職の方々のマネジメントが必要である。多額の一般会計から
の繰り出しを続けることは将来に禍根を残すことになるため、少しでも毎年減らしていかれるよ
うな、今後の経営に関する抜本的な改革をするべきである。
②急性期医療を担う地域医療支援病院として、将来の超高齢化社会を見据えた地域完結型医療を
目指し、努力する必要がある。
③市民に向けての啓発活動が不十分である。
④政策目標の達成にあたっては医療職も事務職も一体となって取り組むべきで、医療職に比べ事
務職体制が限界であれば、増員も検討すべきと思う。ただ、評価シートの表からは再任用職員、
嘱託員の活用が十分でないように見れるので、効率的、効果的な人員体制に向け検討してもらい
たい。
⑤７対１看護体制での病床利用率８０数パーセントを目指すべきである。
⑥高齢の患者の増加や看取りの増加にもかかわるが、医療費の抑制や医療職の不足など、厳しい
状況であるので、地域医療のためには、最大限の努力が必要である。
⑦経常収支比率の改善など、一定の行革的な効果があがっていることは理解できたが、それが市
民のニーズとの関係でどうであるのか。中長期的な施設の維持管理・改修や機器の入れ替え等の
投資額がどの程度必要とされ、それに対する投資余力を確保できているのか。LCC(ライフサイ
クルコスト）や中長期の財務マネジメントが必要である。

○　これまでの取り組みと成果について

(1)　政策目標の達成状況及び効果の状況

⑧公立病院としての努力は計画的に最大限されているのだと考えるが、地方公営企業決算が国の
ガイドラインで経常黒字になっていれば良いという状況ではない。毎年出される十数億の一般会
計からの繰り出し金を考えると、抜本的な考え方の転換が必要ではないかと考える。
⑨市立病院改革プラン（２１～２３年度）、同中期経営計画（２５～２７年度）に基づき、病院
経営に注力した結果、平成２２年度より経常収支比率が経常黒字になってきていることは評価で
きる。
⑩地域医療を担うために莫大な公的資金が投入されているにもかかわらず、市民感覚としては十
分な市民の信頼を得ていないと感じることは重大ではないかと思う。
⑪地域医療連携室の体制強化により、地域医療機関から市立病院への紹介率が向上したことは評
価できる。
⑫経常収支比率が１００％以上かそれに近い率を維持していること、また病診連携の体制が強化
され、市立病院への紹介率が高くなり地域医療支援病院として承認されたことは評価できる。
⑬地域の中心的な医療機関として努力していることは、評価できる。
⑭医療の質の向上については限りがないため、政策的な分担範囲と達成目標を明確化することが
求められる。病院経営の視点から、明確な経営理念・目標を掲げ、業務全般の業務見直し等によ
る成果（削減効果）をもとに、その目標達成に向けて必要な戦略的な分野には投資を行っていく
ことが求められる。
⑮医療費請求や用度品の発注事務などについて、業務繁忙を理由に増員等を求めているが、直
営・固定費で職員を増員することと、包括的な業務委託等の活用により変動費としてそれに対応
していくのか。比較検証する必要がある。

政策評価の外部評価結果への対応方針

主管部局名 市立病院

政策目標 6　質の高い医療サービスを安定的に提供するまち

所管の施策目標
（施策目標主管課名）

21　効果的・効率的に病院を経営する（病院総務課）

22　高度で良質な医療サービスを提供する（医事課）

0

0
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総合計画審議会
行政改革推進委員会
委員コメント

(2)　戦略的な政策展開の状況

⑯医療の仕組みに翻弄されていることが見られる。これからも機器の更新は行なわなければなら
ず、危うい状況と言わざるを得ない。
⑰市民から信頼される病院としてのコンセプトと、経営能力のある人材を充てることなど、抜本
的な見直しをする必要があると考える。
⑱入院収益を確保するために病床利用率を上げ、病床の有効活用を図ることが不可欠である。
⑲ＩＣＵ（集中治療室）の設置、７対１看護体制は医療収益の増収となったが、同時に医師、看
護師の人件費増にもつながっているはずであり、休眠ベッドの在り方については中長期的な展望
にたって適切な病床数を検討すべき。
⑳７対１看護体制の採用により、質の確保と収益の増加が同時に実現されたように、明確な経営
目標を掲げ、そこに向けて必要なコスト削減と投資財源のねん出をセットにした取り組みが求め
られる。
㉑安定した医療サービスの提供のためにも、健全な経営が必要不可欠であり、７対１看護体制の
導入と同様の取り組みを、他の分野にも拡大していくことが求められる。
㉒戦略的な政策展開がよく行われている。

○　課題認識と解決への方策について

㉓質の高い医療サービスを安定的に提供するためには、人件費が高額な医師を大勢雇った体制や
機器を整えても必ずしも市民が信頼して受ける質の高い医療にはならない。
㉔平成１２年度の新病院オープン時に購入した医療機器の更新時期到来による計画的対応が必要
である。
㉕新病院開設から１４年が経過し医療機器の更新時期にきているが、高額医療機器は留保資金の
活用と合わせ計画的な買換えを進める必要がある。
㉖民間病院では、様々な講座等を行い、一人ひとりの医師の姿が見える方策やその病院の得意分
野等が情報提供されている。今後地域医療を担う中心的な役割を担うためには、見方を変えた病
院経営が必要と考える。
㉗急激な少子高齢化や市民ニーズ、国の医療政策に柔軟に対応すべく病院運営をする必要があ
る。
㉘災害時医療に対応するため、医療機器整備に加え、資材確保のためのスペース確保が必要であ
る。
㉙経営健全化に向けては、表面的な数字だけではなく、優秀な医師の確保や質の高い看護体制を
構築できれば、７対１看護体制でも病床利用率の向上につながると思う。
㉚少子高齢化の進展により、医療費の増加には拍車がかかるものと考えられる。それらに適切に
対応し、安定した医療サービスを効率的・効果的に持続させることが、重要な政策目標であり、
そのために何を選択し、何を選択しないのか、を明確にしていくことが求められる。
 より積極的な病院経営改革と進捗管理（マネジメント）が必要であり、そのためには、より積
極的な民間手法、活力、人材等を活用していくことが求められる。
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２．評価結果への対応方針

⑤７対１看護体制での病床利用率８０数パーセ
ントを目指すべきである。

　地域の急性期医療を担う病院として、７対
１看護体制を堅持することを前提に、病床利
用率83％を目指します。（病院総務課、医事
課）

基本構想
政策目標６の
指標を修正

⑥高齢の患者の増加や看取りの増加にもかかわ
るが、医療費の抑制や医療職の不足など、厳し
い状況であるので、地域医療のためには、最大
限の努力が必要である。

　引き続き、急性期医療を担う地域医療支援
病院としての役割を果たしていくとともに、
かかりつけ医を中心とした医療連携や民間病
院、診療所、福祉施設、介護事業者等との機
能分担、連携を図り、地域完結型医療を目指
します。（医事課）

基本構想
施策目標22の
施策のねらい
（イ）を修正

③市民に向けての啓発活動が不十分である。 　現在も、広報ちがさき等を活用し、救急医
療体制や、かかりつけ医、出張講座、医療従
事者募集等の情報発信、啓発活動を行ってい
ます。今後は、より一層、市民の方に市立病
院のことを知っていただけるよう、情報発信
の充実に努めます。（医事課）

２６年度
下半期
以降の
取り組み

広報担当課や
地域医療担当
課と連携し、
広報のあり方
やホームペー
ジを見直しま

す。

④政策目標の達成にあたっては医療職も事務職
も一体となって取り組むべきで、医療職に比べ
事務職体制が限界であれば、増員も検討すべき
と思う。ただ、評価シートの表からは再任用職
員、嘱託員の活用が十分でないように見れるの
で、効率的、効果的な人員体制に向け検討して
もらいたい。

　再任用職員や嘱託員の雇用については、専
門的な知識が必要となるため、なかなか思う
ように進まないのが現状です。このため、可
能な限り非常勤職員を配置していますが、特
に、病院総務課の職員にかかる負担が大きく
なってきています。医事課職員の応援も受け
て事務処理をこなしてはいますが、健康面へ
の影響が一番懸念されますので、効率的効果
的を前提に適正な人員の配置をしていきま
す。（病院総務課）

２６年度
下半期
以降の
取り組み

人事担当課と
協議し、医療
事務経験者の
確保を図ると
ともに、適正
な人員配置を
行います。

① 民間病院経営のノウハウは、従来の公務員
が携わる範囲を超えていると考えるし、医事課
を支えるには医療の現場が理解でき、医師や看
護師の信頼を得られる人材が必要であり、また
リハビリや介護、食事等の総合的な専門職の
方々のマネジメントが必要である。多額の一般
会計からの繰り出しを続けることは将来に禍根
を残すことになるため、少しでも毎年減らして
いかれるような、今後の経営に関する抜本的な
改革をするべきである。

　医事課には民間で診療報酬請求や診療記録
管理を経験した職員を配置するとともに、病
院での経験年数が２０年以上となる事務職員
も８名おります。しかしながら、経験年数の
長い事務職員が順次退職する時期にきていま
すので、今後、病院事務職員としてのマネジ
メントができる民間病院等の経験者を確保す
るように努めていきます。
　一般会計負担金については、地方公営企業
に対する総務省からの通知に基づき繰出基準
が作成されておりますが、市の財政状況を鑑
み、毎年財政協力はしています。将来的に
は、収益的収入のうち、地方公営企業法で
「経営に伴う収入をもって充てることが適当
でない経費」とされるもの以外について、一
般会計での負担が無くなるように努めていき
ます。（病院総務課、医事課）

２６年度
下半期
以降の
取り組み

人材の確保
は、人事担当
課と協議し、
医療事務経験
者の確保を図
ります。

一般会計負担
金は、毎年の
予算編成時に
財政担当課と
協議します。

②急性期医療を担う地域医療支援病院として、
将来の超高齢化社会を見据えた地域完結型医療
を目指し、努力する必要がある。

　引き続き、急性期医療を担う地域医療支援
病院としての役割を果たしていくとともに、
かかりつけ医を中心とした医療連携や民間病
院、診療所、福祉施設、介護事業者等との機
能分担、連携を図り、地域完結型医療を目指
します。（医事課）

基本構想

施策目標２２
の施策のねら
い（イ）を修

正

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

41



市立病院

⑭医療の質の向上については限りがないため、
政策的な分担範囲と達成目標を明確化すること
が求められる。病院経営の視点から、明確な経
営理念・目標を掲げ、業務全般の業務見直し等
による成果（削減効果）をもとに、その目標達
成に向けて必要な戦略的な分野には投資を行っ
ていくことが求められる。

　公立病院として救急医療、災害時医療、小
児医療、周産期医療など地域医療を確保しつ
つ、病院経営は安定していなければならない
と考えています。基本理念、基本方針に基づ
き策定した経営計画の中で目標値としての重
点管理指標を設け、目標達成に向けて戦略的
なものを含め各種活動に取り組んでいます。
（病院総務課）

参考と
します

－

⑮医療費請求や用度品の発注事務などについ
て、業務繁忙を理由に増員等を求めているが、
直営・固定費で職員を増員することと、包括的
な業務委託等の活用により変動費としてそれに
対応していくのか。比較検証する必要がある。

　医療費請求事務は既に民間委託しており、
その他の事務も可能なものは委託していま
す。医療費請求業務や用度施設業務の中心と
なる専門事務職の確保や人事事務、給与、福
利厚生事務等,正規職員が処理しなければなら
ない業務の増大に対応することが課題となっ
ており現在検討しています。（病院総務課）

２６年度
下半期
以降の
取り組み

人事担当と協
議し、人材の
確保を図りま
す。

⑫経常収支比率が１００％以上かそれに近い率
を維持していること、また病診連携の体制が強
化され、市立病院への紹介率が高くなり地域医
療支援病院として承認されたことは評価でき
る。

　引き続き、経常収支の黒字化、紹介率の向
上に努めます。（病院総務課、医事課）

実施中 －

⑬地域の中心的な医療機関として努力している
ことは、評価できる。

　引き続き、地域医療支援病院としての役割
を果たせるよう努めます。（医事課） 実施中 －

⑩地域医療を担うために莫大な公的資金が投入
されているにもかかわらず、市民感覚としては
十分な市民の信頼を得ていないと感じることは
重大ではないかと思う。

　地域医療を担う急性期病院として、今後も
より一層の信頼をえることができるよう努力
していきます。（病院総務課） 参考と

します
－

⑪地域医療連携室の体制強化により、地域医療
機関から市立病院への紹介率が向上したことは
評価できる。

　引き続き、紹介率の向上に努めます。（医
事課）

実施中 －

⑧公立病院としての努力は計画的に最大限され
ているのだと考えるが、地方公営企業決算が国
のガイドラインで経常黒字になっていれば良い
という状況ではない。毎年出される十数億の一
般会計からの繰り出し金を考えると、抜本的な
考え方の転換が必要ではないかと考える。

　地域医療を担う自治体病院としての使命を
全うするとともに、企業としての経営にも努
めていきます。一般会計負担金については、
地方公営企業に対する総務省からの通知に基
づき繰出基準が作成されておりますが、将来
的には、収益的収入のうち、地方公営企業法
で「経営に伴う収入をもって充てることが適
当でない経費」とされるもの以外について、
一般会計での負担が無くなるように努めてい
きます。（病院総務課）

２６年度
下半期
以降の
取り組み

一般会計負担
金は、毎年の
予算編成時に
財政担当課と
協議します。

⑨市立病院改革プラン（２１～２３年度）、同
中期経営計画（２５～２７年度）に基づき、病
院経営に注力した結果、平成２２年度より経常
収支比率が経常黒字になってきていることは評
価できる。

　今後も、経常黒字を目指して努力していき
ます。（病院総務課）

実施中 －

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

⑦経常収支比率の改善など、一定の行革的な効
果があがっていることは理解できたが、それが
市民のニーズとの関係でどうであるのか。中長
期的な施設の維持管理・改修や機器の入れ替え
等の投資額がどの程度必要とされ、それに対す
る投資余力を確保できているのか。LCC(ライ
フサイクルコスト）や中長期の財務マネジメン
トが必要である。

　経常収支が改善されることは、病院経営の
健全化という市民ニーズに応えるものと考え
ます。また、ご指摘の中長期の財務マネジメ
ントは重要と考えています。空調設備・電気
設備・衛生設備等については、平成２３年度
から３０年度までの「中・長期施設保全計
画」に基づき、順次修繕を行っています。ま
た、高額な医療機器の更新については、２５
年度からの３か年での更新計画により進めて
いますが、医療の進歩を考えると長い期間で
の計画は現実性に問題が生じることが予想さ
れるため、短い間隔での計画を基本に財務マ
ネジメントに取り組みます。（病院総務課）

２６年度
下半期
以降の
取り組み

「中・長期施
設保全計画」
や「高額医療
機器更新計
画」に基づい
て取り組みま

す。
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㉕新病院開設から１４年が経過し医療機器の更
新時期にきているが、高額医療機器は留保資金
の活用と合わせ計画的な買換えを進める必要が
ある。

　平成２５年度から２７年度の３か年に、高
額医療機器更新計画に基づいた医療機器の整
備を進めています。今後も、急性期病院とし
ての期待される役割を全うできるように、計
画的な医療機器整備を検討していきます。
（病院総務課）

基本構想
施策目標21の
施策のねらい
に追加

㉓質の高い医療サービスを安定的に提供するた
めには、人件費が高額な医師を大勢雇った体制
や機器を整えても必ずしも市民が信頼して受け
る質の高い医療にはならない。

　地域医療を担う急性期病院として、今後も
より一層の信頼をえることができるよう努力
していきます。（病院総務課） 参考と

します
－

㉔平成１２年度の新病院オープン時に購入した
医療機器の更新時期到来による計画的対応が必
要である。

　平成２５年度から２７年度の３か年に、高
額医療機器更新計画に基づいた医療機器の整
備を進めています。今後も、急性期病院とし
ての期待される役割を全うできるように、計
画的な医療機器整備を検討していきます。
（病院総務課）

基本構想
施策目標21の
施策のねらい
に追加

㉑安定した医療サービスの提供のためにも、健
全な経営が必要不可欠であり、７対１看護体制
の導入と同様の取り組みを、他の分野にも拡大
していくことが求められる。

　診療報酬改定や医療制度改革を適確にとら
え、今後も、戦略的な政策展開を検討しま
す。（医事課） 参考と

します
-

㉒戦略的な政策展開がよく行われている。 　引き続き、戦略的な政策展開に努めます。
（病院総務課）

実施中 －

⑲ＩＣＵ（集中治療室）の設置、７対１看護体
制は医療収益の増収となったが、同時に医師、
看護師の人件費増にもつながっているはずであ
り、休眠ベッドの在り方については中長期的な
展望にたって適切な病床数を検討すべき。

　「地域における医療及び介護の総合的な確
保を推進するための関係法律の整備等に関す
る法律」が成立したことを受け、今後県から
出される地域医療ビジョンを見据えた上で、
病床機能とともに検討していきます。（病院
総務課）

２６年度
下半期
以降の
取り組み

県の動向を注
視するととも
に、病床機能
の充実を図り
ます。

⑳７対１看護体制の採用により、質の確保と収
益の増加が同時に実現されたように、明確な経
営目標を掲げ、そこに向けて必要なコスト削減
と投資財源のねん出をセットにした取り組みが
求められる。

　７対１看護体制が、多くの看護師の採用と
いう人件費（コスト）の増加で、質の確保と
収益の増大が図られたように、医療収益の増
加には一定の投資が必要となります。その中
でも、コストを削減し投資財源を捻出する取
り組みは今後も続けます。（病院総務課）

参考と
します

－

⑰市民から信頼される病院としてのコンセプト
と、経営能力のある人材を充てることなど、抜
本的な見直しをする必要があると考える。

　経営計画を基調に、今後も市民から信頼さ
れる病院となるように努力していきます。
（病院総務課）

参考と
します

－

⑱入院収益を確保するために病床利用率を上
げ、病床の有効活用を図ることが不可欠であ
る。

　今後も、病床利用率を高め、入院収益の確
保を図ります。（医事課）

２６年度
下半期
以降の
取り組み

各診療科毎の
病床利用率を
掲示し、職員
の意識の高揚
を図ります。

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

⑯医療の仕組みに翻弄されていることが見られ
る。これからも機器の更新は行なわなければな
らず、危うい状況と言わざるを得ない。

　国の医療政策や診療報酬の改定、また、市
民の医療ニーズや医療環境の変化に的確に対
応し、高度で良質な医療を安定的に提供する
ため、医療機器の計画的な購入を図るととも
に、病院経営における経済性を高めます。
（病院総務課、医事課）

基本構想
施策目標21の
施策のねらい
に追加
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㉚少子高齢化の進展により、医療費の増加には
拍車がかかるものと考えられる。それらに適切
に対応し、安定した医療サービスを効率的・効
果的に持続させることが、重要な政策目標であ
り、そのために何を選択し、何を選択しないの
か、を明確にしていくことが求められる。
 より積極的な病院経営改革と進捗管理（マネ
ジメント）が必要であり、そのためには、より
積極的な民間手法、活力、人材等を活用してい
くことが求められる。

　少子高齢社会へ向けて、地域における医療
及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
が成立しました。今まで以上に医療機関の機
能分化・連携が進まなければなりません。市
立病院はこれからも急性期医療を担い、かか
りつけ医を中心とした地域の医療機関との連
携をより推進するとともに、福祉施設や介護
事業者との連携を促進し、地域完結型医療を
目指します。また、安定的な病院経営のた
め、経営計画を基調として必要に応じて民間
活力、民間手法も取り入れたマネジメントを
実施します。（病院総務課、医事課）

参考と
します

－

㉘災害時医療に対応するため、医療機器整備に
加え、資材確保のためのスペース確保が必要で
ある。

　災害拠点病院、ＤＰＣ対象病院として、災
害時の医療にも万全を期すためには、災害対
策用の資材確保は必須であると考えていま
す。診療上の理由から施設的な再検討の必要
性もありますので、施設面全体の中で検討し
ていきます。（病院総務課）

第３次
実施計画

建設改良に関
する事務

㉙経営健全化に向けては、表面的な数字だけで
はなく、優秀な医師の確保や質の高い看護体制
を構築できれば、７対１看護体制でも病床利用
率の向上につながると思う。

　引き続き、優秀な人材の確保と人材育成に
努めていきます。（病院総務課）

実施中 －

㉖民間病院では、様々な講座等を行い、一人ひ
とりの医師の姿が見える方策やその病院の得意
分野等が情報提供されている。今後地域医療を
担う中心的な役割を担うためには、見方を変え
た病院経営が必要と考える。

　市立病院では、出張講座を年１０回程度開
催しています。広報ちがさき等でお知らせし
て、地域のコミュニティセンター等で医師等
が講演を行っています。今後は、出張講座の
充実を図るとともに、より一層、市民の方に
市立病院のことを知っていただけるよう、情
報発信に努めます。（医事課）

２６年度
下半期
以降の
取り組み

コミュニティ
センター等と
の連携を強化
し、ホーム
ページ等を見
直します。

㉗急激な少子高齢化や市民ニーズ、国の医療政
策に柔軟に対応すべく病院運営をする必要があ
る。

　国の医療政策や診療報酬の改定に的確に対
応し、高度で良質な医療を安定的に提供する
ため、病院経営における経済性を高めます。
（医事課）

２６年度
下半期
以降の
取り組み

診療体制を見
直し、新たな
施設基準取得
を目指しま
す。

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等
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環境部

１．総合計画審議会・行政改革推進委員会評価結果

0

0

総合計画審議会
行政改革推進委員会
委員コメント

○　政策目標の達成に向けた総合コメント

①政策目標を達成するために市民がどのような生活を選択するか、まちづくりをしていくか、環
境を次世代に引く継ぐためには、総合的な行政内部でのコンセンサスが必要である。また、まち
づくりに関わる事業者、地権者、関係市民への説得力のある情報発信による信頼関係が必要であ
る。
②広域での考え方もごみだけでなく、空も川もつながっており、生き物も動いている。そのよう
な視点でも広域での施策も必要ではないかと考える。そのためには、茅ヶ崎市の環境に十分精通
した職員の配置や市民との協力が不可欠である。
③基本構想の見直しを受けて、これからの時代を考え、どのような政策目標を掲げることが茅ヶ
崎市のまちづくりに適した事なのか、十分な再検討を行い、他市のような一元化した施策ができ
るような機構改革を求める。
④限られた人員体制の中、政策目標達成に向けほぼ目標をカバーできていることは評価できる。
⑤環境事業センターの人件費コストが年々下がっているのは再任用職員の積極活用の結果と評価
する。
⑥政策目標の達成に向け、ごみ排出量の削減やリサイクルの推進などについては一定の評価がで
きるが、より一層の取り組みの強化を期待する。
⑦ごみの収集・処理については職員の退職や高齢化に伴い、更なる委託化が必要と思われ、計画
的かつ効率的な政策・施策展開を期待する。
⑧厳しい財政状況の中で、さらなるコスト削減・効率化を達成しつつ、質の高い政策成果を生み
出すために、新たらしいPPP/PFIの手法を含めた抜本的な改革・取り組みが必要不可欠であ
る。計画上位置づけられた指標等に対する目標達成のみにとどまらず、領域横断的な視点から、
多様な政策資源を組み合わせて政策を創造していくことが求められている。
　言葉を変えれば、政策における優先順位、戦略的な課題を何と考え、それをどのように進めて
いくのか。マネジメント（経営）の視点が必要である。そのような観点から、政策目標とその達
成手段との関係を精査し、政策推進を図ってほしい。

○　これまでの取り組みと成果について

(1)　政策目標の達成状況及び効果の状況

⑨政策目標の指標の中の１人当たりのごみ排出量は、分別したことによる減量化であり、その後
の減量は、わずかであるため、生ごみの処理方法や小さな紙類の更なる減量のための今後の対応
が必要と思う。
⑩市民１人１日当たりのごみ排出量が資源物収集品目数の増及び活発な啓発活動により目標を達
成されたことは評価できる。
⑪ごみ排出量の削減やリサイクル率は順調に進んでおり評価できる。これらの指標は最終処分場
の延命化にもつながるものであり、せん定枝の早期資源化と合わせ更なる取り組みの強化を期待
する。
⑫リサイクル率もせん定枝の資源化の実施に期待すると共に、現在リサイクルされているプラス
チック類のより良い資源化を実行するために、契約の変更等にもあたるべきである。
⑬リサイクル率に関しては、目標達成のため今後の努力が必要である。
⑭リサイクル率などの指標は、分別を行えばリサイクル率が高まるのは当然であり、そこに係る
経費や人的労力などとセットで、その効果をとらえることが必要であり、そのような視点が十分
でないと考えられる。
⑮CO2排出量は、何の意味も持たないと考える。地球温暖化が緊急の課題としているにも関わ
らず、2年遅れで出てきた按分による国の数値を元にしていることは、茅ヶ崎市民がどのように
努力したのか、見えない状況である。これによって、政策目標を達成できているかどうかという
指標にさえならないと考える。
⑯CO2排出量は太陽光発電設備など設備機器への助成が増加しているわりには、削減効果が見
えてこない。一自治体での取り組みには限界があるが、一般家庭や事業所の削減に向け、更なる
周知、啓発を図っていく必要がある。
⑰温室効果ガス排出量削減に向けての各種補助事業を今後も積極的に進めてほしい。

政策評価の外部評価結果への対応方針

主管部局名 環境部

政策目標 7　環境に配慮し次代に引き継ぐ潤いのあるまち

所管の施策目標
（施策目標主管課名）

23　環境に配慮した市民・事業者・行政の率先した活動と連携による活動を促進する（環境政策課）

24　快適で安全な生活環境を守る（環境保全課）

25　資源循環型社会の形成を目指す（資源循環課）

26　ごみや資源物を効率的に収集・処理する（環境事業センター）
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総合計画審議会
行政改革推進委員会
委員コメント

⑱政策目標に対して、「一部の指標で目標値を達成できていないが、総体的にみて大幅な未達成
状況でない」、としている。しかし、達成できていない一部の指標が政策において重要な指標で
あれば、政策の効果に対する影響は大きく、その優先順位や政策全体における位置づけを明示す
る必要がある。

（２）戦略的な政策展開の状況

⑲ごみの焼却施設の改修は、莫大な金額がかかるが、その資金として今回は起債・補助金とわず
かな基金で賄うこととなった。最初から耐用年数が15年とわかっていたのであるから、起債を
行なわない位の積み立てを行なっておくべきではなかったか。今後は、改修後の耐用年数が15
年と言うことであるから、将来の財政負担とならないような計画的な基金の積み立てこそが、戦
略的である。
⑳ごみ焼却施設については、施設の長寿命化に向け、同長寿化計画を早急に推進すべきである。
㉑ここには記載されていないが、政策目標のためには多くの他部課と連携する必要がある。特に
都市部で策定される「低炭素まちづくり計画」と環境基本計画との整合性を具体的な施策として
十分検討されるべきではないか。また、自然環境庁内会議を行なって連携をとっていると言われ
ているが、実際はなかなか十分な連携が採れていないのが実情である。原因を根本から見極め、
対策を練るべきである。
㉒２０５名の人員で運営をしているが、その大半を占める環境事業センター要員については、積
極的に再任用職員を活用して、更に事業の推進を図るべきである。
㉓人員体制については、再任用職員や非常勤嘱託員等の活用により全体としては効率的な政策・
施策展開が図られている。
㉔一般廃棄物の収集運搬については、今まで以上に民間力を積極的に活用すべきである。
㉕ごみや資源物の収集、処理については委託化が進んでいるが、更なる委託化の検討と委託コス
トの削減に向けた取り組み（競争入札の徹底、専門家による委託経費の算定など）が必要と思わ
れる。
㉖より広範囲にわたる民間活用等を推進することによる、業務の質の向上と効率性を高める取り
組みを進める必要がある。また、施設の老朽化対策に関して、現在の長寿命化技術は、投資額に
比較して延命される期間が相対的に短いため、必ずしもLCCの観点からは効率的でないことが
考えられる。その点を踏まえて、PFI/PPP（ROを含む）の検討が求められる。

○　課題認識と解決への方策について

㉗政策目標を実現するためにも、総合計画の政策共通認識である「環境」部分を実のあるものに
するためにも、基準となる項目を挙げるなど、実質的にチェック機能を強化するべきである。
㉘環境審議会から指摘があるように、自然環境に関しては遅れているので積極的に推進してほし
いと毎年答申が出されいるにもかかわらず、十分な反映に至っていない。まちづくりを総合的に
考えた時に、茅ヶ崎市の魅力である自然環境を保全・再生していくために組織的な補完が必要と
考える。担当部は現在支障はないと回答されたが、毎回市民からの指摘で釈明や謝罪をするよう
な状況では支障があると考えられる。政策領域会議でも十分な情報交換ができているとは言い難
い。この部分を改善するための機構改革の検討がぜひ必要である。
㉙将来にわたって、茅ヶ崎市の環境を引き継いでいくためには、市民、特に子どもたちへの環境
教育が大切である。今年は環境市民会議ちがさきエコワークでは、様々な分野で一般市民や子ど
もたち向けの環境市民講座を企画・実施している。また、エコワークがシステムを立ち上げたス
クールエコアクションも学校の中で確実に定着し、各学校が地域の良さを生かした環境活動を繰
り広げている。このような市民との実質的な協働ができることを行政内部で活用・生かすべきで
はないかと考える。
㉚環境指導員の増員も含め地域の人材を活用し、ごみの適正分別と資源化のより一層の推進に取
り組むべきと思う。
㉛地球温暖化対策として行なっていくとされている太陽光発電クレジット事業やポーサルサイト
の構築が本当に効果があるのか、政策目標に的確な事務事業なのか、検討が必要である。
32安心まごころ収集について啓発不足である。
33ごみの適正応分別と資源化の推進を押し進めるための啓発活動を積極的に行う必要がある。
34ごみの戸別収集は有料化と合わせて検討を進めるべき。
35CO2排出量の把握については、電気、ガスだけでも市独自の取り組みを検討すべき。
36地球温暖化の取り組みなどは、市が一事業者として取り組みを行うことはもちろんのこと、民
間の事業主体や市民の自主的・自立的・持続的な取り組みを生み出していくことが、政策のアウ
トカム（成果）であると考えられる（ごみ等も同じ）。したがって、現状の政策目標の見直しと
あわせて、それが本来のアウトカムの達成に向けて「何が本当の解決・改善すべき事項」である
か、を明らかにすることが求められる。
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２．評価結果への対応方針

⑥政策目標の達成に向け、ごみ排出量の削減や
リサイクルの推進などについては一定の評価が
できるが、より一層の取り組みの強化を期待す
る。

  リサイクル率の向上及びごみの減量化につ
いては、市民の皆様の理解と協力により、一
定の成果が得られています。しかし、ごみの
焼却により焼却量に対し約１５％発生する灰
の安定した処理は、市に課せられた課題であ
り、限りある最終処分場の延命化のため、更
なるごみの減量化が必要になります。
  今後は、この視点を踏まえ、ごみの減量
化・資源化に取り組むとともに、平成２５年
３月に策定した「茅ヶ崎市一般廃棄物処理基
本計画」において重点施策として位置づけた
剪定枝の資源化に取り組みます。（資源循環
課）

参考と
します

－

②広域での考え方もごみだけでなく、空も川も
つながっており、生き物も動いている。そのよ
うな視点でも広域での施策も必要ではないかと
考える。そのためには、茅ヶ崎市の環境に十分
精通した職員の配置や市民との協力が不可欠で
ある。

　広域での取り組みについては、既に業務棚
卸評価など広域の視点に基づき評価及び検討
を進めており、環境部所管の事業において
は、ごみ関連や地球温暖化対策など藤沢市、
寒川町との広域で事業を展開しています。さ
らに寒川町とは、広域の視点を生かせるよう
人事交流も始めています。
　職員の配置については、生活環境や地球環
境など幅広い環境問題に対応するため、職員
の履歴や経歴を生かした配置を行うととも
に、配属後の専門研修や日頃の業務、職場内
研修等により職員の育成に努めています。
　また、政策目標の実現には、市民・事業者
の自発的で継続的な協力が不可欠であり、市
民・事業者の持つ経験やノウハウを生かせる
よう情報の発信に努め、相互に協力していく
必要があると認識しています。（環境政策
課）
　また、職員の配置については、環境問題を
はじめとした様々な課題に対し適切な対応を
していくため政策形成能力や業務遂行能力、
協働意識やコスト意識等、職員に必要な能力
や意識を醸成し引き続き適切な配置を行って
まいります。（職員課）

実施中 －

③基本構想の見直しを受けて、これからの時代
を考え、どのような政策目標を掲げることが
茅ヶ崎市のまちづくりに適した事なのか、十分
な再検討を行い、他市のような一元化した施策
ができるような機構改革を求める。

　現在の機構で総合計画がスタートして3年
が経過し、政策目標の実現に向けた進行段階
にあります。計画策定時に時間をかけて策定
した政策目標であり、一部の施策の進行に遅
れはありますが、現時点では将来像の実現に
向けて適合した目標と考えています。
　環境などのように、幅広い領域にまたがる
分野については、多様な立場からの視点も必
要であり、まちづくりの情報が集まりやすい
状況も必要です。組織の一元化についての利
点も認識していますが、まちづくりに関する
情報収集や異なる領域からの視点、考えを取
り入れつつ進められるなど、現在の体制の良
さを生かし、不備な点を補いつつ、より強固
な体制づくりをしていく段階と考えていま
す。（環境政策課）

参考と
します

－

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

①政策目標を達成するために市民がどのような
生活を選択するか、まちづくりをしていくか、
環境を次世代に引く継ぐためには、総合的な行
政内部でのコンセンサスが必要である。また、
まちづくりに関わる事業者、地権者、関係市民
への説得力のある情報発信による信頼関係が必
要である。

　ご指摘のとおり庁内におけるコンセンサス
は必要であり、総合計画の基本構想自体がコ
ンセンサスを得ているものであり、各個別計
画なども同様です。政策目標の達成のために
は、市民・事業者の自発的で継続的な協力が
不可欠な事と認識しています。今後も市民・
事業者等の理解と協力が得られるよう、様々
な立場の方に向けたきめ細かい情報発信に努
め信頼関係の構築に努めます。（環境政策
課）

実施中 －
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⑬リサイクル率に関しては、目標達成のため今
後の努力が必要である。

⑥と同様（資源循環課）
参考と
します

－

⑪ごみ排出量の削減やリサイクル率は順調に進
んでおり評価できる。これらの指標は最終処分
場の延命化にもつながるものであり、せん定枝
の早期資源化と合わせ更なる取り組みの強化を
期待する。

⑥と同様（資源循環課）

参考と
します

－

⑫リサイクル率もせん定枝の資源化の実施に期
待すると共に、現在リサイクルされているプラ
スチック類のより良い資源化を実行するため
に、契約の変更等にもあたるべきである。

  プラスチック製容器包装類は、寒川広域リ
サイクルセンターに搬入後、手選別で異物を
除去した後、公益財団法人日本容器包装リサ
イクル協会を経由し、当協会が入札して決定
したリサイクル事業者に引き渡しています。
当協会とは、平成２６年度は１，５５６の市
町村が契約しており、リサイクルの質の向
上、安定した処理や処理コストの低減につな
がっているため、現在のところ、仕組みの変
更をする考えはありませんが、日本容器包装
リサイクル協会の動向について、引き続き注
視していきます。（資源循環課）

参考と
します

－

⑧厳しい財政状況の中で、さらなるコスト削
減・効率化を達成しつつ、質の高い政策成果を
生み出すために、新たらしいPPP/PFIの手法を
含めた抜本的な改革・取り組みが必要不可欠で
ある。計画上位置づけられた指標等に対する目
標達成のみにとどまらず、領域横断的な視点か
ら、多様な政策資源を組み合わせて政策を創造
していくことが求められている。
　言葉を変えれば、政策における優先順位、戦
略的な課題を何と考え、それをどのように進め
ていくのか。マネジメント（経営）の視点が必
要である。そのような観点から、政策目標とそ
の達成手段との関係を精査し、政策推進を図っ
てほしい。

　厳しい財政状況の中で質の高い成果を出す
ためには、政策領域横断的な視点で政策を創
造していくことは重要であり、マネジメント
（経営）の視点を持って政策推進を図る必要
があると考えています。すでに第２次実施計
画策定時から実施していますが、事業主体の
最適化や総人件費の抑制など経営改善方針の
視点はもとより、LCCの視点やPPP/PFIの手
法を含めた施設整備の検討などマネジメント
（経営）の視点を持って、第３次実施計画の
策定等事業を進めていきます。（環境政策
課）

参考と
します

－

⑨政策目標の指標の中の１人当たりのごみ排出
量は、分別したことによる減量化であり、その
後の減量は、わずかであるため、生ごみの処理
方法や小さな紙類の更なる減量のための今後の
対応が必要と思う。

　平成２４年度に従来の資源物５品目に、新
たに３品目を追加したことから、分別意識が
向上し、市民の皆さまの協力により燃やせる
ごみの量は資源化量以上に減量しています
が、同年度から予定していた剪定枝の資源化
事業が未実施のため減量幅が少ない一因と
なっています。
　今後は、「茅ヶ崎市一般廃棄物処理基本計
画」に基づき、剪定枝の資源化の推進、多量
排出事業者への減量計画書の提出、指導等の
実施、また、生ごみ処理容器などの普及推進
及び紙袋を使った小さな紙の資源化の啓発に
努め、ごみの減量化を推進します。（資源循
環課）

参考と
します

－

⑦ごみの収集・処理については職員の退職や高
齢化に伴い、更なる委託化が必要と思われ、計
画的かつ効率的な政策・施策展開を期待する。

　ごみの収集・処理については、これまでも
計画的に民間事業者の活用を進めてきたとこ
ろです。平成２６年度においては、大型ごみ
等の各戸収集運搬業務を民間事業者に委託し
ています。
  今後においても、民間事業者の活用につい
ては計画的に進め、ごみの収集運搬・処理業
務の更なる経済性・効率性の向上、サービス
の質の向上を図ります。また、今後、ごみ処
理施設の更新を計画する際には、ＰＦＩ手法
等の導入を検討します。（環境事業セン
ター）

実施中 －

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等
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委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

⑰温室効果ガス排出量削減に向けての各種補助
事業を今後も積極的に進めてほしい。

　太陽光発電設備などの補助事業について
は、その効果や設備の価格、新技術の開発な
ど市場の動向を鑑み、状況にあったものに積
極的に取り組み温室効果ガスの更なる削減を
進めます。（環境政策課）

実施中 －

⑮CO2排出量は、何の意味も持たないと考え

る。地球温暖化が緊急の課題としているにも関
わらず、2年遅れで出てきた按分による国の数
値を元にしていることは、茅ヶ崎市民がどのよ
うに努力したのか、見えない状況である。これ
によって、政策目標を達成できているかどうか
という指標にさえならないと考える。

　地球温暖化対策は、政策目標の達成のため
には必要不可欠な施策であり、市域のCO2排
出量の指標は温室効果ガスの削減された社会
を将来像として目指していることから、地球
温暖化対策の進捗をみるには欠かすことので
きない指標であると考えます。確かに結果が
２年遅れるなど問題もありますが、平成２５
年３月に策定した「茅ヶ崎市地球温暖化対策
実行計画」以降の算出方法では、市民生活や
事業活動と直接関係のある電気や都市ガスの
使用量については、茅ヶ崎市の実績を用いて
算出し、より本市の実情に即したものとなっ
ています。政策目標を支える施策目標には市
民の取り組み状況を示す指標もあり、これら
の指標と合わせてみることにより、指標にな
り得ると考えています。（環境政策課）

参考と
します

－

⑯CO2排出量は太陽光発電設備など設備機器へ

の助成が増加しているわりには、削減効果が見
えてこない。一自治体での取り組みには限界が
あるが、一般家庭や事業所の削減に向け、更な
る周知、啓発を図っていく必要がある。

　太陽光発電設備は、これまでの補助事業に
より累計で1,514件の設置実績があり、年間
約3,000tCO2の温室効果ガス排出削減効果
があります。太陽光発電設備など確実な削減
効果があるハード機器への補助事業ととも
に、家庭や事業所で取り組むことができる省
エネ行動などを自発的で継続的に取り組んで
頂けるよう情報提供や意識啓発に努めていき
ます。また、普及啓発の新たな情報提供手段
として地球温暖化対策に関するポータルサイ
ト「ちがさきエコネット」を平成２７年４月
の運用開始を目途に現在構築しています。
（環境政策課）

２７年度
以降の
取り組み

新たな情報提
供手段として
「ちがさきエ
コネット」を
平成２７年４
月より開始し
ます。

⑭リサイクル率などの指標は、分別を行えばリ
サイクル率が高まるのは当然であり、そこに係
る経費や人的労力などとセットで、その効果を
とらえることが必要であり、そのような視点が
十分でないと考えられる。

　リサイクル率を高めるため、資源物を平成
２４年度から従来の５品目に加え３品目を増
やし、経費や人的労力が必要となりました
が、市民の皆さまに新分別の理解と協力を求
めるための周知・啓発に取り組むとともに、
資源物の収集の民間委託や寒川町広域リサイ
クルセンターにおける管理運営を平成２６年
７月から平成４４年３月までの長期で委託す
る包括的運営責任業務を導入し、できる限り
経費節減を図っています。また、今後は、市
民の皆さまに理解と協力を求めるための情報
発信に工夫を講ずるとともに、廃棄物会計基
準を整理し費用対効果の効果的な把握に努め
ます。（資源循環課）

参考と
します

－
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⑲ごみの焼却施設の改修は、莫大な金額がかか
るが、その資金として今回は起債・補助金とわ
ずかな基金で賄うこととなった。最初から耐用
年数が15年とわかっていたのであるから、起
債を行なわない位の積み立てを行なっておくべ
きではなかったか。今後は、改修後の耐用年数
が15年と言うことであるから、将来の財政負
担とならないような計画的な基金の積み立てこ
そが、戦略的である。

　ごみ焼却処理施設の耐用年数は、平成25年
7月に策定した「茅ヶ崎市環境事業センター
ごみ焼却処理施設長寿命化計画」により設定
しました。
　ごみ焼却処理施設の大規模改修である基幹
的設備改良工事は、国からの交付金（総事業
費の概ね４９％）、市の起債(約３４％）、基
金（約９％）及び寒川町からの負担金(約
８％）を財源とし事業を実施しますが、起債
を財源としているのは、将来の負担につなが
るものの、事業の効果が将来にわたって及ぶ
ことから世代間の公平性と財政負担の平準化
を図るためです。
　また、基金については計画的に積み立てを
行なっており、延命化後は、４４年度に施設
の耐用年数である延命化目標年度を迎えるこ
とから、施設の更新を見据えたなかで将来の
財政負担とならないよう取り組みます。（資
源循環課・環境事業センター）

実施中 ２７年度予算

⑳ごみ焼却施設については、施設の長寿命化に
向け、同長寿化計画を早急に推進すべきであ
る。

　「茅ヶ崎市環境事業センターごみ焼却処理
施設長寿命化計画」に基づき、平成２７年度
から２９年度までの３箇年で、ごみ焼却処理
施設の大規模改修である基幹的設備改良工事
を行います。
（資源循環課・環境事業センター）

実施中 ２７年度予算

⑱政策目標に対して、「一部の指標で目標値を
達成できていないが、総体的にみて大幅な未達
成状況でない」、としている。しかし、達成で
きていない一部の指標が政策において重要な指
標であれば、政策の効果に対する影響は大き
く、その優先順位や政策全体における位置づけ
を明示する必要がある。

　政策目標の達成状況を把握するための指標
のうち、達成状況が掴めない指標と達成でき
ていない指標がある状況下で、総体的に見て
大幅な未達成状況ではないと判断していま
す。政策目標の達成状況を測る指標として
は、目指すべき将来像などから３つの指標を
掲げています。将来像に近づいているかを判
断するうえでは、いずれも重要な指標であ
り、それぞれの指標の状況を基に全体として
判断することになります。
　政策目標の達成状況を把握する指標におい
て最近の実績値を掴めない指標があります
が、政策目標を支える施策目標においては、
太陽光発電設備の補助事業等を実施するな
ど、導入することにより確実に温室効果ガス
排出削減が図れる事業を累計で1,514件実施
しています。その効果は、年間約３,０００ｔ
CO2の温室効果ガス排出削減効果となりま
す。指標の進捗状況を補完的に捉えてＣＯ２
排出量の削減は大幅に遅れているという状況
ではないと判断しています。
　リサイクル率については、平成25年3月策
定の「茅ヶ崎市一般廃棄物処理基本計画」に
より、剪定枝の資源化を重点施策と位置付
け、28年度の導入を目標としています。（環
境政策課）

参考と
します

－

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

50



環境部

㉑ここには記載されていないが、政策目標のた
めには多くの他部課と連携する必要がある。特
に都市部で策定される「低炭素まちづくり計
画」と環境基本計画との整合性を具体的な施策
として十分検討されるべきではないか。また、
自然環境庁内会議を行なって連携をとっている
と言われているが、実際はなかなか十分な連携
がとれていないのが実情である。原因を根本か
ら見極め、対策を練るべきである。

　低炭素まちづくり計画については、環境基
本計画はもとより「茅ヶ崎市地球温暖化対策
実行計画」との関連が強いため、計画の策定
に際しては、各施策等の整合が図られるよ
う、都市部と連携を密にして進めているとこ
ろです。
　自然環境に関する施策については、各担当
課の積極的な事業展開、関係機関等との情報
交換や連携を強化することにより、施策の進
捗がはかれるものと考えています。また、景
観みどり課所管の自然環境庁内会議について
は、体制や運用の充実を図りながら、これま
で以上に早い時期の情報共有と対応に努めま
す。（環境政策課）

実施中 －

㉒２０５名の人員で運営をしているが、その大
半を占める環境事業センター要員については、
積極的に再任用職員を活用して、更に事業の推
進を図るべきである。

　平成２５年度退職者１１名が新たに再任用
職員として配属され、現在環境事業センター
には、業務担当２７名、管理担当５名、合計
３２名の再任用職員が在籍しています。
　人件費抑制の観点から退職者不補充を基本
に、再任用職員、非常勤嘱託職員等を活用し
てきましたが、引き続き再任用職員を積極的
に登用し、委託化も検討しながら収集運搬業
務を推進します。（環境事業センター）

実施中 －

㉔一般廃棄物の収集運搬については、今まで以
上に民間力を積極的に活用すべきである。

  収集運搬の民間委託については、平成２４
年度に資源物の全面委託、２６年度に大型ご
みの民間委託を実施してきました。現在、燃
やせるごみ、燃やせないごみ、要介護者宅や
障害者宅への収集については、直営で実施し
ています。
　ごみの収集業務の直営のメリットは、大規
模災害時に必須となる衛生確保のためのごみ
の収集への早期対応が可能なこと、日ごろの
収集において、子ども、高齢者、障害者の安
全見守りなど直営ならではの要素があります
が、今後の社会情勢の変化への対応を考慮
し、民間委託化を検討します。（資源循環
課・環境事業センター）

参考と
します

－

㉕ごみや資源物の収集、処理については委託化
が進んでいるが、更なる委託化の検討と委託コ
ストの削減に向けた取り組み（競争入札の徹
底、専門家による委託経費の算定など）が必要
と思われる。

  寒川広域リサイクルセンターの管理運営に
ついては、民間のノウハウを活用し、平成２
６年７月から４４年３月末までの長期包括運
営責任業務委託を実施することとし、コスト
削減に向けた取り組みを実施しました。
　また、委託経費の算定などの検討のほか、
今後予定している粗大ごみ処理施設の更新に
おいても、経営改善を目標に委託化の検討を
行います。（資源循環課・環境事業セン
ター）

参考と
します

－

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

51



環境部

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

㉖より広範囲にわたる民間活用等を推進するこ
とによる、業務の質の向上と効率性を高める取
り組みを進める必要がある。また、施設の老朽
化対策に関して、現在の長寿命化技術は、投資
額に比較して延命される期間が相対的に短いた
め、必ずしもLCCの観点からは効率的でない
ことが考えられる。その点を踏まえて、
PFI/PPP（ROを含む）の検討が求められる。

　民間活用等の推進については、これまでも
業務の一部の委託化を進めてきましたが、引
き続き、直営の守備範囲を考察した上で、民
間事業者のノウハウの活用等を進め、人件費
を含む経費を縮減し、最大の効果を上げるこ
とのできる執行体制の構築を進めます。
　施設の老朽化対策として、「茅ヶ崎市環境
事業センターごみ焼却処理施設長寿命化計
画」を策定し、施設を延命する場合の廃棄物
処理ライフサイクルコスト（以下「ＬＣＣ」
という。）の比較検討を行いました。ＬＣＣ
の算出では、人件費や用役費は、ごみ焼却処
理施設の運転管理を既に委託していることか
ら、施設を延命化する場合も更新する場合も
ほぼ同程度になるものとして算出対象から除
外しました。さらに、施設を更新する場合の
ＬＣＣは、延命化目標年度における新施設の
残存価値を考慮し、新施設の残存価値をＬＣ
Ｃから差し引いて算出しています。
　このようにして、施設を延命化する場合と
施設を更新する場合のLCCを比較検討したと
ころ「施設を延命化する方が更新するよりも
有利である。」との結果を得たため、ごみ焼
却処理施設の大規模改修である基幹的設備改
良工事を行い施設の延命化をすることとしま
した。
  今後ごみ処理施設の更新を計画する際に
は、民間の経営資源の活用を視野に入れＰＦI
手法の導入について検討を行います。（環境
事業センター）

参考と
します

－

参考と
します

－

㉘環境審議会から指摘があるように、自然環境
に関しては遅れているので積極的に推進してほ
しいと毎年答申が出されいるにもかかわらず、
十分な反映に至っていない。まちづくりを総合
的に考えた時に、茅ヶ崎市の魅力である自然環
境を保全・再生していくために組織的な補完が
必要と考える。担当部は現在支障はないと回答
されたが、毎回市民からの指摘で釈明や謝罪を
するような状況では支障があると考えられる。
政策領域会議でも十分な情報交換ができている
とは言い難い。この部分を改善するための機構
改革の検討がぜひ必要である。

　自然環境については、「茅ヶ崎市環境基本
計画」、「茅ヶ崎市みどりの基本計画」にそ
れぞれ庁内複数課かいにまたがる個別施策が
位置付けられており、まちづくりの総合的な
視点にたった計画の推進及び進捗管理を、環
境部及び都市部が担っています。
　他部局にまたがる施策も多いため、外部
的、内部的にも多種多様な課題があり、各施
策の中には進捗が遅れているものも少なくは
ありません。また、連携する仕組みはあって
も、共通認識の不足のため、課題への対応が
不十分になってしまう場合もあります。この
対策として、政策共通認識を再度徹底したう
えで、関連部署との連携を強化していく必要
があると考えています。
　今後については、各施策担当部署の業務や
施策等の優先度などを考え、計画が実際に前
に進んでいくよう、効率的に業務を遂行しま
す。（環境政策課・景観みどり課）

実施中 －

㉗政策目標を実現するためにも、総合計画の政
策共通認識である「環境」部分を実のあるもの
にするためにも、基準となる項目を挙げるな
ど、実質的にチェック機能を強化するべきであ
る。

　第２次実施計画など実施計画策定時に、政
策共通認識ごとに担当チームを編成し、施策
や事業の確認・検証を行っています。
　また、業務計画や業務棚卸に関する庁内会
議等において、各課の施策や事業が５つの政
策共通認識を念頭に置いた事業となるよう領
域を超えて確認・啓発を行っています。（環
境政策課・企画経営課）
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32安心まごころ収集について啓発不足である。 　安心まごころ収集の制度につきましては、
市ホームページや市の福祉部門によるパンフ
レットの配布により、市民への周知に努めて
います。また、関係機関等に対しては、制度
の説明会を行っているところです。
　引き続き、他の広報媒体などを活用しなが
ら市民への周知に努めます。（環境事業セン
ター）

実施中 －

33ごみの適正応分別と資源化の推進を押し進め
るための啓発活動を積極的に行う必要がある。

　ごみの減量化・資源化につきましては、市
民や事業者の方々の協力が不可欠です。ま
た、これまで実施してきた寒川広域リサイク
ルセンター、環境事業センター等の施設見学
の実施や市内小学校への出前講座、イベント
を通じての啓発活動を引き続き行うととも
に、年２回発行しています「ごみ通信ちがさ
き」を通じ周知啓発をより積極的に行いま
す。また、昨年、全小中学校にリサイクルセ
ンター紹介のDVDを配布し啓発を行っていま
す。（資源循環課・環境事業センター）

参考と
します

－

㉚環境指導員の増員も含め地域の人材を活用
し、ごみの適正分別と資源化のより一層の推進
に取り組むべきと思う。

　環境指導員の定数につきましては、基本的
には各自治会の世帯数に応じて推薦をいただ
いていますが、自治会の取り組み事情に応じ
た増員には柔軟に対応しています。
　環境事業センターでは地区担当職員を配置
し、環境指導員や地域住民から寄せられる要
望・意見・課題などに取り組んでいます。
　ごみの減量化・資源化につきましては、市
民や事業者の方々の協力が不可欠ですが、そ
れぞれの地域特性などに合わせ、より地域に
根差した情報発信及び解決案の提示をしてい
く必要があると考え、環境指導員や地域住民
と協議を重ね、適正分別と資源化の推進を
図っています。
（環境事業センター）

実施中 －

㉛地球温暖化対策として行なっていくとされて
いる太陽光発電クレジット事業やポーサルサイ
トの構築が本当に効果があるのか、政策目標に
的確な事務事業なのか、検討が必要である。

　太陽光発電クレジット事業及び地球温暖化
対策に関するポータルサイト「ちがさきエコ
ネット」事業は、「茅ヶ崎市地球温暖化対策
実行計画」の優先的に取り組む事業に位置付
けられた事業であり、市民・事業者の取り組
みを推進する地球温暖化対策として有効な事
業であり、政策目標の実現に効果的な事業で
あると考えます。（環境政策課）

参考と
します

－

㉙将来にわたって、茅ヶ崎市の環境を引き継い
でいくためには、市民、特に子どもたちへの環
境教育が大切である。今年は環境市民会議ちが
さきエコワークでは、様々な分野で一般市民や
子どもたち向けの環境市民講座を企画・実施し
ている。また、エコワークがシステムを立ち上
げたスクールエコアクションも学校の中で確実
に定着し、各学校が地域の良さを生かした環境
活動を繰り広げている。このような市民との実
質的な協働ができることを行政内部で活用・生
かすべきではないかと考える。

　行政単独ではなかなか気づかない視点や出
来ない事などもあり、市民・事業者との協働
は、質の高い施策の成果を生み出すうえで有
効な手段であり、今後も積極的に進めていく
必要があると考えています。
　スクールエコアクションを始め子どもたち
への環境教育は重要であり、市民活動団体や
教育委員会との連携を密に行い、環境市民会
議ちがさきエコワークとも連携して、引き続
き施策展開を図っていきます。（環境政策
課）

参考と
します

－

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等
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35CO2排出量の把握については、電気、ガスだ

けでも市独自の取り組みを検討すべき。

　特定の種類のエネルギーを抽出して温室効
果ガス排出状況の傾向を見ることは、必ずし
も市域の実情を表すものとは限らないため、
「茅ヶ崎市温暖化対策推進協議会」よりデー
タの公表に対しての慎重な対応を求める意見
を頂いています。
　今後、本市の実情を検証し、電気と都市ガ
スの実績値から温室効果ガス排出量の傾向を
見ていくことについて、「茅ヶ崎市温暖化対
策推進協議会」と協議、検討していきます。
（環境政策課）

２６年度
下半期
以降の
取り組み

「茅ヶ崎市温
暖化対策推進
協議会」にお
いて協議、検
討します。

36地球温暖化の取り組みなどは、市が一事業者
として取り組みを行うことはもちろんのこと、
民間の事業主体や市民の自主的・自立的・持続
的な取り組みを生み出していくことが、政策の
アウトカム（成果）であると考えられる（ごみ
等も同じ）。したがって、現状の政策目標の見
直しとあわせて、それが本来のアウトカムの達
成に向けて「何が本当の解決・改善すべき事
項」であるか、を明らかにすることが求められ
る。

　温暖化対策の施策は、政策目標である「環
境に配慮し、次世代に引き継ぐ潤いのあるま
ちづくり」に向けて実施してきています。ま
ちの将来像としては、温室効果ガスの排出が
減少している社会を目指しており、そのため
には市民・事業者が日頃から自発的に環境配
慮行動が取れることで、政策目標に近づき、
次代の負担を軽減する環境を引き継いでいけ
るものと考えています。
　政策目標を支える施策目標として、市民・
事業者の取り組み状況を把握するために、省
エネ、温暖化対策を実践している世帯を「省
エネルギー・地球温暖化防止に関する意識調
査」において、毎年調査をしています。実践
している世帯の割合１００％を目標値にして
います。
　太陽光発電設備や省エネ機器の導入支援、
省エネ情報の提供、機器の使用体験などが温
室効果ガスの削減や省エネ意識を高め、取り
組みを実践する世帯を増やしていくものと考
えています。
　地球温暖化対策やごみの分別については、
市民・事業者の主体的な継続した取り組みを
促していくことが重要であり、そのための情
報提供や意識啓発について、丁寧に、きめ細
かに施策を展開していく必要があると考えて
います。（環境政策課）

参考と
します

－

34ごみの戸別収集は有料化と合わせて検討を進
めるべき。

  戸別収集は、ごみの収集コストの増大につ
ながる側面もあり、有料化を併せて実施する
場合は、市民の皆様にごみ収集や処理に係る
経費をわかりやすくご説明する必要がありま
す。
  今後につきましては、わかりやすい一般廃
棄物会計基準を２６年度中の作成を目途に、
引き続き、課題等の研究を続けながら、ごみ
の減量化や資源化の達成状況、ごみ処理経費
の状況等を確認します。ごみの減量化及び資
源化が進んでいないのであれば、次なる施策
として、収集体制や経費負担のあり方の検討
をはじめ、市民の皆様にアンケート調査、意
見交換等を行って、ごみ有料化、戸別収集の
実施について、導入の検討を２８、２９年度
において行います。(資源循環課）

第３次
実施計画

実施計画事業
を新たに要求
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１．総合計画審議会・行政改革推進委員会評価結果

0

0

総合計画審議会
行政改革推進委員会
委員コメント

○　政策目標の達成に向けた総合コメント

①政策目標達成のため、ハードを受け持っている庁内担当課やコミュニティ制度を推進している
担当課等との実質的連携を行なうことでより効果が出てくると考えられる。
②防災や事故等の安全については、結果が出ることはなかなか難しいと考えるが、もうひとつの
仕事である市民の相談や苦情を聞いたり、行政の仕事内容への質問・意見等の市民自治のあり方
に協力する事業も政策目標としては、重要な事務事業である。より良い対応を期待する。
③市民相談などの件数が減少しているにも関わらず、周知啓発を図っていくといった対策が記載
されているが、このような考え方で言えば、安心・安全の分野の政策を見直す、改革することは
できないと考えられる。
④東日本大震災以降の諸対策の実施は評価できるが、今後予測される大地震への対策を一層強化
する必要がある。そのため、緊縮財政のなか、さらに予算、人員を投入すべきである。
⑤市民の安心・安全は行政の根幹にあたる政策であり、自助・共助・公助の役割の認識を高める
ことや、施策の継続した取組を通して意識啓発と周知をより一層促進することが必要と思われ
る。
⑥自主防災組織の地域格差を解消するための手立てを行なってほしい。
⑦防災や防犯は、完全な安全状況を生み出すことは困難であり、どの程度の状況・数値等を持っ
て、市の政策として取り組むべき目標とするのか、を十分に検討する必要がある。
⑧政策として取り組むべき目標とそれに投じる資源（コスト・人的等）、その結果を踏まえて、
その比較検証と通じて政策を真摯に見直すことが求められる。

○　これまでの取り組みと成果について

(1)　政策目標の達成状況及び効果の状況

⑨ソフト面としては様々な計画やマニュアルの策定、研修、広域連携、相談業務等行なわれてい
るが、根本の解決に至るには他との連携が必要な場面が多数あり、それを探ることも重要であ
る。
⑩市民相談課の業務計画を見ると、「市民の悩みや不安を解消する」と言うことで、行政運営に
寄せられた苦情等を業務改善につなげるとされている。この役割は大きいと考えるがどこにもそ
のような記載がない。安心安全とは何か、行政としてのあり方を考えてほしい。
⑪交通安全教室の拡大実施、夜間の無灯火自転車撲滅キャンペーンの毎月実施等により交通事故
発生件数が順調に減少したことは評価できる。
⑫犯罪件数と事故発生件数の減少は、政策目標の達成に向けた取組として評価できる。
⑬東日本大震災以降「茅ヶ崎市防災対策強化実行計画」に基づき諸対策を積極的に推進したこと
は評価できる。
⑭防災対策への安心感は重点的な取組にもかかわらず、東日本大震災の影響が出ているのか低い
数値となっており、引き続き効果的な施策展開が必要と思われる。
⑮防災ラジオの配布は、室内にいても防災行政無線の放送が良く聞こえると好評である。
⑯政策の目標達成について、「遅れている」としているが、その根拠となる記載が明確となって
いない。防犯キャンペーンや防災関係計画等の作成に取り組んだことが書かれているが、それが
達成すべき政策目標の中で、どこに位置づけられるのか、ということがわからない。２７年度中
に目標達成可能ということであるが、何が遅れていて、その遅れが生まれた原因が何であり、そ
れをどう改善するのか、PDCAの流れで整理することが求められる。

政策評価の外部評価結果への対応方針

主管部局名 市民安全部

政策目標 8　安全で安心して暮らせるまち

所管の施策目標
（施策目標主管課名）

27　市民生活の安全を確保する（安全対策課）

28　あらゆる災害や危機に効果的に対応する（防災対策課）

29　市民の悩みや不安を解消する（市民相談課）

0
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総合計画審議会
行政改革推進委員会
委員コメント

(2)　戦略的な政策展開の状況

⑰「茅ヶ崎市防災対策強化実行計画を策定し、人材体制の強化を図った」と記載されているが、
職員が他市在住の人が増え、災害時に茅ヶ崎市に来ることが難しいと考える。他市町村との連携
を図り、職員の居住地での災害対策の訓練等への参加等を図ることもこれからは必要ではないか
と考える。
⑱人的な資源の多様な活用を行ったことに力を入れたことはわかるが、それが政策全体の目標達
成において、どのように効果をもたらしたのか、ということの視点が十分でない。緊急５０４項
目の課題解決が図られたということが、茅ヶ崎市の本政策分野においてどのくらいの優先順位・
重みを持つものであるのか。それを達成することが、他の政策手段と比べて、より大きな効果を
もたらすものであることを明確にする必要がある。
⑲自転車のまちとしているなら、より一層の講習等の幅広い対象者への計画的な実施が必要であ
ると考える。
⑳約４０名の人員で業務を推進しているが、特に防災対策課においては防災参与の登用や人員体
制の強化、予算の集中投下で一定の成果をあげることができている。なお一層の整備強化が必要
である。
㉑災害対応の基盤となる計画やマニュアルが整備されてきたため、もっと市民への安心感につな
がる周知啓発を検討すべきと思う。
㉒消費相談の体制が強化されるなど市民相談体制が充実されたにもかかわらず、市民への満足度
は低い。
㉓火災に関しては地域の自主防災として、女性消防団員が多数活躍している所があるが、茅ヶ崎
市では地域で採り入れている所が少ないのではないかと考える。
㉔防災と防犯、市民安全のそれぞれの分野の中で、どのような割合で政策目標・優先順位を位置
づけているのか、その中で、優先順位が高い＝戦略的な展開をどのように図ったのか、を記載す
ることが求められる。

○　課題認識と解決への方策について

㉕自転車の事故解消のためには、歩道設置や自転車道の設置が必要であるが、現状はハード面で
ある道路の拡幅は行なわれないというのが現状である。今後は道路を担当する課との連携で、政
策目標である市民の安全を図ることが必要である。
㉖交通事故件数減にもかかわらず、自転車に係る事故件数が余り減っていないことの根本的対策
が必要である。
㉗自転車交通の当面の安全策として、自転車レーンの設置を推進してほしい。
㉘防災リーダーの研修は、地域で生かされるように継続した再研修が必要である。
㉙防災対策は継続して取り組むことが大切であり、防災リーダーや自主防災組織との関わり合い
を深め、地域防災力の強化に向けた政策・施策展開が必要と思われる。
㉚行政運営に関する市民の信頼を勝ち得るためにも、苦情処理の公表だけでなく、市民からの各
課への提案・意見・要望等を公表することが重要である。
㉛市民相談の場所は、もっと気楽に立ち寄れるような駅周辺施設でもいいのではないか。
32市内防犯灯のLED化推進により犯罪未然防止を行っているが、コスト削減のためにも更に
LED化拡大を図る必要がある。
33防災、防犯の分野は、行政も民間も垣根なく、連携していくことによって、本来の政策効果を
達成することが可能となる。したがって、行政の側が指導していく、公共財源を投入して行う業
務と民間に自立的に取り組んでいただく部分との連携関係をどう構築していくのかが重要と考え
られる。そのような視点からみると、広域連携や自主防災組織との連携が記載されているが、そ
こをどのようにしたら持続的な連携関係を構築できるのかという方策まで踏み込むことが必要で
ある。
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２．評価結果への対応方針

④東日本大震災以降の諸対策の実施は評価でき
るが、今後予測される大地震への対策を一層強
化する必要がある。そのため、緊縮財政のな
か、さらに予算、人員を投入すべきである。

　東日本大震災以降、今後本市で予測される
災害に備え、東日本大震災への対応で明らか
となった課題に対して、「茅ヶ崎市防災対策
強化実行計画」に基づき短期間で集中的に取
り組んできましたが、引き続き、災害対応体
制の更なる強化に向け、自主防災組織や防災
関係機関、民間事業者等多様な主体と連携し
て計画的に取り組んでいきます。（防災対策
課）

実施中 －⑳約４０名の人員で業務を推進しているが、特
に防災対策課においては防災参与の登用や人員
体制の強化、予算の集中投下で一定の成果をあ
げることができている。なお一層の整備強化が
必要である。

②防災や事故等の安全については、結果が出る
ことはなかなか難しいと考えるが、もうひとつ
の仕事である市民の相談や苦情を聞いたり、行
政の仕事内容への質問・意見等の市民自治のあ
り方に協力する事業も政策目標としては、重要
な事務事業である。より良い対応を期待する。

　「市長の手紙」や「私の提案」、「陳情・
要望」等で寄せられる苦情や要望等に対して
適正に対応していきます。
　各課で受ける苦情等が業務改善に繋がるよ
うに職員を対象に説明会や研修を行い、市民
サービスの向上に努めます。また、苦情等と
業務改善をホームページと市政情報公開コー
ナーで公表していきます。（市民相談課）

実施中 －

③市民相談などの件数が減少しているにも関わ
らず、周知啓発を図っていくといった対策が記
載されているが、このような考え方で言えば、
安心・安全の分野の政策を見直す、改革するこ
とはできないと考えられる。

　各種市民相談については悩みや不安を感じ
た時に誰もが気軽に相談できることが重要で
す。そうした窓口があることを市民に十分に
周知を図った上で、それでも相談件数が減少
することが最も望ましいことと考えていま
す。また、消費生活相談も相談を受付し、問
題の解決に努めるだけでなく、被害を未然に
防ぐことの重要性を認識し、今後も多様化・
複雑化する相談内容に対応すべく、相談体制
と周知を継続します。（市民相談課）

２６年度
下半期
以降の
取り組み

相談業務の周
知や消費生活
未然防止啓発

活動

①政策目標達成のため、ハードを受け持ってい
る庁内担当課やコミュニティ制度を推進してい
る担当課等との実質的連携を行なうことでより
効果が出てくると考えられる。

　庁内１４課で組織する「ちがさき自転車プ
ラン庁内推進会議」において情報共有及び進
行管理をし、関係各課とさらなる連携を図り
ます。今後は、ハード面である歩道や自転車
専用レーンの設置等については、都市政策
課、道路建設課、道路管理課等と、ソフト面
である啓発活動については、都市政策課、教
育委員会、コミュニティ制度の活用について
は、自治会等と連携をしながら、交通安全対
策を推進します。（安全対策課）
　防災面における庁内の取り組みにつきまし
ては、都市部における防災都市づくりの推進
や建設部における道路や橋りょうの補修、補
強や迅速な復旧に向けた地籍調査の実施な
ど、各部局が防災の視点を持ち、災害に強い
まちづくりに向けて連携して取り組んでいる
ところです。（防災対策課）
   相談業務を実施するにあたっては他の相談
機関や関係機関との連携が不可欠であり、必
要に応じて相互に窓口の紹介をしています。
また、茅ヶ崎市と寒川町では消費生活相談と
多重債務法律相談について広域連携を実施
し、市（町）民の利便性の向上を図っていま
す。（市民相談課）

第３次
実施計画

－

⑨ソフト面としては様々な計画やマニュアルの
策定、研修、広域連携、相談業務等行なわれて
いるが、根本の解決に至るには他との連携が必
要な場面が多数あり、それを探ることも重要で
ある。

㉕自転車の事故解消のためには、歩道設置や自
転車道の設置が必要であるが、現状はハード面
である道路の拡幅は行なわれないというのが現
状である。今後は道路を担当する課との連携
で、政策目標である市民の安全を図ることが必
要である。

㉗自転車交通の当面の安全策として、自転車
レーンの設置を推進してほしい。

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等
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⑩市民相談課の業務計画を見ると、「市民の悩
みや不安を解消する」と言うことで、行政運営
に寄せられた苦情等を業務改善につなげるとさ
れている。この役割は大きいと考えるがどこに
もそのような記載がない。安心安全とは何か、
行政としてのあり方を考えてほしい。

　広聴についてはこれまで総合計画基本構想
の施策のねらいとして「相談の充実」に位置
付けてきましたが、自治基本条例に基づき、
平成２3年度から苦情等処理取扱制度（現在
は苦情等対応制度と改称）の取り組みを開始
したことから、施策のねらいを追記します。
（市民相談課）

基本構想
施策のねらい
の追加

⑯政策の目標達成について、「遅れている」と
しているが、その根拠となる記載が明確となっ
ていない。防犯キャンペーンや防災関係計画等
の作成に取り組んだことが書かれているが、そ
れが達成すべき政策目標の中で、どこに位置づ
けられるのか、ということがわからない。２７
年度中に目標達成可能ということであるが、何
が遅れていて、その遅れが生まれた原因が何で
あり、それをどう改善するのか、PDCAの流れ
で整理することが求められる。

　市民安全部の政策目標の達成状況を測る４
つの指標のうち、「身近で起きている犯罪の
件数」、「交通事故の発生件数」は、期首の
目標より減少傾向にあることから当初の目標
を引き下げ引き続き取り組んでいくもので
す。また、「市民満足度調査」による結果を
指標に用いた防災対策と市民相談の体制につ
いては、次年度の中間値に対する達成状況が
低いため「遅れている」と判断し、効果的な
情報発信を意識した取り組みの強化を図って
いくものです。（防災対策課、安全対策課、
市民相談課）

２６年度
下半期
以降の
取り組み

事業実施の考
え方及び実施

方法

⑤市民の安心・安全は行政の根幹にあたる政策
であり、自助・共助・公助の役割の認識を高め
ることや、施策の継続した取組を通して意識啓
発と周知をより一層促進することが必要と思わ
れる。

　特に東日本大震災以降については、「自
助」、「共助」の必要性とともに、短期間で
の課題解決を図るべく人員と経費を集中して
投じ、防災対策の強化に取り組んできたとこ
ろですが、政策目標の達成状況に反映されに
くいことから、今後は積極的かつ効果的な情
報発信に努め、目標の達成を目指していきま
す。（防災対策課）

27年度の
取組

－

⑭防災対策への安心感は重点的な取組にもかか
わらず、東日本大震災の影響が出ているのか低
い数値となっており、引き続き効果的な施策展
開が必要と思われる。

㉑災害対応の基盤となる計画やマニュアルが整
備されてきたため、もっと市民への安心感につ
ながる周知啓発を検討すべきと思う。

⑦防災や防犯は、完全な安全状況を生み出すこ
とは困難であり、どの程度の状況・数値等を
持って、市の政策として取り組むべき目標とす
るのか、を十分に検討する必要がある。

　ご指摘のとおり、防犯、防災対策に終わり
はなく、引き続き強化すべき事項や新たな課
題など取り組むべき対策は尽きませんが、市
民の意識調査結果や事件や事故の発生件数を
一定の目標値として設定し取り組んでいると
ころです。（防災対策課、安全対策課）

参考とし
ます

－

⑧政策として取り組むべき目標とそれに投じる
資源（コスト・人的等）、その結果を踏まえ
て、その比較検証と通じて政策を真摯に見直す
ことが求められる。

　引き続き、政策推進コストと取り組み結果
を常に意識した施策展開を図ります。（防災
対策課、安全対策課、市民相談課） 実施中 －

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

⑥自主防災組織の地域格差を解消するための手
立てを行なってほしい。

　市では、地域の自主防災組織活動がより組
織的かつ実効性があるものとなるよう、「自
主防災組織活動の手引」を平成２５年１２月
に作成しました。この手引をもとに、各地域
の自主防災組織が、それぞれの地域特性を踏
まえた災害に備えた活動マニュアルを作成で
きるよう、２５年度より手引についての説明
会や地域の災害リスクについて考える研修
会、積極的に活動している自主防災組織の方
に活動を紹介していただく講演会等を実施し
ています。これらの活動を通して、各自主防
災組織が「自分たちの地域は自分たちで守
る」という「共助」の考え方に基づき、平常
時から災害に対する備えを心掛けるととも
に、災害時には自らの地域の安全を守る活動
ができるよう引き続き取り組んでいきます。
（防災対策課）

実施中 －
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㉓火災に関しては地域の自主防災として、女性
消防団員が多数活躍している所があるが、茅ヶ
崎市では地域で採り入れている所が少ないので
はないかと考える。

　地域の自主防災活動において中心的な役割
を担っていただく人材として、市では防災
リーダーの養成を行っています。この防災
リーダーは、平成２６年８月１日現在、
1,561名おり、この内、男性が1,095名、女
性が４６６名であり、女性につきましても多
くの方に活動いただいている状況です。市で
は、引き続き性別に関係なく地域の自主防災
活動の担い手として防災リーダの養成に努め
ます。（防災対策課）

実施中 －

㉔防災と防犯、市民安全のそれぞれの分野の中
で、どのような割合で政策目標・優先順位を位
置づけているのか、その中で、優先順位が高い
＝戦略的な展開をどのように図ったのか、を記
載することが求められる。

　政策目標である「安全で安心して暮らせる
まち」を目指す上で、各施策目標に優先順位
を設けているわけではありませんが、東日本
大震災を踏まえ、防災体制の強化については
全庁的に取り組むべき喫緊の課題として、人
的資源と予算を集中的に投下しました。（防
災対策課）

参考と
します

－

㉖交通事故件数減にもかかわらず、自転車に係
る事故件数が余り減っていないことの根本的対
策が必要である。

㉒消費相談の体制が強化されるなど市民相談体
制が充実されたにもかかわらず、市民への満足
度は低い。

　市民の立場に立った、よりきめ細やかな対
応で不安や悩みの解消に努めます。今後も必
要に応じて、他の相談窓口や関係機関を紹介
すると共に、広報紙等を活用し市民に対する
啓発を継続します。（市民相談課）

２６年度
下半期
以降の
取り組み

事業実施の考
え方及び実施

方法

⑱人的な資源の多様な活用を行ったことに力を
入れたことはわかるが、それが政策全体の目標
達成において、どのように効果をもたらしたの
か、ということの視点が十分でない。緊急５０
４項目の課題解決が図られたということが、
茅ヶ崎市の本政策分野においてどのくらいの優
先順位・重みを持つものであるのか。それを達
成することが、他の政策手段と比べて、より大
きな効果をもたらすものであることを明確にす
る必要がある。

　市民安全部では「安全で安心して暮らせる
まち」を政策目標として、各種事業に取り組
んできましたが、東日本大震災の発生時に
は、市内で大きな被害は発生しなかったもの
の、災害対応の上で多くの課題が判明しまし
た。これら課題への対応策を「茅ヶ崎市防災
対策強化実行計画」としてまとめ、計画に基
づき、当初総合計画の実施計画の中で予定さ
れていなかった事業に対しても、大災害に備
えた対策は本市にとって喫緊の課題として人
的資源と予算を集中的に投下し、延焼火災対
策や情報受伝達体制の強化、防災資機材の整
備等一定の成果を上げました。（防災対策
課）

参考と
します

－

⑲自転車のまちとしているなら、より一層の講
習等の幅広い対象者への計画的な実施が必要で
あると考える。

　人身交通事故、自転車が関係する事故とも
に、減少傾向にありますが、依然として全人
身事故に対する自転車の事故の割合が約３分
の１と多い状況です。今後は、第２次ちがさ
き自転車プランに位置づけられた、幼児から
高齢者まで年代に隙間のない交通安全教育
を、地域へ積極的に働きかけを行いながら、
拡大実施をします。特に主婦層や高齢者の受
講の機会を増やし、自転車利用ルールの周知
徹底を図る必要があります。（安全対策課）

第３次
実施計画

－

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

⑰「茅ヶ崎市防災対策強化実行計画を策定し、
人材体制の強化を図った」と記載されている
が、職員が他市在住の人が増え、災害時に茅ヶ
崎市に来ることが難しいと考える。他市町村と
の連携を図り、職員の居住地での災害対策の訓
練等への参加等を図ることもこれからは必要で
はないかと考える。

　平成8年に本市を含む湘南地域の五市三町
で「湘南地区災害時職員相互派遣に関する協
定」を締結し、災害の状況により居住する市
町の避難所等に参集する体制は整えておりま
すが、居住地での訓練に参加するまでは至っ
ていません。ご提案いただきました他市町と
の連携による居住自治体における災害対応へ
の参加については、単独での取り組みは困難
なため今後研究していきます。
　一方、本市では災害応急対策等の業務実施
体制を確保するため、「茅ヶ崎市業務継続計
画震災編」に基づき、職員の自宅における震
災対策の啓発とともに、職員参集訓練を実施
し、参集体制の検証や職員の参集意識の向上
を図っているところです。　（防災対策課）

参考と
します

－
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33防災、防犯の分野は、行政も民間も垣根な
く、連携していくことによって、本来の政策効
果を達成することが可能となる。したがって、
行政の側が指導していく、公共財源を投入して
行う業務と民間に自立的に取り組んでいただく
部分との連携関係をどう構築していくのかが重
要と考えられる。そのような視点からみると、
広域連携や自主防災組織との連携が記載されて
いるが、そこをどのようにしたら持続的な連携
関係を構築できるのかという方策まで踏み込む
ことが必要である。

　ご意見のとおり防災、防犯の分野では、効
果的な事業展開を行う上で関係機関等との連
携が不可欠です。防災分野では、人材の育成
や訓練の実施等において自主防災組織の活動
を支援するとともに、自主防災組織の活動が
より計画的かつ組織的なものなるよう平成２
５年度には活動の手引を作成しました。そし
て、平成２６年度にはこの手引に基づき各自
主防災組織が活動マニュアルを作成し、計画
的に防災活動に取り組めるよう研修会を実施
しています。また、防犯活動の分野において
は、茅ヶ崎警察署、茅ヶ崎・寒川防犯協会、
自治会と連携し、例えば、自転車盗などの犯
罪を減少させるため、茅ヶ崎市と寒川町の共
通の放置自転車警告札を作成し、自治会員に
よって地域の放置自転車に張り付け、啓発を
する取り組みを行うなど広域連携や地域の防
犯力の向上に努めています。引き続き連携関
係を持続するため、茅ヶ崎警察署、茅ヶ崎・
寒川防犯協会とも連携し、地域と信頼関係を
築いていきます。（防災対策課、安全対策
課）

実施中 －

㉛市民相談の場所は、もっと気楽に立ち寄れる
ような駅周辺施設でもいいのではないか。

　ご意見のとおり駅周辺であれば気軽に立ち
寄れるといったメリットも考えられますが、
相談の内容によっては、市の担当課を御案内
する場合や担当課職員の説明が必要な場合も
あります。そうしたことから、庁舎内にある
ことのほうが市民にとってもメリットが大き
いと考えます。（市民相談課）

参考と
します

－

32市内防犯灯のLED化推進により犯罪未然防止
を行っているが、コスト削減のためにも更に
LED化拡大を図る必要がある。

　夜間の犯罪防止と交通安全を図るため、ま
た、環境面や経済性も考え、蛍光管防犯灯か
らLED防犯灯への取替を拡大実施します。
（安全対策課）

第３次
実施計画

－

㉙防災対策は継続して取り組むことが大切であ
り、防災リーダーや自主防災組織との関わり合
いを深め、地域防災力の強化に向けた政策・施
策展開が必要と思われる。

㉚行政運営に関する市民の信頼を勝ち得るため
にも、苦情処理の公表だけでなく、市民からの
各課への提案・意見・要望等を公表することが
重要である。

　苦情等対応制度の中で苦情等とは、「市の
施策及び事業の実施による又は、実施しな
かったことによる市民の不平若しくは不満又
は、職員の職務上の行為に対する市民の不平
若しくは不満」と定めており、提案や意見、
要望等も一部含まれています。しかし、提案
や意見、要望等のすべてを対象とすることに
ついては検討課題とさせていただきます。
（市民相談課）

参考と
します

－

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

㉘防災リーダーの研修は、地域で生かされるよ
うに継続した再研修が必要である。

　市民と行政が一体となった防災体制の確立
を目指し、災害時に効果的に活動できるよう
自主防災組織の支援に取り組んでいます。ま
た、地域防災力の強化に向け自主防災組織の
中心的な役割を担う人材として、１，５６５
人の防災リーダーを養成しています。自主防
災組織や防災リーダーに対しては、毎年５～
６月に避難所打合会で意見交換するほか、防
災訓練の実施支援、防災資機材の取扱いに関
するフォローアップ研修や防災知識の習得の
ための講演会などを開催しており、引き続き
継続した防災知識や技術の習得に取り組んで
いきます。（防災対策課）

実施中 －
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１．総合計画審議会・行政改革推進委員会評価結果

35　消防業務を効果的・効率的に実施する（警備第一課・第二課）

政策評価の外部評価結果への対応方針

主管部局名 消防本部・消防署

政策目標 9　生命や財産が守られるまち

所管の施策目標
（施策目標主管課名）

総合計画審議会
行政改革推進委員会
委員コメント

○　政策目標の達成に向けた総合コメント

①今後高齢者が増えてくると、日常生活の中で火災を起こしやすい状況となるため、他の福祉事
業との連携も必要であり、今後の展開を期待したい。
②消防分野の政策目標は、広範な課題・要因があり、消防部局のみでは解決することは極めて難
しい。クラスター対策なども、個別のクラスターにおける消防意識等の啓発ももちろん必要であ
るが、都市計画・まちづくりと連動した取り組みが必要である。
③単に消防のために他の部局に働きかけるのではなく、連携する部局にとってもメリットのある
連携方法を考え出していくことで、持続的な政策推進が図られると考えられる。同様の考え方
は、市民・地域・事業者との連携においても同様である。
④広域における消防指令業務が開始され、訓練も合同で行われているということで、他市の良い
工夫を取りながら、茅ヶ崎市独自の地域にあった施策で政策目標を目指してほしい。
⑤限られた人員体制の中、政策目標達成に向けそれなりの実績をあげていることは評価できる
が、更なる消防力の拡充、災害体制の強化が必要である。
⑥限られた人員体制の中で、政策目標の達成に向け市民の生命、財産を守る最前線の業務にあた
り、一定の実績値を出していることは評価できる。
⑦火災予防の立入検査は重要であり、改善率の向上と併せ、更なる指導の徹底を図ることが必要
である。
⑧おおむねよい。

○　これまでの取り組みと成果について

(1)　政策目標の達成状況及び効果の状況

⑨火災に関しては、出火率や死者数を見ても低い数値で推移している。市民に対する啓発が季節
や場所を工夫して行なわれている結果と考える。
⑩救急救命士の数は、大変な研修期間と乗り越えなければならない試験があるため、大変である
が、高齢者が増えていく中、採用時に救急救命士の資格を持っている方がいると言うことで、よ
りこれからの増強が必要と考える。
⑪救急救命士数の割合の未達についても、抜本的な対策等が講じられなければ、一年で即効的な
資格取得者の増加＝目標達成が可能とは考えにくい。
⑫平均出火率の目標値達成のため防火対象物に対する建築前後の審査、立入検査の厳しい実施及
び各種広報活動により目標値を達成したことは評価できる。
⑬救命率向上の一環として、応急手当普及員増員のため講習会を開催し、平成２１年以降それぞ
れ年間５０００人以上増えていることは、自助・共助の意味からも評価できる。
⑭消防力の整備率１００％が維持されていること、また平均出火率が目標値より下回っているこ
とは評価できる。
⑮救急現場到着時間は目標時間より若干かかっているが、病院に収容するまでの時間が県内で最
も早いことは、本市の特性があるにしても市民の安心感につながっていると思う。
⑯救急現場到着平均時間は、総合病院の移転などの外的要因があるなど、目標を達成できていな
いが、引き続き努力が必要である。
⑰現場到着時間も病院搬送を視野に入れた茅ヶ崎方式を行なっているということで努力されてい
ると考える。茅ヶ崎市は地域としては狭いが道が狭いため、大変と考えるが更なる短縮のために
何ができるのか。
⑱全体の評価が「遅れている（平成２７年度）目標達成可能」としているが、現場到着平均時間
などの改善の困難さなどを鑑みれば、平成２７年度目標達成可能であるのか、疑問が生じる。
⑲消防分野における「政策目標」として、何と何があり、それぞれがおおよそどの程度の割合、
重みを持つのか、を明示することが効果の判定にあたって重要である。その記載が明確でない。

30　消防業務を円滑に実施するための体制を整備する（消防総務課）

31　火災発生と火災危険を減らす（予防課）

32　消防力を充実し、災害活動体制を強化する（警防課）

33　救急業務の高度化を図り、質の高い救急サービスを提供する（救命課）

34　防火対策の指導を効果的に実施する（指導課）
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総合計画審議会
行政改革推進委員会
委員コメント

(2)　戦略的な政策展開の状況

⑳応急手当普及協会の活動は大きいと考える。
㉑火災に関しては地域の自主防災として、女性消防団員が多数活躍している所があるが、茅ヶ崎
市では地域で採り入れている所が少ないのではないかと考える。
㉒火災予防のため女性消防団と連携して各種広報活動をさらに積極的に行ってほしい。
㉓防災のためにも、事業者等への立ち入り検査や改善指導は重要と考える。
㉔約２３０名の人員で業務を遂行しているが、平成２７年度開始予定の「消防指令業務共同運
用」推進のため再任用職員を含め人的資源の効果的活用を図ってほしい。
㉕広域行政への取り組みは課題があるようで進んでいないが、寒川町との消防緊急通信指令シス
テムの共同運用は効率的な施策と評価できる。
㉖消防力１００％を維持するためにも、消防団を含む車両等の機械の計画的な買換えと、消防団
員の充足率向上への取り組み強化が望まれる。
㉗市民に対する広報は評価できる。
㉘人的な配置等の工夫によって業務を行っていることについての記載等、一定の優先順位を考慮
した取り組みを行っていることは理解できる。
㉙その中で、最終的な政策目標を達成するために、それにより重要な影響を与えるもの、大きな
効果を及ぼすものを順位づけし、その上位のものを中心に、本質的な課題解決・課題原因解消の
取り組みを行うことが「戦略的な対応」には必要となる。記載の様々な取り組みが、全体の政策
目標の中で、どのような位置づけを持つものなのか、明示することが求められる。

○　課題認識と解決への方策について

㉚住民が増えたことによるのかもしれないが、日常生活の中で防災訓練や救急の研修等が地域で
行われることが少なくなったと感じる。地域による格差があるのかもしれない。確認・指導をし
てほしいと考える。
㉛クラスター地域の延焼火災のための初期消火は重要であり、ホース格納箱の利用方法が日常い
る住民に周知・活用できる状況を保つ必要がある。また、災害でない場合に利用できるとされた
街頭消火器の利用方法もあまり住民には周知されていないため、指導をする必要がある。
32火災死亡者０（ゼロ）のため高齢者を対象にした火災警報機設置推進等も必要であろうが、狭
い道路の多い地区の拡幅整備が必要と考える。
33救急救命士の養成強化、救急隊の増隊が必要と考える。
34業務の特殊性から臨時職員等での人員確保には難しさがあるので、再任用職員の積極的な活用
と事務的業務のマニュアル化を進める必要があると思われる。
35高齢者の増加などで、今後予想される救急搬送の患者の増加に対して、救急隊の増隊の検討は
評価できる。
36消防分野の政策目的達成のためには、消防部局の努力で対応できるものと、他の部署や市民、
事業者、普及協会等との連携によって対応できるものと大きく二つに分けられる。
37認識されている課題解決に向けて、消防部局内の取り組み（資格者の増加等）は自助努力とし
て継続しつつ、後者の他の部局との連携による消防対策の推進に向けて、行政内部の連携や民間
との連携をさらに進めていくことが求められる。特に普及協会のような、民間主体で自立的な取
り組みを行っていただく基盤整備とそことの連携などを中心に、方策を組み立てていくことが求
められる。
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２．評価結果への対応方針

⑦火災予防の立入検査は重要であり、改善率の
向上と併せ、更なる指導の徹底を図ることが必
要である。

　立入検査により判明した防火対象物の防火
管理上の不備や消防用設備等の未設置につい
ては、その違反の重大性を踏まえ、更なる指
導の徹底を図ります。（指導課） 実施中 ̶

㉓防災のためにも、事業者等への立ち入り検査
や改善指導は重要と考える。

④広域における消防指令業務が開始され、訓練
も合同で行われているということで、他市の良
い工夫を取りながら、茅ヶ崎市独自の地域に
あった施策で政策目標を目指してほしい。

　寒川町との消防指令業務共同運用について
は、先進市の情報を収集し、様々な検討を
行った結果、これまでの広域連携施策や地域
的なつながりの強さ、人口規模の差等を考慮
し、全国的に事例の少ない事務委託方式を選
択し、そのメリットである意志決定の早さ、
責任の所在が明確なことを活かします。
　なお、湘南東部３市１町における広域連携
の一環として実施する合同訓練をはじめ、他
市の良いところを取り入れ、本市の消防行政
に反映させるように努めます。（消防総務
課・警防課）

実施中 ̶

⑤限られた人員体制の中、政策目標達成に向け
それなりの実績をあげていることは評価できる
が、更なる消防力の拡充、災害体制の強化が必
要である。

　更なる消防力の拡充については、消防団等
との連携強化、職員の資質向上のための専門
的な教育等を継続して実施します。
　災害体制の強化については、防火対象物の
改善率の向上や住宅用火災警報器の設置推
進、ホース格納箱の取り扱い訓練や救命講習
会の支援活動など、応急手当普及協会をはじ
めとする、関係機関や団体等との連携強化を
図ります。
　また、平成２７年４月を目途に消防の組織
改正を行い、より効率的・効果的に事業を進
める体制とします。（消防総務課・警防課）

実施中 ̶

②消防分野の政策目標は、広範な課題・要因が
あり、消防部局のみでは解決することは極めて
難しい。クラスター対策なども、個別のクラス
ターにおける消防意識等の啓発ももちろん必要
であるが、都市計画・まちづくりと連動した取
り組みが必要である。

　ご意見のとおり他部局との連携が必要なも
のがあることは認識しています。クラスター
対策については、都市計画・まちづくりの主
管部局である都市部はもとより、市全体の防
災対策や自主防災組織の主管部局である市民
安全部と連携した対策を講じています。ま
た、自主防災組織等に対するホース格納箱の
訓練指導については、平成２５年度から取り
組み始めた事業であり、今後も継続的に実施
するとともに、平成２７年度からは、地域の
消防団員が自主防災組織に指導を行い、顔の
見える関係を作ることで更なる地域防災力の
向上を目指します。（警防課）

２７年度
以降の
取り組み

27年度予算

③単に消防のために他の部局に働きかけるので
はなく、連携する部局にとってもメリットのあ
る連携方法を考え出していくことで、持続的な
政策推進が図られると考えられる。同様の考え
方は、市民・地域・事業者との連携においても
同様である。

　新たな視点からのご提案をいただいたもの
と受け止め、自部局からだけの視点ではな
く、外部からの視点も考慮し、政策目標達成
に向けた連携方法を検討します。（消防総務
課）

２６年度
下半期
以降の
取り組み

事業実施の考
え方及び実施

方法

①今後高齢者が増えてくると、日常生活の中で
火災を起こしやすい状況となるため、他の福祉
事業との連携も必要であり、今後の展開を期待
したい。

　これから新たに高齢者となる世帯を対象に
保健福祉部と連携して、住宅用火災警報器の
設置促進を図ります。（予防課）

２６年度
下半期
以降の
取り組み

事業実施の考
え方及び実施

方法
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⑰現場到着時間も病院搬送を視野に入れた茅ヶ
崎方式を行なっているということで努力されて
いると考える。茅ヶ崎市は地域としては狭いが
道が狭いため、大変と考えるが更なる短縮のた
めに何ができるのか。

　現場到着までの所要時分の短縮を図るた
め、通報者から要請内容を的確に聴取し、通
報受信時間の短縮を図る取り組みや道路状況
の把握、緊急走行における安全運転技術の向
上に取り組んでいます。
　こうしたソフト面の取り組みに加え、現場
到着時間の遅延状況の調査分析を行い、適正
な救急出動体制を確保できるよう救急隊の増
隊等について検討を進めます。（警備課・救
命課）

第３次
実施計画

実施計画事業
を新たに要求

⑱全体の評価が「遅れている（平成２７年度）
目標達成可能」としているが、現場到着平均時
間などの改善の困難さなどを鑑みれば、平成２
７年度目標達成可能であるのか、疑問が生じ
る。

　ご意見のとおり、現状の政策指標のままで
は目標を達成することは難しいと考えます。
しかし、今回の政策評価の中で、行政資源を
投入し、様々な施策を行っているにも関わら
ずその効果が表れ難い指標があります。この
ため、新たに２つの指標を追加し、政策目標
の達成状況を適切に評価できるようにしま
す。（消防総務課）

基本構想
政策目標の追

加

⑪救急救命士数の割合の未達についても、抜本
的な対策等が講じられなければ、一年で即効的
な資格取得者の増加＝目標達成が可能とは考え
にくい。

　「救急救命士の割合の未達」とのご意見で
すが、政策評価シートに記載した内容は、救
命率の向上には救急業務の高度化が重要と考
え、救急隊員の中で、より高度な救命処置が
行える救急救命士の数を書き込んだもので
す。救急救命士については、救急車が走行中
に応急手当を実施できるのは、運転員を除く
２人であるため、救急車に搭乗する３人中２
人が救命士の資格を有する隊員とすることを
目標としているため、現状の救急救命士数で
満たされています。（救命課）

実施中 ̶

⑯救急現場到着平均時間は、総合病院の移転な
どの外的要因があるなど、目標を達成できてい
ないが、引き続き努力が必要である。

   救急需要が増大する中で、救急出動件数が
増加し救急現場到着平均時間は遅延傾向にあ
ります。
　高齢化の進展に伴い救急要請件数は、今後
も増加することが予想されるため、救急出動
状況の推移を的確に見極めながら、適正な救
急出動体制が確保できるよう救急隊の増隊等
について検討を進めます。（警備課・救命
課）

第３次
実施計画

実施計画事業
を新たに要求

⑩救急救命士の数は、大変な研修期間と乗り越
えなければならない試験があるため、大変であ
るが、高齢者が増えていく中、採用時に救急救
命士の資格を持っている方がいると言うこと
で、よりこれからの増強が必要と考える。

　救急救命士は、現在、救急車に搭乗する３
人のうち２人が救急救命士として搭乗するこ
とを目標に養成しており、現在は、不足して
いる状況ではありません。有資格者の採用に
ついては、救急救命士の採用枠を設けるので
はなく、一定の知力・体力・コミュニケー
ション能力を有し、かつ、救急救命士の資格
を有している方を採用しています。
　なお、救急隊の出動に際し、支援として消
防隊も出動するＰＡ連携が増加している状況
のため、救急隊以外への救急救命士の配置な
ど、採用方法を含めて総合的に判断したいと
考えます。（消防総務課・救命課）

実施中 ̶

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等
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㉖消防力１００％を維持するためにも、消防団
を含む車両等の機械の計画的な買換えと、消防
団員の充足率向上への取り組み強化が望まれ
る。

　国の示す消防力の整備指針に基づき複雑多
様化する災害に対応する消防車両と消防資機
材を計画的に更新・整備していきます。消防
団員の充足率向上は消防団の情報を消防フェ
スティバル、ホームページや広報紙を活用し
積極的に発信します。（警防課）

実施中 ̶

㉒火災予防のため女性消防団と連携して各種広
報活動をさらに積極的に行ってほしい。

　火災予防運動やイベント等に女性消防団と
連携し、女性の持つソフトな面を活かして住
宅用火災警報器の普及促進を図り、火災によ
る犠牲者を低減します。（予防課・警防課）

実施中 ̶

㉔約２３０名の人員で業務を遂行しているが、
平成２７年度開始予定の「消防指令業務共同運
用」推進のため再任用職員を含め人的資源の効
果的活用を図ってほしい。

　消防本部における再任用職員は、主に毎日
勤務者として任用していました。通信指令部
門には、平成２５年度から２名任用していま
すが、今後も高齢職員の知識と経験を活かせ
る場として、通信指令部門を含め、隔日勤務
者への任用等についても検討します。事務的
業務については、マニュアル化を進めるとと
もに、様々な職を経験することで、幅広い再
任用を受けられる体制を作るよう努めます。
（消防総務課）

実施中 ̶34業務の特殊性から臨時職員等での人員確保に
は難しさがあるので、再任用職員の積極的な活
用と事務的業務のマニュアル化を進める必要が
あると思われる。

⑲消防分野における「政策目標」として、何と
何があり、それぞれがおおよそどの程度の割
合、重みを持つのか、を明示することが効果の
判定にあたって重要である。その記載が明確で
ない。

　政策指標に対する優先順位やその位置付け
の明示が必要とのご意見ですが、どの指標も
最終的には市民の生命を守ることに繋がって
いるもので、優先順位をつけることは困難で
す。あえて優先順位をつけるとすれば、予防
に関する対策が重要であると考えます。しか
し、消防部局内の努力や地域や協力団体等と
連携しても予防できない災害もあります。
「平均出火率」に対しては、建築前の適切な
審査や建築後の立入検査により改善率７０％
を維持しています。また、放火に対しては、
市民への広報や消防車両による巡回広報を行
うことで、本市の過去３年間の出火率平均値
は２．５で、全国の都道府県の値と比べると
４番目に低い出火率となっており（平成２４
年版消防白書）、予防策の効果が顕著に現れ
ています。次に「救命率」があげられ市民に
対する救命講習会を、応急手当普及協会と協
働で行い、過去８年間で４万人の受講者が増
えています。また、事後対策としては、１１
９番受信時に救急隊到着までの間に、心肺蘇
生法などを口頭で指導している他、消防隊を
救急活動の支援のために出動させています。
「火災死者数」については、事前対策として
住宅用火災警報器の設置推進（８４％）や、
建築後の立入検査（改善率７０％）を実施し
ています。「救急車現場到着時間」について
は、予告指令や直近の消防部隊に指令するシ
ステムを導入しているが、救急出動件数の増
加により、その効果が薄れている状況です。
（消防総務課）

参考と
します

̶
㉙その中で、最終的な政策目標を達成するため
に、それにより重要な影響を与えるもの、大き
な効果を及ぼすものを順位づけし、その上位の
ものを中心に、本質的な課題解決・課題原因解
消の取り組みを行うことが「戦略的な対応」に
は必要となる。記載の様々な取り組みが、全体
の政策目標の中で、どのような位置づけを持つ
ものなのか、明示することが求められる。

㉑火災に関しては地域の自主防災として、女性
消防団員が多数活躍している所があるが、茅ヶ
崎市では地域で採り入れている所が少ないので
はないかと考える。

　平成２２年度に女性消防分団を発足し消防
フェスティバルや火災予防運動など女性なら
ではの広報活動を行っています。
　また、少数ではありますが、消火活動を主
に行う地域の分団に入団して活躍している
方々もいますので、今後も積極的に取り組み
ます。（警防課）

実施中 ̶

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等
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36消防分野の政策目的達成のためには、消防部
局の努力で対応できるものと、他の部署や市
民、事業者、普及協会等との連携によって対応
できるものと大きく二つに分けられる。

　ご意見のとおり、課題解決に向けた消防部
局の自助努力と他部局や市民、事業者、普及
協会等との連携を継続するとともに、必要に
応じた見直しを行います。 や特に応急手当普
及協会が行っている、救命講習会 をについて
は受講しやすい環境づくりに努め、課題解決
を図ります。（消防総務課）

参考と
します

̶

37認識されている課題解決に向けて、消防部局
内の取り組み（資格者の増加等）は自助努力と
して継続しつつ、後者の他の部局との連携によ
る消防対策の推進に向けて、行政内部の連携や
民間との連携をさらに進めていくことが求めら
れる。特に普及協会のような、民間主体で自立
的な取り組みを行っていただく基盤整備とそこ
との連携などを中心に、方策を組み立てていく
ことが求められる。

32火災死亡者０（ゼロ）のため高齢者を対象に
した火災警報機設置推進等も必要であろうが、
狭い道路の多い地区の拡幅整備が必要と考え
る。

　道路の拡幅整備については、防災の視点か
ら市全体として取り組むべき内容と考えてい
ますので、関係部局と連携して対応します。
　しかし、道路拡幅には時間を要するため、
継続して住宅用火災警報器設置の推進や高齢
者の自宅訪問などにより、防火意識の啓発を
行い、火災死亡者ゼロを目指します。（消防
総務課）

参考と
します

̶

33救急救命士の養成強化、救急隊の増隊が必要
と考える。

   救急救命士の養成については、１隊２名の
救急救命士が搭乗できるよう計画的に養成し
てきました。
　高齢化の進展に伴う救急件数の増加に対応
するため、救急隊増隊を視野に入れ、人員、
施設、車両の整備を検討します。（救命課）

第３次
実施計画

実施計画事業
を新たに要求

㉚住民が増えたことによるのかもしれないが、
日常生活の中で防災訓練や救急の研修等が地域
で行われることが少なくなったと感じる。地域
による格差があるのかもしれない。確認・指導
をしてほしいと考える。

   自治会の訓練として平成２５年度から整備
が行われている移動式ホース格納箱の訓練を
実施しています。昨年度は４８回の訓練を行
い、約４，８００人の市民に訓練指導を行い
ました。今年度も市民に対し、訓練の予約を
受け付け、日程調整を行い職員を派遣してい
きます。
   救命講習においては、茅ヶ崎市応急手当普
及協会会員が指導者となり、各地域で年間約
２００回開催し、約５，０００人の方が受講
していますが、今後も救命率向上を目指し取
り組みます。（警防課・救命課）

実施中 ̶

㉛クラスター地域の延焼火災のための初期消火
は重要であり、ホース格納箱の利用方法が日常
いる住民に周知・活用できる状況を保つ必要が
ある。また、災害でない場合に利用できるとさ
れた街頭消火器の利用方法もあまり住民には周
知されていないため、指導をする必要がある。

　市民の皆さまが安全・確実に移動式ホース
格納箱が取り扱えるよう訓練を行っていま
す。また、訓練に参加できない方や取扱い方
法を忘れないために、消防ホームページに移
動式ホース格納箱の取扱い映像が見られる環
境を整えて、大震災時に多くの市民に活用い
ただけるように努めています。
　市内に設置しています街頭消火器は、どの
ような火災にも対応ができ、初期消火には大
変有効な消火器具です。設置場所について
は、市のホームページの「まっぷdeちがさ
き」に掲載し、取扱いについては消防のホー
ムページに掲載しています。取扱いの指導に
ついては、消防職員及び消防団員が消防フェ
スティバルや地区防災訓練で市民に広報・指
導を行います。（警防課・指導課）

実施中 ̶

㉘人的な配置等の工夫によって業務を行ってい
ることについての記載等、一定の優先順位を考
慮した取り組みを行っていることは理解でき
る。

　今後も、再任用職員等の活用や組織改正等
により、現場活動要員の確保や、市役所新庁
舎に消防本部や通信指令部門が移転すること
により、防災機能の向上に取り組みます。
（消防総務課）

実施中 ̶

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等
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都市部

１．総合計画審議会・行政改革推進委員会評価結果

政策評価の外部評価結果への対応方針

主管部局名 都市部

政策目標 10　魅力にあふれ住み続けたいまち

所管の施策目標
（施策目標主管課名）

36　地域特性を生かした都市空間をつくる（都市計画課）

37　住みやすく住み続けたいまちをつくる（都市政策課）

38　美しい景観を形成し、命をはぐくむみどりを保全・再生・創出する（景観みどり課）

39　安全で秩序ある住環境を形成する（建築指導課）

40　開発行為時の規制と秩序あるまちづくりを促進する（開発審査課）

0

総合計画審議会
行政改革推進委員会
委員コメント

○　政策目標の達成に向けた総合コメント

①将来の人口減や高齢化に対応したまちづくりを進めていく上で重要な政策が多々あり、いずれ
も中長期的な視点が必要となることから、他部局との連携を含め効果的かつ効率的な政策の策
定・実施が望まれる。
②茅ヶ崎市は海・川・里山の自然環境に恵まれており、高い知名度、地域資源、企業の先端技術
を生かしながら、各産業の連携、ブランド化、戦略を進めて、都市の特長を十分に生かした住み
よいまちを創造する必要がある。
③安全・安心と少子・高齢化に対応するためには、公的な取組に加えて共助、自助を進めること
が必須となる。そのような視点に立つと現在の政策をさらに積極的に進めていくことが望まれ
る。例えば、防災ワークショップのような活動を持続的に進めていくことが重要と考えられる。
④茅ヶ崎市の空間の持つ特性（JR東海道線による南北分断、安全・安心の視点からみた場合の
脆弱な空間の存在）を明示しつつ、政策目標の達成に取り組むことが望まれる。共助、自助を進
めていくためには、住民のみなさんに対して市側がさらに問題点を明らかにし、解決策を提案し
ていくことが必要不可欠である。
⑤市民から街の様々な情報を集めて分析すること。クレームや問い合わせ情報は街の活性化の重
要なネタになる。また街の重要情報はどのように収集し、そして重要情報は何かを考えること。
さらにその情報収集の仕組みと閲覧性を高めることが必要である。
⑥③課題認識とその解決に向けた取り組みの視点にも書かれており、個別審議会から求められて
いる「茅ヶ崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例」の見直しは、環境基本計画でいえば、平
成24年度に策定される予定であったものが遅れている。茅ヶ崎市のみどりの規制に関する制度
は他市に比較すると大幅に遅れており、市街化区域も市街化調整区域も危機的状況である。記載
にあるようにみどりは景観だけでなく、防災機能として延焼緩和となると共に、日々の暮らしの
中でみどりがあることによる風の通り道や木陰による温度の上昇が緩和されることによる冷暖房
機の使用の軽減などが図られるなどの効果もある。まちづくり全体を考えて、早急で包括的なま
ちづくりのルールの策定を求める。
⑦【②戦略的な政策展開の状況】の中で、記載されている「・・・・、業務上必要となる情報
は、部局を超えて発信・共有するよう努めてきたことにより、効果的に業務を進めることができ
た。」は、効果的に十分とは言えないのではないか。清水谷の地権者との協定書や相模川の堤防
上の舗装、みどりの条例の改正についての検討等、連携がとれず、市民から指摘があったと考え
る。これは、一生懸命努力をされていることは認めるがそれでは不十分であり、特に自然環境に
関しては、都市部ではなく、環境部、建設部に分かれていることが原因である。積極的な検討を
行い、機構改革をすることを提案すべき事項と考える。

○　これまでの取り組みと成果について

(1)　政策目標の達成状況及び効果の状況

⑧都市計画制度、公共交通政策、バリアフリー、災害対策、景観形成の各分野において、施策目
標の達成に向けて適切な取組がなされていると判断される。
⑨年間公共交通利用回数の指標については何らかの形で把握すべきものと考える。しかしなが
ら、現行の指標に鉄道利用者数には市外在住者も含まれる等の問題があり、指標の正確性及び有
効性に疑問が残る。より適切な指標の案出が望まれる。
⑩ちがさき自転車プランによる自転車利用の推進は評価できる。建設部とも協力し、歩道や自転
車専用レーンの整備と合わせて効果的に実施すべきである。
⑪地域の特性を生かした土地利用と住環境を維持、保全するため、魅力あるまちなみや景観を保
全、創造するべき。
⑫安全で安心して住み続けられるまちの形成に向けて、地域主体の防災都市づくりを推進してき
た結果、自主的に取り組みを進める地域が増えてきたと評価できる。
⑬貴重なみどりの一つである清水谷を特別緑地保全地区（平成２３年）に指定し、保全管理計画
を策定することができたことは評価できる。
⑭南口の道路は迷路のようになっている所が多く、防災上危険である。
⑮全体的に政策目標達成に向けた施策が推進されている。
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⑯まちづくりにおいて、共助、自助を進める政策が推進されており、今後の都市計画のあり方に
沿った施策が順調に進捗している。
⑰コミュニティバスの効果についての適切な評価指標が必要。
⑱茅ヶ崎市における都市政策については多々問題があるが、概ね問題点を把握していると思う。
しかし都市政策には多くの財源と時間を必要とし、また今まで日本の社会が経験した事のない社
会環境が到来するため、その予測と対処法をまずは予測分析する必要がある。
⑲【①政策目標の達成状況及び効果の状況】の中で、「都市計画制度の適切な運用により長期的
な視点で見ると、周辺環境に配慮した良好な住環境が保全され、地域の特性を生かした街並が形
成される事が期待できる」としている。しかし、現実は敷地面積の最低限度は、第一種や第二種
低層住宅専用地域だけであるため、東海道線の南側だけである。北側は、現在急激な開発が行わ
れ、細分化が始まっている。以前の南側が細分化された反省を含め、最低敷地面積を設定しよう
との考えが出てきたはずである。政策目標を達成するためには、さらなるまちづくりの基本シス
テムを考えてほしい。
⑳施策目標３８については、順調に進んでいるとは到底思えない。目標自体も24年度は業務計
画を達成できないために半期で変更しているような状況である。また、景観重要公共施設は指定
されているが、全て道路であり、本当に必要なまちの重要な景観を保つ施設である河川や谷戸な
どは取り残されている。

(2)　戦略的な政策展開の状況

㉑地域特性を生かしたルールで秩序ある土地利用や良好な住環境を維持、創出していると評価す
る。
㉒地域特性を生かした魅力ある景観を市民、事業者、行政が一体となって維持、創出していると
評価する。
㉓中心市街地や都市拠点の利便性が高まり、徒歩、公共交通、自転車を利用する割合が高くなっ
ていると評価する。
㉔第２次実施計画１１５事業の業務に対して学び合うチーム型の組織づくりをした結果、効率的
な業務を遂行することができたと評価する。
㉕都市部内の課間連携が進んでいる。
㉖企画、建設、経済担当部局との連携が進められているとの説明があった。そのとおりの施策が
進められていると推測するが、もっと具体的な連携の姿が見えるような説明が望まれる。
㉗【②戦略的な政策展開の状況】の中で、記載されている「職員が業務に対して自信と誇りを持
つことができる職場づくり環境をつくり、助け合い、学び合うチーム型の組織づくりに取り組ん
できた結果、効果的に業務を遂行できた。」は、言い過ぎではないか。部の中の景観みどり課だ
けでも24年度では業務計画が変更される状況であり、25年度も十分な推進はされず、26年度
の今回発表された業務計画さえ、今でもう遅れている状況である。都市部内でもみどりに対する
認識状況を改善する必要があるのではないかと考える。
　先のみどり審議会で、道路際にある大規模建築物の緑化に対して、フェンスの中でなく、道路
側にしてもらうようにどうして交渉しなかったのかと学識委員から発言があった。平塚市でも行
政指導をして、工場の塀の外側に緑化をしてもらい、景観・みどりになっている場所がある。
もっと何ができるか、真摯な対応が政策目標に近づく事になるのではないかと考える。
㉘何度もお願いして今年度やっと公共サインガイドラインが策定されることになった事は評価で
きる。これはまちづくりの最低基準であると考えていたが茅ヶ崎市では策定されず、庁内での意
思統一が図られない状況だった。内容については、自然環境や文化的なものについてもサインの
対象とする考え方を持ってほしい。

○　課題認識と解決への方策について

㉙少子高齢化社会に向けては、個々の施策が重要であることはもちろんであるが、将来的なまち
づくりというマスタープランの中で、各施策の位置づけを考えることが必要ではないか。
㉚災害において市民が自分の命を守る発災から避難までの段階に重点をおいて、住宅の耐震化の
促進、緑地などの防災空間の確保などの施策を展開する必要がある。
㉛宅地開発に伴う都市化の進行に伴い、みどりの減少を食い止め、保全、再生、創出を図ってゆ
くことが課題となっている。
32低炭素まちづくり計画を策定することが進んでいるが、他の計画に既にある内容が重複してお
り、計画ばかりが本当に必要なのか、また市街化区域だけを考えての計画がこの狭い茅ヶ崎市で
十分なのかどうか、今の方針を見ると効果があるとは考えられない。どうしても策定するなら、
本当に住みやすいまちにするための抜本的な規制やみどりを増やし、実際の街がCO２を出さな
いようなまちづくりを進められるようにしてほしい。

68



都市部

２．評価結果への対応方針

②茅ヶ崎市は海・川・里山の自然環境に恵まれ
ており、高い知名度、地域資源、企業の先端技
術を生かしながら、各産業の連携、ブランド
化、戦略を進めて、都市の特長を十分に生かし
た住みよいまちを創造する必要がある。

　ちがさき都市マスタープランでは、本市が
目指す都市づくりの基本方向として、「環境
と経済・社会活動が調和した持続可能な都市
づくり」、「安全・安心、快適、便利な市民
生活が実現できる都市づくり」及び「個性と
独自性を市民とともに育む都市づくり」の３
つを掲げています。今後もこれらの基本方向
を踏まえた魅力あるまちづくりを進めていき
ます。（都市政策課）

実施中 －

③安全・安心と少子・高齢化に対応するために
は、公的な取組に加えて共助、自助を進めるこ
とが必須となる。そのような視点に立つと現在
の政策をさらに積極的に進めていくことが望ま
れる。例えば、防災ワークショップのような活
動を持続的に進めていくことが重要と考えられ
る。

　防災都市づくりワークショップをはじめと
して、現在策定作業中のバリアフリー基本構
想の中で「心のバリアフリーワークショッ
プ」の実施など、市民への広がりや取り組み
の継続性に留意しながら、共助、自助の行動
を促す各種取り組みを進めます。（都市政策
課）

実施中 －

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

①将来の人口減や高齢化に対応したまちづくり
を進めていく上で重要な政策が多々あり、いず
れも中長期的な視点が必要となることから、他
部局との連携を含め効果的かつ効率的な政策の
策定・実施が望まれる。

　人口減少や長寿社会に対応し、元気に暮ら
すことのできる健康志向のまちを実現するた
め、歩きたくなるまち、自転車や公共交通の
利用促進をテーマに、人と環境にやさしい交
通体系の構築、本市の低炭素化の推進を図る
ための計画策定、バリアフリー基本構想及び
公共サインガイドラインの策定に取り組んで
います。これらの取組に当たっては、企画
部、建設部、経済部、環境部など様々な部局
と連携を図りながら進めます。なお、他部局
との具体的な連携の内容は、個々の事業内容
の中で説明を加えます。（都市計画課・都市
政策課・景観みどり課）

第３次
実施計画

計画の
事業概要

㉖企画、建設、経済担当部局との連携が進めら
れているとの説明があった。そのとおりの施策
が進められていると推測するが、もっと具体的
な連携の姿が見えるような説明が望まれる。

⑥③課題認識とその解決に向けた取り組みの視
点にも書かれており、個別審議会から求められ
ている「茅ヶ崎市緑の保全及び緑化の推進に関
する条例」の見直しは、環境基本計画でいえ
ば、平成24年度に策定される予定であったも
のが遅れている。茅ヶ崎市のみどりの規制に関
する制度は他市に比較すると大幅に遅れてお
り、市街化区域も市街化調整区域も危機的状況
である。記載にあるようにみどりは景観だけで
なく、防災機能として延焼緩和となると共に、
日々の暮らしの中でみどりがあることによる風
の通り道や木陰による温度の上昇が緩和される
ことによる冷暖房機の使用の軽減などが図られ
るなどの効果もある。まちづくり全体を考え
て、早急で包括的なまちづくりのルールの策定
を求める。

　「茅ヶ崎市緑の保全及び緑化の推進に関す
る条例」の見直しについては、実効性の高い
条例とするため、現在庁内関係部署との協
議・検討を進めるとともに、市民の皆さまと
の意見交換を重ねながら検討を進めていると
ころです。この条例は、みどりに関する包括
的なルールとしての位置付けを考えているこ
とから、様々な観点から課題を抽出し、解決
の方策を考察していくことが必要となりま
す。このような課題及び方策等の検討に時間
を要し、当初のスケジュールより遅れていま
すが、今後もしっかりと検討を進め、２７年
度に見直し後の条例が施行できるよう業務を
遂行します。（景観みどり課）

実施中 －

④茅ヶ崎市の空間の持つ特性（JR東海道線に
よる南北分断、安全・安心の視点からみた場合
の脆弱な空間の存在）を明示しつつ、政策目標
の達成に取り組むことが望まれる。共助、自助
を進めていくためには、住民のみなさんに対し
て市側がさらに問題点を明らかにし、解決策を
提案していくことが必要不可欠である。

　防災都市づくりワークショップやまちぢか
ら協議会の場などを通じて、まちの持つ危険
性を正しく理解していただける情報を提供
し、解決策などについて市民の皆さまと一緒
に考えていくことに努めていきます。（都市
政策課）

実施中 －

⑤市民から街の様々な情報を集めて分析するこ
と。クレームや問い合わせ情報は街の活性化の
重要なネタになる。また街の重要情報はどのよ
うに収集し、そして重要情報は何かを考えるこ
と。さらにその情報収集の仕組みと閲覧性を高
めることが必要である。

　ちがさき都市マスタープランでは、協働の
工夫とアイデアを取り込みながら施策を進め
ていくことを掲げています。これまでも都市
防災推進事業のほか、バリアフリー基本構想
その他各種計画策定などにあたり、ワーク
ショップなどの市民の皆様から様々なご意見
をいただく市民参加・市民協働の取組を進め
てきました。今後も様々な機会をとらえて市
民の皆さまの声をいただきながら施策を進め
ていきます。（都市計画課・都市政策課・景
観みどり課・建築指導課）

実施中 －
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委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

⑩ちがさき自転車プランによる自転車利用の推
進は評価できる。建設部とも協力し、歩道や自
転車専用レーンの整備と合わせて効果的に実施
すべきである。

　ちがさき自転車プランの各取り組みについ
ては、今後も積極的に進めます。自転車の走
行環境の整備については、自転車専用レーン
のほか、平成２４年度の社会実験で決定した
法定外路面標示の標準デザインを組み合わせ
て、関係部局と連携を取りながら全市的に展
開をしていきます。（都市政策課）

実施中 －

⑪地域の特性を生かした土地利用と住環境を維
持、保全するため、魅力あるまちなみや景観を
保全、創造するべき。

　美しい景観を形成するため策定した茅ヶ崎
市景観計画に基づき、市内１０件の景観重要
公共施設、４件の景観重要樹木を指定してい
ます。今後も地域の皆様の合意形成を図りな
がらこの取り組みを推進するとともに、広く
市民の皆様への周知啓発を行います。（景観
みどり課）

実施中 －

⑦【②戦略的な政策展開の状況】の中で、記載
されている「・・・・、業務上必要となる情報
は、部局を超えて発信・共有するよう努めてき
たことにより、効果的に業務を進めることがで
きた。」は、効果的に十分とは言えないのでは
ないか。清水谷の地権者との協定書や相模川の
堤防上の舗装、みどりの条例の改正についての
検討等、連携がとれず、市民から指摘があった
と考える。これは、一生懸命努力をされている
ことは認めるがそれでは不十分であり、特に自
然環境に関しては、都市部ではなく、環境部、
建設部に分かれていることが原因である。積極
的な検討を行い、機構改革をすることを提案す
べき事項と考える。

　総合計画を実効性あるものとするため、基
本構想に定めた政策・施策の体系と市の組織
（部・課）とを連動させて推進することとし
ています。　また、政策・施策を具体的に進
める際の前提として政策共通認識を設定し、
その１つに「環境」を掲げています。この環
境に関する認識を庁内で共有するため、環境
基本計画に基づいて自然環境庁内会議を設置
し、自然環境に関する情報共有等に努めてい
ます。また、情報共有や連携をさらに充実さ
せるため、自然環境庁内会議を構成するセク
ションを増やすとともに、自然環境に関する
事項についての庁内通知や庁内イントラネッ
トでの周知を行うなど、より広く庁内で情報
共有が図れるよう努めています。
　今後においても、みどり及び自然環境に関
する重層的かつ横断的な課題に対する情報共
有や検討については、庁内横断的な連携を行
う体制として、自然環境庁内会議を積極的に
活用します。（景観みどり課）

参考と
します

－

⑨年間公共交通利用回数の指標については何ら
かの形で把握すべきものと考える。しかしなが
ら、現行の指標に鉄道利用者数には市外在住者
も含まれる等の問題があり、指標の正確性及び
有効性に疑問が残る。より適切な指標の案出が
望まれる。

　乗降の記録に住所の情報を付加して、利用
実態を把握することは、予約型乗合バスやコ
ミュニティバスなど地域の中の移動を最適化
するための方策を考える上で必要であると認
識しています。
　施策目標の実現という大きな目標を俯瞰的
に捉える上では、傾向を把握することがで
き、かつ分かりやすい指標と考えられる現行
の指標設定を現時点では維持していきたいと
考えています。次期基本構想策定の際には、
パーソントリップ調査などの活用の可能性な
どについても検討していきます。（都市政策
課）

参考と
します

－

⑭南口の道路は迷路のようになっている所が多
く、防災上危険である。

　平成21年度から25年度にかけて、防災都
市づくりワークショップをJR東海道線以南の
地域で実施し、地域が主体的に進める防災対
策について、市民と協働のもと検討してまい
りました。今後も他地域への展開を検討する
とともに、実施地区へのフォローアップ等を
とおして、より一層の自助・共助の強化を図
ります。（都市政策課）

実施中 －

⑰コミュニティバスの効果についての適切な評
価指標が必要。

　コミュニティバスは、公共交通空白地区や
不便地区のいわゆる交通弱者の支援を目的に
運行しています。その評価については、利用
者の便益が多様であることや、高齢者の時間
短縮便益をどうとらえるかなど、課題がある
と認識しています。引き続き、適切な評価に
ついて、検討していきます。（都市政策課）

参考と
します

－
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⑱茅ヶ崎市における都市政策については多々問
題があるが、概ね問題点を把握していると思
う。しかし都市政策には多くの財源と時間を必
要とし、また今まで日本の社会が経験した事の
ない社会環境が到来するため、その予測と対処
法をまずは予測分析する必要がある。

　都市マスタープランは、社会経済情勢の変
化に対応して、平成25年度に見直しを行いま
した。時代潮流の中での大きな変化に目を向
けて、方針の改編を行いながら、その中でか
じ取りをしていくことが求められていると考
えます。柔軟な対応が取れるよう体制を整え
ながら、今後の方向性を見定めていきます。
（都市政策課）

実施中 －

㉗【②戦略的な政策展開の状況】の中で、記載
されている「職員が業務に対して自信と誇りを
持つことができる職場づくり環境をつくり、助
け合い、学び合うチーム型の組織づくりに取り
組んできた結果、効果的に業務を遂行でき
た。」は、言い過ぎではないか。部の中の景観
みどり課だけでも24年度では業務計画が変更
される状況であり、25年度も十分な推進はさ
れず、26年度の今回発表された業務計画さ
え、今でもう遅れている状況である。都市部内
でもみどりに対する認識状況を改善する必要が
あるのではないかと考える。
　先のみどり審議会で、道路際にある大規模建
築物の緑化に対して、フェンスの中でなく、道
路側にしてもらうようにどうして交渉しなかっ
たのかと学識委員から発言があった。平塚市で
も行政指導をして、工場の塀の外側に緑化をし
てもらい、景観・みどりになっている場所があ
る。もっと何ができるか、真摯な対応が政策目
標に近づく事になるのではないかと考える。

　都市部では、第２次実施計画がスタートす
る平成２５年度に、一時的に負荷の増大が見
込まれる業務（都市マスタープランの改訂な
ど）に対し、部内の職員が課や担当の枠組み
を越えて当該業務に当たることにより、業務
負荷の軽減及び職員の育成を図りました。
　また、「茅ヶ崎市緑の保全及び緑化の推進
に関する条例」に対するご意見でもお答えし
ていますが、現在見直し作業を進める中で、
様々な角度から条例に位置付ける取り組み事
項を検討しています。この中では、保存樹林
や生け垣などの既存の助成制度についてもそ
の在り方について併せて考察を行っていま
す。「みどり・緑化」に関する条例や制度の
運用については、全庁的な理解を進める必要
性はもちろんのこと、市民・事業者の皆さま
にもご理解とご協力をいただき、はじめて効
果があらわれてくるものと考えています。条
例の見直し後もさることながら、既存の取り
組みについてもご協力、ご理解がいただける
よう周知等行い、また、行政としても柔軟な
工夫を行い、政策目標の実現を目指したいと
考えます。（景観みどり課）

参考と
します

－

⑲【①政策目標の達成状況及び効果の状況】の
中で、「都市計画制度の適切な運用により長期
的な視点で見ると、周辺環境に配慮した良好な
住環境が保全され、地域の特性を生かした街並
が形成される事が期待できる」としている。し
かし、現実は敷地面積の最低限度は、第一種や
第二種低層住宅専用地域だけであるため、東海
道線の南側だけである。北側は、現在急激な開
発が行われ、細分化が始まっている。以前の南
側が細分化された反省を含め、最低敷地面積を
設定しようとの考えが出てきたはずである。政
策目標を達成するためには、さらなるまちづく
りの基本システムを考えてほしい。

　まちづくりを計画的に進める「都市計画」
では、まちの将来像を踏まえ、住居、商業、
工業といった土地利用をバランスよく配置す
る「用途地域」を定めることにより、機能的
な都市活動や良好な都市環境の形成を図り、
計画的な誘導に努めているところです。用途
地域を基本として指定している最低敷地面積
については、第一種及び第二種低層住居専用
地域に指定しており、ＪＲ東海道本線以南の
他に、高田や室田、浜之郷、矢畑、下町屋、
松風台、みずき、香川、堤の湘南ライフタウ
ン地区に指定しています。
　他の用途地域において、戸建て住宅で構成
されている地区もありますが、用途地域単位
で捉えると、３階建ての住宅が建築しやすい
容積率（２００％）や高さ制限などにより、
既に小さな面積で建築されている敷地が多数
存在しています。このため、敷地面積の最低
限度を定めることは、用途地域等による形態
制限とのバランスが必要となることから、身
近な単位で指定が可能な「地区計画」や「建
築協定」などの手法を用いた誘導が適してい
ると考えます。（都市計画課）

参考と
します

－

⑳施策目標３８については、順調に進んでいる
とは到底思えない。目標自体も24年度は業務
計画を達成できないために半期で変更している
ような状況である。また、景観重要公共施設は
指定されているが、全て道路であり、本当に必
要なまちの重要な景観を保つ施設である河川や
谷戸などは取り残されている。

　施策目標の中の個々の事業について、事業
を進める過程で、実効性や合意形成を重要視
しスケジュールから遅れているものもありま
すが、全体としては順調に進んでいると考え
ています。景観重要公共施設については、公
共施設である道路を、沿道景観に着目し段階
的に指定を進めています。今後は景観計画に
も位置付けがありますとおり、道路だけでな
く河川などの公共施設についても指定の対象
として検討を進める予定です。（景観みどり
課）

参考と
します

－
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㉛宅地開発に伴う都市化の進行に伴い、みどり
の減少を食い止め、保全、再生、創出を図って
ゆくことが課題となっている。

　市街地の緑化及び自然環境豊かな地域にお
けるみどりの保全を図るため、包括的なルー
ルの整備（茅ヶ崎市緑の保全及び緑化の推進
に関する条例の見直し）に取り組んでいま
す。（景観みどり課）

実施中 －

32低炭素まちづくり計画を策定することが進ん
でいるが、他の計画に既にある内容が重複して
おり、計画ばかりが本当に必要なのか、また市
街化区域だけを考えての計画がこの狭い茅ヶ崎
市で十分なのかどうか、今の方針を見ると効果
があるとは考えられない。どうしても策定する
なら、本当に住みやすいまちにするための抜本
的な規制やみどりを増やし、実際の街がCO２
を出さないようなまちづくりを進められるよう
にしてほしい。

　本市のまちづくりは、都市計画法による規
制誘導が機能したことにより、市街化区域に
人口が集約し、茅ヶ崎駅や辻堂駅周辺や地域
拠点などに日常生活で必要な機能が配置さ
れ、一定レベルの集約型都市構造が形成され
た状況にあると考えています。
　エコまち法で対象としている市街化区域
は、市街化調整区域と土地利用等の現状や課
題が大きく異なり、将来における都市機能の
維持に向けどのように取り組むかが大変重要
なことと認識しています。
　「地球温暖化対策実行計画」は、市域全域
を対象にCO2排出量の削減を直接の目的とし

ていることに対し、「低炭素まちづくり計
画」は、市街化区域を対象に人口減少、少子
化、高齢化の対応を目的とした都市づくりの
ための計画で、都市活動に由来するCO2排出

量を捉え、従来の拡大基調から集約型の都市
づくりへ転換していく方向性を明らかにする
ものです。
　本市においては、都市マスタープランなど
の上位・関連計画の実行計画として、都市の
低炭素化や持続的発展という観点から改めて
施策・事業を体系化し、①都市づくり分野に
おける施策・事業における地球温暖化対策の
一層の推進、②都市計画分野と環境分野の連
携強化、③市民・事業者・市が取組の主体と
して低炭素型で持続可能な都市の構造、交
通、みどり、建築物等を意識し、その考え方
を都市づくりの観点から推進するため策定し
ます。（都市計画課）

参考と
します

－

㉘何度もお願いして今年度やっと公共サインガ
イドラインが策定されることになった事は評価
できる。これはまちづくりの最低基準であると
考えていたが茅ヶ崎市では策定されず、庁内で
の意思統一が図られない状況だった。内容につ
いては、自然環境や文化的なものについてもサ
インの対象とする考え方を持ってほしい。

　公共サインガイドラインは、ちがさきらし
さを表す共通デザイン、設置場所や設置方法
のルール化、ユニバーサルデザインなどを念
頭におき、誰にでもわかりやすい公共サイン
を整備し、歩行者・自転車が利用しやすいま
ちの環境を整えます。ガイドラインの策定に
ついては、自然環境豊かな場所や文化的意義
のある場所などのサインについても対象とし
ています。（景観みどり課）

実施中
平成２６年度
予算化

㉚災害において市民が自分の命を守る発災から
避難までの段階に重点をおいて、住宅の耐震化
の促進、緑地などの防災空間の確保などの施策
を展開する必要がある。

　茅ヶ崎市耐震改修促進計画に基づき、今後
も住宅について耐震化の重要性を無料耐震相
談等のイベントや広報紙等を利用して、周知
啓発を進めています。また、発災時の被害を
少なくするため、家具転倒防止金具等取り付
け事業を自治会等と連携して進めています。
さらに、防災上重要な緊急輸送路沿道の建築
物の耐震化に取り組んでいます。
　災害時の延焼防止や避難場所として有効な
まとまった緑地を確保するため、保存樹林の
指定を推進しています。（建築指導課・景観
みどり課）

実施中 －
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１．総合計画審議会・行政改革推進委員会評価結果

政策評価の外部評価結果への対応方針

主管部局名 建設部

政策目標 11　だれもが快適に過ごせるまち

所管の施策目標
（施策目標主管課名）

41　道水路敷の効率的な管理・利用を進める（建設総務課）

42　交通を円滑に処理する道路網を整備する（道路建設課）

43　身近な生活道路を安全で快適にする（道路管理課）

44　公園・緑地を整備する（公園緑地課）

45　安全で環境に配慮しただれにもやさしい公共建築物をつくる（建築課）

0

総合計画審議会
行政改革推進委員会
委員コメント

○　政策目標の達成に向けた総合コメント

①部局単独よりも他部局とも関連すると政策目標が多いので、部局間の連携を図り、効果的かつ
効率的な政策の立案・実行が求められる。
②順調とは言い難い。道路に関しては都市計画道路の達成率を既に市の部分はほとんど進捗しな
いことが目標である。それにも拘らず、都市計画道路自体の見直しは不十分であり、遠い昔の計
画のまま、本当に必要な道路であるのか、もう一度の検討が必要ではないか。特に都市部の低炭
素まちづくり計画でクルマ社会からの脱却をめざすならば、なおさらである。連携をしてほし
い。
③安全で快適な生活環境を確保するため、狭あい道路などの整備や舗装修繕を積極的に行い生活
道路の整備を推進し、公園、緑地の整備に加えて、既存の公園を対象として地域住民のニーズに
対応した再整備を進める必要がある。
④中央公園の改修説明や浜見平の公園整備の話を聞いたが、公園のあり方に対する茅ヶ崎市とし
てのコンセプトがない。積極的な公園整備をするためには、横須賀市のように斜面林等の寄付を
された場合、人が入れない保全地域としての公園を設置し、保全活動をする市民を育成するよう
なシステムが重要である。そのためには、都市部の景観みどり課、環境部の環境政策課との連携
が重要であるが、限度もあり、戦略的に考えるなら、機構改革を望む。
⑤茅ヶ崎市の都市空間特性からみて、狭あい道路の多いエリアの解消は、安全・安心、少子・高
齢化に対応するためには極めて重要な政策であると思われる。しかしながら、現在のところその
取り組みは不十分であると言わざるを得ない。長期間を要する課題であるから、さらに積極的に
政策展開していくことが望まれる。同様に、JR東海道線で分断された都市空間に対する効果的
な対策の推進が望まれる。
⑥今後、インフラの耐震性能の強化、長寿命化が必要となる。現在のところ、問題は少ないとの
ことではあったが、これに対する適切な評価指標を示すことが望まれる。

⑦電子データ化は建設行政の適切な推進にとって必要不可欠である。情報の地図化（CAD＊1、

GIS＊2）を含め、積極的な推進が望まれる。

○　これまでの取り組みと成果について

(1)　政策目標の達成状況及び効果の状況

⑧都市計画道路の整備については周辺自治体よりも遅れているということもあり、各年度の目標
値を達成することを第一義とするような考え方ではなく、可能な限り早期に整備を進めることを
検討すべきである。目標値を設定することで、かえって整備の進捗が遅れるようなことがあって
はならない。
⑨行政財産である道水路敷の有効利用のため、道水路敷の付け替え、交換、払い下げ業務を行う
必要がある。
⑩都市計画道路や幹線市道の整備を継続実施し、交通の円滑化を実施し、安全な道づくりを推進
する必要がある。
⑪狭あい道路の整備、歩道のバリアフリー化を継続実施し、生活道路の安全対策を推進する必要
がある。
⑫道路の歩道整備や街路樹整備は、茅ヶ崎の道路は狭いからとあきらめていると公式の場で発言
されているが、これも政策目標を達成するために重要なものであるので、検討してほしい。指標
の示し方が、細切れであり、全体で道路が何キロあり、その中の整備された場所が何キロで何％
なのか、示してほしい。先日のみどりの対話集会で出た話によると、他市では、道路全体で街路
樹が何％整備されているか、調査されている。茅ヶ崎市ではそのデータがなく、緑化しようとい
う考えがないと言うほかない。
⑬近隣市に比べて都市計画道路の整備率が低いのは住宅地が多く土地の価格が高いことが挙げら
れる。
⑭南口のゴルフ場の有効利用を検討しなければならない。
⑮目標達成はおおむね順調である。
⑯具体的な目標達成（例えば都市計画道路の整備）について、図面表示がなされると政策目標の
達成状況が明らかになるものと思われる。
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＊１：ＣＡＤ…Computer Aided Design　コンピュータを用いた製図システム
＊２：ＧＩＳ…Geographic Information System　地理情報システム

(2)　戦略的な政策展開の状況

⑲今後の道路や橋りょうは整備から維持管理の時代に入っていくため、財源との整合性を図りな
がら中長期的な視点で道路の整備・維持管理計画を策定する必要がある。
⑳生活道路の整備に伴い、狭あい道路の多いエリアが縮小されていると評価できる。
㉑道路、橋りょうの整備により、渋滞の緩和効果が現れていると評価できる。
㉒公園の設置もすでに自費の設置はあきらめているが、1人当たりの公園面積が県下で最下位に
近い状況では、何か工夫が必要である。その施策が何もないのも戦略的とは言えない。
㉓公園、緑地が市民の憩い、交流の場として利用されていると評価できる。
㉔公共建築物の耐震化を進行させ、安心して住み続ける街を目指す必要がある。
㉕個別の政策項目については、適切な人員配置とマンパワーの活用により、戦略的に政策が展開
されている。

○　課題認識と解決への方策について

㉖バリアフリー等の施策は道路に限定されるものではないので、住みよいまちづくりという共通
認識のもと、他部局との協力・連携が重要である。
㉗安全、安心なまちづくりとして、更なる強化として防災が挙げられる。道路、橋りょう、公共
建築物や公園などは利用者の安全確保を図るとともに、施設等を計画的に補修、補強工事を進め
ていく必要がある。

⑰市内における道路状況の問題箇所が県の管轄と輻輳（ふくそう）している重要箇所がいくつか
あるが、特にまちの活性化に関わる所は県と密接な協議を重ね、また練り強く説得して、理解し
て貰うよう努力すべきである。
⑱現在進行中の取り組みとして、駅前の電柱の地中化、南北を結ぶ地下道の整備等を速やかに着
手し、「すっきりとした街並み」また市内アクセスが「スムーズな街」として、ハード面でも
「茅ヶ崎ブランド」を確立すべきである。
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２．評価結果への対応方針

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

①部局単独よりも他部局とも関連すると政策目
標が多いので、部局間の連携を図り、効果的か
つ効率的な政策の立案・実行が求められる。

　部内会議、政策領域会議、政策会議等の中
で部局間の調整を図り、横断的な課題に対し
ては共通認識を持ち、政策目標の実現に向け
て進めます。（建設部）

実施中 －

②順調とは言い難い。道路に関しては都市計画
道路の達成率を既に市の部分はほとんど進捗し
ないことが目標である。それにも拘らず、都市
計画道路自体の見直しは不十分であり、遠い昔
の計画のまま、本当に必要な道路であるのか、
もう一度の検討が必要ではないか。特に都市部
の低炭素まちづくり計画でクルマ社会からの脱
却をめざすならば、なおさらである。連携をし
てほしい。

　都市計画道路は、市内の道路網の骨格を形
成し、渋滞緩和、歩行者や自転車の安全性の
向上、公共交通の利便性の向上、災害に強い
都市形成、上下水道管やガス管などの都市イ
ンフラの形成など、様々な機能の面から、全
ての路線が必要と評価しました。
　都市計画道路は用地買収を行うことから供
用開始に至るまでに期間を要します。施策評
価期間において、市が整備を行う都市計画道
路は、２４年４月に東海岸寒川線（高田地
区）を供用した後は、用地買収を進めていく
期間としているため、新たに供用を予定して
いる区間はありませんが、引き続き用地買収
等を進め、事業を継続していく予定です。
　また、現在策定中の「低炭素まちづくり計
画」における取り組みの一つである、個々の
自家用車から公共交通へ転換においても、都
市計画道路のネットワーク形成は必要であり
整備に対する方向性は一致しています。（道
路建設課）

実施中 ＿

③安全で快適な生活環境を確保するため、狭あ
い道路などの整備や舗装修繕を積極的に行い生
活道路の整備を推進し、公園、緑地の整備に加
えて、既存の公園を対象として地域住民のニー
ズに対応した再整備を進める必要がある。

　安全で快適な生活環境を確保するため、狭
あい道路については、建築に伴う後退用地を
取得し、併せて周辺について積極的に自主後
退の協力要請を行います。また、幹線道路維
持保全計画を策定し、生活道路の整備・維持
管理を推進します。（道路管理課）

実施中 －

　公園整備や既存公園の改修にあたっては、
地域の要望を聞きながら、地元自治会等と調
整、検討を行い、整備、改修等を進めてま
す。（公園緑地課）

実施中 －

④中央公園の改修説明や浜見平の公園整備の話
を聞いたが、公園のあり方に対する茅ヶ崎市と
してのコンセプトがない。積極的な公園整備を
するためには、横須賀市のように斜面林等の寄
付をされた場合、人が入れない保全地域として
の公園を設置し、保全活動をする市民を育成す
るようなシステムが重要である。そのために
は、都市部の景観みどり課、環境部の環境政策
課との連携が重要であるが、限度もあり、戦略
的に考えるなら、機構改革を望む。

　公園については、利用者が安全に安心して
利用できることを第一に考えて整備を行いま
す。
　開設後30年が経過した中央公園は施設の老
朽化などから公園全般の再整備を行う計画を
策定し、整備を実施していきます。現状の景
観等は極力維持する中で、施設改修や樹木の
見直しを行うとともに、災害対応施設の充実
やバリアフリー化も図っていきます。
　浜見平地区に整備するしろやま公園につい
ては、市南西部の防災拠点を担う施設とし
て、防災機能を充実させていきます。
　また、赤羽根斜面林や清水谷などの保全に
ついては、関係課との連携を密接にして、現
在の環境を維持していきます。（公園緑地
課）

実施中 ＿

⑤茅ヶ崎市の都市空間特性からみて、狭あい道
路の多いエリアの解消は、安全・安心、少子・
高齢化に対応するためには極めて重要な政策で
あると思われる。しかしながら、現在のところ
その取り組みは不十分であると言わざるを得な
い。長期間を要する課題であるから、さらに積
極的に政策展開していくことが望まれる。同様
に、JR東海道線で分断された都市空間に対す
る効果的な対策の推進が望まれる。

　狭あい道路については、建築に伴う後退用
地を取得し、併せて周辺について積極的に自
主後退の協力要請を行います。また、広く協
力を得られるよう、新たな手法を検討しま
す。（道路管理課）

実施中 －

　JR東海道線により分断された市域を結ぶ道
路として、現在事業中の都市計画道路東海岸
寒川線が挙げられますが、交通量の多い幸町
交差点の改良を行うため、平成２６年度は用
地測量業務、平成２７年度からは用地買収を
進めます。（道路建設課）

実施中 －
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⑥今後、インフラの耐震性能の強化、長寿命化
が必要となる。現在のところ、問題は少ないと
のことではあったが、これに対する適切な評価
指標を示すことが望まれる。

　２５年度に策定した橋りょう等長寿命化修
繕計画に基づき、橋りょうについて、定期的
な点検及び健全度の診断を行い、損傷が顕在
化する前に対策を講じる予防的な修繕の実施
により、安全性・利便性を維持しながら、橋
りょうの寿命を従来の５０年から１００年に
延命することを目指します。（道路管理課）

実施中 ＿

　市道の施設のうち、橋りょう及び地下道に
ついては、平成２５年８月策定の茅ヶ崎市橋
りょう等長寿命化修繕計画で指標を示してい
ます。道路及び道路付属物については、平成
２６年度末の策定を目指し現在検討を進めて
いる、幹線道路維持保全計画の中で評価指標
を検討します。（道路建設課）

実施中 －

⑦電子データ化は建設行政の適切な推進にとっ
て必要不可欠である。情報の地図化（CAD、
GIS）を含め、積極的な推進が望まれる。

　道路情報管理システムは、2011年10月よ
り本格稼働をし、2013年3月に認定路線網
図管理を運用開始し、2014年3月にはGIS対
応の世界測地系2011に変換しました。ま
た、従前は紙ベースであった境界確定図を電
子データ化して、窓口業務の効率化・軽減化
を図りました。今後、平成27年度より再開す
る地籍調査事業にも、電子化によるデータ活
用を図り、道路情報システムにおいて一元管
理化を進めます。(建設総務課)

第３次
実施計画

－

⑧都市計画道路の整備については周辺自治体よ
りも遅れているということもあり、各年度の目
標値を達成することを第一義とするような考え
方ではなく、可能な限り早期に整備を進めるこ
とを検討すべきである。目標値を設定すること
で、かえって整備の進捗が遅れるようなことが
あってはならない。

　平成３２年度までの間の、市が事業を実施
する都市計画道路の整備については整備率に
表れるものがありませんが、測量業務や用地
買収などを継続的に行い、事業進捗に努めま
す。（道路建設課）

実施中 －

⑨行政財産である道水路敷の有効利用のため、
道水路敷の付け替え、交換、払い下げ業務を行
う必要がある。

　道水路敷台帳管理システムを活用し、関連
各課と調整を図り、不用と判断できる水路敷
を抽出、市自らが関係地権者に出向き払下げ
等の折衝を行っています。また、積極的に払
下げに取り組むために一路線単位から部分単
位での対応を可能としました。（建設総務
課）

実施中 －

⑩都市計画道路や幹線市道の整備を継続実施
し、交通の円滑化を実施し、安全な道づくりを
推進する必要がある。

　今後も継続的に、交通を円滑に処理する道
路網の整備を図るため、都市計画道路や幹線
市道の整備を進めます。（道路建設課） 実施中 －

⑪狭あい道路の整備、歩道のバリアフリー化を
継続実施し、生活道路の安全対策を推進する必
要がある。

　狭あい道路については、建築に伴う後退用
地を取得し、併せて周辺について積極的に自
主後退の協力要請を行います。また、道路空
間の利便性および安全性が位置づけられ、高
齢者・身体障がい者等の移動に際しての負担
を軽減するため、歩道の段差解消や安全で快
適な歩行空間の整備を行い道路空間のバリア
フリー化を図るため、都市政策課で行ってい
るバリアフリー基本構想と整合させ、また、
幹線道路維持保全計画を策定し、舗装修繕事
業等を実施していきます。（道路管理課）

実施中 －

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等
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⑫道路の歩道整備や街路樹整備は、茅ヶ崎の道
路は狭いからとあきらめていると公式の場で発
言されているが、これも政策目標を達成するた
めに重要なものであるので、検討してほしい。
指標の示し方が、細切れであり、全体で道路が
何キロあり、その中の整備された場所が何キロ
で何％なのか、示してほしい。先日のみどりの
対話集会で出た話によると、他市では、道路全
体で街路樹が何％整備されているか、調査され
ている。茅ヶ崎市ではそのデータがなく、緑化
しようという考えがないと言うほかない。

　歩道の幅員は茅ヶ崎市道路構造条例等の法
令により規定されています。市道の多くは、
既存の幅員では新たに歩道を整備する幅員の
余裕が無いため、歩道整備事業は用地買収を
しながら進めています。都市計画道路を除く
歩道整備や幹線市道の整備では、事業に着手
するまでの間は、沿線宅地の建築行為に制限
をかけておらず、沿線の方々の同意を得なが
ら道路の整備計画を定めています。このた
め、道路幅員を広げることは、事業の実施に
大きな影響があるものと考えています。
　また、歩道整備事業の総事業量について
は、新設道路の開通や民間等の土地利用によ
る交通量の変化に応じて、新たな路線を対象
に加えることにより、将来的な総事業量を把
握することができないため、総事業量を指標
とすることは、適当ではないと考えていま
す。このため、計画期間中における各路線の
整備延長を指標としています。
　都市計画道路や幹線市道の整備の優先順位
を定めた「茅ヶ崎市道路整備プログラム」で
は、道路緑化が行われる区間を効果がある指
標の一つとして評価しています。道路や歩道
の整備にあたり、幅員に余裕のある買収を
行った場合は、植樹を行うなど道路の緑化に
努めています。（道路建設課）

実施中 ＿

⑬近隣市に比べて都市計画道路の整備率が低い
のは住宅地が多く土地の価格が高いことが挙げ
られる。

　本市では、既存道路の幅員が狭い上、空地
も少なく家屋が密集している地域が多いこと
から、道路計画線に家屋が抵触するケースが
多く、家屋の移転補償費に多額の費用を要し
ております。事業実施にあたっては、効率
的・効果的な進捗に努めます。（道路建設
課）

実施中 －

反映先等 反映箇所等

⑭南口のゴルフ場の有効利用を検討しなければ
ならない。

　部内会議、政策領域会議、政策会議等の中
で部内間、部局間の調整を図り共通認識を持
ち、ゴルフ場の有効利用に向けて検討しま
す。（建設部）

参考と
します

＿

⑯具体的な目標達成（例えば都市計画道路の整
備）について、図面表示がなされると政策目標
の達成状況が明らかになるものと思われる。

　ご指摘のとおり、指標の内容によっては図
面表示により達成状況をお示しすることで、
より分かりやすいものになると考えます。
今後実施する行政評価においては、ご指摘の
点を踏まえ、実施方法の改善を行っていきま
す。（企画経営課）

参考と
します

＿

⑰市内における道路状況の問題箇所が県の管轄
と輻輳（ふくそう）している重要箇所がいくつ
かあるが、特にまちの活性化に関わる所は県と
密接な協議を重ね、また練り強く説得して、理
解して貰うよう努力すべきである。

　今後とも引き続き国や県と連携し、利用者
の方々の利便性を向上させるよう、一体的な
道路空間としての整備、管理に努めます。
（道路建設課）

実施中 －

委員からのコメント 対応方針

⑱現在進行中の取り組みとして、駅前の電柱の
地中化、南北を結ぶ地下道の整備等を速やかに
着手し、「すっきりとした街並み」また市内ア
クセスが「スムーズな街」として、ハード面で
も「茅ヶ崎ブランド」を確立すべきである。

　電柱の地中化に関しては、現在策定中の電
線類地中化計画で整備路線や優先順位などを
定めます。
　道路の整備に関しては、今後10年間の道路
整備の計画を示した茅ヶ崎市道路整備プログ
ラムに基づいて進めます。本プログラムは、
２７年度に社会情勢や道路整備を取り巻く環
境との整合性の検証等の中間評価を行い、３
２年度には目標の達成状況等の評価と、事業
の優先順位を評価する方法や指標を検証した
うえで改定する予定です。（道路建設課）

実施中 －
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委員からのコメント

－

対応方針 反映先等 反映箇所等

㉗安全、安心なまちづくりとして、更なる強化
として防災が挙げられる。道路、橋りょう、公
共建築物や公園などは利用者の安全確保を図る
とともに、施設等を計画的に補修、補強工事を
進めていく必要がある。

　２６年度より２５年度に策定した橋りょう
等長寿命化修繕計画に基づき、計画的に補
修・補強工事を推進していきます。
　狭あい道路については、建築に伴う後退用
地を取得し、併せて周辺について積極的に自
主後退の協力要請を行っていきます。また、
拡幅整備により、交通・災害等の都市機能の
向上を図り、安全・安心なまちづくりを推進
していきます。（道路管理課）

実施中 －

　公共建築物の耐震化計画については、耐震
改修促進計画や公共施設整備・再編計画に基
づき計画的に整備します。
　また、既存市営住宅については、予防保全
の観点から中長期的な維持管理を定めた
「茅ヶ崎市営住宅等長寿命化計画」に基づい
て、耐久性の向上や躯体の経年劣化の軽減を
図るための改善等、長寿命化に資する機能向
上を計画的に実施します。（建築課）

実施中

㉖バリアフリー等の施策は道路に限定されるも
のではないので、住みよいまちづくりという共
通認識のもと、他部局との協力・連携が重要で
ある。

　都市部都市政策課所管の茅ヶ崎市バリアフ
リー基本構想推進事業に対し、建設部として
の協力体制を確立しています。（道路管理
課、道路建設課、公園緑地課、建築課）

実施中 －

－

実施中 －

㉔公共建築物の耐震化を進行させ、安心して住
み続ける街を目指す必要がある。

　公共建築物の耐震化計画については、耐震
改修促進計画や公共施設整備・再編計画に基
づき計画的に整備します。（建築課）

実施中 －

㉒公園の設置もすでに自費の設置はあきらめて
いるが、1人当たりの公園面積が県下で最下位
に近い状況では、何か工夫が必要である。その
施策が何もないのも戦略的とは言えない。

　公園については、公園の空白地域を重点に
借地公園の増設を図っていく方針としてお
り、地元自治会等と調整をした上で候補地を
絞り、地権者へ用地提供の働きかけを引き続
き積極的に行っていきます。（公園緑地課）

⑲今後の道路や橋りょうは整備から維持管理の
時代に入っていくため、財源との整合性を図り
ながら中長期的な視点で道路の整備・維持管理
計画を策定する必要がある。

　２５年度に策定した橋りょう等長寿命化修
繕計画に基づき、橋りょうについて、定期的
な点検及び健全度の診断を行い、損傷が顕在
化する前に対策を講じる予防的な修繕の実施
により、安全性・利便性を維持しながら、橋
りょうの寿命を従来の５０年から１００年に
延命することを目指します。（道路管理課）

実施中 －

　道路整備に関しては、平成２３年３月に
茅ヶ崎市道路整備プログラムを策定し、橋
りょう及び地下道の長寿命化に関しては、平
成２５年８月に茅ヶ崎市橋りょう等長寿命化
修繕計画を策定しました。道路や道路付属物
の維持管理に関しては、現在、幹線道路維持
保全計画の検討を進めており、平成２６年度
末の策定を目指しています。これらの３つの
計画をもとに、財源との整合性を図り、道路
の整備・維持管理を進めます。（道路建設
課）

実施中
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下水道河川部

１．総合計画審議会・行政改革推進委員会評価結果

政策評価の外部評価結果への対応方針

主管部局名 下水道河川部

政策目標 12　快適な水環境が守られるまち

所管の施策目標
（施策目標主管課名）

46　下水道経営を健全に安定して行う（下水道河川総務課）

47　公共下水道（雨水・汚水）・河川を整備する（下水道河川建設課）

48　下水道・河川施設の信頼性を確保する（下水道河川管理課）

0

0

0

総合計画審議会
行政改革推進委員会
委員コメント

○　政策目標の達成に向けた総合コメント

①可能な範囲で民間委託を進めることでコスト削減を図り、ひいては下水道料金の低廉化につな
げるべきである。
②公共下水道は生活環境の改善をするとともに、河川や海などの公共用水域の水質を保全し、健
全な水環境を守ること、快適環境都市づくりに向けて、公共下水道施設の整備を推進する必要が
ある。
③とくに下水道施設の長寿命化は今後の重要な政策課題であるので、これに対応した適切な指標
設定が望まれる。
④雨水に関し、未達成区域において既に他の施設整備（道路排水等）により雨水問題の発生が起
こらない箇所が含まれているとの説明があった。当面、資料にはその旨の注釈を付すとともに、
できるだけそれら区域を除いた指標作成を行うことが望ましい。
⑤下水道の採算性は現時点では問題ないとの説明であったが、今後の人口減少、水節約の進展に
かんがみて、採算性予測の実施が望まれる。
⑥市が実施する河川改修において水辺空間を創出することは困難とのことであったが、可能なか
ぎり生物多様性に配慮した改修を行うことが望まれる。
⑦雨水整備率や河川整備率を見ても順調であると言えるとは思えない。
⑧みどり審議会で、「千ノ川整備計画では、多自然型護岸での整備のはずが、コンクリート護岸
に決定したので、評価ができない。」と公表されました。時代錯誤であり、目標が低い設定で整
備だけが書かれていれば、推進された事になる。しかし、政策目標の快適な水環境が守られるま
ちとは言い難く、これで達成できると考えるのはおかしいのではないかと考える。

○　これまでの取り組みと成果について

(1)　政策目標の達成状況及び効果の状況

⑨早期に公営企業会計に移行し、財務状況の透明化が図られていることは評価できる。今後も経
営という視点を忘れずに下水道の運営を進めてほしい。
⑩公共下水道施設は、生活環境の改善と河川、海など公共水域の水質を保全し水環境を守る役割
を担う重要な都市基盤と認識し、快適な環境都市づくりに向かって計画的な整備を進める必要が
ある。
⑪イオン茅ヶ崎中央店の前の道路が低いため、大雨による冠水がひどく、雨水対策の推進の検討
が必要である。
⑫整備、維持管理に関し、雨水、汚水ともに順調に進捗している。
⑬特別会計予算の採算性について、現時点では問題ない。
⑭現状の下水道設備が今後老朽化を迎えるにあたって、コスト面で維持管理費が予想以上に掛か
らねばと、気になるところである。従って今後の収益状況を見極め、管理及び新設の計画をよく
計算する必要がある。ただ平成２４年度に地方公営企業会計を導入したことは大いに評価に値す
るもので、収益の絡む行政事業にはこのようなコスト管理が不可欠である。その意味からも他部
署にもその意識を啓蒙する必要がある。

(2)　戦略的な政策展開の状況

⑮川辺の自然と人がふれあえる水辺空間が整備され多くの市民に親しまれる河川とする必要があ
る。
⑯下水道の整備と水洗化普及率の向上に伴い、川の水質が保たれるようにする必要がある。
⑰ポンプ施設の民間委託など、効率的な運営がなされている。
⑱人員体制について、特段の問題はない。
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下水道河川部

総合計画審議会
行政改革推進委員会
委員コメント

○　課題認識と解決への方策について

⑲老朽化した下水道の維持管理は他の自治体でも問題となっており、今後も計画的に更新を実施
する必要がある。
⑳下水道整備が概成する中、今後は整備から維持管理へと政策目標が移っていくので、整備率以
外の指標も必要ではないだろうか（例えば下水道施設の質的要因、地方公営企業会計の収支や下
水道料金などの指標等々）。
㉑雨水対策については、浸水の少ない安心、安全なまちづくりから、面整備の推進に伴い、雨水
排除能力の拡大に加えて、貯留、浸透などの流出抑制対策をし、総合的な水環境のあり方を思考
していく必要がある。
㉒まちづくり全体を考えて下水道整備が行われていないから、中心的な場所で雨水の浸水が起
こっているのが現状である。③課題認識とその解決に向けた取り組みの視点に総合的な水循環の
あり方を広く考えていくとしているが、水循環水環境の計画もあり、推進されているとは言えな
い状況であり、計画の認識と実施が望まれる。
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下水道河川部

２．評価結果への対応方針

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

①可能な範囲で民間委託を進めることでコスト
削減を図り、ひいては下水道料金の低廉化につ
なげるべきである。

　工事に係る設計積算業務や市内各所のポン
プ場などの維持管理等については、外部委託
を進めていますが、今後も業務内容を精査
し、外部委託が可能な事業については、実施
していきたいと考えています。（下水道河川
総務課）

参考と
します

－

③とくに下水道施設の長寿命化は今後の重要な
政策課題であるので、これに対応した適切な指
標設定が望まれる。

　長寿命化における指標設定を行うには、ス
トックマネジメントに基づく全体最適化（蓄
積した維持管理情報を活用）を踏まえた改築
時期や点検・調査項目、頻度の設定を先行す
る必要があるため、下水道施設の維持管理計
画を策定後に指標設定を行います。（下水道
河川管理課）

第３次
実施計画

施策目標の
指標の追加

⑤下水道の採算性は現時点では問題ないとの説
明であったが、今後の人口減少、水節約の進展
にかんがみて、採算性予測の実施が望まれる。

　下水道使用料等の個々の推計を再度見直
し、将来展望を行います。（下水道河川総務
課）

参考と
します

－

⑦雨水整備率や河川整備率を見ても順調である
と言えるとは思えない。

　引き続き下水道整備計画に基づき重点的に
雨水幹線を整備していきますが、今後は低い
整備率にとどまっている雨水面整備及び河川
整備をより効率的・効果的に推進し、整備率
の向上に努めます。（下水道河川建設課）

参考と
します

－

⑧みどり審議会で、「千ノ川整備計画では、多
自然型護岸での整備のはずが、コンクリート護
岸に決定したので、評価ができない。」と公表
されました。時代錯誤であり、目標が低い設定
で整備だけが書かれていれば、推進された事に
なる。しかし、政策目標の快適な水環境が守ら
れるまちとは言い難く、これで達成できると考
えるのはおかしいのではないかと考える。

　千ノ川流域においては浸水が発生している
ことから治水機能の向上を図っています。そ
の中で、管理用通路の植栽などの水辺空間の
整備についても、引き続き検討していきま
す。他の河川などにおいても、多自然型護岸
等の整備に努めます。（下水道河川建設課）

実施中 －

⑨早期に公営企業会計に移行し、財務状況の透
明化が図られていることは評価できる。今後も
経営という視点を忘れずに下水道の運営を進め
てほしい。

　引き続き、経営の健全化・安定化を図りま
す。（下水道河川総務課）

実施中 －

⑪イオン茅ヶ崎中央店の前の道路が低いため、
大雨による冠水がひどく、雨水対策の推進の検
討が必要である。

　当該区域については、新千ノ川橋南側にポ
ンプなどの排水施設を整備し、浸水の軽減を
図ります。（下水道河川建設課）

参考と
します

－

⑬特別会計予算の採算性について、現時点では
問題ない。

　企業会計予算については、総合計画第2次
実施計画を基本とし、一般会計からの負担金
に対する予算要求・査定等を踏まえ、採算・
健全性を考慮し編成しています。引き続き効
率的な事業運営に努めます。（下水道河川総
務課）

実施中 －

⑭現状の下水道設備が今後老朽化を迎えるにあ
たって、コスト面で維持管理費が予想以上に掛
からねばと、気になるところである。従って今
後の収益状況を見極め、管理及び新設の計画を
よく計算する必要がある。ただ平成２４年度に
地方公営企業会計を導入したことは大いに評価
に値するもので、収益の絡む行政事業にはこの
ようなコスト管理が不可欠である。その意味か
らも他部署にもその意識を啓蒙する必要があ
る。

　今後、下水道施設の維持管理費が増加する
一方で、財源となる下水道使用料の収入増加
は見込めません。固定費等の削減に努めると
ともに、計画的かつ効率的な経営を推進しま
す。
　施設の維持管理計画策定等を通じ、コスト
意識を持つことの重要性を啓蒙していきま
す。（下水道河川総務課）

参考と
します

－
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下水道河川部

⑮川辺の自然と人がふれあえる水辺空間が整備
され多くの市民に親しまれる河川とする必要が
ある。

　千ノ川整備については、茅ヶ崎市千ノ川整
備実施計画に基づき整備を実施しています。
その中で、管理用通路の植栽などの水辺空間
の整備についても、引き続き検討していきま
す。（下水道河川建設課）

実施中 －

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

㉒まちづくり全体を考えて下水道整備が行われ
ていないから、中心的な場所で雨水の浸水が起
こっているのが現状である。③課題認識とその
解決に向けた取り組みの視点に総合的な水循環
のあり方を広く考えていくとしているが、水循
環水環境の計画もあり、推進されているとは言
えない状況であり、計画の認識と実施が望まれ
る。

　雨水対策については、貯留・浸透などの流
出抑制対策として遊水機能土地保全事業や雨
水貯留タンク設置奨励事業などを実施してい
ます。また、一定規模の開発行為では貯留施
設や浸透施設を義務付けています。水循環の
あり方としては、雨水貯留タンク設置奨励事
業などを通じて雨水利用の普及啓発を行って
います。（下水道河川建設課）

実施中 －

⑯下水道の整備と水洗化普及率の向上に伴い、
川の水質が保たれるようにする必要がある。

　水洗化普及に向けた指導や啓発活動を行
い、公共下水道への接続を推進し、引き続き
公共用水域の保全や生活環境の改善に努めま
す。（下水道河川総務課）

実施中 －

⑳下水道整備が概成する中、今後は整備から維
持管理へと政策目標が移っていくので、整備率
以外の指標も必要ではないだろうか（例えば下
水道施設の質的要因、地方公営企業会計の収支
や下水道料金などの指標等々）。

　下水道事業を安定して運営していくうえ
で、平成27年度策定予定の下水道維持管理計
画を踏まえ、整備率以外の指標の必要性につ
いて検討します。（下水道河川総務課）

㉑雨水対策については、浸水の少ない安心、安
全なまちづくりから、面整備の推進に伴い、雨
水排除能力の拡大に加えて、貯留、浸透などの
流出抑制対策をし、総合的な水環境のあり方を
思考していく必要がある。

　雨水対策については、貯留・浸透などの流
出抑制対策として遊水機能土地保全事業や雨
水貯留タンク設置奨励事業などを実施してい
ます。また、一定規模の開発行為では貯留施
設や浸透施設を義務付けています。水循環の
あり方としては、雨水貯留タンク設置奨励事
業などを通じて雨水利用の普及啓発を行って
います。（下水道河川建設課）

実施中 －

参考と
します

－
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経済部

１．総合計画審議会・行政改革推進委員会評価結果

0

0

総合計画審議会
行政改革推進委員会
委員コメント

○　政策目標の達成に向けた総合コメント

①部局単独よりも他部局とも関連する政策目標が多いので、部局間の連携を図り、効果的かつ効
率的な政策の立案・実行が求められる。
②地域の魅力を生かした商店街の育成を支援するとともに、個性ある個店の魅力づくりを関係機
関と連携して支援する必要がある。
③海や里山の自然に恵まれた地域の特性を生かした観光資源の開発や、既存の資源の有効活用を
促進し、観光イベントを充実させる必要がある。
④為替レート次第では観光客の大幅増加が予想される。これに対応した観光客誘致策が望まれ
る。加山雄三、サザンオールスターズを生んだ茅ヶ崎市は、音楽等のイベント演出にもっと積極
的に取り組むべきではないか。数時間の滞在あるいは夜間の滞在は、いろいろな付加価値を生む
ものと思われる。鎌倉を歴史・文化観光の拠点とするならば、茅ヶ崎は海岸とあわせイベント観
光を考えるべき。
⑤まず商業都市としての機能の充実を図る構想が必要である。例えば街づくりのモデル地区とし
て、同時に街づくり意識の活性化策として北口駅前から国道にかけての再生街づくりのための再
構築マスタープランを作成すべきである。そしてこれ以上の既存商店街を破壊するような大型店
の進出を阻止するための市条例の設置などを行うべきである。さらに今後市の将来を占うであろ
う茅ヶ崎ゴルフクラブ跡地の活用も国道１３４号の道の駅の計画とともに早急の案件として検討
してもらいたい。そしてなによりも地域活性化策をリードする市の職員スタッフには一定期間の
民間企業への出向制を採用し民間の手法を体験してもらい、効率かつ機能性を高める経済運営を
行ってもらいたい。

○　これまでの取り組みと成果について

(1)　政策目標の達成状況及び効果の状況

⑥地場産品のブランド化、企業誘致、観光政策等の面で、政策の一定の効果が現れていると判断
される。
⑦地元の農水産物をブランド化し、観光振興に効果的に結びつけていることは評価できる。
⑧地域の事業者、地元大学、関係団体間の多分野にわたる異業種間の連携をはかり、新たな観光
ニーズを把握するとともに、それぞれの活動や地域の観光資源を融合した観光事業を実施し、観
光客の誘客をはかることが地域経済の活性化を推進すると思われる。
⑨広範囲にわたる施策展開がなされている。
⑩経済政策は機動的展開を要するものと考える。このような特性を考慮すると、政策評価に用い

られている評価指標（市内事業所数と従事者数、耕地面積など）のようにスタティック＊1な指
標は有効とは思われない。
⑪ダイナミックな政策展開が必要な部局もあるのであるから、一律にスタティックな指標を用い
るのはいかがなものか。
⑫さがみ縦貫道路の開設にともない圏央地区からの人の流入が期待できる。しかし一方物流の向
上により圏央の大手流通企業の進出が懸念される。できれば市内商業者の保護・育成のためにも
大手の参入規制の方策を検討すべきである。

(2)　戦略的な政策展開の状況

⑬企業誘致、観光振興等の政策にさがみ縦貫道路の開通を生かしてほしい。
⑭地場産品のブランド化を確立し、地産地消を推進し、流通の明確化を検討しなければならな
い。
⑮茅ヶ崎ブランドのワカメ、ひじき、肉牛等、えぼし岩一周遊らん船の誘客、ゆるキャラの普及
を今後とも継続していく必要がある。
⑯非常勤嘱託職員による部内業務の横断的な対応は興味深い。今後、その成果を明らかにしてほ
しい。

所管の施策目標
（施策目標主管課名）

49　多くの人々を誘う魅力あるまちづくりを支援する（産業振興課）

50　農業・水産業の振興と農地・海浜の保全活用を進める（農業水産課）

51　充実感を持って働けるための就労を支援する（雇用労働課）

52　地域特性に配慮した都市拠点を整備する（拠点整備課）

政策評価の外部評価結果への対応方針

主管部局名 経済部

政策目標 13　地域の魅力と活力のある産業のまち
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経済部

総合計画審議会
行政改革推進委員会
委員コメント

○　課題認識と解決への方策について

⑰観光消費額の指標は重要な指標であるが、全体の消費額だけでは１人当たりの観光消費額が見
えなくなってしまう。個々の観光客に市内でお金を使ってもらうことも観光振興として重要な施
策と考えられるので、１人当たりの観光消費額の引き上げとその指標化も必要ではないだろう
か。

⑱インバウンド＊2の誘致にも積極的に取り組むべきである。
⑲商業、農業、漁業においては、担い手の高齢化や後継者不足の課題がある。
⑳産業の魅力を向上させるためには、商店会に対する支援だけでなく、個店に対する支援を充実
させる必要がある。

＊1：スタティック・・・静的な。ダイナミックと対義。
＊2：インバウンド・・・海外から日本へ訪れる観光客
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経済部

２．評価結果への対応方針

実施中 －

③海や里山の自然に恵まれた地域の特性を生か
した観光資源の開発や、既存の資源の有効活用
を促進し、観光イベントを充実させる必要があ
る。

　本市には、地域特有のすばらしい観光資源
が有形のものだけでなく、無形のものも含め
豊富にあり、これまでも、さまざまな団体の
皆さまや市民の皆さまなどにより、観光資源
を活用した取り組みを行っていただいていま
す。引き続き、関係団体や実施主体となる実
行委員会等と連携し、観光イベントの充実を
図っていきます。（産業振興課） 実施中 －

④為替レート次第では観光客の大幅増加が予想
される。これに対応した観光客誘致策が望まれ
る。加山雄三、サザンオールスターズを生んだ
茅ヶ崎市は、音楽等のイベント演出にもっと積
極的に取り組むべきではないか。数時間の滞在
あるいは夜間の滞在は、いろいろな付加価値を
生むものと思われる。鎌倉を歴史・文化観光の
拠点とするならば、茅ヶ崎は海岸とあわせイベ
ント観光を考えるべき。

⑤まず商業都市としての機能の充実を図る構想
が必要である。例えば街づくりのモデル地区と
して、同時に街づくり意識の活性化策として北
口駅前から国道にかけての再生街づくりのため
の再構築マスタープランを作成すべきである。
そしてこれ以上の既存商店街を破壊するような
大型店の進出を阻止するための市条例の設置な
どを行うべきである。さらに今後市の将来を占
うであろう茅ヶ崎ゴルフクラブ跡地の活用も国
道１３４号の道の駅の計画とともに早急の案件
として検討してもらいたい。そしてなによりも
地域活性化策をリードする市の職員スタッフに
は一定期間の民間企業への出向制を採用し民間
の手法を体験してもらい、効率かつ機能性を高
める経済運営を行ってもらいたい。

　茅ヶ崎ゴルフクラブや道の駅、再生街づく
りのための再構築マスタープランについて
は、所管の部局と連携し、必要に応じて検討
を進めます。
　大型店の進出については、市がまちづくり
を進める中で、積極的に大型店を誘致するも
のではありません。また既存商店街や商店に
対しては、引き続き時代の変化に応じた支援
を行い、活性化を図ります。
　民間企業への派遣研修については、すでに
実施している研修の機会を捉え、経済部内の
職員が積極的に参加するよう努めるととも
に、より実効性の高い民間企業への研修につ
いて、研修担当部局と調整します。（産業振
興課）

参考と
します

ー

⑫さがみ縦貫道路の開設にともない圏央地区か
らの人の流入が期待できる。しかし一方物流の
向上により圏央の大手流通企業の進出が懸念さ
れる。できれば市内商業者の保護・育成のため
にも大手の参入規制の方策を検討すべきであ
る。

⑧地域の事業者、地元大学、関係団体間の多分
野にわたる異業種間の連携をはかり、新たな観
光ニーズを把握するとともに、それぞれの活動
や地域の観光資源を融合した観光事業を実施
し、観光客の誘客をはかることが地域経済の活
性化を推進すると思われる。

　従来のイベント中心の誘客型観光を活用し
つつ、地元大学や関係団体、市内事業者等、
多分野異業種間との連携を図り、一年を通じ
観光客が茅ヶ崎市を訪れるような持続可能な
観光客集客型事業を企画・立案・実施するこ
とを目的として立ち上げた「地元から発信す
る旅づくり実行委員会」を中心に、地域の観
光資源等を融合した観光事業に取り組んでい
ます。（産業振興課）

①部局単独よりも他部局とも関連する政策目標
が多いので、部局間の連携を図り、効果的かつ
効率的な政策の立案・実行が求められる。

　地域経済の活性化は、全庁的に取り組むべ
き課題であることから、基本構想の基本理念
４「人々が行きかい 自然と共生する便利で快
適な まちづくり」に属する都市部や建設部、
下水道河川部をはじめ、その他各部局間との
連携は重要であると考えています。今後も効
果的かつ効率的な施策の実施に向けて、引き
続き各部局との一層の連携を図ります。（産
業振興課、農業水産課、雇用労働課、拠点整
備課）

実施中 －

②地域の魅力を生かした商店街の育成を支援す
るとともに、個性ある個店の魅力づくりを関係
機関と連携して支援する必要がある。

　従前から商工会議所や商店会連合会等の関
係機関と連携し、商店会に対する支援を行う
とともに、各種補助金や関係団体を通じて個
店に対する支援を実施しています。今後も引
き続き、商店会に対する支援を行いながら、
魅力ある個店づくりに向けた支援を充実させ
ます。（産業振興課）

実施中 －
⑳産業の魅力を向上させるためには、商店会に
対する支援だけでなく、個店に対する支援を充
実させる必要がある。

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等
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経済部

⑱インバウンド＊2の誘致にも積極的に取り組む
べきである。

⑰観光消費額の指標は重要な指標であるが、全
体の消費額だけでは１人当たりの観光消費額が
見えなくなってしまう。個々の観光客に市内で
お金を使ってもらうことも観光振興として重要
な施策と考えられるので、１人当たりの観光消
費額の引き上げとその指標化も必要ではないだ
ろうか。

　観光客消費額については、年間の観光客数
に１人当たりの平均消費額を乗じた額です。
内容としては、宿泊費、飲食費、その他（土
産・サービス等）であり、各項目について事
業者、関係団体等と連携し、増加を目指して
いきます。１人当たりの観光客消費額の指標
化については、第３次実施計画において検討
していきます。（産業振興課）

第３次
実施計画

－

⑪ダイナミックな政策展開が必要な部局もある
のであるから、一律にスタティックな指標を用
いるのはいかがなものか。

④為替レート次第では観光客の大幅増加が予想
される。これに対応した観光客誘致策が望まれ
る。加山雄三、サザンオールスターズを生んだ
茅ヶ崎市は、音楽等のイベント演出にもっと積
極的に取り組むべきではないか。数時間の滞在
あるいは夜間の滞在は、いろいろな付加価値を
生むものと思われる。鎌倉を歴史・文化観光の
拠点とするならば、茅ヶ崎は海岸とあわせイベ
ント観光を考えるべき。

　さがみ縦貫道路の全線開通等、本市を取り
巻く様々な社会経済状況の変化を観光振興の
チャンスと捉え、観光振興を推進していくた
めの基本的な方向性と具体的な戦略を定める
（仮称）茅ヶ崎市観光振興ビジョンを本年１
２月に策定する予定です。今後は、本ビジョ
ンに基づき、地域経済の活性化を推進しま
す。（産業振興課）
　また、さがみ縦貫道路の全線開通によるメ
リットを活かして、萩園（上ノ前）地区をは
じめ市内への企業誘致に努めます。（産業振
興課・拠点整備課）

２７年度
以降の
取り組み

－

⑬企業誘致、観光振興等の政策にさがみ縦貫道
路の開通を生かしてほしい。

⑮茅ヶ崎ブランドのワカメ、ひじき、肉牛等、
えぼし岩一周遊らん船の誘客、ゆるキャラの普
及を今後とも継続していく必要がある。

　平成２４年度に開始した本市の広報キャラ
クターの着ぐるみを活用した観光ＰＲ活動
は、平成２５年度のゆるキャラグランプリで
は１５８０体中８０位となるなど市観光協会
により活発に展開されているため、今後もエ
ンターテイメント性のある印象に残る活動を
継続していきます。（産業振興課）

実施中 －

　漁業振興のためのえぼしわかめ等の販売促
進のための取組を積極的に進めるとともに、
市内で唯一の肉牛の直売所等、ＰＲを行うと
ともに、買い物ツアー等の事業を実施する際
にも積極的に活用及びＰＲします。（農業水
産課）

⑭地場産品のブランド化を確立し、地産地消を
推進し、流通の明確化を検討しなければならな
い。

　現在、ちがさき牛をはじめとしたブランド
化のＰＲ支援を行っているが、引き続き支援
を行っていくとともに、２市１町（藤沢市、
寒川町、茅ヶ崎市）にて、広域連携の中で地
場産農産物のブランド化について検討を行っ
ているところであり、引き続き検討します。
地産地消推進事業についても引き続き推進し
ていくとともに、流通の明確化については、
平成２３年度よりちがさき茅産茅消普及協議
会において、関係団体との協議を重ねてお
り、今後も産業連携の観点も含めて活動を推
進していきます。（農業水産課）

実施中 －

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

⑩経済政策は機動的展開を要するものと考え
る。このような特性を考慮すると、政策評価に
用いられている評価指標（市内事業所数と従事

者数、耕地面積など）のようにスタティック＊1

な指標は有効とは思われない。

　基本構想においては、長期にわたって客観
的かつ総合的に評価できる指標とするため、
市内事業所数と従事者数を指標として採用し
ており、これらの指標については、市が実施
する機動的な政策展開が結果となって表れて
くるものと考えています。（産業振興課）
　評価の指標として数値化を図る際に、農地
保全の視点から、施策を展開した結果、耕地
面積の減少を防いだ結果がわかる指標として
います。（農業水産課）

参考と
します

－
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経済部

⑲商業、農業、漁業においては、担い手の高齢
化や後継者不足の課題がある。

　商業においては、茅ヶ崎に魅力を感じ、新
たに出店する事業者もいますが、担い手の高
齢化や後継者不足の課題を抱えている事業者
もいます。このため、関係機関と連携を図り
ながら、個店に対する施策を総合的に取り組
む中で、これらの課題の解消を目指します。
（産業振興課）
　担い手の高齢化、後継者不足の問題につい
ては、大きな課題であり、高齢化に対しては
労働力の解消につながる援農ボランティア制
度の運用や、新規就農を目指す人の研修先と
しての斡旋などを行っています。また、後継
者不足の課題に対しては、非農家からの新規
就農希望者への支援や、法人の参入支援等、
神奈川県と密に連携し、実施しています。今
後とも、これらの支援に積極的に取り組みま
す。（農業水産課）

実施中 －

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等
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農業委員会事務局

１．総合計画審議会・行政改革推進委員会評価結果

政策評価の外部評価結果への対応方針

主管部局名 農業委員会事務局

政策目標 14　農地の適正で有効な利用を図る

所管の施策目標
（施策目標主管課名）

農地の適正で有効な利用を図る（農業委員会事務局）

0

0

0

0

0

総合計画審議会
行政改革推進委員会
委員コメント

○　政策目標の達成に向けた総合コメント

①法人参入の拡充等、農業政策の規制緩和が段階的に進んでいるため、それらを生かしながら柔
軟かつ効果的な農地政策を策定し実施してほしい。
②新規就農者、受け入れ支援の徹底した取り組み、耕作放棄地の解消、農地有効利用を図るため
には、農地情報の把握が必要であるため、農地基本台帳を整備する必要がある。
③高齢化の進展、経済の変容に伴い、耕作放棄地の増加は必須と思われる。農地管理の立場に立
つと、現在の農地事務はきわめて重要といえるが、今後は広い視野に立った「土地利用政策」と
して取り組むべきであると思われる。
④改めて問題点を明らかにしつつ解決方策を見出すことが切に望まれる。
⑤茅ヶ崎市の農業は、都市部の農業として、茅ヶ崎らしさを保つ景観や自然環境の保全、地産地
消、そこから発生する産業の場として、重要であると考えている。それにしては、農地転用に関
してもひどい状況が続いており、産業廃棄物置き場や残土捨て場になり、回復できない状況に
なっている。経済部の農業水産課と共に、茅ヶ崎の農業のあり方を抜本的に検討し、具体的な施
策を実施してほしい。

○　これまでの取り組みと成果について

(1)　政策目標の達成状況及び効果の状況

⑥耕作放棄地には法律や人間関係が複雑に絡んでおり、その中で耕作放棄地の解消という政策に
地道に取り組み、一定の効果が得られていることは高く評価できる。
⑦新規就農者受け入れ支援、農地情報の提供に伴い、耕作放棄地の解消していく必要がある。
⑧今全国の農業者の一番の問題は、相続における耕作放棄地の増大である。高齢化や後継者難か
ら農業の継続性が断たれ、形のみの農地が増大していることである。これに対し国の法人参入の
規制緩和や県の農地管理中間機構など新しい制度をよく研究し、またそれを上手に利用する研究
が必要である。これからはますます相続農業者にとっては、耕作地対策が納税問題も含め大きな
経済負担になってくるからである。
⑨多様化する農業委員会への議案に的確に対応するため、関係法令の研修や専門知識の習得する
必要がある。
⑩国、県、農地所有者等との間の複雑な調整を行いながら、政策目標達成に向けた努力がなされ
ている。

(2)　戦略的な政策展開の状況

⑪高齢化、担い手不足による耕作放棄地の増加を防ぎ、優良農地を保全するためには意欲ある農
業者や新規就農者への農地の斡旋、貸し借り等農地情報の把握管理が不可欠である。
⑫データの電子システム化については、国、県等との間の調整が必要との説明があった。茅ヶ崎
市だけでは困難な課題であるが、今後の政策展開上、電子システム化は必須と思われる。調整の
進展に期待する。

○　課題認識と解決への方策について

⑬他の自治体よりも遅れている農地基本台帳の電子システム化を急ぐべきである。
⑭耕作放棄地の増加は近隣農地への被害や火災、不法投棄を誘発するため農業委員を中心にパト
ロールを実施し、農地の状況を把握して農地の適正管理を地権者に指導する必要がある。
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２．評価結果への対応方針

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

①法人参入の拡充等、農業政策の規制緩和が段
階的に進んでいるため、それらを生かしながら
柔軟かつ効果的な農地政策を策定し実施してほ
しい。

　内閣府の「規制改革会議」の答申が出さ
れ、国の農業政策が今後さらに推進されま
す。それらの情報を的確に把握し、本市の現
状に即した政策を関係機関とも連携し研究実
施します。

２６年度
下半期
以降の
取り組み

事業実施の考
え方及び実施

方法

⑧今全国の農業者の一番の問題は、相続におけ
る耕作放棄地の増大である。高齢化や後継者難
から農業の継続性が断たれ、形のみの農地が増
大していることである。これに対し国の法人参
入の規制緩和や県の農地管理中間機構など新し
い制度をよく研究し、またそれを上手に利用す
る研究が必要である。これからはますます相続
農業者にとっては、耕作地対策が納税問題も含
め大きな経済負担になってくるからである。

②新規就農者、受け入れ支援の徹底した取り組
み、耕作放棄地の解消、農地有効利用を図るた
めには、農地情報の把握が必要であるため、農
地基本台帳を整備する必要がある。

　平成２３年度より実施している農地利用状
況調査の精度の向上及び均一化を図るととも
に農地法に位置づけされた農地台帳を電子
データで整備します。整備したデータを新規
就農者や担い手等に広く公表し、農地の有効
活用を推進します。

２６年度
下半期
以降の
取り組み

事業実施の考
え方及び実施

方法

⑪高齢化、担い手不足による耕作放棄地の増加
を防ぎ、優良農地を保全するためには意欲ある
農業者や新規就農者への農地の斡旋、貸し借り
等農地情報の把握管理が不可欠である。

⑫データの電子システム化については、国、県
等との間の調整が必要との説明があった。茅ヶ
崎市だけでは困難な課題であるが、今後の政策
展開上、電子システム化は必須と思われる。調
整の進展に期待する。

⑬他の自治体よりも遅れている農地基本台帳の
電子システム化を急ぐべきである。

③高齢化の進展、経済の変容に伴い、耕作放棄
地の増加は必須と思われる。農地管理の立場に
立つと、現在の農地事務はきわめて重要といえ
るが、今後は広い視野に立った「土地利用政
策」として取り組むべきであると思われる。

　都市計画課や企画経営課等の土地利用担当
課との連携を密にし、今後も「都市計画に関
する連絡調整会議」等に積極的に参画しま
す。

２６年度
下半期
以降の
取り組み

事業実施の考
え方及び実施

方法

④改めて問題点を明らかにしつつ解決方策を見
出すことが切に望まれる。

　農業委員の持つ経験、知識、地域情報を活
用し、耕作放棄地解消に向け取り組みます。 ２７年度

以降の
取り組み

事業実施の考
え方及び実施

方法
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⑤茅ヶ崎市の農業は、都市部の農業として、
茅ヶ崎らしさを保つ景観や自然環境の保全、地
産地消、そこから発生する産業の場として、重
要であると考えている。それにしては、農地転
用に関してもひどい状況が続いており、産業廃
棄物置き場や残土捨て場になり、回復できない
状況になっている。経済部の農業水産課と共
に、茅ヶ崎の農業のあり方を抜本的に検討し、
具体的な施策を実施してほしい。

　農地は、食料の供給のみでなく、農業が継
続して行われることにより、私たちの生活に
いろいろな恵みをもたらしています。水田
は、雨水を一時的に貯留し、洪水や土砂崩れ
を防いだり、多様な生き物を育み、また美し
い農村の風景は、私たちの心を和ませてくれ
ます。こうしためぐみは、お金で買うことが
できないものです。この農地の持つ多面的機
能の維持のため優良農地の保全は、特に重要
と考えています。
　しかしながら、農家の高齢化や後継者不足
により、持続的な生産活動や維持管理活動が
低下し、農地の持つ様々な恵みが失われつつ
あります。一度転用された農地、長年耕作放
棄された農地については、その復元は非常に
困難なものです。一度耕作をやめて数年経て
ば、農地の原形を失うほど荒れてしまいま
す。
　農業委員会では、農地の利用状況調査を毎
年実施して、今後の意向等を確認していま
す。また、農家の相続による農地取得による
場合も少なくないため、自らの耕作が困難な
場合は、農業水産課との連携により、農業経
営基盤強化促進法による新規就農者等への利
用権設定や特定農地貸付法による市民農園開
設など耕作放棄地解消に取り組むとともに、
農業水産課との連携事業である「農業体験プ
ロジェクト」の事業実施用地として活用する
などして発生予防にも取り組んでいます。
　耕作放棄地の増加も一因と思われますが、
農地の転用については、県の許認可事務であ
り、農地法の許可基準に基づき申請内容を審
査し、農業委員、県職員による現地の確認を
行った後、農業委員会総会で審議し県に意見
を進達しており、農地の無秩序な開発を抑止
すべく適正かつ厳格な対応をしています。
　違反転用については、予防・初動・連携が
重要と考え、農地所有者への啓発及び農業委
員による農地パトロールを実施して早期発
見、現地確認に努め、届出や違反であること
を理解させて神奈川県と連携して是正指導を
行い農地の保全に努めて行きます。
　政府の進めている構造改革の中で、優良農
地の保全、農地の集積、耕作放棄地解消のた
めの農地中間管理機構が設置され、多面的機
能を評価した日本型直接支払制度の導入も検
討されており、その改革に対応すべく農地基
本台帳の整備や全国統一される地図情報、農
地情報のインターネット公開の整備を進め、
農地としての利活用を推進します。

２６年度
下半期
以降の
取り組み

事業実施の考
え方及び実施

方法

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

⑦新規就農者受け入れ支援、農地情報の提供に
伴い、耕作放棄地の解消していく必要がある。

　ＪＡや農業水産課とも連携し、新たな担い
手となる新規就農者支援を引き続き行いま
す。

２６年度
下半期
以降の
取り組み

事業実施の考
え方及び実施

方法

⑨多様化する農業委員会への議案に的確に対応
するため、関係法令の研修や専門知識の習得す
る必要がある。

　神奈川県や神奈川県農業会議等が開催する
研修会や土地、税務等に関する研修にも参加
し知識習得に努めます。

２６年度
下半期
以降の
取り組み

事業実施の考
え方及び実施

方法

⑭耕作放棄地の増加は近隣農地への被害や火
災、不法投棄を誘発するため農業委員を中心に
パトロールを実施し、農地の状況を把握して農
地の適正管理を地権者に指導する必要がある。

　平成２３年度より毎年実施している農地利
用状況調査に基づき、必要に応じて農地所有
等へ口頭または、文書による指導を行うとと
もに、悪質な違反転用者には県とも連携した
対応を推進します。

２６年度
下半期
以降の
取り組み

事業実施の考
え方及び実施

方法
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企画部

１．総合計画審議会・行政改革推進委員会評価結果

57　公共施設の再編整備と適正な維持管理を進める（施設再編整備課）

0

総合計画審議会
行政改革推進委員会
委員コメント

○　政策目標の達成に向けた総合コメント

①遅れているとする厳しめの評価から担当部の危機感がうかがわる。説明や提出書類も完成度が
高い。都心から一時間圏という微妙な位置状況にあり、今後、持続的に成長していけるかどう
か、今、岐路にあるといえる。さがみ縦貫道路開通など、大きなインフラ整備もあることから、
今後も指標を注視しながら、着実にまちづくりを進めてほしい。
②政策目標に向けた取り組みは総じて評価されるが、これからの社会で最も大切なことは、少子
化、高齢社会への対応だと思う。茅ヶ崎をめぐる交通インフラの整備も大切だが、少子化を止め
ることが最優先であり、若者がこどもと住みたい町づくりが望まれる。
③企画部の政策は、市の頭脳というべきところであるから、しっかりと世間の流れを捉えつつ、
周辺市町村に遅れをとらぬよう、また国県との交渉も頑張ってほしい。
④システムエンジニアは業者でよいが、その流れの指示がしっかりできる人材の育成等も、しっ
かりと頑張ってほしい。
⑤広域連携は市民サービス向上のため必要な場合もあるが、責任のあり方、決め方（施策を決定
する場合の市民参加手法など）が不透明になるので、注意する必要があると考える。今後、条例
等による規定が課題と考えられる。
⑥①政策目標の達成状況及び効果の状況の中で、「茅ヶ崎市総合計画基本構想を実現するために
第１次実施計画を市民の意見を踏まえて策定し、第１次実施計画の評価（外部評価を含む）や市
民の意見を踏まえて第２次実施計画を策定することでPDCAによるマネジメントを実施してきた
が、市政や市民サービスへの満足度をさらに上げていくための改善が必要である。」とあるが、
評価の方法をどうするか、意味のあるものにするための改善が必要と考える。

○　これまでの取り組みと成果について

(1)　政策目標の達成状況及び効果の状況

⑦厳しめの評価だが、住み続けたいと思う市民の割合や、行政サービスへの満足度評価等を工夫
しながら、一定の方向性を出すことに成功している。引き続き現指標を用いながら、さらによい
結果がでるように政策努力してほしい。
⑧特定財源の国県支出金を中心に大幅に増加する計画となっており、新庁舎の建設との関係もあ
り、増加していると思うが、市の努力と政策目標達成に大きく進んでいると評価される。
⑨時代の変化に対応した政策目標に変えていく必要性を感じる。広報も方向性的には、広報、
ホームページから、スマートフォン・ＳＮＳ等の対応と考えられているが、スピード感が感じら
れない。その点をしっかりお願いしたい。また既存ですでに行っているtwitterの活用はその性
格を十分踏まえ最大限の効果が得られるよう検討してほしい。
⑩国県よりの権限移譲等、市のかなめの政策担当ということで、周辺自治体に遅れを取らぬよう
しっかり交渉して、できれば半歩先に行けるぐらいのスピード感がほしいところである。
⑪権限移譲による諸課題の推進は大いに評価できる。
⑫さがみ縦貫道路についての記載があるが、単に地域の要望を取り入れれば良いのではないと考
える。この工事に伴う新湘南の側道に植栽が行われたが、雨が当たらないため、枯れてしまって
いる箇所がたくさんある。専門性がないため、地域住民に対して明確な対応ができていない。
⑬相模川の築堤工事についても同じで、築堤上のアスファルト舗装について、地元自治会の要望
だけを聞いて、後で庁内の連携ができていなくて申し訳なかったと頭を下げたことなどは評価に
入らないのかと思う。

政策評価の外部評価結果への対応方針

主管部局名 企画部

政策目標 15　社会の変化に対応できる行政経営

所管の施策目標
（施策目標主管課名）

53　市の情報を広く発信し、市長・副市長の執務を円滑にする（秘書広報課）

54　先を見据えた政策を実現する（企画経営課）

55　国・県・他の自治体と連携し施策の効果を上げる（広域事業政策課）

56　情報セキュリティを確保しながら利便性を向上させる（情報推進課）
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総合計画審議会
行政改革推進委員会
委員コメント

(2)　戦略的な政策展開の状況

⑭情報化にかかる政策については、現時点では、効果が不明である。投資額も大きく、より効率
的な政策運営ができるよう、また、手遅れにならないよう、しっかり政策運営してほしい。
⑮システムの最適化は最終段階に入るが、今後のマイナンバー制度等にも向けて準備も必要であ
り、大変ではあるがしっかり頑張ってほしい。
⑯近隣市町との広域連携を進めたことは大いに評価される。事務の効率化だけでなく、社会、文
化交流拡大の基礎にもなると思う。
⑰市役所本庁舎の整備事業には市民から大きな期待が寄せられている。市民サービスの充実が望
まれる。
⑱公共施設の再編は、今後の大きな課題であるが、新規の物件も増えており、財政事情をしっか
り見つめつつ、優先順位をつけ、時には取捨選択も必要と思われる。
⑲新しい公共の視点を踏まえつつも、しっかりと次世代に向けての人づくり、組織作りについて
も継続的に考えてほしい。
⑳広域連携によるさらなる相互施設の利用等の促進を検討頂きたい。特に運動施設関係。

○　課題認識と解決への方策について

㉑ホームページのアクセス件数を指標とすることについては、工夫がほしい。また、Facebook
やtwitterも活用して、より有効な広報に努めてほしい。
㉒広報については、市民への情報手段として重要であり、コンピュータによる情報発信も大事で
ある。高齢社会においては文章による伝達が最も有効だと思う。
㉓ホームページ・スマートフォン対応・ＳＮＳ対応は若年及び中年層のアクセシビリティ向上等
の成果を期待する。
㉔ホームページについては、市民にとっての見やすさや内容の充実について、まだまだである。
その前に各担当課がイントラから情報を記載した場合に、必ず市民の側の目線で、ホームページ
からの確認をするべきである。基本的な事だが全庁的に確認をしないため、誤字脱字やまちがっ
た内容、記載順や書き方の方法など、改善すべきことが多い。また、ホームページを見られる環
境にある人、ホームページを見ている人の調査もすべきである。
㉕行政データのオープン化については、オープンした量ではなく、活用数及びダウンロード数が
評価なので、市民ニーズに合わせ一本ずつでもオープン化すべき。
㉖広域行政等に関しては、新中核市への移行など、目標を明確に掲げて取り組むことが必要であ
る。
㉗相模川の築堤や緊急輸送路となりうる国県道の整備については、一歩踏み込んだ近隣市まちと
の連携意見交換が必要である。
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２．評価結果への対応方針

④システムエンジニアは業者でよいが、その流
れの指示がしっかりできる人材の育成等も、
しっかりと頑張ってほしい。

　職員人材育成については、これまでも地方
公共団体情報システム機構の主催する研修会
に参加しシステム知識のみではなくマネージ
メント力や経営知識等バランス感覚を持ち併
せた人材の育成を図ってきました。また、平
成２５年度からは知識を習得できる機会とし
て研修会への参加者を、情報推進課の職員に
限定することなく、システムを導入している
さまざまな課の職員を対象として庁内全課に
拡大しています。今後は、庁内情報化の推進
のために設置したITリーダーやITリーダー補
助者の活用強化を含め習得した能力を継続し
て発揮できる仕組みを検討します。（情報推
進課）

参考と
します

－

⑤広域連携は市民サービス向上のため必要な場
合もあるが、責任のあり方、決め方（施策を決
定する場合の市民参加手法など）が不透明にな
るので、注意する必要があると考える。今後、
条例等による規定が課題と考えられる。

　他の自治体と連携して事務を行っていく場
合の手法は、協議会や事務の委託、機関等の
共同設置など様々な手法があります。市民へ
は、より生活に直結する等の視点から意見を
求めていくことを考えており、ホームページ
を始めとし、連携する自治体と協議を重ね適
切な方法で周知していす。さらに、議会に対
しては、適宜情報提供をし、ご意見をいただ
いています。また、政策を決定する手続きは
各自治体によって様々です。そのため、連携
手法の決定等については条例等では規定せ
ず、事務の性質や枠組み（規模）等を考慮
し、それぞれの自治体の意向を尊重し検討し
ています。（広域事業政策課）

実施中 －

①遅れているとする厳しめの評価から担当部の
危機感がうかがわる。説明や提出書類も完成度
が高い。都心から一時間圏という微妙な位置状
況にあり、今後、持続的に成長していけるかど
うか、今、岐路にあるといえる。さがみ縦貫道
路開通など、大きなインフラ整備もあることか
ら、今後も指標を注視しながら、着実にまちづ
くりを進めてほしい。

　本市は、東京や横浜から多少の距離がある
ものの、温暖な気候と豊かな自然に恵まれて
いるために、子育て層の流入が継続し、住宅
都市として発展してきましたが、近年では居
住地の条件として、勤務地への近さに対する
ニーズが高まっていることからも、本市の住
宅都市としての優位性が低下することが懸念
されます。大きなインフラ整備や少子高齢化
等の社会経済情勢の変化を課題と好機の両面
から捉えたうえで基本構想の中間見直しや実
施計画の策定を行い、計画的に政策を展開し
ていくことで、持続的に発展できるまちづく
りを進めます。（企画経営課）
　国県との交渉については、同じ課題を抱え
ている近隣自治体とも連携し、要望を県市長
会や政党などを通じて行っていくと共に、関
係機関にも働きかけを行っていきます。ま
た、市民の安全・安心な生活を確保するた
め、国や県と連携を密に図りながら、幹線道
路や河川等の整備促進を推進します。（広域
事業政策課）

基本構想 －

③企画部の政策は、市の頭脳というべきところ
であるから、しっかりと世間の流れを捉えつ
つ、周辺市町村に遅れをとらぬよう、また国県
との交渉も頑張ってほしい。

②政策目標に向けた取り組みは総じて評価され
るが、これからの社会で最も大切なことは、少
子化、高齢社会への対応だと思う。茅ヶ崎をめ
ぐる交通インフラの整備も大切だが、少子化を
止めることが最優先であり、若者がこどもと住
みたい町づくりが望まれる。

　本市においても少子高齢化への対応は、重
点的に取り組んでいく課題の一つです。現
在、豊かな長寿社会に向けたまちづくりにつ
いて、有識者の方々のご協力をいただきなが
ら、検討を行っています。その中では、高齢
者が生きがいを持って活躍できるまち、健や
かな生活を営み、住み続けられるまち、子ど
もを生み育てやすく、子育て層が住みやすい
まちを目指し、総合的な検討を行っていま
す。今後は、本年秋頃に本市としての方向性
を示し、その後、市民、民間事業者等と連携
しながら、また庁内横断的な取り組みとして
施策を推進していきます。（企画経営課）

基本構想
施策目標54の
施策のねらい
に追加

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等
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企画部

⑩国県よりの権限移譲等、市のかなめの政策担
当ということで、周辺自治体に遅れを取らぬよ
うしっかり交渉して、できれば半歩先に行ける
ぐらいのスピード感がほしいところである。

　権限移譲等が一括法で進められてきまし
た。今年度からは権限移譲や地方に対する規
制緩和の提案募集方式が開始され、本市とし
てまた、特例市市長会としても活用すること
を検討しています。住民サービスの向上や事
務の効率化につながる権限を積極的に移譲を
受けていくよう庁内的に取り組んでいきま
す。（広域事業政策課）

第３次
実施計画

－

⑫さがみ縦貫道路についての記載があるが、単
に地域の要望を取り入れれば良いのではないと
考える。この工事に伴う新湘南の側道に植栽が
行われたが、雨が当たらないため、枯れてし
まっている箇所がたくさんある。専門性がない
ため、地域住民に対して明確な対応ができてい
ない。

　さがみ縦貫道路や都市計画道路藤沢大磯線
の整備に伴い、周辺地域の環境悪化防止対策
として、地域の皆様の意見や関係機関との協
議等を経て植栽を行いました。しかしながら
ご意見にありますように場所によっては大部
分が枯れた状態にあることから、現在、自治
会の皆さまや関係機関、専門知識を有する職
員等の意見をうかがいながら、当該場所に適
した植物の再検討等について協議、調整を
行っています。（広域事業政策課）

２６年度
下半期
以降の
取り組み

事務実施方法
の再検討

⑦厳しめの評価だが、住み続けたいと思う市民
の割合や、行政サービスへの満足度評価等を工
夫しながら、一定の方向性を出すことに成功し
ている。引き続き現指標を用いながら、さらに
よい結果がでるように政策努力してほしい。

　茅ヶ崎市に住み続けたいという定住志向と
複雑化・多様化する市民ニーズや時代の変化
に迅速に対応した市民サービスが提供できて
いるかを測ることで、政策・施策目標の達成
に向け、ＰＤＣＡマネジメントサイクルのも
と、今後も調査結果を踏まえた事務事業の組
み立てや改善に取り組むなど、公民連携を進
め、事業実施主体の適正化を図ります。（企
画経営課）

実施中 －

⑧時代の変化に対応した政策目標に変えていく
必要性を感じる。広報も方向性的には、広報、
ホームページから、スマートフォン・ＳＮＳ等
の対応と考えられているが、スピード感が感じ
られない。その点をしっかりお願いしたい。ま
た既存ですでに行っているtwitterの活用はそ
の性格を十分踏まえ最大限の効果が得られるよ
う検討してほしい。

　市民ニーズに的確に対応するため、広報紙
をはじめ、様々な広報媒体の強みを生かすメ
ディアミックスによる情報発信を実施してい
ます。引き続き、観光、防災情報に限らずツ
イッターを活用した発信情報の拡大を図ると
ともに、諸課題を整理し、フェイスブックを
活用した情報発信体制の早期実現に向けた取
り組みを進めます。なお、ツイッターについ
ては、７月１日より「茅ヶ崎市・寒川町広域
連携施策推進計画書」に基づき寒川町のイベ
ント情報等についても発信しています。（秘
書広報課）

２６年度
下半期
以降の
取り組み

－

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

⑥①政策目標の達成状況及び効果の状況の中
で、「茅ヶ崎市総合計画基本構想を実現するた
めに第１次実施計画を市民の意見を踏まえて策
定し、第１次実施計画の評価（外部評価を含
む）や市民の意見を踏まえて第２次実施計画を
策定することでPDCAによるマネジメントを実
施してきたが、市政や市民サービスへの満足度
をさらに上げていくための改善が必要であ
る。」とあるが、評価の方法をどうするか、意
味のあるものにするための改善が必要と考え
る。

　本市の総合計画については、政策目標・施
策目標を達成に向けて効果的、効率的に政
策、施策また事業を展開していくために、Ｐ
ＤＣＡマネジメントにより進行管理を行って
います。ＰＤＣＡの過程の中では、評価とい
う作業が重要であり、評価方法については、
外部評価の方法も含めて総合計画審議会や行
政改革推進委員会のご意見も伺いながら、検
討、実施してきたところです。
　評価方法においては、作業時間や労力を踏
まえた実行性と評価項目の細分化等による確
実性のバランスなど難しい課題もあります
が、改善を重ねながら実施してきました。
　今後も、評価を実施する中で抽出された課
題を踏まえ、効果的、効率的な評価となるよ
う改善を進めていきます。（企画経営課）

２７年度
以降の
取り組み

事業実施の考
え方及び実施

方法
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企画部

⑱公共施設の再編は、今後の大きな課題である
が、新規の物件も増えており、財政事情をしっ
かり見つめつつ、優先順位をつけ、時には取捨
選択も必要と思われる。

　「公共施設整備・再編計画（改訂版）」の
事業計画シミュレーションは、社会、経済状
況の変化や将来にわたる財政推計を踏まえ
て、設計や基本計画などすでに策定済みの公
共施設を軸とし、整備する優先順位をしっか
りと見極め、茅ヶ崎市総合計画実施計画と連
携を図ります。（施設再編整備課）

第３次
実施計画

実施計画事業
で対応を検討

⑯近隣市町との広域連携を進めたことは大いに
評価される。事務の効率化だけでなく、社会、
文化交流拡大の基礎にもなると思う。

　広域連携の取組としては、事務の効率だけ
でなく住民サービスの向上や地域の活性化に
つながる事業の取組についても検討していま
す。藤沢市と寒川町との取組では美術館を活
用した企画展を、また住民が相互に交流する
場として合唱祭を開催しています。寒川町と
は、歴史・文化財等の普及事業や生涯学習事
業の実施に向け検討しています。（広域事業
政策課）

２７年度
以降の
取り組み

－

⑰市役所本庁舎の整備事業には市民から大きな
期待が寄せられている。市民サービスの充実が
望まれる。

　新庁舎が整備されることは、本市にとって
仕事の仕方を抜本的に見直す大きなチャンス
であると考えています。次期経営改善方針を
策定する際には、事務事業の外部化を含め、
市民サービスの質的向上が図れるよう、ゼロ
ベースで事業手法の見直しを進めます。（企
画経営課）

第３次
実施計画

－

⑭情報化にかかる政策については、現時点で
は、効果が不明である。投資額も大きく、より
効率的な政策運営ができるよう、また、手遅れ
にならないよう、しっかり政策運営してほし
い。

　情報にかかる政策については、その投資額
の大半を占める情報システム最適化計画の実
施期間途中であることから、効果を明確に示
す事ができませんが、計画を実施するに当
たっては、ＲＦＩを行いカスタマイズの抑制
を図り、ホストコンピュータの契約を見直す
等の取り組みを行い、費用対効果の向上を
図っています。また現在、効率的な政策運営
の継続的な取り組みとして、情報システム・
機器等の導入企画における一連の手続きを標
準化し、その具体的な進め方を定め、運用手
法の見直しを進めています。今後は、見直し
た運用手法により、情報化にかかる政策運営
の効率化を図ります。（情報推進課）

※ＲＦＩ：（Request for Information）情報シ
ステムの導入や業務委託を行うにあたり、発注先
候補の業者に。調達条件などを決定するために必
要な情報を集めるために情報提供を依頼する文書

実施中 －

⑮システムの最適化は最終段階に入るが、今後
のマイナンバー制度等にも向けて準備も必要で
あり、大変ではあるがしっかり頑張ってほし
い。

　マイナンバー制度については、システム改
修だけでなく、個人情報保護や条例規則の改
正も含めた一体的対応が求められるため、導
入準備のための庁内会議による部局間情報連
携を図り、国からの指示等に適切に対応しま
す。（企画経営課）

基本構想
施策のねらい
に追加

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

⑬相模川の築堤工事についても同じで、築堤上
のアスファルト舗装について、地元自治会の要
望だけを聞いて、後で庁内の連携ができていな
くて申し訳なかったと頭を下げたことなどは評
価に入らないのかと思う。

　堤防の天端舗装は地域の要望とともに、堤
防への雨水浸透対策や災害時の緊急車両の通
行等の必要性による国の方針等から行いまし
た。しかしながら、国や庁内での連携が不十
分で情報共有が十分図れなかったため、市民
団体の皆さまには情報提供が大変遅くなって
しまったことから、今後は国や庁内各課と連
携を密に図り、市民の皆様等に対して迅速に
情報提供を行っていきます。（広域事業政策
課）

参考と
します

ー
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企画部

㉓ホームページ・スマートフォン対応・ＳＮＳ
対応は若年及び中年層のアクセシビリティ向上
等の成果を期待する。

　ホームページは、２６年１１月にリニュー
アルを図り、全ページスマートフォン対応と
する等、アクセシビリティ、利用しやすさの
更なる向上を図ります。引き続きホームペー
ジの充実とあわせて、観光、防災情報に限ら
ずツイッターを活用した発信情報の拡大を図
るとともに、フェイスブックを活用した情報
発信体制の早期実現に向けた取り組みを進め
ます。（秘書広報課）

２６年度
下半期
以降の
取り組み

－

㉑ホームページのアクセス件数を指標とするこ
とについては、工夫がほしい。また、Ｆａｃｅ
ｂｏｏｋやｔｗｉｔｔｅｒも活用して、より有
効な広報に努めてほしい。

　トップページのアクセス件数は、減少傾向
ですが、ページ全体のアクセス数は増加して
います。そのため、トップペーページに加
え、ページ全体のアクセス件数ついても次期
基本構想の政策目標の指標に追加します。引
き続き、ホームページの更なる充実に努める
とともに、２７年度を目途にソーシャル・
ネットワーキング・サービスを活用した情報
発信に関する運用基準を策定する等、新たな
広報媒体を活用した効果的な情報発信体制の
確立を目指します。（秘書広報課）

基本構想
政策目標の指
標に追加

㉒広報については、市民への情報手段として重
要であり、コンピュータによる情報発信も大事
である。高齢社会においては文章による伝達が
最も有効だと思う。

　本市の広報の基幹媒体である「広報ちがさ
き」は、毎月２回、自治会を経由して市民に
配布するほか、公共施設等にも配架していま
す。また、写真やイラスト等を多く用いるこ
とで親しみや興味を持っていただけるデザイ
ンとするよう心掛けています。なお、特に若
年層が広報紙から市政情報を入手していない
等の課題があるため、引き続き若年層も含
め、誰もが見やすく、分かりやすい魅力ある
広報紙の作成に努めます。（秘書広報課）

基本構想
施策目標53の
施策のねらい
（イ）を修正

⑲新しい公共の視点を踏まえつつも、しっかり
と次世代に向けての人づくり、組織作りについ
ても継続的に考えてほしい。

　「新しい公共」と「行営経営の展開」とい
う２つの市政の基軸による行政運営を担う人
材育成を進めるため、人材育成基本方針の
「あるべき職員の姿」に基づき、職員に求め
られる能力・役割を果たすことができるよ
う、今後も、政策形成能力・マネジメント能
力、協働についての理解を深める研修を行
い、今後も時代の変化などに対応した研修の
実施に取り組み、まちづくりの目標体系と組
織を連動させた総合計画の進行管理を進めま
す。あわせて庁内分権のあり方について検討
を進め、さまざまな行政課題に柔軟に対応で
きる組織を目指します。（企画経営課）

第３次
実施計画

－

⑳広域連携によるさらなる相互施設の利用等の
促進を検討頂きたい。特に運動施設関係。

　施設の相互利用については、広域連携で取
り組む課題としてとらえています。藤沢市と
寒川町と検討したなかで、プール、体育館の
個人利用、トレーニング室の相互利用が出来
るようになっています。また、寒川町と野外
体育施設の相互利用については、推進計画に
も位置付けており積極的に検討していきま
す。（広域事業政策課）

２７年度
以降の
取り組み

－

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等
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企画部

㉖広域行政等に関しては、新中核市への移行な
ど、目標を明確に掲げて取り組むことが必要で
ある。

　地方自治法が改正され、中核市制度と特例
市制度が統合されたため、中核市について調
査研究を積極的に進めていき明確な目標を掲
げていけるように取組みます。（広域事業政
策課）

第３次
実施計画

－

㉗相模川の築堤や緊急輸送路となりうる国県道
の整備については、一歩踏み込んだ近隣市まち
との連携意見交換が必要である。

　相模川の築堤整備や主要幹線道路の整備促
進について、平塚市、寒川町、大磯町と協議
会を組織し、幹事会や委員会等で意見交換等
や毎年、国や国会議員等に対して要望活動を
行っています。今後も、近隣市町と連携を密
に図りながら、築堤や道路整備の促進につい
て取組みます。（広域事業政策課）

実施中 －

㉔ホームページについては、市民にとっての見
やすさや内容の充実について、まだまだであ
る。その前に各担当課がイントラから情報を記
載した場合に、必ず市民側の目線で、ホーム
ページからの確認をするべきである。基本的な
事だが全庁的に確認をしないため、誤字脱字や
まちがった内容、記載順や書き方の方法など、
改善すべきことが多い。また、ホームページを
見られる環境にある人、ホームページを見てい
る人の調査もすべきである。

　市ホームページについては、各ページの
「お問い合わせフォーム」等でいただいたご
意見も参考にしながら、随時改善を図るとと
もに、「見やすさ」や「わかりやすさ」を主
眼に置いたホームページを作成するための
「職員研修会」についても継続的に実施して
います。また、「茅ヶ崎市政アンケート調
査」を活用し、市政情報を得ている広報媒体
の調査を実施することで、市ホームページを
ご覧になられている市民の把握にも努めてい
るところです。
　引き続き、スマートフォン対応など、誰も
が見やすく、わかりやすいホームページの構
築を進めます。（秘書広報課課）

実施中 －

㉕行政データのオープン化については、オープ
ンした量ではなく、活用数及びダウンロード数
が評価なので、市民ニーズに合わせ一本ずつで
もオープン化すべき。

　行政データのオープン化につきましては、
今年度中に専用サイトの公開を目指し運用基
準や利用規約の準備を進めています。公開に
当たっては対応可能なものから順次公開する
とともに利用状況が把握できる仕組みを取り
入れ市民ニーズに対する評価を実施します。
（情報推進課）

実施中 －

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等
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総務部

１．総合計画審議会・行政改革推進委員会評価結果

62　自立的に、適正な法的判断を行うことのできる体制を構築する（文書法務課）

63　北部の行政拠点を充実する（小出支所）

総合計画審議会
行政改革推進委員会
委員コメント

○　政策目標の達成に向けた総合コメント

①この政策は、種々雑多な施策から成り立っているが、そのうち、職員の内部管理に関する指標
がもともと少ない。人事評価の結果の反映が引き続き一部にとどまり、職員数は増加しているな
ど、職員関連部分については、順調に進んでいるどころか、大いに遅れていると言わざるを得な
い。この部分に関しては、指標設定をはじめ、施策のあり方を抜本的に見直す必要がある。
②「組織も制度の人なり」、住民を主体とする地方自治の実現と地域の潜在力を生かした多様性
あるまちづくりのため、自らの頭で考え、行動を起こすことができる人材を育成する東京財団の
週末学校等の実践的な研修に参加する職員を育て、その意欲を評価する組織文化と仕組みづくり
を強く望みたい。
③多くの政策課題とその取り組みについては、大変努力されており、職員の方々の理解の下に推
進されることを望む。
④地方分権が進み、条例立案能力によって各自治体の能力が問われることになってきた。茅ヶ崎
市の新しい条例を見ていると、今まで通りの簡単な条例を策定して、その補足を要綱でしている
ことが多い。本来、茅ヶ崎市が市民との約束で条例をつくって行政運営を行なうわけであるか
ら、ぜひ条例の中にできるだけの内容を入れてほしい。要綱行政は何ら法的根拠がなく、市民に
知らされない状況で決定されてしまうため、自治基本条例にも反する状況である。今後の職員の
能力アップはまだ不十分であり、より積極的に行なうべきである。
⑤少し心配なのは、この施策の実施状況が市民にどのように伝わるのか気になる。高齢社会の中
に浸透するようお願いする。
⑥「課題認識と解決への方策についてのコメント」に記述のとおり、最小の予算で、最大の効果
を求め、日々の改善努力及び必要な研修による知恵の向上に努め、頑張ってほしい。
⑦行政文書や各種資料の適正管理や市政に関する情報提供は、市民と認識を共有し、民間と連携
して行政活動を展開していく際の組織横断的な基礎・土台となる部分である。地道な業務である
が、「それぞれが持つ力を最大限に発揮する行政経営」の基盤として、職員には、政策法務とと
もにその重要性を認識させていくような取り組みが継続的に行われることを期待したい。
⑧目標達成に向けて着実に実行されたい。
⑨市民と行政が協力して自治の発展を図るために、互いを知り、違いを理解し、相互に学び合う
必要がある。よって、民間企業やNPOの人材が市役所内で研修する人事交流の検討を望む。
⑩順調とは言い難い。
⑪職員の採用方法、その後の人材育成、管理職のあり方等によって職員が十分な能力を出して行
政運営ができる事は行政にとって、一番の課題である。しかし、地方分権や多様性により、まち
づくりに対する専門性が必要になっている時代に職員の採り方に戦略がないと実感している。例
えば、景観みどり課のみどり担当は課長以下全て事務職である。平塚市では以前から技術職が半
分以上であり、課長も技術職がほとんどである。先日みどりの対話集会に来てくださった横須賀
市は、自然環境共生課で自然環境の保全を行なっているが、技術職が半分いて、課長は技術職の
造園出身である。そのために市民との話し合いでも実行でも専門的な決定ができ、スムーズな仕
事ができると言われていた。茅ヶ崎市でもどんな事業を行うためにどんな人材が必要かという戦
略のある職員採用と、管理職としての責任が取れるマネイジメント能力がある管理職試験の導入
をしないと他市から遅れるばかりであると考える。

○　これまでの取り組みと成果について

(1)　政策目標の達成状況及び効果の状況

⑫指標上は、「順調」といえる状況になっているが、NPOや自治会等の活動実態に即して、本
当にそう言えるかどうかは、必ずしも明らかではない。
⑬政策目標の達成状況に示されている２つの指標は、「それぞれが持つ力を最大限に発揮する行
政運営」の達成度を図るには不十分である。特に、窓口サービスについては、市民満足度調査の
数値を目標値に掲げているが、すべての市民が利用しているわけではないので、窓口サービスの
実態を反映しているとは言いがたい面があり、5年間で2％程度の上昇をもって効果が出てきて
いるとするには判断が難しい。
⑭迅速で的確な窓口サービスに対する市民満足度の調査結果から、19.8％の人が不満と感じる
要因について、誰がどのような時に不満と感じるのか分析をするべき。
⑮各施策とも順調に推移している。

政策評価の外部評価結果への対応方針

主管部局名 総務部

政策目標 16　それぞれが持つ力を最大限に発揮する行政経営

所管の施策目標
（施策目標主管課名）

58　市民と行政が協力して自治の進展を図る（市民自治推進課）

59　職員がやる気を持ち、成果を出せる体制をつくる（職員課）

60　市が保有する情報を総括的に管理する（行政総務課）

61　戸籍・住民基本台帳事務を迅速・正確に行う（市民課）
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総務部

総合計画審議会
行政改革推進委員会
委員コメント

⑯職員の内部管理については、政策指標が限られており、的確に判断できない。職員の動向や内
部記述から判断すると、職員数は増加しており、また、人事評価が一部反映にとどまっているな
ど、順調に推移しているとは、とても言えない。
⑰特に市職員の市民対応については、昨今どの自治体も、その向上（市民目線）に努めている
が、茅ヶ崎市は近隣に比べて温もりがあると感じている。
⑱総合計画基本構想及び政策目標における達成状況に照らして達成及び効果の状況をみると、達
成に向けて大きな実績が上がっていると思う。
⑲願わくば、今のペースが今後とも継続されるよう望む。
⑳市民活動団体の登録数は伸びているようだが、重なって活動している人も多く見受けられる。
新たな人材を育成し活動を活発化する必要があるのではないか。
㉑定年が伸びるとともに自治会デビューする年齢も遅れ、なかなか担い手がいないのが現状であ
る。平成２５年には４８自治会で２年以内で交代をしている、行政側より地域にお願いしたいこ
とが多くなってきているが反比例するように担い手不足が起こっていることを踏まえ、住民の負
担感が重くならないよう推進できることを望む。
㉒施策目標５８「市民と行政が協力して自治の進展を図る」をいかに実現しているかを図る指標
として市民活動団体の登録数に加えて、解散・休会・非公開などの減少要因と新規登録数の把握
も必要と思われる。
㉓情報公開請求は事業者の見積等の際の請求が多いとの回答であったが、市民の知る権利の認識
の高まりにより基本的な情報はわかりやすく提供してほしい。他方、職員にとっては作業量が増
えるであろうことを勘案して、適切で市民の関心が高いデータは努めて公開することを推進して
ほしい。
㉔情報公開については、件数だけでいいのかと思う。以前との比較がないので分からないが、情
報提供の件数は出ていないが、各課によって、情報提供を積極的にしてくれる課と、出来ていな
い課の差が大きいと市民としては思う。進んだ判断としては、この部分の件数の公表も必要では
ないか。
　また、市民が知らないうちに情報公開をしている場合があり、そのような時は、積極的な職員
からの情報提供のアプローチをすべきである。
㉕自治基本条例については、既に認知度の問題ではなく自分の仕事として具体的にどのような事
をしているかが重要である。具体的な事例等を回答させる方法を取って実施してほしい。認知し
ているとは思えないのが市民に実感である。
㉖文書の適正な取り扱いは難しいのが現状である。マニュアル通りにやると、将来確認のために
必要な書類でも３年か、５年で廃棄されてしまう事が多い。特に建設時の設計図、委託内容、管
理に関する事や協定書など、担当課により文書保存年月日は決められるのでチェックが必要であ
り、指標の数字はそのような事を調査した結果なのか、どうかが分からない。

(2)　戦略的な政策展開の状況

㉗自治の進展、適法判断、本部の行政拠点の整備等については、まずまずの進捗がみられると考
えられるが、「職員がやる気をもち、成果を出せる体制をつくる」に関しては、その戦略的展開
が見受けられず、その効率性・効果に関しても大きな疑念がある。
㉘市民窓口センターでの申請受付拡大、条例案に関して、専門家の指導を求める行政は極めて合
理的であり、今後の拡充を期待する。
㉙人事評価システムについては、一般職員への反映については、何をもって反映の基準とするか
が難しい。給与アップを目的とした対応が職員に広がり、市民にはもちろん、職員相互の関係に
も良くないかもしれない。（給与体系の拡充は当然のこと）
㉚人事評価システムについて、一般職員の給与への反映に至らない要因に説得力のある回答はな
かったように思う。変革をささえる認識や理想を現状に近づける仕組みや制度をつくるという意
味の政策づくりは重要である。「政策目標の達成に向けた総合コメント」に記述の条例立案研究
に公募する職員の意欲は給与的な人事評価があってしかるべきと思う。
㉛事務職試験については、倍率はすごいが、離職率はどうなのか。災害発生時のことを考えると
市内在住職員数の増が必要と考える。
32出張所等が増え市民利便性は向上するが、コスト感覚を持って行わないと、職員数及び物件費
によるコスト増につながってしまうと考える。できるだけ住民票等の発行はコンビニ発行に誘導
し、発行コストの削減に努めてほしい。
33住民票の写しと印鑑登録証明書の交付がコンビニで開始されて、積極的な広報活動がされ前年
比4倍もの申請があり普及策の効果を評価したい。
34次の取り組みの方向性について関係者間での対話や議論があって戦略的な政策展開が生まれる
のではないか。
35政策法務は今後も非常に活躍の場が増える仕事と考えられるので、しっかり２０代から現場で
育てて頂けるよう考えてほしい。
36市民の協力が必要な施策については、必ずしも行政の意向どおりに進展しない側面があるた
め、評価が難しいところもある。政策推進コスト（特に人件費）の算定にあたっては今後、従事
職員数だけでなく、打ち合わせ回数や会議時間などに職務実態に即した時間コストも考慮できる
ような項目を検討する必要があるかもしれない。
37自治の進展については「まちぢから協議会」の設立等効果が出ている。また、出張所の新設
等、地域住民の利便性が図られてきている。
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○　課題認識と解決への方策について

38既に地方公務員法は改正されており、今までとは異なった時限での努力を、内部管理に関して
はしていく必要がある。
39これら 等の施策を実施するのは職員である。人事システムについては、職員の思うところを把
握し、納得のいく仕組みを作ってほしい。これは職員はもとより市民のためである。
40人事評価制度の一般職員への反映を早期に導入すべきである。しっかりと、職員の意識を業務
執行から政策立案に軸足を移行させ、最小の予算で最大の効果が出るよう努めてほしい。人事評
価制度の中で評価する方とされる方のコミュニケーションは必要であるが、行き過ぎるとご機嫌
伺いになりかねないので、その点の配慮は必要である。
41人事評価システムは、人物重視の職員採用をしても、能力や意識、技術の向上を図る研修を実
施しても、給与への反映がなければ成果はどう評価されるのか。一般職員への反映は急務と思わ
れる。
42地域のために働く公務員という性質上、職員が自己の能力が生かされていると考える理由に
は、人事評価結果の給与への反映という要素だけでは図れない部分も多い。限られた人員で、最
大の効果を上げるためには職員が納得して職務に取り組むというモチベーションの問題もあるの
で、管理職とのコミュニケーションを重視しながら適材適所で人事配置を行うという戦略は、人
事評価の新たなしくみづくりの中でも重視すべき要素である。
43人材の育成と人事評価が今後の行政経営に与える影響は大きく、更なる計画的な研修や意識の
向上を図る必要がある。
44市民活動の推進等に関しては、これまでの経緯や実績を踏まえたうえで、着実に改善していく
必要がある。
45職員には市民に対する接遇マニュアルがあるが、守られていないことが多いことと、電話での
マニュアルはあるが、メールの問い合わせに対する回答のマニュアルがないため、受けつけられ
たのかどうかが定かでない場合が多々ある。市民が「こうすべきだよ」といつも教えなくてはな
らず、メールのマニュアルも全庁的に決めるべきであると考える。
46身近な生活圏域で証明書発行や収納ができ、戸籍の届け出が可能になることで市民の利便性は
向上が期待される。
47辻堂駅前出張所開設、アクションプログラムの実施等、諸問題への取り組みに大いに期待して
いる。
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２．評価結果への対応方針

⑥「課題認識と解決への方策についてのコメン
ト」に記述のとおり、最小の予算で、最大の効
果を求め、日々の改善努力及び必要な研修によ
る知恵の向上に努め、頑張ってほしい。

　平成２４年度に改訂した茅ヶ崎市人材育成
基本方針の中で「市民のために経営感覚を持
ち自ら考え行動する職員」をあるべき職員と
位置付けています。政策形成能力や組織運営
能力、協働意識やコスト意識など、職員に必
要な能力や意識を醸成すべく、引き続き研修
の実施に努めます。（職員課）

参考と
します

－

⑦行政文書や各種資料の適正管理や市政に関す
る情報提供は、市民と認識を共有し、民間と連
携して行政活動を展開していく際の組織横断的
な基礎・土台となる部分である。地道な業務で
あるが、「それぞれが持つ力を最大限に発揮す
る行政経営」の基盤として、職員には、政策法
務とともにその重要性を認識させていくような
取り組みが継続的に行われることを期待した
い。

　行政文書の適正な取扱いは、すべての課の
事務事業に欠くことの出来ないものであり、
庁内研修などを通じて継続的に周知をしてい
ますが、近年は特に文書の作成と適正な保存
に関し公文書管理法の趣旨を踏まえた要素も
加えつつ行うようにしています。政策法務に
ついても、これからの自治体職員にとって必
要なスキルという観点から、継続的な研修を
行っています。（文書法務課）

実施中
－

②「組織も制度の人なり」、住民を主体とする
地方自治の実現と地域の潜在力を生かした多様
性あるまちづくりのため、自らの頭で考え、行
動を起こすことができる人材を育成する東京財
団の週末学校等の実践的な研修に参加する職員
を育て、その意欲を評価する組織文化と仕組み
づくりを強く望みたい。

　市民が主体となって、行政と共に茅ヶ崎市
を作り上げていくため、茅ヶ崎市人材育成基
本方針の中において、「市民のために経営感
覚を持ち自ら考え行動する職員」をあるべき
職員の姿としました。また、その姿に近づく
ために研修についても毎年見直しをおこなっ
ています。平成２５年度からは、自ら考え行
動する職員を増やし、組織変革を行うことを
目的に早稲田大学人材マネジメント部会への
研修派遣を実施しています。なお、平成２６
年度より業務に必要な資格を取得した場合に
は人事評価の対象に加えるなど、従来にも増
して意欲を評価する取組を進めています。
（職員課）

実施中
－

④地方分権が進み、条例立案能力によって各自
治体の能力が問われることになってきた。茅ヶ
崎市の新しい条例を見ていると、今まで通りの
簡単な条例を策定して、その補足を要綱でして
いることが多い。本来、茅ヶ崎市が市民との約
束で条例をつくって行政運営を行なうわけであ
るから、ぜひ条例の中にできるだけの内容を入
れてほしい。要綱行政は何ら法的根拠がなく、
市民に知らされない状況で決定されてしまうた
め、自治基本条例にも反する状況である。今後
の職員の能力アップはまだ不十分であり、より
積極的に行なうべきである。

　行政運営を行う上で必要となる条例等を定
める場合に、何を条例で規定するか、何を規
則や要綱等で規定するかは、それぞれの事案
に応じて個別に検討することとなりますが、
そうした過程においては、法令を解釈する能
力や立法能力を身につけることが必要であ
り、こうした部分について今後とも職員の能
力の向上に努めていきます。（文書法務課）

参考と
します

－

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

①この政策は、種々雑多な施策から成り立って
いるが、そのうち、職員の内部管理に関する指
標がもともと少ない。人事評価の結果の反映が
引き続き一部にとどまり、職員数は増加してい
るなど、職員関連部分については、順調に進ん
でいるどころか、大いに遅れていると言わざる
を得ない。この部分に関しては、指標設定をは
じめ、施策のあり方を抜本的に見直す必要があ
る。

　人事評価については、地方公務員法の改正
にも配意し、早急に全ての職員を対象とし
て、モチベーションを高め得る制度とすべ
く、引き続き見直しを進めます。
　また、指標については、人事評価の結果を
使用することを含め検討していきます。
なお、職員数については、量的にも質的にも
業務が増加していることも考慮する中で、非
常勤の活用等による適正な人数の配置に引き
続き努めます。
　政策指標についても内部管理に関する項目
の設定について検討します。（職員課）

第３次
実施計画

事業実施の考
え方及び実施

方法

⑯職員の内部管理については、政策指標が限ら
れており、的確に判断できない。職員の動向や
内部記述から判断すると、職員数は増加してお
り、また、人事評価が一部反映にとどまってい
るなど、順調に推移しているとは、とても言え
ない。
㉗自治の進展、適法判断、本部の行政拠点の整
備等については、まずまずの進捗がみられると
考えられるが、「職員がやる気をもち、成果を
出せる体制をつくる」に関しては、その戦略的
展開が見受けられず、その効率性・効果に関し
ても大きな疑念がある。
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総務部

⑭迅速で的確な窓口サービスに対する市民満足
度の調査結果から、19.8％の人が不満と感じ
る要因について、誰がどのような時に不満と感
じるのか分析をするべき。

　窓口サービスに対する不満については、
日々の窓口業務等に寄せられる苦情、要望等
で把握しており、その都度改善を図っていま
す。窓口で寄せられる苦情で最も多いもの
は、繁忙期の待ち時間に対する苦情です。寄
せられた苦情は、四半期毎にその内容と対応
について整理して記録しています。（市民
課）

実施中
－

⑳市民活動団体の登録数は伸びているようだ
が、重なって活動している人も多く見受けられ
る。新たな人材を育成し活動を活発化する必要
があるのではないか。

　本市では、まちの活性化や市民サービス向
上の観点から、市民活動の活発化を図るため
の環境整備を進めてきました。その結果、市
民活動に関心のある市民も増えてきているも
のと認識しています。今後もさらなる市民活
動の推進に向けて、啓発事業等を通じて、新
たな人材の掘り起こしに努めるとともに、活
動の発展段階に応じて、必要な力をつけるこ
とができる機会や場を充実し、人材の育成に
努めていきます。（市民自治推進課）

第３次
実施計画

事業実施の考
え方及び実施

方法

⑫指標上は、「順調」といえる状況になってい
るが、NPOや自治会等の活動実態に即して、
本当にそう言えるかどうかは、必ずしも明らか
ではない。

　市民活動団体の登録状況は毎年増加してお
り、平成２７年度には目標を達成可能です。
また、指標には表れていないが地域における
まちぢから協議会の取り組みや市民活動団体
によるサービス提供の範囲は着実に広がって
いると認識しています。今後も引き続き、市
民活動団体や地域コミュニティの活動の充実
を図っていきます。（市民自治推進課）

参考と
します

－

⑬政策目標の達成状況に示されている２つの指
標は、「それぞれが持つ力を最大限に発揮する
行政運営」の達成度を図るには不十分である。
特に、窓口サービスについては、市民満足度調
査の数値を目標値に掲げているが、すべての市
民が利用しているわけではないので、窓口サー
ビスの実態を反映しているとは言いがたい面が
あり、5年間で2％程度の上昇をもって効果が
出てきているとするには判断が難しい。

　市民満足度調査は、総合計画基本構想につ
いて市全体の様々な施策の進捗管理を行うた
めに実施しています。同調査では、全ての市
民が利用してはいないものの、利用された方
の意見が反映されていると判断し、数値を用
いています。調査方法を含め、窓口サービス
の実態を反映する指標設定について検討しま
す。（市民課）

第３次
実施計画

施策目標の指
標設定の検討

⑩順調とは言い難い。 ̶ － －

⑪職員の採用方法、その後の人材育成、管理職
のあり方等によって職員が十分な能力を出して
行政運営ができる事は行政にとって、一番の課
題である。しかし、地方分権や多様性により、
まちづくりに対する専門性が必要になっている
時代に職員の採り方に戦略がないと実感してい
る。例えば、景観みどり課のみどり担当は課長
以下全て事務職である。平塚市では以前から技
術職が半分以上であり、課長も技術職がほとん
どである。先日みどりの対話集会に来てくだ
さった横須賀市は、自然環境共生課で自然環境
の保全を行なっているが、技術職が半分いて、
課長は技術職の造園出身である。そのために市
民との話し合いでも実行でも専門的な決定がで
き、スムーズな仕事ができると言われていた。
茅ヶ崎市でもどんな事業を行うためにどんな人
材が必要かという戦略のある職員採用と、管理
職としての責任が取れるマネイジメント能力が
ある管理職試験の導入をしないと他市から遅れ
るばかりであると考える。

　市が実施する事業は、分権の進展や社会情
勢の変化に対応して変容してきており、それ
を遂行するために必要となる人材も変わって
きていることから、人材育成基本方針を策定
し、採用試験の改革、人事評価制度の導入を
はじめ、各種研修制度の充実により人材の確
保、育成に引き続き努めます。また、管理職
員への登用につきましては、人事評価制度に
より日頃の勤務状況を評価し、その適性を見
極めた上で行っていますが、今後とも各種研
修等を通じ資質の向上により一層努めます。
（職員課）

実施中
－

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

⑨市民と行政が協力して自治の発展を図るため
に、互いを知り、違いを理解し、相互に学び合
う必要がある。よって、民間企業やNPOの人
材が市役所内で研修する人事交流の検討を望
む。

　現在、高校生と大学生を対象にインターン
シップの受け入れを行っておりますが、公務
の特殊性から従事いただく業務については限
られているのが現状です。こうした状況を踏
まえ、民間企業やＮＰＯ団体と市との研修を
目的とした人事交流について、新たな展開の
可能性について研究していきます。（職員
課）

参考と
します

－
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総務部

㉖文書の適正な取り扱いは難しいのが現状であ
る。マニュアル通りにやると、将来確認のため
に必要な書類でも３年か、５年で廃棄されてし
まう事が多い。特に建設時の設計図、委託内
容、管理に関する事や協定書など、担当課によ
り文書保存年月日は決められるのでチェックが
必要であり、指標の数字はそのような事を調査
した結果なのか、どうかが分からない。

　文書を組織として適正に管理していくため
には、統括的に管理する上で決められたルー
ルを全職員が守っていかなければなりませ
ん。この指標の対象となる調査は、主として
キャビネット内における文書の保管等に関
し、各課が決められたルールにより維持管理
をしているかといった観点から行っているも
のですが、文書の保存年限については、この
調査とは別に文書の類型に応じた基準に基づ
き各課で定めています。また、当該文書の保
存期間満了時には、事務の進捗や将来的な活
用等の観点から引き続き保存するべきか否か
再度チェックを行っています。（文書法務
課）

実施中
̶

㉔情報公開については、件数だけでいいのかと
思う。以前との比較がないので分からないが、
情報提供の件数は出ていないが、各課によっ
て、情報提供を積極的にしてくれる課と、出来
ていない課の差が大きいと市民としては思う。
進んだ判断としては、この部分の件数の公表も
必要ではないか。
　また、市民が知らないうちに情報公開をして
いる場合があり、そのような時は、積極的な職
員からの情報提供のアプローチをすべきであ
る。

　情報公開については、単に請求件数の多寡
をもって事務事業の優劣を判断することは難
しいですが、市民との情報共有を一層推進す
るうえで、市民の方々の関心のある情報につ
いては、公開請求を待つことなく、積極的に
情報提供を進めることは大変重要であると考
えています。
　この情報提供も手段が様々なことから、提
供件数を把握することは困難ですが、今後と
も情報提供が促進されるよう実施していきま
す。（行政総務課）

参考と
します

－

㉕自治基本条例については、既に認知度の問題
ではなく自分の仕事として具体的にどのような
事をしているかが重要である。具体的な事例等
を回答させる方法を取って実施してほしい。認
知しているとは思えないのが市民に実感であ
る。

　自治基本条例については、職員が自分の仕
事との関わりを認識することが大変重要で
す。平成２５年度より、新たに外部講師を招
へいし、実務を担当する職員に、情報共有や
市民参加、協働などの重要性への気付きを促
進させることにより、自らの業務と自治基本
条例に規定された事項との関わりを再認識さ
せ、自治基本条例に対する理解を深め、自治
基本条例の理念を日々の業務遂行に活かすこ
とができるよう研修を実施し、実効性のある
ものとなるよう取り組んでいます。（行政総
務課）

実施中
－

㉒施策目標５８「市民と行政が協力して自治の
進展を図る」をいかに実現しているかを図る指
標として市民活動団体の登録数に加えて、解
散・休会・非公開などの減少要因と新規登録数
の把握も必要と思われる。

　市民活動団体の登録数に加えて、解散、休
会、非公開、合併等の減少要因も施策目標の
達成状況を把握する目安となる数値として反
映できるよう取り組んでいきます。（市民自
治推進課）

２７年度
以降の
取り組み

事業実施の考
え方及び実施

方法

㉓情報公開請求は事業者の見積等の際の請求が
多いとの回答であったが、市民の知る権利の認
識の高まりにより基本的な情報はわかりやすく
提供してほしい。他方、職員にとっては作業量
が増えるであろうことを勘案して、適切で市民
の関心が高いデータは努めて公開することを推
進してほしい。

　市民の方々の関心のある情報については、
公開請求を待つことなく、積極的に情報提供
を進めることは大変重要であり、日頃から、
適切なタイミングで、適切な方法による情報
提供に努めています。
　ひとつの例として、工事設計書の情報提供
制度があり、県内の市町村の中では先進的に
制度を導入し、公開請求によらずに情報提供
（年間約５００件）を行っています。
　また、市民の方々とともに市政を推進する
ため、「茅ヶ崎市市政情報の公表及び提供の
推進に関する要綱」に基づき、市政に関する
重要かつ基本的な計画等の策定過程等におけ
る情報を積極的に公表及び提供する制度を定
め、積極的な情報提供を進めています。
　今後も、市民の方々にわかりやすく情報提
供できるよう取り組んでいきます。（行政総
務課）

参考と
します

－

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

㉑定年が伸びるのとともに自治会デビューする
年齢も遅れ、なかなか担い手がいないのが現状
である。平成２５年には４８自治会で２年以内
で交代をしている、行政側より地域にお願いし
たいことが多くなってきているが反比例するよ
うに担い手不足が起こっていることを踏まえ、
住民の負担感が重くならないよう推進できるこ
とを望む。

　新たな地域コミュニティの取り組みを進め
ることで、地域での活動の担い手の発掘につ
ながるものと考えています。地域住民の誰で
もが関わることができ、誰でもが当事者とな
れる本取り組みをとおして、将来的に地域の
役員の高齢化や担い手不足の解消に効果が表
れるよう推進していきます。（市民自治推進
課）

第３次
実施計画

事業実施の考
え方及び実施

方法
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総務部

㉛事務職試験については、倍率はすごいが、離
職率はどうなのか。災害発生時のことを考える
と市内在住職員数の増が必要と考える。

　現在の採用試験に移行した後に採用された
職員（平成19年度から21年度）の採用３年
以内の離職率は５．６パーセントとなってい
ます。
　採用試験では人物重視として面接を行って
おり、離職率を抑えるとともに災害発生時等
の事も考え市職員の業務をしっかりとイメー
ジできているか確認し、ミスマッチの防止に
努めています。
　こうした面接の結果として、災害時のこと
を考えれば市内在住者が増加することが望ま
しいと考えています。（職員課）

参考と
します

－

㉙人事評価システムについては、一般職員への
反映については、何をもって反映の基準とする
かが難しい。給与アップを目的とした対応が職
員に広がり、市民にはもちろん、職員相互の関
係にも良くないかもしれない。（給与体系の拡
充は当然のこと）

　人事評価制度については、人材育成のツー
ルとして平成１６年度に導入し、管理職につ
いては処遇への反映を含めた完全実施をして
いるものの、その他の一般職員については、
人事配置の資料として活用していますが、給
与への反映には至っていない状況です。
　納得性、客観性、透明性をより高めるため
職員の声にも耳を傾け、検証を行いながら現
在に至っていますが、地方公務員法が改正さ
れ人事評価が法に位置付けられたことにも配
意し、早急に全ての職員を対象にモチベー
ションを高める制度として導入すべく引き続
き見直しを進めていきます。
　なお、評価制度の運用については、人材育
成の視点からも従前どおり評価者と被評価者
の面談を重視し、併せて納得性の向上にも配
慮していきます。（職員課）

２６年度
下半期
以降の
取り組み

事業実施の考
え方及び実施

方法

㉚人事評価システムについて、一般職員の給与
への反映に至らない要因に説得力のある回答は
なかったように思う。変革をささえる認識や理
想を現状に近づける仕組みや制度をつくるとい
う意味の政策づくりは重要である。「政策目標
の達成に向けた総合コメント」に記述の条例立
案研究に公募する職員の意欲は給与的な人事評
価があってしかるべきと思う。

38既に地方公務員法は改正されており、今まで
とは異なった時限での努力を、内部管理に関し
てはしていく必要がある。

39これら等の施策を実施するのは職員である。
人事システムについては、職員の思うところを
把握し、納得のいく仕組みを作ってほしい。こ
れは職員はもとより市民のためである。

40人事評価制度の一般職員への反映を早期に導
入すべきである。しっかりと、職員の意識を業
務執行から政策立案に軸足を移行させ、最小の
予算で最大の効果が出るよう努めてほしい。人
事評価制度の中で評価する方とされる方のコ
ミュニケーションは必要であるが、行き過ぎる
とご機嫌伺いになりかねないので、その点の配
慮は必要である。

41人事評価システムは、人物重視の職員採用を
しても、能力や意識、技術の向上を図る研修を
実施しても、給与への反映がなければ成果はど
う評価されるのか。一般職員への反映は急務と
思われる。

42地域のために働く公務員という性質上、職員
が自己の能力が生かされていると考える理由に
は、人事評価結果の給与への反映という要素だ
けでは図れない部分も多い。限られた人員で、
最大の効果を上げるためには職員が納得して職
務に取り組むというモチベーションの問題もあ
るので、管理職とのコミュニケーションを重視
しながら適材適所で人事配置を行うという戦略
は、人事評価の新たなしくみづくりの中でも重
視すべき要素である。

43人材の育成と人事評価が今後の行政経営に与
える影響は大きく、更なる計画的な研修や意識
の向上を図る必要がある。

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等
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総務部

43人材の育成と人事評価が今後の行政経営に与
える影響は大きく、更なる計画的な研修や意識
の向上を図る必要がある。

　市民活動の推進等に関しては、これまでの
成果や課題を整理した上で、ＮＰＯ等による
市民サービスの拡充とサービスの継続性、安
定性を高めることで、これまで以上に地域に
根付かせていくことを目的とした協働推進事
制度の見直しを行います。（市民自治推進
課）

第３次
実施計画

事業実施の考
え方及び実施

方法
44市民活動の推進等に関しては、これまでの経
緯や実績を踏まえたうえで、着実に改善してい
く必要がある。

45職員には市民に対する接遇マニュアルがある
が、守られていないことが多いことと、電話で
のマニュアルはあるが、メールの問い合わせに
対する回答のマニュアルがないため、受けつけ
られたのかどうかが定かでない場合が多々あ
る。市民が「こうすべきだよ」といつも教えな
くてはならず、メールのマニュアルも全庁的に
決めるべきであると考える。

　接遇能力は、市職員にとって最も基本的な
能力であり、全職員が身につける必要がある
ことから研修を実施するとともに、マニュア
ルを作成し、いつでも確認できるようイント
ラネットに掲載してその周知に努めていま
す。また、電子メールにつきましては、受信
したことや対応に時間がかかる場合は後日連
絡する旨を速やかに返信するよう注意喚起を
していますが、改めてその取扱い方法やマ
ナーなどについて周知を図ります。（職員
課）

実施中
－

37自治の進展については「まちぢから協議会」
の設立等効果が出ている。また、出張所の新設
等、地域住民の利便性が図られてきている。

　新たな地域コミュニティの取り組み（「ま
ちぢから協議会」）については、引き続き協
議会や準備会への支援を行うとともに、新た
にモデル事業に取り組む地区を拡大するため
の呼びかけを行います。また、モデル事業の
取り組みを検証しつつ、本格実施に向けた検
討を行います。（市民自治推進課）

第３次
実施計画

事業実施の考
え方及び実施

方法

32出張所等が増え市民利便性は向上するが、コ
スト感覚を持って行わないと、職員数及び物件
費によるコスト増につながってしまうと考え
る。できるだけ住民票等の発行はコンビニ発行
に誘導し、発行コストの削減に努めてほしい。

　出張所については、身近な生活圏域におい
ての窓口サービスの新たな拠点として平成２
６年５月に辻堂駅前出張所を開設し、平成２
７年度には２地区に開設予定です。市民の利
便性の向上と市役所窓口の混雑緩和を図るも
ので、適正なコストでより充実した窓口サー
ビスを提供します。
コンビニエンスストアで交付サービスを行っ
ている住民票の写し等の証明書については、
引き続きサービス提供に必要な住民基本台帳
カードの普及促進を図るとともに、コンビニ
エンスストアでの証明交付サービスのＰＲ活
動を積極的に行うことで、利用者を拡大し、
発行コストの削減を進めます。（市民課）

参考と
します

－

33住民票の写しと印鑑登録証明書の交付がコン
ビニで開始されて、積極的な広報活動がされ前
年比4倍もの申請があり普及策の効果を評価し
たい。

　平成２６年度は、市オリジナルデザインの
住民基本台帳カードの限定発行を行うなど、
コンビニエンスストアでの証明交付サービス
（コンビニ交付サービス）に必要な住民基本
台帳カードの普及促進を図りました。今後も
コンビニ交付サービスの拡大に向けて取り組
みます。また、平成２８年１月から、住民基
本台帳カードに代わり、個人番号カードの交
付が予定されていますが、引き続きコンビニ
交付サービスの利用促進を図るなど、利便性
の向上に取り組みます。　（市民課）

参考と
します

－

34次の取り組みの方向性について関係者間での
対話や議論があって戦略的な政策展開が生まれ
るのではないか。

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

35政策法務は今後も非常に活躍の場が増える仕
事と考えられるので、しっかり２０代から現場
で育てて頂けるよう考えてほしい。

　政策法務については、これからの自治体職
員にとって必要なスキルという観点から、継
続的な研修を行っていますが、特に地域の課
題を解決するための条例立案研究について
は、若手職員を中心とした少数グループによ
る実践的な研修として取り組んでいます。
（文書法務課）

実施中
－

108



財務部

１．総合計画審議会・行政改革推進委員会評価結果

68　財産を適正に管理する（用地管財課）

69　効率的で公正に入札・契約を執行する（契約検査課）

総合計画審議会
行政改革推進委員会
委員コメント

○　政策目標の達成に向けた総合コメント

①政策目標に関して経常収支比率や市税徴収率だけでは不十分であり、補完する指標が必要であ
る。また、各目標値水準に関しては、現状を踏まえて見直すと同時に、実績値動向に関しては、
長期にわたって検証する必要がある。
②すでに目標が達成しているということについては、しかっりとした分析が必要ではないか。
③現在設定の目標値の達成と更なるアップを期待する。
④市政の積極的な対応に総じて敬意を表する。
⑤税収については、個人（会社員等）と法人（会社、商業）、農業（漁業）の納税比率のちがい
について、もっと積極的な分析が必要と思う。法人については、商工会議所の意見等も聞いては
いかがか。
⑥プライマリーバランスを見ると臨時財政対策債が含まれており、これは政府の担保があるわけ
ではないため、国の債務を考えると、注意をしていく必要がある。また、現在進行中の新庁舎建
設、仮称柳島スポーツ公園、文化会館耐震補強等巨大プロジェクトを抱えており、しっかり優先
順位をつけながら、選択と集中を考え、しっかり頑張ってほしい。
⑦財政運営については、市民からの信頼を獲得する前提条件として、市民に対する適切な情報提
供が欠かせないが、専門用語が多用されがちな分野であり、市民の理解度を高めるには相当な工
夫が求められる。市民目線にたった財務状況の公表にとどまらず、毎年の予算（事業）も含め
て、わかりやすい情報提供の取り組みを今後も継続してほしい。
⑧今後も経常収支比率を上げるために、自主財源の確保・充実を図る必要がある。市税徴収に関
しては、コンビニでの納付などマルチペイメントネットワーク収納の導入により徴収強化が図ら
れることを期待されると窓口センターの果たすべき役割や存在意義や費用対効果もあわせて検討
するべきではないか。
⑨【②戦略的な政策展開の状況】の中で、PPSによる電力調達の導入が記載されているが、こ
れは市民から提案した結果のものであり、それまでは他市の状況等や社会状況に対するアンテナ
がなかったために、10年もの間、無駄をしていたと思っている。これからは課題にあるよう
に、国や他自治体の動向を注視することも必要であるが、茅ヶ崎市としてどうするか、新しい税
の考え方等、地方分権の時代にどうしたら良いかという戦略をする部署があっても良いのではな
いかと考える。
⑩契約についても検討が行われるようですが、「最小の経費で最大の効果」を挙げると言うこと
は、その時に経費がかからないから良いというわけではないことは十分理解されていると考え
る。効果的とは、将来にわたって、茅ヶ崎市としての財産（文化的・支援的なものも含む）を維
持できる方法と言う意味ですが、そのような判断ができる職員がいることが必要である。
⑪他市では、契約が多様化してきているために、契約に関する条例が策定されている所がある。
茅ヶ崎市も「新しい公共」と言いながら、今までにない協定書や協働での事業など、今までにな
いやり方が行われるようになってきている。透明性を確保するためにも茅ヶ崎市でも基本的な考
え方やシステムとしての条例を制定する必要があると考える。

○　これまでの取り組みと成果について

(1)　政策目標の達成状況及び効果の状況

⑫確かに目標を達成されているが、もともと、目標値が低めに達成されており、実績値自体はほ
ぼ高い水準で横ばい状態になっている。臨時財政対策等へのふりかえなどを考慮する必要がある
が、全般的に地財措置と景気回復のなかで、経常収支比率の上昇は一服の感があり、そうしたな
かでは、決してほめられる状況にはない。
⑬税収増加への諸々の対応については大いに前向きであり、目標達成状況及びその効果について
は評価できる。
⑭各施策の実績数値から目標としている行政経営が浸透してきている事が伺える。
⑮納税推進センターの活用をはじめ、働きかける対象者に応じた手法により目標率を上回る徴収
率が達成されている。
⑯固定資産税については、その評価に問題が指摘されている昨今、評価の見直しについても検討
されることを望む。

政策評価の外部評価結果への対応方針

主管部局名 財務部

政策目標 17　ゆるぎない基盤を持ち続ける行政経営

所管の施策目標
（施策目標主管課名）

64　政策の実現を支える健全な財政運営を維持する（財政課）

65　徴収率を向上させる（収納課）

66　市民税の公平・適正な課税を行う（市民税課）

67　固定資産税の公平・適正な課税を行う（資産税課）
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財務部

＊ＰＰＳ…Power Producer and Supplier　特定規模電気事業者

総合計画審議会
行政改革推進委員会
委員コメント

⑰入札に関しては、競争性の確保と、地元企業育成の部分を考慮しつつ、あまり一部企業に偏ら
ないようにしていかないと、リスクマネジメントで困ることがあり得ることを考慮すべきであ
る。徴収率のアップは評価できるが、今後の高齢化の中での対応策をしっかり検討してほしい。

(2)　戦略的な政策展開の状況

⑱わかりやすい広報活動や非常勤を活用した徴収対策など、徴収面での努力は一定の成果を生ん
でいる。
⑲職員数については、削減どころか、中期的には増員まで計画されており、人件費をはじめとし
た歳出面での努力は、不十分である。今後、さらに扶助費が増加し、公債費が容易に減らない状
況が予測されるため、さらなる人件費の節減等につとめる必要がある。
⑳文教大学との恊働による取り組みにより、市民目線での情報誌が完成したことを評価する。
㉑文教大学との協働による財政状況の情報紙公表という意味では工夫はされていると思うが、市

民に理解をされているという部分はまだまだという気がする。ＰＰＳ＊の導入、及び売却に関し
ても評価する、納税推進センターによる徴収率アップ、ここに関しては料に関しても合わせてで
きるよう努力を頂きたい。
㉒文教大学との協働により財政状況をわかりやすく公表できる情報紙など市民の視点側からの情
報発信は今後も推進してほしい。
㉓ＰＰＳの導入については、コストや環境配慮面だけでなく、再生可能エネルギー分野への投資
を加速させる意味でもＰＰＳを選ぶメリットがあり26年度導入に期待したい。
㉔本来、税の仕組み、納入の手続きは市民になじみにくく、特に高齢者にとっては大変である。
申告相談、納税手続きについては、一層の市民目線の充実を望む。
㉕総合体育館での説明会は、会場案内、職員説明がとても良かった（今年4月）。
㉖納税推進センターの運営に関連して、国保の滞納整理との連携も検討しているとの回答があっ
た。部局を単位とする政策評価でも他部局の取り組みと関連があるものについては、記述ができ
るような工夫が必要である。
㉗経常収支の比率からは、一般企業的な見方をすれば危機的な状況と言える数値である。行政経
営としても高い比率である事には変わりなく強く認識しなければならない。また、財政の硬直化
が進む要因を抱えており、固定費の見直し、収支等、注視する必要がある。
㉘対話集会では長期の財政推計はないと言われていた。次々とハード事業が実施され、耐用年数
の来る公共施設が多く、莫大な修繕費もかかり、少子化、超高齢化による介護保険や医療費の予
算の必要もあり、社会の格差が増える中、生活扶助費も増大しており、各指標が改善したからと
言って安心はできないと考える。中・長期の財政推計を出してほしい。市長が用意しろと言われ
れば、借金をしても財源は確保するという話は、市民として借金が増えるばかりで納得できな
い。

○　課題認識と解決への方策について

㉙ここ十年でみても職員の削減は進んでおらず、ゆるぎない基盤を持ち続けるためには、計画的
に職員数の削減を進める必要がある。また、臨時職員や非常勤の活用が全体として効果をあげる
ことに最適に用いられているかどうか、引き続き検証を続ける必要がある。
㉚人件費・扶助費・公債費といった義務的経費が増え、浜見平及び柳島に関する巨額の債務負担
行為も義務的経費になって増えていくので、市民税が中心の歳入なので、しっかりと中長期の歳
入見通しをたて、それに合わせた義務的経費をできるだけ低くできるよう検討が必要であり、頑
張って財政運営をお願いしたい。
㉛限られた人員で課税・徴収率の向上に取り組み、経費の削減についても一定の効果をあげてき
たことは評価するが、安定した財源の確保という面では公共施設の有効活用や新たな税源の検討
等も視野に入れ、部局横断的に今後の戦略をマネジメントするような体制づくりを検討してはど
うか。
32従事職員コスト、特に常勤職員以外の活用拡大が必要である。
33庁舎の財産管理のみならず市が所有する財産の運用について、持つべき経営資源を最大限に活
用することで、ムリ、ムラ、ムダをなくすために「所有する市有財産を包括的に把握し、運用す
る」検討が必要ではないか。使用していない時間帯や曜日について調査・研究し施設を貸し出し
賃借料収入を得る。または他部局の事業に活用するなど横断的な工夫を期待する。
34各政策については、目標に向け積極的な取り組みがなされており、敬意を表する。
35大型事業では、よりコスト意識を持った検討を行ったほうがよい。
36③課題認識とその解決に向けた取り組みの視点で、事業の精査を進め、経常的な経費のさらな
る見直しを行なうと記載されているが、茅ヶ崎市は補助金についても条例や要綱に規定のない補
助金等も出しており、検証がされていないこと、審議会も行政改革として統廃合すると言われな
がら、実施されないことなどがあり、現在の業務の精査を本気で行ってほしいと考えている。
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財務部

２．評価結果への対応方針

⑧今後も経常収支比率を上げるために、自主財
源の確保・充実を図る必要がある。市税徴収に
関しては、コンビニでの納付などマルチペイメ
ントネットワーク収納の導入により徴収強化が
図られることを期待されると窓口センターの果
たすべき役割や存在意義や費用対効果もあわせ
て検討するべきではないか。

　市内３地区で整備を進めている出張所につ
いては、諸証明の交付や、各種届出及び申請
の受付などを行い、市民サービスの向上を目
指すために設置するものです。出張所を広く
市民に周知することで、市役所への一極集中
を緩和します。併せて、市内５か所の窓口セ
ンターの整理統合を進めることで、市民サー
ビスの向上だけではなく、費用対効果も出せ
ると考えています。（企画部）
　また、出張所や市民窓口センターでは公金
の収納事務を行っておりますので、諸証明の
交付以外に「納付場所」でもあることを各課
において周知し、出張所等の設置効果を高め
るよう努めます。（企画部）
　なお、出張所等は開庁時間等に制限があり
ますので、コンビニ収納の導入科目の拡大を
図るとともに、納付場所と時間の制約が緩和
されるマルチペイメントネットワーク収納を
導入し、徴収率の向上と自主財源の確保に努
めます。（収納課）

参考と
します

－

⑨【②戦略的な政策展開の状況】の中で、PPS
による電力調達の導入が記載されているが、こ
れは市民から提案した結果のものであり、それ
までは他市の状況等や社会状況に対するアンテ
ナがなかったために、10年もの間、無駄をし
ていたと思っている。これからは課題にあるよ
うに、国や他自治体の動向を注視することも必
要であるが、茅ヶ崎市としてどうするか、新し
い税の考え方等、地方分権の時代にどうしたら
良いかという戦略をする部署があっても良いの
ではないかと考える。

　本市では、これまでも企画部を中心とし
て、市民ニーズや時代の変化に迅速に対応で
きる市民サービスの提供を行えるよう業務を
進めてきました。今後は、こうした視点を各
部局に浸透させ、対症療法的ではなく、先を
見据えたうえで、「何をどうすべきか」を考
える政策的な行政運営を推進します。（企画
部）

実施済み －

②すでに目標が達成しているということについ
ては、しっかりとした分析が必要ではないか。

　目標設定については、経済状況などに影響
されやすい指標で、設定時の一定のルール基
づき目標設定をしており、政策評価シート上
での達成であると認識しています。また一方
で、設定した目標値については、前倒しをし
て目標の達成に努めた結果であり、達成した
目標については、現在作業中の基本構想の見
直しの中で、見直しが必要な場合は修正し、
さらに健全化に向け取り組みます。（財務
部）

基本構想
政策目標の
修正

⑥プライマリーバランスを見ると臨時財政対策
債が含まれており、これは政府の担保があるわ
けではないため、国の債務を考えると、注意を
していく必要がある。また、現在進行中の新庁
舎建設、仮称柳島スポーツ公園、文化会館耐震
補強等巨大プロジェクトを抱えており、しっか
り優先順位をつけながら、選択と集中を考え、
しっかり頑張ってほしい。

　次世代への財政負担が過度とならないよ
う、国の動向に注視しつつ、実施計画など事
業採択にあたっては的確な財政推計を行い、
引き続き慎重かつ計画的な財政運営を行いま
す。（財政課） 実施中 －

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

①政策目標に関して経常収支比率や市税徴収率
だけでは不十分であり、補完する指標が必要で
ある。また、各目標値水準に関しては、現状を
踏まえて見直すと同時に、実績値動向に関して
は、長期にわたって検証する必要がある。

　補完する指標としては、施策目標であると
考えており、長期的な視点で基本構想の見直
しの中で、検証し修正を行います。（財務
部） 基本構想

政策目標の
修正
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財務部

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

㉑文教大学との協働による財政状況の情報紙公
表という意味では工夫はされていると思うが、
市民に理解をされているという部分はまだまだ
という気がする。ＰＰＳの導入、及び売却に関
しても評価する、納税推進センターによる徴収
率アップ、ここに関しては料に関しても合わせ
てできるよう努力を頂きたい。

　文教大学との協働により情報紙を公表でき
たことは、一定の目的が達成されたものと考
えます。さらに市民に理解いただけるよう、
手法等について引き続き検討します。（財政
課）
　また、納税推進センター事業につきまして
は、全庁的な徴収率向上を目指し、国民健康
保険料への拡大について検討し、引き続き、
導入を目指します。（収納課）

参考と
します

－

⑦財政運営については、市民からの信頼を獲得
する前提条件として、市民に対する適切な情報
提供が欠かせないが、専門用語が多用されがち
な分野であり、市民の理解度を高めるには相当
な工夫が求められる。市民目線にたった財務状
況の公表にとどまらず、毎年の予算（事業）も
含めて、わかりやすい情報提供の取り組みを今
後も継続してほしい。

　今後も引き続き、市民の視点に立った分か
りやすい表現等を用いた公表を実施します。
（財政課）

実施中 －

⑳文教大学との恊働による取り組みにより、市
民目線での情報誌が完成したことを評価する。

㉒文教大学との協働により財政状況をわかりや
すく公表できる情報紙など市民の視点側からの
情報発信は今後も推進してほしい。

⑯固定資産税については、その評価に問題が指
摘されている昨今、評価の見直しについても検
討されることを望む。

　現在固定資産税の評価方法については、総
務大臣が定める固定資産評価基準（地方税法
第３８８条第１項）に基づき評価の見直しを
３年ごとに行っています。（資産税課）

参考と
します

－

⑰入札に関しては、競争性の確保と、地元企業
育成の部分を考慮しつつ、あまり一部企業に偏
らないようにしていかないと、リスクマネジメ
ントで困ることがあり得ることを考慮すべきで
ある。徴収率のアップは評価できるが、今後の
高齢化の中での対応策をしっかり検討してほし
い。

　透明性、公平性、公正性、競争性の確保及
び市内業者育成という市の方針に十分考慮し
つつ、かつ、法令に抵触しない入札・契約を
行っています。（契約検査課）
　市税の徴収は様々な年代の方が対象となり
ますので、どのような年代の方に対しまして
も、丁寧な説明やわかりやすい文書作成に努
めます（収納課）

参考と
します

－

⑩契約についても検討が行われるようですが、
「最小の経費で最大の効果」を挙げると言うこ
とは、その時に経費がかからないから良いとい
うわけではないことは十分理解されていると考
える。効果的とは、将来にわたって、茅ヶ崎市
としての財産（文化的・支援的なものも含む）
を維持できる方法と言う意味ですが、そのよう
な判断ができる職員がいることが必要である。

　人材の育成に関しては、平成２４年度に
「新しい公共の形成」と「行政経営の展開」
という２つの基軸による行政運営を担う人材
を育成すべく人材育成基本方針の改訂をしま
した。当該基本方針に基づき、市民のために
経営感覚を持ち自ら考え行動する職員を育成
すべく行政のプロフェッショナルとなり得る
人材を採用し、職場外研修、職場研修、自己
啓発といった能力開発と併せ配置替えや昇
任・昇格、人事評価等の人事管理制度により
様々な経験を積む中で必要な能力を適正に発
揮できる職員を育成すべく引き続き努めてい
きます。（企画部・総務部）

実施中 －

⑪他市では、契約が多様化してきているため
に、契約に関する条例が策定されている所があ
る。茅ヶ崎市も「新しい公共」と言いながら、
今までにない協定書や協働での事業など、今ま
でにないやり方が行われるようになってきてい
る。透明性を確保するためにも茅ヶ崎市でも基
本的な考え方やシステムとしての条例を制定す
る必要があると考える。

　本市では、市政の基軸の一つである「新し
い公共の形成」を実現するため、自治基本条
例に依拠しながら、市民の皆さまとともにま
ちづくりを進めているところです。今までと
は異なる手法で行政運営を行うにあたって
は、法令に従うことは当然ですが、政策を実
現するために法を使いこなし、新たなシステ
ムを構築すること、そして必要に応じて条例
を整備することが重要であると考えていま
す。そのために、職員の政策形成能力を高
め、将来都市像が具現化できるよう努めま
す。（企画部）

実施中 －
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財務部

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

㉚人件費・扶助費・公債費といった義務的経費
が増え、浜見平及び柳島に関する巨額の債務負
担行為も義務的経費になって増えていくので、
市民税が中心の歳入なので、しっかりと中長期
の歳入見通しをたて、それに合わせた義務的経
費をできるだけ低くできるよう検討が必要であ
り、頑張って財政運営をお願いしたい。

　引き続き歳入確保に努めるとともに、歳出
につきましても施設の老朽化や扶助費の増加
等による義務的経費の増加が見込まれる中、
事業の集中と選択による経費の削減に努め、
安定した行財政運営を行います。（財政課） 実施中 －

33庁舎の財産管理のみならず市が所有する財産
の運用について、持つべき経営資源を最大限に
活用することで、ムリ、ムラ、ムダをなくすた
めに「所有する市有財産を包括的に把握し、運
用する」検討が必要ではないか。使用していな
い時間帯や曜日について調査・研究し施設を貸
し出し賃借料収入を得る。または他部局の事業
に活用するなど横断的な工夫を期待する。

　市有財産（普通財産）につきましては、払
下げ等による売却または自治会、警察等の公
共的な団体への暫定的な貸し付けを行ってい
ます。また、短期的使用が可能な市有財産
（普通財産）については、積極的な周知を検
討します。（用地管財課）
　平成２５年１２月に「茅ヶ崎市公共施設白
書」を策定し、市が所有している公共施設の
運営や維持管理にかかる経費について明らか
にしたところです。今後は、白書を活用しな
がら、各施設のポテンシャルを十分に引き出
す、効率的な施設運営や活用のあり方につい
て検討を進めます。その上で、最適な受益者
負担のあり方について検討を行い、時代に
合った公共施設マネジメントを推進します。
（企画部）

第３次
実施計画

事業内容の
見直し

㉘対話集会では長期の財政推計はないと言われ
ていた。次々とハード事業が実施され、耐用年
数の来る公共施設が多く、莫大な修繕費もかか
り、少子化、超高齢化による介護保険や医療費
の予算の必要もあり、社会の格差が増える中、
生活扶助費も増大しており、各指標が改善した
からと言って安心はできないと考える。中・長
期の財政推計を出してほしい。市長が用意しろ
と言われれば、借金をしても財源は確保すると
いう話は、市民として借金が増えるばかりで納
得できない。

　推計について、現在進めている基本構想の
見直しの中で、32年度までの推計について時
点修正を行っています。また、大型事業が続
く中、一時的には起債残高の増加が見込まれ
ますが、各財政指標を注視しつつ、行財政運
営を行います。（財政課） 実施中 －

⑲職員数については、削減どころか、中期的に
は増員まで計画されており、人件費をはじめと
した歳出面での努力は、不十分である。今後、
さらに扶助費が増加し、公債費が容易に減らな
い状況が予測されるため、さらなる人件費の節
減等につとめる必要がある。

　業務の質・量を考慮して適正な職員数を定
める必要があるとともに、常勤職員が担うべ
き業務が非常勤や臨時職員で行うことが可能
か、また民間委託すべきか判断し取り組んで
きました。その結果、財務部では市民サービ
スの低下を招かない範囲で非常勤職員、臨時
職員の活用や民間委託を行い時間外の削減等
の効果が表れています。今後も適正な人員配
置等の検討を行います。（財務部）
　従来より職員の適正配置のため、定例的・
補助的業務を切り分け、臨時職員、非常勤嘱
託職員等の活用を行ってきました。今後、権
限移譲や法令改正等に伴い、ますます業務が
増加していくと予測されます。こうした中
で、適正な人員配置を行うため、より一層、
臨時職員・非常勤嘱託職員等の活用促進につ
いて検討を進めていきます。（総務部）

実施中 －

㉙ここ十年でみても職員の削減は進んでおら
ず、ゆるぎない基盤を持ち続けるためには、計
画的に職員数の削減を進める必要がある。ま
た、臨時職員や非常勤の活用が全体として効果
をあげることに最適に用いられているかどう
か、引き続き検証を続ける必要がある。

32従事職員コスト、特に常勤職員以外の活用拡
大が必要である。

㉓ＰＰＳの導入については、コストや環境配慮
面だけでなく、再生可能エネルギー分野への投
資を加速させる意味でもＰＰＳを選ぶメリット
があり26年度導入に期待したい。

　市庁舎含む４５施設を対象に、平成２６年
１０月からのＰＰＳ導入を目指し、再生可能
エネルギーにも配慮した中で、入札準備を
行っています。（用地管財課）

実施中 －

㉗経常収支の比率からは、一般企業的な見方を
すれば危機的な状況と言える数値である。行政
経営としても高い比率である事には変わりなく
強く認識しなければならない。また、財政の硬
直化が進む要因を抱えており、固定費の見直
し、収支等、注視する必要がある。

　財政が硬直化している状況であることを認
識し、実質公債費比率などの財政指標に留意
しつつ、財政運営に取り組んでいます。（財
政課） 実施中 －
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委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

35大型事業では、よりコスト意識を持った検討
を行ったほうがよい

　大型事業を予算化する段階で、市債を始め
とした財源について、次世代への財政負担が
過度とならないよう、慎重に見極めていると
ころです。今後についても、各財政指標に注
視しつつ、慎重かつ計画的に行財政運営を
行っていきます。（財政課）

実施中 －

㉛限られた人員で課税・徴収率の向上に取り組
み、経費の削減についても一定の効果をあげて
きたことは評価するが、安定した財源の確保と
いう面では公共施設の有効活用や新たな税源の
検討等も視野に入れ、部局横断的に今後の戦略
をマネジメントするような体制づくりを検討し
てはどうか。

　部局横断的な課題については、これまでも
関係課職員をメンバーとするプロジェクト
チーム等による取組を進めてきましたが、意
思決定プロセスが不明確であり、必ずしも有
効に機能しなかった事例もみられました。今
後は、目標達成のために必要な権限の付与や
プロジェクトメンバーへの支援等を総合的に
検討し、より実効性の高い体制づくりを進め
ます。（企画部）

参考と
します

－

36③課題認識とその解決に向けた取り組みの視
点で、事業の精査を進め、経常的な経費のさら
なる見直しを行なうと記載されているが、茅ヶ
崎市は補助金についても条例や要綱に規定のな
い補助金等も出しており、検証がされていない
こと、審議会も行政改革として統廃合すると言
われながら、実施されないことなどがあり、現
在の業務の精査を本気で行ってほしいと考えて
いる。

　本市には条例や要綱に規定のない補助金は
ありません。
　次に、補助金の精査についてですが、平成
１７年度より３か年かけて、団体運営費補助
を中心に大幅な見直しを行い、実績として平
成１６年度と比較して約６億円の削減効果が
ありました。
　また、予算要求時では、補助金の所管課が
十分な精査した上で予算要求をし、その後、
予算編成の作業の中で、担当課と十分なヒア
リングを行い、前年度からの繰越金が補助金
予算額を上回っていないか、また補助金の本
来の役割である、公益性・公平性・必要性な
どの視点から毎年見直しを実施し、必要な事
業について予算化しています。（財政課）
　市民ニーズや行政を取り巻く社会経済情勢
は、刻々と変化しているといっても過言では
なく、従来どおりの行政運営だけでは、そう
した変化に対応できないことは認識していま
す。これまでの施策を継続することも重要で
はありますが、業務棚卸評価や施策評価と
いった手法をその目的をしっかりと理解した
うえで活用し、ゼロベースで業務の見直しを
進めます。（企画経営課）

実施中 －
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会計課

１．総合計画審議会・行政改革推進委員会評価結果

⑬提案にあったとおり、指標を入れ替えて、資金運用実績額・基金や例月出納検査の指摘事項検
討を採用すべきである。
⑭高齢化社会の中での税納付は、高齢者がコンビニ等で難しい機械操作をしなくても支払いがで
きるよう、商店の協力等についても市として取り組んでいただきたい。
⑮全てが電算化というけれど、高齢者には住みにくい。
⑯マルチペイント移行に伴う、行政側のメリット・デメリットを整理して、消込事務等各課との
調整を効率的に行うよう努力してほしい。資金運用に関しては、財政調整基金や多目的基金の運
用実績値はしっかり把握することが必要である。

0

0

総合計画審議会
行政改革推進委員会
委員コメント

○　政策目標の達成に向けた総合コメント

①会計が引き続き、適正かつ効率的に運営されるよう、さらに努力して欲しい。
②歳入日と歳出日の時間差を上手に使い、財政運用に努力していることには、市の努力を高く評
価する。
③支払いサイトの問題もあり、再び計画を組んで固定化することは難しいと思う。弾力的で良い
のではないか。
④施策目標の公金の管理を適正の指標「例月出納検査の指摘事項件数」の導入をしっかり行い、
指摘事項０（ゼロ）を目指し頑張ってほしい。

○　これまでの取り組みと成果について

(1)　政策目標の達成状況及び効果の状況

⑤遅れているとはいいつつも、適正な公金管理については、支障なく推移していると考えられ
る。目標に照らして意味ある目標設定と考えらるが、今後は見直しも検討すべきである。
⑥効果は順調である。
⑦これは政策というよりは政策遂行の原点（手段）であると思う。
⑧拡充をお願いしたい。
⑨目標達成に関しては、指標の見直しを考えるべき。その時の金利に左右されるような指標では
しっかりとした評価は不可能である。実際に費用対効果を考えるとどうなのかということになっ
てしまう。新たな指標設定にある月例出納検査の指摘事項件数の方が会計課の政策目標の指標に
はふさわしく思う。

(2)　戦略的な政策展開の状況

⑩消込作業の一元化など、事務効率をあげる作業に地道に取り組んでいることは評価できる。た
だし、こうした効率化が全体の事務効率改善に結びつく工夫をしてほしい。
⑪政策展開の状況は充分評価されるものと思う。
⑫支払い事務に関して、授受日数が減ったことで、迅速化してコストパフォーマンスがあったの
かどうかが分からない。債権者への口座振込通知の廃止で費用削減、効率化できたのはわかる
が、職員数的にはその部分は変化なしで、消込業務により増加、その点差引がなくてすませられ
ればよかった。

所管の施策目標
（施策目標主管課名）

公金の管理を適正に行い、安全かつ有利な運用を図る（会計課）

0

0

0

○　課題認識と解決への方策について

政策評価の外部評価結果への対応方針

主管部局名 会計課

政策目標 18　公金の管理を適正に行い、安全かつ有利な運用を図る
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会計課

２．評価結果への対応方針

⑬提案にあったとおり、指標を入れ替えて、資
金運用実績額・基金や例月出納検査の指摘事項
検討を採用すべきである。

　現在の指標「資金運用実績額（歳計現
金）」については、支払準備金の性格を有し
ていることから、計画的に固定化することは
困難です。そこで、新たに「資金運用実績額
（基金）」、「例月出納検査の指摘事項件
数」を指標として追加し、金融市場における
運用実績額をトータルで管理するとともに、
さらなる公金の管理を適正に行います。

基本構想
政策目標の指
標に追加

⑪政策展開の状況は充分評価されるものと思
う。

　効率かつ効果的な会計事務の遂行に向け、
さまざまな事務改善を行いましたが、今後も
更なる効率化に向け、取り組んでいきます。 実施中 －

⑫支払い事務に関して、授受日数が減ったこと
で、迅速化してコストパフォーマンスがあった
のかどうかが分からない。債権者への口座振込
通知の廃止で費用削減、効率化できたのはわか
るが、職員数的にはその部分は変化なしで、消
込業務により増加、その点差引がなくてすませ
られればよかった。

　支払い事務に関して、口座振込データの伝
送化を行ったことで、運搬上のリスクの回避
と日数の短縮による財務事務の効率化を図る
ことができました。また口座振込通知書の廃
止により、封筒や郵送料等を削減し、コスト
減を実現しました。
消込事務については職員数は1名増となりま
したが、消込事務を一元化し、事務のスリム
化を図ることができました。

２６年度
下半期
以降の
取り組み

行政改革重点
推進事業とし
て位置づけ

④施策目標の公金の管理を適正の指標「例月出
納検査の指摘事項件数」の導入をしっかり行
い、指摘事項０（ゼロ）を目指し頑張ってほし
い。

　政策目標である「公金の管理を適正に行
う」を測定する指標として、新たに「例月出
納検査の指摘事項件数」を追加し、更なる公
金の管理を適正に行います。

政策目標の指
標に追加

⑨目標達成に関しては、指標の見直しを考える
べき。その時の金利に左右されるような指標で
はしっかりとした評価は不可能である。実際に
費用対効果を考えるとどうなのかということに
なってしまう。新たな指標設定にある月例出納
検査の指摘事項件数の方が会計課の政策目標の
指標にはふさわしく思う。

⑩消込作業の一元化など、事務効率をあげる作
業に地道に取り組んでいることは評価できる。
ただし、こうした効率化が全体の事務効率改善
に結びつく工夫をしてほしい。

　消込事務の一元化として、会計課の日計処
理業務と各課で行っているＯＣＲ処理業務を
あわせ一括して処理を行います。今後更なる
事務効率改善を行い、会計事務を遂行しま
す。

２６年度
下半期
以降の
取り組み

行政改革重点
推進事業とし
て実施

基本構想

①会計が引き続き、適正かつ効率的に運営され
るよう、さらに努力して欲しい。

　政策目標の達成に向け、効率かつ適正な会
計事務を遂行します。 実施済み －

②歳入日と歳出日の時間差を上手に使い、財政
運用に努力していることには、市の努力を高く
評価する。

　指標「資金運用実績額（歳計現金）」につ
いては、支払準備金の性格を有していること
から、ご指摘のとおり計画的に固定化するこ
とは困難となっています。今後も更なる歳入
確保のため引き続き効率的な資金運用を行い
ますが、今回指標の見直しを行い、新たな指
標の設定を行います。

基本構想
政策目標の指
標に追加

③支払いサイトの問題もあり、再び計画を組ん
で固定化することは難しいと思う。弾力的で良
いのではないか。

⑤遅れているとはいいつつも、適正な公金管理
については、支障なく推移していると考えられ
る。目標に照らして意味ある目標設定と考えら
るが、今後は見直しも検討すべきである。

⑥効果は順調である。

⑦これは政策というよりは政策遂行の原点（手
段）であると思う。

⑧拡充をお願いしたい。

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等
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会計課

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

⑯マルチペイント移行に伴う、行政側のメリッ
ト・デメリットを整理して、消込事務等各課と
の調整を効率的に行うよう努力してほしい。資
金運用に関しては、財政調整基金や多目的基金
の運用実績値はしっかり把握することが必要で
ある。

　各課で行っている、消込事務の一元化に伴
い、事務の効率化を図りましたが、今後も各
課と連携してさらなる効率化が図れるよう取
り組みます。
基金については、今回新たに指標として「資
金運用実績額（基金）」を追加します。

基本構想
政策目標の指
標に追加

⑭高齢化社会の中での税納付は、高齢者がコン
ビニ等で難しい機械操作をしなくても支払いが
できるよう、商店の協力等についても市として
取り組んでいただきたい。

　コンビニでの税等の納付においては、金融
機関等で納付するのと同様に、窓口に納付書
を持参すれば容易に支払うことができます。
今後、さらにマルチペイメントネットワーク
収納（銀行ＡＴＭ、モバイル、インターネッ
トバンキング等）の導入により、様々な収納
方法の選択が可能になります。

参考と
します

－

⑮全てが電算化というけれど、高齢者には住み
にくい。
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選挙管理委員会事務局

１．総合計画審議会・行政改革推進委員会評価結果

○　課題認識と解決への方策について

⑰期日前投票所は設置する方向で検討してほしいが、指標にすべきかどうかは、慎重に検討すべ
きである。少なくとも現行の指標は維持すべきである。
⑱専任職員による事務体制については、一部兼任も含めて、検討すべきである。
⑲「明るい選挙推進協議会」は老人の集合体なのか。投票所の立ち会いは高齢者なのか。なぜ若
い方にお願いしないのか。市民ボランティア、大学との協調、NPO等々、政治への関心を広め
る良いチャンスと思えるが。
⑳こちらも認識は正しいと考える。期日前投票所の増設及び投票所の整備という意味での見直し
が必要である。明るい選挙推進協議会は、あまり知られていないので、もう少しいろいろな部分
でのアピールをしつつ、会員の募集及び新たな啓発活動の検討が必要と考える。

総合計画審議会
行政改革推進委員会
委員コメント

○　政策目標の達成に向けた総合コメント

①選挙管理委員会の業務の第一は、公正・公平であり、その原点は見失わないように、今後も効
率的・効果的に選挙が執行できるように努力して欲しい。
②基本的には市民の政治意識（民意）の問題である。
③若年中年層の投票率向上が一番の課題と思う。明るい選挙推進協議会の存在をもっと上手くア
ピールし、若手のエンジニアの登用等も視野に入れ、新たな啓発活動の導入及び現行の運動も並
行して行っていく必要性を感じる。
④戦略としては中・高・大学での教育が大切と思うが、学校教育としてOKなのか。
⑤市民の日常生活と議員による政治は別物なのかもしれない。
⑥市民は日々幸せなのか。何か問題が起きれば投票率は高くなるのか。
⑦住民の意思を行政に反映させるという政策目標は大変である。選挙管理委員会がどうあるべき
か、事務局は補佐する所と考えるが、本当の役割は何か。選挙の投票の結果を公表し、投票率が
低いのは、市民が投票に対して何が課題となっているのか、調査して周知する等の対策が必要で
ある。
⑧住民投票についてはその条例が検討されており、選挙管理委員会事務局で行うことになると考
えるが、その対応については検討が必要である。

○　これまでの取り組みと成果について

(1)　政策目標の達成状況及び効果の状況

⑨基本的な業務は十分に達成していると考えられるが、啓発等の成果は投票率には現れておら
ず、啓発事業の効果等がどの程度、出ているかは、確認できない。
⑩期日前投票所の増設は当日選挙に行けない人々に投票の場を広く提供するという意味で、目標
達成の効果は大きいと思う。しかし、問題の本質は、全体の投票率（期日前＋当日）であり、期
日前投票は投票率のダウンを止める効果はあるが、全体の投票率をアップさせることには直結し
ないと思う。
⑪小和田公民館での期日前投票所増設により、期日前投票が増え、投票率向上に寄与したことは
評価できる。
⑫来年の地方統一選挙に向け、市役所分庁舎は駐車場が今までより不便になることを考えると増
設の必要性が考えられる。
⑬明るい選挙推進協議会や文教大生と選挙啓発が行われているが、難しい問題ではあるが、なか
なか効果の指標がないので判断しづらい。

(2)　戦略的な政策展開の状況

⑭期日前投票所を設けることは、投票の利便性を上げられる点で効果があると考えられる一方
で、選挙のない期間も専任職員体制をもっていることは、どれだけの成果をあげられているか
は、疑問である。
⑮投票日当日の会場増設は有効な政策ではあると思うが、近い所に行くということに止まり、投
票数が分散されるだけだと思う。市としては経費のムダ遣いになるかもしれない。
⑯課題認識は、あっていると思う。期日前投票所の増設及び投票所の整備という意味での見直し
が必要である。明るい選挙推進協議会は、あまり知られていないので、もう少しいろいろな部分
でのアピールをしつつ、会員の募集及び新たな啓発活動の検討が必要と考える。

政策評価の外部評価結果への対応方針

主管部局名 選挙管理委員会事務局

政策目標 19　住民の意思を行政に反映させる

所管の施策目標
（施策目標主管課名）

住民の意思を行政に反映させる（選挙管理委員会事務局）

0

0

0

0

0
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選挙管理委員会事務局

２．評価結果への対応方針

⑦住民の意思を行政に反映させるという政策目
標は大変である。選挙管理委員会がどうあるべ
きか、事務局は補佐する所と考えるが、本当の
役割は何か。選挙の投票の結果を公表し、投票
率が低いのは、市民が投票に対して何が課題と
なっているのか、調査して周知する等の対策が
必要である。

　選挙管理委員会は、国政・地方選挙や農業
委員会委員選挙などの選挙に関する事務や選
挙に関する訴訟、直接請求、国民投票などの
選挙に関係する事務を管理執行しています。
　また、選挙が公明かつ適正に行われるよ
う、あらゆる機会を通して有権者の政治常識
の向上に努めることや、投票の方法、選挙違
反など選挙について必要と認める事項を周知
することも重要な職務です。
　投票率については、選挙の種類や年齢階層
別により違いがありますが、年齢階層では特
に２０代から３０代の投票率が低い傾向と
なっているため、若年層に対する啓発事業を
積極的に行っています。一般的に、投票率の
低下の理由として、政治への無関心、政治へ
の不満や不信、支持対象がない、投票しても
影響がないと考えられることなどが挙げられ
ます。選挙管理委員会としては、選挙に対す
る常時啓発や選挙時の啓発を充実するととも
に、あらゆる機会を通じて有権者の意向を聴
取し、投票環境の整備を行い投票率の向上に
努めています。
　なお、ご質問の選挙に関する意識や行動に
ついて調査し、結果を公表することは可能で
あるため、今後検討していきます。

２７年度
以降の
取り組み

事業の
実施方法

⑧住民投票についてはその条例が検討されてお
り、選挙管理委員会事務局で行うことになると
考えるが、その対応については検討が必要であ
る。

　住民投票条例については、本年度に設置さ
れました茅ヶ崎市住民投票制度検討委員会
（行政総務課所管）において今後調査審議す
ることとなっています。この中で選挙管理委
員会の位置づけについても検討されることと
なるため、その審議内容に基づいて対応を
図っていきます。

２６年度
下半期
以降の
取り組み

－

④戦略としては中・高・大学での教育が大切と
思うが、学校教育としてOKなのか。

　若い有権者の投票率を踏まえますと、未来
を担う若者に対する常時啓発は重要でありま
すので、アプローチするとともに手法を工夫
しながら進めていきます。

参考と
します

－

⑥市民は日々幸せなのか。何か問題が起きれば
投票率は高くなるのか。

　投票率は、その時の政治情勢や選挙の争
点、候補者の顔ぶれなど様々な要素が影響す
ると考えられますが、投票環境の整備や啓発
事業も重要でありますので、引き続き取り組
んでいきます。

実施中 －

③若年中年層の投票率向上が一番の課題と思
う。明るい選挙推進協議会の存在をもっと上手
くアピールし、若手のエンジニアの登用等も視
野に入れ、新たな啓発活動の導入及び現行の運
動も並行して行っていく必要性を感じる。

　茅ヶ崎市明るい選挙推進協議会や文教大学
とは、いろいろな機会を通じて相互に連携
し、若年層を中心に啓発活動を行っています
が、さらに他の年齢層についても投票率の現
状を周知し、新たな啓発の取り組みについて
検討していきます。

２６年度
下半期
以降の
取り組み

事業実施の
考え方

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

①選挙管理委員会の業務の第一は、公正・公平
であり、その原点は見失わないように、今後も
効率的・効果的に選挙が執行できるように努力
して欲しい。

　各種選挙を公正かつ適正に管理執行するた
めに常に体制を整えておくとともに、選挙経
費や啓発経費についても業務の改善を図りな
がら効率的に執行します。 実施中 －
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選挙管理委員会事務局

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

⑯課題認識は、あっていると思う。期日前投票
所の増設及び投票所の整備という意味での見直
しが必要である。明るい選挙推進協議会は、あ
まり知られていないので、もう少しいろいろな
部分でのアピールをしつつ、会員の募集及び新
たな啓発活動の検討が必要と考える。

　有権者の利便性の向上に向け、投票環境の
整備について引き続き取り組んでいきます。
茅ヶ崎市明るい選挙推進協議会については、
市のホームページでの紹介や啓発活動の際に
は会員募集のチラシを配布して周知をしてい
ますが、新たな取り組みを実施するとともに
新規会員を募集していきます。

２６年度
下半期
以降の
取り組み

事業実施の
考え方

⑭期日前投票所を設けることは、投票の利便性
を上げられる点で効果があると考えられる一方
で、選挙のない期間も専任職員体制をもってい
ることは、どれだけの成果をあげられているか
は、疑問である。

　選挙は、投開票事務が時間的制約の下に実
施され、ミスが許されず、やり直しがきかな
い厳しい事務であり、さらに、専門性の高い
業務のため事務局職員の自己研鑚と人材育成
が必要です。また、選挙が年間を通じて定期
的に行われるものではなく、衆議院の解散総
選挙のように突発的に行われることもあるた
め常に管理執行体制の充実を図らなければな
りません。選挙時以外にも裁判員候補者選定
や定時登録など法令に基づく事務など多岐に
わたり、豊富な知識と経験を要するため、不
測の事態にも対応できる専任職員による体制
が必要であると考えています。なお、選管職
員が他課の業務を併任したことはありません
が、平成１２年度までは、当時の行政課の職
員が選挙時のみ選管の事務を併任していまし
た。

参考と
します

－

⑮投票日当日の会場増設は有効な政策ではある
と思うが、近い所に行くということに止まり、
投票数が分散されるだけだと思う。市としては
経費のムダ遣いになるかもしれない。

　投票日当日の投票所を増設することにより
諸経費や人件費などが増額しますが、高齢化
社会への対策の一つとして投票所の再編・整
備を進めています。また、期日前投票所を増
設することについても、有権者の利便性や投
票率の向上に有効な方法でありますので、選
挙費全体の経費を見直しながら増設に取り組
んでいきます

２７年度
以降の
取り組み

事業の
実施方法

⑫来年の地方統一選挙に向け、市役所分庁舎は
駐車場が今までより不便になることを考えると
増設の必要性が考えられる。

　期日前投票所については、効果的な場所等
を検討し、増設に向け今後も取り組んでいき
ます。 ２７年度

以降の
取り組み

事業の
実施方法

⑬明るい選挙推進協議会や文教大生と選挙啓発
が行われているが、難しい問題ではあるが、な
かなか効果の指標がないので判断しづらい。

　茅ヶ崎市明るい選挙推進協議会や文教大学
との連携による啓発事業の成果について数値
化することは、非常に困難でありますが、今
後も粘り強く、新たな企画も考えながら事業
を継続していきます。

２６年度
下半期
以降の
取り組み

事業実施の
考え方

⑨基本的な業務は十分に達成していると考えら
れるが、啓発等の成果は投票率には現れておら
ず、啓発事業の効果等がどの程度、出ているか
は、確認できない。

　 啓発事業による投票率に対する効果を数値
化することは、非常に困難でありますが、時
勢に沿った啓発事業を企画し投票率の向上を
図ります。

２６年度
下半期
以降の
取り組み

事業実施の
考え方

⑩期日前投票所の増設は当日選挙に行けない
人々に投票の場を広く提供するという意味で、
目標達成の効果は大きいと思う。しかし、問題
の本質は、全体の投票率（期日前＋当日）であ
り、期日前投票は投票率のダウンを止める効果
はあるが、全体の投票率をアップさせることに
は直結しないと思う。

　当日の投票所の投票率が低迷している一方
で、期日前投票所での投票者数は増加傾向に
あります。今後、全体の投票率を上げるため
には、期日前投票所の増設は有効であると考
えます。また、今後の高齢化社会において投
票する機会を拡大していくことは重要な施策
と考えています。期日前投票所について周知
を十分に行い、投票率の向上を図ります。

２７年度
以降の
取り組み

事業の
実施方法
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選挙管理委員会事務局

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

⑰期日前投票所は設置する方向で検討してほし
いが、指標にすべきかどうかは、慎重に検討す
べきである。少なくとも現行の指標は維持すべ
きである。

　期日前投票所については、今後増設の方向
で取り組んでいきますが、新たな指標として
「期日前投票所の増設箇所数」は設定しない
こととします。現行の指標「投票率の向上」
は、維持します。

実施中 －

⑱専任職員による事務体制については、一部兼
任も含めて、検討すべきである。

　政策評価のご質問の中で説明誤りがありま
した。
　選挙管理委員会が他課との兼任をしたこと
は、過去にありません。他課が選挙管理委員
会の事務を兼任したことはあります。選挙時
以外の通常業務では、裁判員候補者選定や定
時登録など法令に基づく事務が多岐にわた
り、豊富な知識と経験を必要とします。ま
た、投票率の向上を図るため、年間を通じて
いろいろな団体と連携しながら常時啓発を
行っています。選挙事務については、専門性
を有しますのでミスを防止する上からも専任
職員による体制が必要であると考えていま
す。

参考と
します

－

⑳こちらも認識は正しいと考える。期日前投票
所の増設及び投票所の整備という意味での見直
しが必要である。明るい選挙推進協議会は、あ
まり知られていないので、もう少しいろいろな
部分でのアピールをしつつ、会員の募集及び新
たな啓発活動の検討が必要と考える。

　有権者の利便性の向上に向け、投票環境の
整備について引き続き取り組んでいきます。
茅ヶ崎市明るい選挙推進協議会については、
市のホームページでの紹介や啓発活動の際に
は会員募集のチラシを配布して周知をしてい
ますが、新たな取り組みを実施するとともに
新規会員を募集していきます。

２６年度
下半期
以降の
取り組み

事業実施の
考え方

⑲「明るい選挙推進協議会」は老人の集合体な
のか。投票所の立ち会いは高齢者なのか。なぜ
若い方にお願いしないのか。市民ボランティ
ア、大学との協調、NPO等々、政治への関心
を広める良いチャンスと思えるが。

　茅ヶ崎市明るい選挙推進協議会の会員の方
の中には、本協議会の活動の他にもいろいろ
と市政に携われている方もいます。本協議会
の後継者については、大きな課題となってい
ますので、今後もあらゆる機会を通じて会員
を募っていきます。
　投票立会人の選出については、自治会を通
じて依頼していますが、その際に若い方を選
んでいただくようお願いしています。また、
若い方で、臨時職員として期日前投票などの
選挙事務に従事している方もいますので、今
後より一層参加を促していきます。
　現在、ＮＰＯ法人に委託して「未来茅ヶ崎
市」政策コンテストを実施しています。文教
大学には参加を促すとともに多くの若者の参
加を予定していますので、茅ヶ崎市明るい選
挙推進協議会も観覧し、会員募集のＰＲと啓
発を計画しています。

２６年度
下半期
以降の
取り組み

事業実施の
考え方
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監査事務局

１．総合計画審議会・行政改革推進委員会評価結果

○　課題認識と解決への方策について

⑯監査指摘件数０（ゼロ）を目指すべく、全庁的な取り組みが必要とのこと賛成だが、各部の責
任者が初歩的なミスに気付かずに決裁しているあたりは、十分な再教育の必要を感じる。
⑰管理職等の決裁者のうっかりや見過ごし等は怠慢であり、全くチェック機能が働かない結果を
生む。早急に、その様な決裁者を集めて、泊まり込み覚悟の研修の実施を望む。
⑱確かな監査によって、市民が安心して市政を見守れる。監査事務局の役割は極めて重要であ
る。

0

0

総合計画審議会
行政改革推進委員会
委員コメント

○　政策目標の達成に向けた総合コメント

①監査のレベルアップも当然必要なことだが、全庁的な事務、財務の個々の能力を上げる研修等
を定期的に行うべきではないか。
②財務監査によって、小さなミスを見逃さず、それが大きなミスを未然に防ぐことにつながるた
め、重要である。
③住民の行政に対する信頼を図るバロメーターは、監査が厳正に行われているかどうかである。
もし間違いがあっても、素早く修正ができる組織であってほしいと思う。
④以前行う予定としていた指定管理者等の監査状況や事務の執行に関する監査については、どう
して実施できないのか、課題を分析し、早期に実施すべきである。
⑤25年に行なわれた自治基本条例の学識者による見直しの中で、第三者による監査で透明性や
市民への信頼を確保する観点から、指摘がある。外部監査の必要性の検討が必要である。
⑥監査の目的は、③課題認識とその解決に向けた取り組みの視点にも書かれているので、認識さ
れているのだと思う。しかし、24年、25年と見ても、定期監査だけで行政監査や財政援助団体
等監査は行なわれていない。以前から他市ではスケジュールを経て、しっかり行われていると共
に、事務事業の効率性や公平性にまで言及し、事務事業の改善を求めている。茅ヶ崎市でもしっ
かり行う必要がある。
⑦監査が十分行われるためには、職員の専門性の充実が必要であるが、今の状況ではどんなに研
修等を受けても庁内で監査が重要な部署であるという認識がなく、職員がかわいそうで、実施は
難しいと考える。将来にわたって、内部監査を行なうのなら、市民の信頼を得るためにも職員の
専門性・継続性の充実が必要である。今のままでは、政策目標を達成できる状況にはないと考え
る。

○　これまでの取り組みと成果について

(1)　政策目標の達成状況及び効果の状況

⑧請求書の金額、日付の修正など初歩的な誤りに起因する指摘が多かったが、結果少なくなった
としているが、初歩的なミスが未だに24年度３７件、25年度２７件も残っているのはいかがな
ものか。
⑨初歩的な書類不備の指摘が多いとのことだが、改善に努め、市民の安心、安全、信頼へとつな
いでほしい。
⑩監査による指摘事項の漸減を評価する。指摘や不正の解消にはチェック機能が働いているかに
掛かっている。今後も取り組みを継続して０（ゼロ）に近づけることを切望する。
⑪監査結果については、監査委員会が行うものであり、それを補佐する役目が監査事務局だと認
識しているが、茅ヶ崎市の監査結果の公表は事務局から出されている。市民にとって分かり易い
ということでは他市のように監査委員会の報告として公表すべきである。
⑫自治基本条例の見直しの中で、監査結果に対する措置状況も公表することが大事であると指摘
されているので、具体的な措置を記載してほしい。

(2)　戦略的な政策展開の状況

⑬監査能力や知識のレベルアップを図ることは重要だが当たり前のことで、財務の専門家を部内
にもっと増やすべきではないか。
⑭過去を知る財務部門経験者の活用には、大賛成である。知識の継承をお願いする。
⑮退職者の中から、財務部門経験者を非常勤嘱託職員として雇用し、専門性の確保、そして人件
費の削減に努めたことに対して評価する。

政策評価の外部評価結果への対応方針

主管部局名 監査事務局

政策目標 20　行政執行の適法性、効率性、妥当性を維持し確保する

所管の施策目標
（施策目標主管課名）

行政執行の適法性、効率性、妥当性を維持し確保する（監査事務局）

0

0

0
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監査事務局

２．評価結果への対応方針

⑧請求書の金額、日付の修正など初歩的な誤り
に起因する指摘が多かったが、結果少なくなっ
たとしているが、初歩的なミスが未だに24年
度３７件、25年度２７件も残っているのはい
かがなものか。

　指摘の件数については、減少しています
が、依然として少なくない状況であります。
小さな誤りが、大きなミスに繋がらないよう
例月出納検査等でしっかりと指導します。ま
た、誤りの多い事項については、財務部局、
会計課主催の財務会計事務研修の際や全課へ
の通知により注意喚起し、誤りを繰り返さな
いよう指導します。

２６年度
下半期
以降の
取り組み

例月出納検査
⑨初歩的な書類不備の指摘が多いとのことだ
が、改善に努め、市民の安心、安全、信頼へと
つないでほしい。

⑩監査による指摘事項の漸減を評価する。指摘
や不正の解消にはチェック機能が働いているか
に掛かっている。今後も取り組みを継続して０
（ゼロ）に近づけることを切望する。

⑥監査の目的は、③課題認識とその解決に向け
た取り組みの視点にも書かれているので、認識
されているのだと思う。しかし、24年、25年
と見ても、定期監査だけで行政監査や財政援助
団体等監査は行なわれていない。以前から他市
ではスケジュールを経て、しっかり行われてい
ると共に、事務事業の効率性や公平性にまで言
及し、事務事業の改善を求めている。茅ヶ崎市
でもしっかり行う必要がある。

　財政援助団体等監査については、毎年実施
し、結果を公表しています。また、行政監査
については２年に１回テーマを決めて実施
し、その結果を公表しています。平成２４年
度は市の施設に設置されている自動販売機等
の行政財産の目的外使用許可が条例や規則等
に沿って行われているかを中心に行政監査を
実施し公表しました。

実施中 －

⑦監査が十分行われるためには、職員の専門性
の充実が必要であるが、今の状況ではどんなに
研修等を受けても庁内で監査が重要な部署であ
るという認識がなく、職員がかわいそうで、実
施は難しいと考える。将来にわたって、内部監
査を行なうのなら、市民の信頼を得るためにも
職員の専門性・継続性の充実が必要である。今
のままでは、政策目標を達成できる状況にはな
いと考える。

　平成２５年度から財務部門の経験豊富な非
常勤嘱託職員を雇用しています。また、職員
についても積極的に研修等を受けると共に自
己研鑽に励み全体のレベルアップを図ってい
ます。また、毎月実施している例月出納検査
において見受けられる小さな誤りについても
会計課を通じその都度指導するほか、定期監
査等での指摘を受けて実施されている財務・
会計部門による研修会や４半期ごとに行う財
務総点検などを通して監査の重要性は認識さ
れてきていると考えます。今後も公正で的確
な監査を実施していきます。

参考と
します

－

④以前行う予定としていた指定管理者等の監査
状況や事務の執行に関する監査については、ど
うして実施できないのか、課題を分析し、早期
に実施すべきである。

　指定管理者等の監査については、毎年実施
しています。平成２５年度は指定管理者、出
資団体、財政援助団体各１団体について監査
を実施し、その結果を公表しています。

実施中 －

⑤25年に行なわれた自治基本条例の学識者に
よる見直しの中で、第三者による監査で透明性
や市民への信頼を確保する観点から、指摘があ
る。外部監査の必要性の検討が必要である。

　自治基本条例推進のためのアクション・プ
ランに掲載されているとおり、外部監査につ
いては、企画部企画経営課において、第三者
による監査を実施することにより透明性や市
民への信頼を確保するという観点から、外部
監査制度の意義や必要性の有無などについて
検討することになっています。

参考と
します

－

①監査のレベルアップも当然必要なことだが、
全庁的な事務、財務の個々の能力を上げる研修
等を定期的に行うべきではないか。

　定期監査や例月出納検査等で指摘された事
項や誤りの多い点を踏まえて財務部局、会計
課主催の財務会計事務に関する研修を定期的
に実施しています。

実施中 －

②財務監査によって、小さなミスを見逃さず、
それが大きなミスを未然に防ぐことにつながる
ため、重要である。

　定期監査や例月出納検査などあらゆる機会
を利用して小さな誤りもしっかりと注意・指
導していきます。

参考と
します

－③住民の行政に対する信頼を図るバロメーター
は、監査が厳正に行われているかどうかであ
る。もし間違いがあっても、素早く修正ができ
る組織であってほしいと思う。

委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等
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委員からのコメント 対応方針 反映先等 反映箇所等

⑯監査指摘件数０（ゼロ）を目指すべく、全庁
的な取り組みが必要とのこと賛成だが、各部の
責任者が初歩的なミスに気付かずに決裁してい
るあたりは、十分な再教育の必要を感じる。

　起案、起票している担当者から課長補佐レ
ベルまでの研修は実施していますが、責任者
である管理職など各決裁者への研修も必要と
考えます。

参考と
します

－

⑰管理職等の決裁者のうっかりや見過ごし等は
怠慢であり、全くチェック機能が働かない結果
を生む。早急に、その様な決裁者を集めて、泊
まり込み覚悟の研修の実施を望む。

⑱確かな監査によって、市民が安心して市政を
見守れる。監査事務局の役割は極めて重要であ
る。

　今後も公正で合理的かつ能率的な市の行政
運営確保のため監査を実施し、行政の適法
性、効率性、妥当性の保障を期します。

参考と
します

－

⑬監査能力や知識のレベルアップを図ることは
重要だが当たり前のことで、財務の専門家を部
内にもっと増やすべきではないか。

　職員の専門性の確保については大きな課題
であります。財務部門経験者の雇用や異動に
伴う経験者や資格取得者などを考慮するよう
要望していきます。

参考と
します

－

⑭過去を知る財務部門経験者の活用には、大賛
成である。知識の継承をお願いする。

⑮退職者の中から、財務部門経験者を非常勤嘱
託職員として雇用し、専門性の確保、そして人
件費の削減に努めたことに対して評価する。

⑪監査結果については、監査委員会が行うもの
であり、それを補佐する役目が監査事務局だと
認識しているが、茅ヶ崎市の監査結果の公表は
事務局から出されている。市民にとって分かり
易いということでは他市のように監査委員会の
報告として公表すべきである。

　監査結果の報告については、地方自治法第
１９９条第９項により監査委員名で報告し公
表しています。しかしながらホームページに
おいては、内容のみ公表しています。今後は
ご意見のように報告書に準じた公表としま
す。

２６年度
下半期
以降の
取り組み

ホームページ

⑫自治基本条例の見直しの中で、監査結果に対
する措置状況も公表することが大事であると指
摘されているので、具体的な措置を記載してほ
しい。

　地方自治法第１９９条第１２項に、措置を
講じたときは、監査委員はその通知に関する
事項を公表することになっています。本市に
おいては平成２５年２月に１件該当があり、
これを公表しています。

実施中 －
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